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本調査は,日 本 自転 車振興会の機械工業振興資金 によ る「昭和45年 度 情

報処理普及促進 に関す る補助事業 」の一 環 と して実施 した もので あ ります。
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序 に か え て

社会,経 済の発展 に ともない,各 種情報 の蓄積 ・加 工 ・供給 を有機的かっ効果

的 に行 な う方 法 として,と くにコンヒ。ユ一夕による情報処理 の役割 りの重 要性が

認識 され てお ります。

また,最 近 は通信回線 との有機的な結合 によ り,そ の利用 が企業内での地域 的

拡大のみ な らず,企 業間の結 びつ きも情報 の交換 ・共同利 用 を目指 して強 くな る

傾向 にあ ります。

この よ うな状勢 において情報交換の 円滑化 を図 り,情 報処理の効率 を高 めると

い う観 点か ら,デ ー タコー ドの標準化は欠 くべか らざる ものであ ります。

当財 団は昭和44年 度にデータコー ド標準化体系調査委員会 を設置 し実態調査

を実施 す るとと もに,将 来 に対す るデ ータ コー ド標準化の指 針を検討 しま したが,

本年度 は引続いて,前 年度の調査の結果,標 準化を急 ぐ必要 あ りと判定 され た コ

ー ドを重点 的に と りあげ
,さ らに掘 り下げ た調査検討 を実施 しましたので,こ ＼

にその結果 を報 告致 します。

本調 査実施 にご尽力な らび にご支援 を賜わ った関係各位 に心か ら感謝の意 を表

します とともに,本 報告書 が各 方面に利用 され,わ が国情報処理産 業発展 の一助

として寄与で きます よ う念願 いたす次第 であ ります。

昭和46年5月

月

、
,

㌦

財 団法人 日本情報処理 開発 セ ンター

会長 難 波 捷 吾 ・
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は じ め に

デ」タ ・コードは,数 字 や 文 字 で つづ られ た 一つの 語 ・句 に1対1で 対 応 す る約 束語 で あ る。 この約

束 語 を1対1に 対応 させ る ため に は,重 複な どお こ らない よ うに概 念規 定 を 明確 にす る必 要 が あ る。

概 念 規定 を 明確 に す るに は,事 象 や対 象 物 を体系 的 に分類 す る こ とが近 道 で あ る。

情 報技 術 の進 歩 に よ り,デ ー タは今 後,自 然 語 の ま ま入力 され,処 理 され て,ア ウ トプ ッ トされ る

であ ろ うといわ れて い るが,自 然 語 は一 つ の 同 じ意 味の コ トバ に,数 語 があ るの み で な く,概 念 規定

の 明確 さを欠 く ものが きわ めて 多 い 。 この ため事 象 や対 象 物 を ま ちが い な くあ らわ す に は,ど うして

もデー タ ・コー ドに た よ らざ るを えな い。

デー タ ・コー ドに は,こ の よ うな意義 が あ る ことの ほか に,デ ー タの流 通 を容 易 に して くれ る。 一

企業 内 で も同 じ対 象物 に二 つ の コー ドが つ け られ てい る とす れ ば,コ ー ドの変 換 の 過程 を経 なけ れば

流通 は 困難 で あ る。 この ため一 企業 内 の デ ー タ ・コー ドは標準 イヒされ,体 系 化 さ れて い るのが普 通 で

あ る。

とこ ろが,デ ー タ処 理 システ ム は,企 業 内の デ ータの みに よっ て処理 され て い る もの で は な く,多

くは企 業外 の デ ータ とか らみ合 って処 理 され てい る。 この うち問題 なの は,企 業 の外 か らの デ ー タを

い か に企業 内 で デ ー タに融 合 させ るか とい うこ とで あ る。多 くは 同 じ事象 や対 象 にか か わ らず,企 業

外 デ ー タを企 業 内 デ ー タ処 理 に あ わせ るため の変換 を行 な っ てい るのが 実状 であ る。 この こ とは非常

に ム ダ な こ とで あ るが,企 業 間 に統 一 された デ ー タ ・コ ー ドが な い ことに よ る。 自分 の企 業 に とって

売 りで あ るな ら,先 方 の企業 に とっ て買 いで あ るか ら,こ れ の対 象物 は 同一 なは ずで あ る。

この よ うに 考 え る と,デ ー タ ・コ ー ドが社 会的 に 標準 化 され て い れば,ム ダが な くな り,デ ー タの

流 通 が きわ め て スム ーズに な り,デ ー タの互換 性 や共 同 利用 へ のみ ちが 開 か れ るこ とに な ろ う。

そ こで,標 準 コ ー ドの 設 定 を試 み るこ とにな っ たが,口 で い うの は や さ し く,、い ざ実行 とな る とま

ことに 困難 な壁 に ぶ つか るであ ろ う こ とが予 想 され る。

昨年 度 は,こ の 観点 か らデ ー タ ・コー ドの標 準化 を と りあ げ,広 くコン ピュ ー タ ・ユ ーザ に 「調 査

票」 を配布 して,デ ー タ ・コ ー ドの現 状 と コ・一 ドに対 す る意見 を求 め た。 この結 果を も とに して各 項

目Cと に必 要性,緊 急 性,実 現 性 の3点 か らの吟 味 を行 ない標 準 化 の 優先 度 をあ らま し定 め る と と も

に,デ ータ ・コ ー ドの標 準 化 に つ い て の一般 的方 針 を検討 し た。

上 記 に引 き続 いて今 年度 は,そ の各 論 と して昨年 度の 調査 の結 果 と くに優先 度 の 高 い もの を対 象 と

し,個 人 コー ド,事 業体 コー ド,経 営 ・経 済 コー ド,物 品 コ ー ドに っ いて 調 査 し,分 析 す るこ とに し

た。

この ため,デ ータ ・コー ドの 現状 と これ に対 す る意 見 を再 度重 点的 に コ ンピュ ータ ・ユ ーザ に 求 め

「デ ー タ ・コー ドを標 準 イヒ体 系 調 査票 」 を送付 し,で き るだけ 企業 で使 用 して い るデ ー タ ・コー ドの

実 物 を収集 す るこ とに努 め た。 これ らを基 に して,4分 科 会 を設 置 し,実 質 上 の 審 議 を行 な うと と も
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に,各 分科 会 相互 の 関連 事項 の審 議 調整 の場 と して,分 科 会の 主 査 会 を もった。

本 報 告書 は,内 外 の状 況 と今 後進 展 す るで あ ろ う情 報 化 社 会 の未 来 図 を想 定 して,近 い将 来に

JIS化 すべ き必 要 が あ ると考 え られ る ものにつ いて体 系 的 に と りあ げ,そ れ ぞ れにつ いて項 目別 に,

検 討 して ま とめ た もの で あ る。

本 報 告書 の 目的 は,JIS原 案 作 成 の た め の資料 を提 供 す るこ とに あ るの で,JIS原 案 を作 成 す

るに あ た って,参 考 となれ ば 幸 甚 で あ る。 なお,内 容 に つい て,十 分 意 のみ たな い部 分 も多 い と思 わ

れ るので,諸 賢 の ご批 判 を いた だ け れ ば幸 い であ る。

最 後に ア ンケ ー ト調 査 に ご協 力 くだ さっ たユ ーザ各 位 に深 く感 謝 の 意 を 表 わ し,本 報告書 作成 にた

ず さわ った 委員 各位 の献 身的 な奉 仕 に心 か ら敬 意 を表 す る もの で あ る。

ひ
デ ー タ ・コ ー ド標 準 化 体 系調 査 委員 会

委 員長 小 沢 暢 夫

■
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1.調 査 の 概 要

1.1調 査 の 目 的

本調 査 は,昨 年 度 の 「デ ー タ コー ド標準 化 体 系調 査」 の継続 と して,官 公庁 お よ び各 種業 界 の代 表

的企業 を対 象 と し,昭 和45年10月,当 財 団 が行な った もの であ る。 昨年 度 の 調査 で デー タ コー ド

標 準 化 を促進 す るに あた り,必 要 性 緊急 度 が 高かか った"人 に関 す るコー ド'∵マ事業 体 コー ド",

"経 営 ・経 済 コー ド"
,"物 品 コー ド"を 調 査対 象 とし,そ の 標 準 化に 当 っ て構 造 形 態お よび標 準

化 の範 囲の問 題点 と現 状 を把 握 す るこ とが 本調 査 の 目的 であ る。

1.2調 査 対 象

本 調査 の対象 は わ が 国富公 庄 昨年 度 の 調査対 象 よ り各種 業 界 の代 表的 企業150機 関 を抽 出 し

ア ンケ ー ド調査 な らび に面 接調 査 を行 な った結 果 調査 票 に つ い ては79通 の回 答 を 得た。 回 収率 は

ほぼ53%で あ った。 また21社 につ い て面 接 調査 を行 な った。 業種 別 に みた 回答 数 を第1.1表 に示

す。

第1.1表 調査 票回 答数

業 種 回答数 9.業 種 回答数 業 種 回答数

L鉱 業

2.建 設

3.食 品

4.水 産

5.繊 維

6.紙 ・ パ ル プ

7.石 油 ・化 学 ・ゴ ム

8.窒 業

2

1

1

4

9.鉄 鋼 ・非 鉄 鋼

10.機 械 ・精 密 機 器

11.電 気 機 器

12.電 子 計算 機 メーカ

13.輸 送 機

14.そ の 他 製 造

15.商 業 ・サ ー ビ ス

16.金 融 ・保 険 証 券

2

3

5

3

4

1

7

7

17.運 輸 倉 庫

18.電 力 ・ ガ ス

19.計 算 セ ン タ ー

20.学 校 そ の 他

21、 官 庁 ・政 府 機 関

22.地 方 公 共 団 体

4

5

2

1

20

7

合 計 79

1.3調 査 内 容

調 査項 目は次 の2つ に大 別 され る。

(1)コ ー ドの構造 ・形 態

現 在 各機 関 で考 え られ る"人 に 関す るコ ー ド","事 業 体 コ ー ド",経 営 ・経済 コ ー ド",

"物 品 コー ド"に っい て標 準 化 す るに あた っ て どの よ うな構造 と形態 の コー ドが よ いか 調査 した
。

(2)標 準 化の 範 囲

一3一



h

各 コ ー ドは標 準 化 す る と した な らば,

した。

調 査 票 の様 式 を次 に示 す。

コー ドの どの 範 囲まで を どの機 関で 標 準 化 すべ きか 調査

デー タ コー ド標準 化 体系 調 査 票

ご記入にあたっての注意事項

1.調 査票提出期限 昭和45年10月31日

2.調 査票のC記 入内容については秘密を厳守致します。

3.不 明の点のお問合せ電話番号

東京(03)434局8211番 内線536番

技術部技術課

東京都港区芝公園21号 地1番5機 械振興会館内

獣 昧 繍 処醐 発センター

(ご 記入担当者)

官公庁名または

会 社 名

所 在 地

都 市 町 番 号

道 区 村

府 郡

県(〒 一)

ご 氏 名

所 属 '
電
話 内線

一4一
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記 入 例

`
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コ ー ド名 コ ー ドの 説 明 構造 ・形態および標準化の範囲等についての意見

企 業 コ 一 ド

わが 国 の全企 業 また は

あ る規 模 以上(た とえ

ば資 本金1億 円)の 企

業 名の コー ド

記入例1.

NNNN-
一連番 号

NNNNN-一'NNNN}_
主たる事務 主な

所の所在地 産業
(都道府県)分 類

JISの 範囲

_一

支店 ・ 支店 ・工 一連
工場な 場などの 番号

どの別 別

企業内で標準化

学 校 コ
一 ド

1大学 高校 中学 小

学校などの学校名のコ
ード

記 入 例2.

NNNNNNN-一 一
国公 私大 ・高

JIS

－

L－ 連番号

已 」」L絵 描 普通
地方公共団体

個 人 コ
一 ド

国民個人番号 社内個

人番号等

記 入例3.

N－
性別

!

NNNN-
一連番号

NNNNNNNN
一_
出生地 生年月日

(都 道府県)
、

JISで 制 定

材 料 コ
一 ド

各 種 材 料 の コ ー ド

土 地 コ 一 ド

山林 農地 宅地 など

の地 目 コー ド /

輸送機種

船 穂
コ ー ド

陸運 海運 空輸に関

する一切の輸送機およ

び船舶の種類別 車種

別 船種別 型式別等

のコード
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コ ー ド名 コ ー ド の 説 明 構造 ・形態および標準化の範囲等についての意見

建築物を建築するため

の材料別 用途別 構

建 築 物 コー ド 造 別等 に つ いて の コー

ド

官 公庁名 の コ ー ド

官 公 庁 コ ー ド

学校および研究機関名

学 校
の コ ー ド

コ ー ド

研究機関

わが国の全企業 または

企 業
コ ー ド

あ る規模 以上 の企 業 名

の コー ド
(会社名)

銀行および金融機関名

の コ ー ド

銀 行
コ ー ド

金融機関

本店,支 店,工 場 ・営

業所 出張所等の事務

事 業 所 コー ド 所 名 コ ー ド

一

病 院 医 院名の コー ド

病 院 コ ー ド

一6一

'

、ノ

●

c
●



亀

W

●

ー
㎏

コ ー ド 名 コ ー ド の 説 明 構造 ・形態および標準化の範囲等についての意見

国民個人番号 社内個

人番号等

個 人 コ ー ド

A型B型,O型 等 の

血液 型 の コー ド

血 液 型 コー ド

世帯主 夫 妻,長 男

次 男等 の 続柄 の コー ド

続 柄 コ ー ド

大学 短大,高 茂 中

学卒 の学 歴 の コー ド

学 歴 コ ー ド

タ イ ピス ト,溶 接 工

自動車整備士 建築大

職 種 コ'ド 工 配管工 塗装工な

どの 職種 コー ド

英 会 話 ソ ロバ ン,簿

記な どの技 能 コ ー ド

技 能 コ ー ド

部長 課長 係長 班

長 組長等の階級コー

職 階 コ ー ド ド
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コ ー ド 名 コ ー ド の 説 明 構造 ・形態および標準化の範囲等についての意見

電気主任技術者 ボィ

ラ技士 危険物取扱技

免 許 ・資 格 コー ド 術竜 建築士など資格

を得て初めて就業しう

る資 格 コ ー ド

株式会枇 有限会社

合資会社等の企業形体

企 業 形 体 コー ド コ ー ド

各種固定資産品目名の

コ ー ド

固 定資産
コー ド

品 目 名

商品取引きに関する決

取 引 き 決 済

条 件 コ ー ド

済 方 法 に(た とえ ば現

金取 冒し 手形 取 引 等)

関す る条件 の コー ド

会

・

調査ご協力ありがとうございました。お手数でも下記あてご返送下さい。

東京都港区芝公園21号 地1番5号 機械振興会館

勧 日本情報処理開発センター 技術部技術課長

〒105境 良 夫
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回答状況1.4

前 掲 の 調査票 に よ るア ンケ ー ト調 査 の回 答数1ぬ

た のが 第1.2表,第1.3表,第1 .4表 で あ る。

79通 で あ る。 これ を各 調査 項 目別に よ り ま とめ

コー ド ・産 業 別 回答 結 果第1.2表

 

.

合

計

1

0

1

73221

23

25

41

45

51

18

63

田

33

田

43

解

50

田

16

37

18

脳

地

方

公

共
団

体官庁・政府機関学校・その他計算センター電力・ガス運輸倉庫金融・保険・証券商業サービスその他製造輸送機電気機器機械・精密機器鉄鋼・非鉄鋼電子計算メーカ石油・化学・ゴム食品建設鉱業

1

2

2ρ0つ己53111211,133323111つ己122111ρ03りムワム2リムー211121111⊥11

2

4

3

5

4

つU5568∩061119臼1111QJ29一'43n∠2439臼3544413344429臼リム23つ己ρ0り臼71113ウ自1222ウ臼339臼2ウ
錫121・11111'n∠-り白

5

1

3

6

6

3

5

4124711989821111111229臼ウ臼19"14224414341241141

,

6

4

5

3

1

3

251141131

、

3

2

3

2

4

2633652629臼-n63つ∨21121111323323233?02111111121211211

3

155

3211り白19錫1211り0132(∠11522ワU11232n∠11111

68聯2321田33495030772522471761418

別業

別産ドーコ

ド

ド

ド

ド・・‥・

コ

コ

種
種

コ料地遇築材土輸船建

ド

ド

ド

ド

ド

ド

一

一

ー

ー一

一

コ

コ

コ

コ

蜻
校讐

行
蹴

㌘

官

学
研

企

銀
金

事

病

ド

ド

ド

ド

ド

ド

ド

ド

ニ

:

:

二

三
籔

曇

個

血

続

学

識

技

職

免

ド

ド

ド

ー

一

一

コ

コ

コ

態

産
名
き
別㍊蹟目引済企固品取決

計合
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第1.3表JIS化 希 望 ア ン ケ ー ト

合

計

8

00

7

ρ0

0)

ワ]

(」

つ
0

8

8111

14

12

12

18

11

8

9

12

7

8

4

地

方

公
共

団

体官庁政府学校その他計算センタ電力・ガス運輸倉庫金融・保険・証券商業サービスその他製造輸送機電気機器機械・精密機器鉄鋼・非鉄鋼電子計算センタ石油・化学・ゴム食品建設鉱業

1

1

,

111121り白111121nノ白-n∠11111111

1

1

1222'422111リムリムリ白2111239臼1112111

'

1

2

つ
」

1

2

11111111

1

1

1

1

1

11リムー222212222132112つU2311222221223233222311111111111111

111

り4

11112n∠3111

122018M盟31411611

別業

別産ド

|コ

ド

ド

ド

ド

ー

ー一一

コ

コ

柏

鐘種

勒

材

土

輸船

建

ド

ド

ド

ド

ド

ド

一

一

ー

ーー

ー

コ

コ

コ

コ

鑓
校

讐
行鵬

㌘

官

学
研

企

銀金

事

病

ド

ド

ド

ド

ド

ド

ド

ド

ー

一

.

コ

・

.

.

.

.

コ

∴

驚

割

㌫

個

血

続
学

学

識

技

職

免

ド

ド

ド

ー

ー

ー

コ

コ

コ

体

産
目

き
件形資一条業定百済企固品取決

計合
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第1.4表 企 業 内 お よ び団 体 で標 準 化希 望

「

合

計

8

5

「
O

りO

1

2

0
∨

QV

O

11

4

1

2

4

7

4

8

6

5

3

肪
.

地

方
公

共
団
体

1

1

2

官

庁

政

府

3

2

2

1

1

2

3

2

1

2

1

り臼

QO

つ己

3

3

1

1

36

学

校

そ

の

他

1

1

1

1

1

●

1

1

7

計

算

セ

ン

タ
ー

1

7

電

力

ガ

ス

1

-

∩乙

2

1

1

2

10

運

輸

倉

庫

1

1

金

融

保

険

1

1

1

3

商

業

サ

ー
ビ

ス

そ

の

他

製

造

輸

送

機

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

電

気

機

器

1

1

1

3

機械

・

精
密
機

器

1

1

1

3

鉄
鋼
・

非
鉄

鋼

電

子
計

算
メ
ー

カ

1

1

1

2

2

1

1

1

りム

ー

∩乙

1

1

17

石

油
・

化学

・ゴ

ム

食

品

建

設

1

1

2

鉱

業

別業

別産ド

ー・コ

ド

ド

ド

ド・・‥・

コ

コ

種
種

コ料地齢集材土輸船建

ド

ド

ド

ド

ド

ド‥}・‥}・

蜻
校

鷲
行

=

㌘

官

学
研

企

銀
金

事

病

ド

ド

ド

ド

ド

ド

ド

ド

ー

一.コ..一..コ

.

∴

㍍

る

㌧

個

血

続

学

識

技

職

免

ド

ド

ド

一

[

一

コ

コ

コ

体

産
名

き
件

業

菅
引
酪

企

固
品

取
決

計合
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(1)コ ー ドの構 造 ・形 態に つ い て

こ の意見 は,産 業 別 コー ド別 に ま とめた のが,第1.2表 で あ る 。 各 列上 段 の数 字 は各 種 業界

ご との 回答 数 を示 し,ま た,各 列 下段の 数字 は コ ー ド名 ご とに各 種業 界 にお け る回答 数 を示 してい

る。 す なわ ち土 地 コー ドを例 にとれ ば 電力 ・ガス業で は3件 }官 庁 ・政 府 機 関で3儒 他 … … …の

計20件 の 回答 が あ った とい うこ とで あ る。

回 答数 の順 位別 に見 る と,'tt個 人 コ ー ド"の63件 が 第1位 ℃ 次 いで"学 歴 コー ド"の58件

ttwa階 コー ド"の50他"銀 行 金 融機 関 コー ド"の45件 の順 にな
って い る。 これ らの 回 答 の件

数は コー ドに関 す る関心度 を示 した もので あ り,上 位 の大 半 が"人 に関 す るコー ド"1礫 中 して い

る。 これ は昨年 度 の 調査 で コー ドの標準 化 の必要 性 の高 い各 コー ドに つ いて 調査 を したわ けで あ る

が,中 で も"人 に 関す るコ ー ド"が 今 年 も一 番関 心 の高 い もので あ っ た。 また"人 に 関す るコ ー ド
`

以外 で"銀 行金 融 機 関 コ ー ドが 上 位 にあ るが,こ れ は"銀 行 金 融機 関 コ ー ド"が 全 国銀行 協 会連 合

会 で標 準 化 され た"銀 行 金 融 機関 コー ド"が す でに あ りか な り利用 さ れて い ると思 わ れ る。

(2)標 準 化 の範 囲 につ い て

この意 見 は産 業別,コ ー ド別 にJIS化 希 望 に 関 して ま とめ たのが 第1.3表 に,ま た企 業 団体 で

標 準化 希 望 に関 し て ま とめ た のが第1.4表 で あ る。な お,一 部 につ いて は1つ の1コ ー ドでJIS

の範 囲お よび企 業標 準 化 の双 方 が 含 まれ る ものが あ り,こ れ に っ いて は,両 方 の 表 に入 れ て あ る。

JIS化 希 望 の順 位 につ い て み る と回答 件数 の 第1位 が"学 歴 コー ド"で18件 ,以 下"個 人 コー

ド"の14件,"企 業 コー ド","銀 行金 融 機 関 コー ド"の そ れ ぞれ は13件 で あ る。企業 内,団

体 内 で標 準化 希 望 の順位 は第1位 が"事 業 所 コ ー ド"で10件 ,以 下"銀 行 金融 機 関 コー ド",

"企 業 コ ー ド"の それ ぞ れ9件
,"職 階 コ ー ド"が8件 とな ってい る。

'

)ρ ・

6'

ぐ ・
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1.人 に 関 す る コ ー ド

`

1.1コ ー ドの 現 状

1、1.1国 籍(国 名)コ ー ド

国籍 コー ド(国 名 コー ド)を 利 用す る対象 業務 として は,行 政 官 庁 にお い ては渡 航 業務,住 民記 録

録事 務,外 人 登 録 事務 等 に,民 間 企業 にお い て は,外 国為 替業 務,輸 出入 業務,統 計,受 給販 売 管 理,

経 済分 析,経 営 分 析,情 報 検索 等 に,そ れ ぞ れ利 用 され て い る。

現 在使用 され てい る コー ドの うち,一 般 的 な もの を列 挙 す る と次 の とお りで あ る.

)(XXXXXXX

、一}、}}}

圏 州 国名 地域 国 名

XXXXXXXXXX

}}}}一_》__ノ

州 国 名 地 方 都 市 国 名

囲 コー ドは,国 連 で用 い て い る形 式(州+国 名)の もの が多 く,ま た,通 貨 圏 を示 す コ ー ドを

組 み込 ん だ もの が あ る。 ま た,都 市 の コー ドを組 み込 ん だ もの もあ る。

●

、

1.1.2住 居表 示 コー ド

住居 表 示 コー ドを利用 す る対 象業 務 として は,民 間 企業 等 に お い て は資産 管 理,販 売 管 理,顧 客 管

理,納 税関 係 事 務 等 に.行 政 機関 にお い ては 住民 記 録 事務,税 務 事務,そ の他 一般行 政 事務 等 にそれ

ぞれ利 用 され てい る。

現 在 使 用 され てい る コー ドの う ち,一 般 的 な もの を列 挙 すれ ば 次の とお りであ る。

…}略

鷲
…古

器

x
百

又は

U
惇

…τ

…Ｔ
U
待

こ の ほ カ㍉ 都 道 府 県 コ ー ド(JISC6260-70),市 区 町 村 コ ー ド(JISC6261

-70)と 組 合 せ て 使 用 し て い る例 も多 い 。
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コー ド例

福 島 県 一12

ウ チ ゴ ウ シ13内 郷 市 ナ コ ソ シ 14勿 来 市

ウ ウ チ マ チ . 005 内 町 ア ア ズ マ ダ マ チ 017 東 田 町

オ オ ジ マ マ チ 001 小 島 町 イ イ ワ マ マ チ 009 岩 間 町

'
イ シ ッ カ マ チ 016 石 塚 町

コ コ ウ ヤ マ チ 009 高 野 町
ウ ウ シ ロ ダ マ チ 018 後 田 町

シ シ ラ ミズ マ チ 007 白'水 町 ウエ ダ マ チ 012 植 田 町
ウエダマチ ホンチョウ 028 植 田 町 本 町

タ タカ サ キ マチ 004 高 坂 町 "ミ ナ ミチ ョゥ 029 植 田 町 南 町

ツ ツ ズ ラ マ チ 006 綴 町 工 エ バ タ マ チ 013 江 畑 町

ミ ミ ャ マ チ 008 宮 町 オ オ オ タ カ マ チ 007 大 高 町

ミダ ィサ カ イ マ チ 002 御 台 境 町 オ バ マ マ チ 010 小 浜 町

ミマ ヤ マ チ 003 御 鹿 町 オ ガ ワ マ チ 022 小 川 町

ク ク ボ タ マチ 001 窪 田 町

ヨ コ コ ズ ラ ▽ チ 005 九 面 町

サ サ カ イ マ チ 006 酒 井 町

サ ヌ カ マチ 019 佐 糠 町

シ シ サ ワ マ チ 002 四 沢 町
シ ロ ヨ ネ マ チ 004 白 米 町

セ セ キ タ マ チ 003 関 田 町
セ トマ チ 024 瀬 戸 町

ソ ソ エ ノ マ チ 015 添 野 町

高 倉 町
タ タ カ ク ラ マ チ 014 高 倉 町

卜
・

ト ミス マ チ 027 富 津 町

二 ニ イ ダ マ チ 011 仁 井 田 町
ニ シ キ マ チ 020 錦 町

ヌ ヌ マ ベ マ チ 023 沼 部 町

ミ ミサ ワ マチ 021 三 沢 町,

ヤ ヤ マ ダ マ チ ＼、 008 山 田 町

ヤ マ タ マ マ チ 025 山 玉 町
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1、1.3国 民 コー ド

こ こでい う国民 コー ドは,国 民背 番号 の こ とで あ る。 す な わ ち,一 般 国民 を対 象 と して付 与 され る

数 字の認 識 番号 であ る。

個人 コー ドとい う形で は,以 前 か ら行 な われ てい る貯金通 帳 の番 号 とか,保 険 証書 の番 号の よ うな

特 定の 個 人に対 して 付け られ て きた。 これ らは,そ れ ぞれの 業務 を円滑 に処 理 す るため の 目 的で コー

ド化 され て きた。 したが って,業 務 ご とに 個 人 コー ドが異 な って い る。

現 在 わが 国お よび諸 外 国 の個 人 コ ー ドの実 例 はつ ぎの とお りであ る。

区 分 コ ー ド の 構 成
ユ ー ザ 又 は

コ ー ド 名 けた数

民

間

企

業

XXXXXXXXX
-一 ー 一'

支 店営 業 丁 目 ・町 整 理番 号 契 約 種別

所 コー ド 名 コ ー ド

保 険 会 社 9

XXXXXXXXXXX
- 一一ー ー 一

顯 町名 塑 早 警,チ リ・
所 区

サ ー ビ ス

提 供 企 業
1 .1

国

の

機

関

XXXXXXXXXXXXXXXX
-一_' 一

西 暦 月 日 県 安定 所 安定所 ごとの 被保 険 者
・一 番 コー ド コ ー ド

生 年 月 日 号

失 業 保 険
被 保 険 者
コ ー ド

16

・XXXXXXXXXX
}}、 一

昼ぽ 霊 験纏 塑ξ・
厚生年金

被保険者
コード

,

10

XXXXXXXXXXXX
-、 ・▼

留 ㌫ 警騨 契縮 ・一・
局 ド 内 ド

郵便貯金預

金者コード
11

地
方

公
共
団

体

XXXX .XXXXX
～'一

一 連 番号 チ ェ ック

中 野 区 9

XXXXXXXXXX
-一 ・'}
地 区 コー ド 世帯 コー ド 枝 番 個人 番号

古 河 市 10

諸
外
国

XXXXXXXXXX
」一}}一 チ

日 月 年 一連 コー ド ェ
」 ・'(下1け たは ツ

生 年 月 日 性 別)ク

デ ン マ ー ク 10
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区 分 コ ー ド の 構 成 言ニザ躍 けた数

諸

外

国

XXXXXXXXXX
}}}一
年 月 日 一連 コ ー ド チ ェック
'

生 口 ・.'(晶7た は1

スウェーデン 10

X)(XXXXXXXXXX
}}}, 　

日 三 年 篇 嘩 コー ・ こ

生 年 月 日 多

西 ド イ ツ 12

XXXXXXXXXXXXXXX
}}}_一}

性 年 月 県 市町 村_連 コ ー ド 三一
生 年 月 参

フ ラ ン ス ]5

XXXXXX・XXX
}}マ

地 域 コ ー ド グ ル ー プ 一連 番 号
番 号

ア メ リ カ 9

今 回の ア ンケー ド調 査 に つい て は,主 としてい わゆ る職 員 コ ー ド(社 員 コー ド,従 業員 コ ー ド等)

に関す る意 見が 多 か っ た。 国民 コー ドに っ いて 回答 の あ っ た例 は次 の とお りであ る。

コ ー ド の 構 成 けた数

XXXXXXXX XX
ノ チ

;
ク

10
〉 一

一連 番 号
.

XXXXXXX

7
生 コ'一 チ
死1一 連 番 号 膓

別 ド ク

XXXXXXXX
、'.

XXXX X

ζ

タ

13
}

生年月 日 性

▼

ブ ロ ッ ク別

XXXXXXXX
'

XXXX
、

)～ 13
}〉

出生地 生年月日
、

▼

性 一連番号
'

▼

JIS希 望
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コ ー ド の 構 成 けた数

XXXXXXXXX
}}_'

性 生 年 生誕 地 一 連番 号 ・
'>

JIS希 望.

9

XXXXXXXXXXXXX
}}}}一

出生地 生年(西 暦)生 月 生日 性 一連番号
、

'▼ －

JIS希 望

14

XXXXXXXXXXXXX
}〉 ■_

、本 籍地 性 生 年 月 日(年 は西 暦 下2け た)_連 番号
'マ

JIS希 望

13

XXXXXXXXXXXXXX
」

▼'、 」一

旦 生年月日 出生地の鞭 番号 一醒 号
　

JIS希 望

14

■

な お,ア ンケ ー トに対 して コ ー ド例 は示 され て いな いが,少 数 意 見 として,標 準 化 の早 期 決 定 を希

望 す る,け た数 は で き るだけ短 か く,ま た,使 用 方法 につ いて 問 題 点が 多 い の で,JISで 標準 化 す

るこ とに疑 問が あ る,と い う意 見 が あ った。

1.1.4個 人 コー ド

ここで い う個 人 コー ドで 対 象 と しよ う として い る もの は,い わ ゆ る社 員 コー ド,従 業 員 コー ド,職

員 コー ド等 と称 せ られ てい る もの で,企 業,事 業 所,行 政官庁 等 に お いて,そ の社 員,従 業 員,職 員

等 に付 与 され る もの で あ る。

対 象業 務 と して は,人 事 労 務管 理 給 与 計 算 販 売 管理 売 掛 金等 の 徴収 管 理」 職員 の厚 生 関係

等 が 考 え られ る。

コー ドの種 類(名 称)と して は,そ の用 途に従 い
,社 員 コー ド,従 業 員 コー ド1株 主 コー ド,会 員

コー ド,職 員 コー ド,ク レ ジッ ト客 コー ド,預 金 者 コー ド等が あ る。

現 在 使用 され て い る コー ドの う ち,一 般 的 な もの を列 挙 すれ ば 次 の とお りであ る。

一連 番号

XXXXXX

使用 事 由(た とえ ば社 員 コ ー ドで あれ ば 入社)の 発生 の順 に従 ってnけ た

意 味 を もたせ るコ ー ドとの 組 合 せ

一17一



XX－
使用率発
生年の表示

XXX

性 職種

別

…撫
XXXX－
部署,地 位 資格
地位等の表示

XXX
－
左の表示区分 ごとの

発生の順の一連番号

XXXX
－
左の表示区分 ごとの

発生の順の一連番号

XXXXXXXX

'

以上,例 の各種の組合せ

ア ンケ ー トの意 見 として一 般 的 な コー ドに 例 示 され た ものの ほか,社 員(従 業 員,そ の他)の 入 社

時 に必要 な採 用 区分,学 歴 区 分等 を取 り入 れ た らど うか とい う意 見が 見受 け られ た。

1.1.5血 液 型 コー ド

血 液型 の コード化 は,官 庁,民 間 共 一 部 を除 い て は あ ま り関 心 が ない。しか し,情 報 交換 の一般 化,

円滑 化 が可 能 とな っ た場 合,'輸 血 およ び 献血 とい う面 で患 者 管理 交通 事 故対 策1ニコー ド化の 必要 性

は高 い と考 え られ る。

血 液型 の判 定方 式 はABO式Rh式MN式P式Q式,E式,s式 等 があ るが,こ れ らは

医学研 究 法 医学 上,局 部 的 に使用 さ れて い る もの が多 く,輸 血 お よ び献 血 上の 必要 性 か らはABO

式 とRh式 が使 用 されて い る。

アンケ ー ト回 答79件 中,血 液型 に つ い てt&16件 の 回答 を得 た。

コ ・一ドの制 定 にっ い ては8件 がJISに よ る こと を希 望 し,そ の他 は 記載 され てい な い。 コー ド

の構 造 ・形 態 に つ い ての意 見 は次 の とお りで あ る。

(1)ABO式(1け た)とRh式(1け た)と の組合 せ(2件)

(2)ABO式(2け た)とRh式(1け た)と の組 合せ(3件)

(3)ABO式 とRh式 の 組 合せ8通 りを1け た に コーー ド化 ・・一 …(1件)

(4)ABO式 をそ のま ま2け た(3件)

(5)ABO式 を コー ド化 して1け た(3件)

(6)ABO式(2け た)と 因子(2け た)を そ の ま ま4け た 一 ・・(1件)

(7)ABO式,Rh式,PQ式,MN式 を組 合 せ て2け た 一 … ・・(1件)

(8)実 用 化 され て い る判 定 法 につ い ての コー ド化'(2件)

ま た,以 上 の 回答 か ら,

(1)血 液型 に つ いて は,回 答 総 数 の20%し か 記載 され 壬 関 心 が うすい。

σ

'
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(2)コ ー ドの構造 はABO式 の単 独 ま たは,ABO式 とRh式 の組 合せ の 意 見 が大 部分 であ る。

(3)企 業 内等 で の 標準 化は考 え られ ず ほ とん どがJISに よ る制定 を希 望 して い る。

な拘 面 接調査 に よ り,日 本 赤十 字 社 お よ び科学 警察 研 究所 か らつぎの よ うな意 見 が よせ られ た。

○ 日本 赤十 字 社

血 液型 の分類 は非 常に多 い 帖 現 在 の輸 血 献 血に 必要 な分類 はA.B.O型 とRh型 の血 清反

応 に よ って行 な ってい る。

献血による日本人の血液型分布

輸血に使用する血液型分布

A型

0型

B型

AB型

A型

0型

B型

AB型

40%

30%

20%

10%

39%

3396

18%

10%

した が って,ABO型 分 類 の8通 りが明 瞭 化 され れ ば 十 分 であ る。

○ 科 学 警 察研 究所

輸 血,献 血 の場 合 は,ABO型 とRh型 の 区分 のみ で十 分 で あ る 。 しか し,法 医 学 的 見地 か

らだ と交叉 試験(Cro8smatch)を 実 施 す るが,そ の 血清 の 種類 も多 く,血 清 は輸 入 品 を使

用す る。

MN式P式 ル イス弍 ル セ ラン式 ダ フ ィ式 キ ッ ド式,ケ ル式等 があ るが,こ れ らは 警察

とし て の必要 性 は あ るが 一 般 的 に は必 要 が ない。

1、1,6障 害等 級 コー ド

障 害等 級 に っ いて は,特 に コー ド化 してい ると ころ は少 な い と思 われ るが,労 働者 災 害 補償保 険 法

施 行規 則 お よ び 国家 公 務 員 災害 補 償 法 に記載 され てい る障 害 等級 表 は,障 害 等級,給 付 の内 容 およ び

身 体障 害 と と もに完 全に 一 致 して お り,適 用 上 全 国 的 に 統一 され て い る。

また,デ ー タ コー ド標 準 化 に つい ては,コ ン ピ ュー タに よ る情 報交 換 が一 般 化 され た場 合,労 災 保

険処 理 労 働力 状 況 把握 災 害 発生 状 況 調査等 その 利 用価 値 は十 分に存 在す る と考 え られ る。

コー ドにつ い ては,ア ンケ ー ド未 実施 のた ぬ コ ンピ ュー タに適 用 されて い る コー ドは 不 明で あ る

妨 労 働者 災害 補 償 保険 法 施行 規 則 およ び国 家公 務 員 災害 補 償法 に記 載 され てい る障 害等 級 表 には,

障害 等 級(第1級 か ら第14級 ま で)お よ び身体 障害(第1級 か ら第14級 まで)は それ ぞれ 数字 化

され て い る。

障 害 等級 表 の 内容 はは 次 の とお りで あ る。
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σ

ヴ

労

働

者

災

害

補

償

保

険

法

施

行

規

則

(
昭
和
三
五
労
令
五

・
四
四
〇
労
令

一
四

・
四
四

一
労
令
二
・
昭
四
二
労
令
二
九

・

障
害
等
級
表

一
部
改

正

)

障
害
等級

給付

の
内
容

身

体

障

害

第

三

級

.

同
一

八
八

日

分

一

一

眼
が

失
明
し
、

砲
眼
の

視
力
が
○
・

〇
六

以下になつたもの二そしやく又は言語の機能を廃したもの三精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの四脚腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの五両手の手指の全部を失ったもの

第

一

級

当
該
障
害
の
存する期間一年につき給付基礎日額の二四〇日分

一

.
両
眼
が
失
明
し
た
も
の二そしやく及び言語の

機
能
を
廃
し
た
も
の三精神に著しい障害を残し、常に介護を

要するもの四胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、介護を要するもの五半身不随となったもの六両上肢をひじ関節以上で失ったもの七両上肢の用を全廃したもの八両下肢をひざ関節以上で失ったもの九両下肢の用を全廃したもの

第

四

級

同
一

六

四

日
分

一

両
眼
の

視
力
が

○
・

〇
六

以
下
に
な
つ

た

も
の二そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの三鼓膜の全部の欠損その他により両耳の聴力を全く失ったもの四一上肢をひじ関節以上で失ったもの

'五一下肢をひざ関節以上で失ったもの六両手の手指の全部の用を廃したもの七両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第

二

級

同
二
一

三

日

分

一

一

眼
が

失
明

し
、

他
眼
の

視

力
が

O
・

〇
二

以下になったもの二両眼の視力が○・〇二以下になつたもの三両上肢言腕関節以上で失ったもの四両下肢を足関節以上で失ったもの

以

下

略
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1.1.7世 帯 コー ド

世帯 とt&注1)現 実 に 住居 お よ び生 計 を同 じ くし てい る者 の 集 りを い う.ttt・i・,,・・iま一 定 の繊(家 族)

中心 としてい る もの,す なわ ち家 族 世 帯が多 い 妨 他 人 がは い っ て い る ことが あ りうる。(各 家族 は

それ 自身 で い わば 経済 圏 を形作 り,こ の経 済 圏は 世帯 の名 を もって 呼 ばれ 家 族 とほぼ 同 じ意味 を も

って い る)〈 エ ンゲ ル〉 。 この ほか家 族 の外 におい て,あ るい は家 族 なし に生 活 して い る もの を単 独

世帯 諸 種 の施 設 内 で 生活 してい る者 を施 設 世帯 と呼 ぶ こ とが で き る。 世帯 の 構成 に つ いて は,世 帯

の 長 を世 帯主 同 一 の世 帯 に属す る者 を世 帯員 と呼 ぶ こ とがで き る。 法 律上世 帯 を と り上 げ た例 と し

て は,住 民基 本 台 帳法,生 活 保 護 法,農 地法 な どがあ るが,住 民 基 本台 帳 法 では 個 人 を単 位 とす る住

民票 を世帯 ご とに編 成 して 住民 基 本 台 帳 を作成 す る もの と し,世 帯 主 に届 出 の義 務 を課 して お り・生

活保 護 法 は世 帯 を単 位 と して 保 護 を きめ るとして い る。 経済 的 に は,世 帯 とは消 費生 活 の単 位 であ る

が,こ れ はい いか え る と,労 働 力 の 日 々の再 生産 の場 所 で あ る と同時 に,そ の労 働 力 の に ない手 自身

の再生 産 す なわ ち産 児 お よ び育 児 に よ る次世代 の労働 力 の 育 成 の場 所 で あ る(黒 木利 克)。

親等 とは,親 族 間 の へ だた りの遠 近 をは か る尺 度 直 系 親族 につ い ては,た とえ ば 自分 と父 母 また

は子 とは一親 等 祖 父 母 ま たは孫 とは 二親 等 とい うよ うに世 数 を数 えて定 め る。傍 係親族 につ い て は

同一始 祖 に さかの ぼ り,そ の始 祖 か ら当該者 に 下 るまで の世 数 によ るか ら,例 えば 自分 と兄弟 姉妹 な

ら,同 一始 祖 は父 母 で あ り,自 分 か ら父母 まで 一親等 父 母か ら兄 弟 姉妹 まで一 親等 合 計 二 親等 と

な り,自 分 と伯叔 父 母 な ら,同 一始 租は祖 父 母 で あ り,祖 父母 まで 二 親等 祖 父 母か ら伯 叔父 母 まで

一親 等 合 計 三親 等 従 兄弟 姉妹 な ら,二 親等 と二親 等 で 合計 四親等 と い うことに な る(民 法 第

726条)。

世 帯 コ ー ドは,行 政上 の世 帯 を単 位 に 番号 を付 した世 帯 番号 のほ か,国 勢 調査 で,世 帯 単 位 に調 査

票 に記 入 す る世帯 主 との 続 柄,世 帯 構成,ま た各 企業,官 庁で 給 与計 算 に用 い る扶養 親 族 の コー ドな

どが あ る。

今 回の ア ンケ ー ド調 査 で は 続 柄 コー ドとして照 会の た ら ま と、ま った 回答 が得 られ な か っ た。 し

か し,住 民基 本 台 帳法,生 活 保 護 法等 世帯 を単位 と してい るの で,検 討 の必 要が あ る と思 わ れ る。な

お,世 帯 番号 に つ いて は,行 政 上 の 必 要 は ます ます高 ま る と思 う。

世 帯番 号に つ い ては,44年 の ア ンケー ト調 査 では事 業 体 の 分類 に含 め てJIS化 の必 要性 緊急

怯 実現 性の 判定 を行 な っ た 妨 い ず れ も否定 的 であ り,こ こで い う世帯 とは,世 帯 コー ドな らびに

世 帯 構成 コー ドの 範 囲 を検 討 す る こ とにす る。

、 注1)平 凡 社 世 界 大百 科 事 典 よ る。

例:世 帯 コー ド

一 般 的 な コ ー ド

N
　
世 帯 コ ー ド
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ア ンケ ー トの 意 見 と して

(1)N
}

1.～世 帯 主 で扶 養者 あ り

2.～ 世帯 主 で扶 養者 な し

3.～ その他

(2)N
}

1～ 世 帯主

2～ 準世 帯 主

3～ 独 身

(3)NNN　 　
↑L 続 柄

世 帯主 か否 か の コ ー ド

(4}NN
　
世帯主との続柄

⑤ 世帯 構 成 コー ド

看 世 帯 の 構 成 コ ー ド

世帯主 親族 1

世帯主 親族+家 事使用人+(同 居人) 2

親族 世 帯 世帯主 親族+営 業使用人+(同 居人) 3

家事使用人世帯主 親族++(同 居人)

営業使用人
4

世帯主 親族+同 居人 5

非親族世帯 世帯主+非 親族 6

独身 世 帯 世帯主 7

準 世 帯
'X

調査 方 法 に 問題 があ った か と思 うが 続 柄 のJIS化 を希望 してい る意 見 が 多 く,「 世 帯 主 との 続

柄」 と明確 に定義 して い る例 は な い。 し か し,目 的 か ら見て世 帯 主 との続 柄 を想定 し て書 いて い る と

見 られ る もの もあ った。

1.1.8続 柄 コ ー ド

続 柄 コー ドとして は 国 勢 調 査に 用 い る世 帯主 との続 柄 を主 とした もの と,各 官庁 お よび企 業等 で

扶 養家 鹿 税 金 の控 除等 に用 い る コー ドと親族 を対 象に コ ー ドを付 した もの とに 大 別 で き る。
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一 般 的 な コ ー ド

XX
　
続 柄

ア ンケ ー トの意 見 とし ては

(DIけ た 構成

NI～ 父2～ 母3～ 祖 父4～ 祖母5～ 兄6～ 姉

1け た コー ドとし ては他 に;三 の 例が あ るが,ほ ぼ 同 じ考 えで 構成 され てい る。

(2)2け た 構成

ONN

L
L1.r、 一 二子,.三 子 、一四子 以 下

1～ 男2～ 女

この コー ドは続 柄 コ ー ドと して若 干 不 備 の よ う に見 受け られ る。

ONN
　 　ン

定義の別 獅
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親族世帯員の範囲(S40国 勢調査)

⑤ 父

子の妻の母

⑤ 兄
子の妻の弟

「 一 一 一 『 一 一 ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 ー ー ー ー 一 「
1
1

父3曽祖

母

2祖 父母

父1
. 母

世 帯 主

要

1子

子 のi妻

2孫

⑤ 孫 の 妻

1

兄 弟

兄弟の妻

父3
.伯叔 母

・ 従 量

5い と こ

の 子

5い と こ

の 孫

父 母 の4
.伯叔 父 母

父 母 の5
. 従 兄 弟

|

祖 父 母 の5
.伯叔 父 母

祖父 母の6
.従 兄 弟

亀

注:ア 数 字 は血族 の親等 を示 す。

イ ⑳ 印 を付 した 続柄 の世 帯 員 は民 法上 の親 族 で は ない 坊 本 製 表上 で は特 に親 族 世帯 員 として

取 り扱 う。

ウ 兄弟 と表 示 して あ る親等 は姉 妹 を含 む。

エ ・・… … ・の 上 また は 下には 親等 の 数 が6に 達す るま での 親等 が存 在 す る もの とす る。

オ 申告面 か ら法緑 上 の 養子 養 父母 な どであ る こ とが判 明 した 場合 はす べ て実 父 母に 準 じて取

り扱 う。

句

φ
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亀

ONN
}

00～19

20～39

0NN
}

父

母

夫

妻

長 男

～

長 女

～

(3)3け た 構成

ONNN
}

男子系続柄 長男→甥

女子系続柄 長女→姪

01

02

10

20

11～19

31～39

21～29

41～49

兄弟

姉妹

祖父母

その他

50～64

65～79

80～89

90～99

カナ と数 字 の表 意記 号

ONNN← 性 男‖コー ド

鱗 女別に連番・っける

配偶肴 子供,父 母 兄弟姉妹 祖父母 孫 叔父叔母,従 兄弟,甥 嬉 その他扶養者を

表わす。

(4)4け た構成

NNO

男
女

等
親

N
}

先
代

NO

NN
　
続柄

NN
　

当
代

ア ンケ ー ト150件 中」 しか も

世 帯 コー ドとの 区 別 が 明確 で な い もの があ った カ～

個人 コー ドと続 柄 コー ドの 組 合 せ,ほ か に民 法 上 の親 族 を コ ー ド化,JISに す るよ うに との意見

が寄 せ られ て い る。

世 帯 主0001

夫0003

妻0002

長 男0021

二 男0022

世 帯主 の長 男 の 長 女2131

白紙117件i記 入331牛 ほぼ25パ ー セ ン トしか 記入 が な く,

JIS化 の希 望 が多 い。
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1.1.9学 歴 コ ー ド

企 業 内に おい て は 従 業 員 コ ー ドな ど と同 じよ うに昇 進 昇格 昇給 な どに関 して学 歴 コー ドを設

定 して い る坑 各 企業 と もコ ー ド設 定 の 方 法 が ま ちま ちで統一 的 な コー ドとな っ てい な い現 状 であ る。

学歴 コー ドを大 別 す ると次の とお りで あ る。

(1)1け た また は2け たで 最 終的 な学 歴 を表 示 し よ うとす る もの(新 制 旧 制 σ)区分 大 学 院 を包

含 す る もの が多 い)

例Nま た はNN
}

1け た の場 合 は大 学 短 大。 高 専 高 校 中 学 の区 分 を表 わ し,2け た の場合 は これ を更 に

細 分化 し,新 制 旧 制 の 別 大学 院の 別 を表 わ す。

(2)(1)に 全 日制(昼 間),定 時 制(夜 間),通 信 課程 な どの区分 を組 合 せ た もの

例
NNN

]二 上 ㌶ 、㍗ 通信課… の区分

(3)(1)ec卒 業,中 退 な どの 区 分 を組 合 せ た ものの

例
NNN

L卒 業 中退の区分

前記の とお り

(4)(1)に 専門学科区分を組合せたもの

例
NNNN

機械 電気 法律 経済,な どの専門学科区分

前記のとお り

㈲ そ の 他

○(Dに 地域 学校名コー ドを組合せて学校名まで明らかにしているもの

○ 社内認定学歴を併記するもの

○ 各種学校修了を一定の範囲で併記するもの

さらに,体 系的にみると,

(1)基 本的学歴区分

原則的に卒業した最新学校区分を2け たで表示する。

1け たの場合は 新鶴 旧制区分および大学院区分が表示できないので2け たが必要である。 また

必要な場合は卒業年月を併記することも考えられる。
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6

つ

亀

学歴 コー ド表

学 歴 区 分 コ ー ド 学 歴 区 分 コ ー ド

新 制 中 学 卒 10 旧 制 専 門 卒 80

尋 小 卒 30 新 制 大 学 卒 90

高 小 卒 35
新 制 大 学 院
(博 士 課程)

92

新 制 高 校 卒 40
〃

(修 士 課 程)
94

旧 制 中 学 卒 60
'旧 制 大 学 卒

96

高 専 卒 70 旧 制 大 学 院 98

短 大 卒 75

② 付加的学歴区分

○ 専門学科

専門学科を2け たコードで表示する。

N
}N

L馳 学科

専門学科コ一味

専 門 学 科 コ ー ド 専 門 学 科 コ ー ド 専 門 学 科 コ ー ド

(文芸関係) 経 済 15 船 舶 34

哲 学 01 商 業 16 航 空 35

文 学 02 電 気 ,36

史 学 03 (理 学関係) 電 子 37

美 学 04 数 学 21 通 信 38

教 育 05 物 理 22
応 用 化 学
工 業 化 学 39

教 養 06 化 学 23 高 分 子 40

心 理 07 生 物 24 化 学'工 業
化 学 機 械

41

社 会 08 生 化 学 25. 繊 維 化 学 42

芸 術 09 地 球 物 理 26 窯 業 43

天 文 ・ 宇 宙 27
.

土 木 44

(法 経関係) 建 築 45

法 律 11 (工 学関係) 鉱 山 ・ 地 質 46

政 治 12 計 数 工 学 31 金 属 ・ 治 金 47

政 経 13 機 械 32 熔 接 48

経 営 14 精 密 33 基 礎 工 学 49
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専 門 学 科 コ ー ド 専 門 学 科 コ ー ド 専 門 学 科 コ ー ド

応 用 物 理 50 農 芸 化 学 63 ポル ト ガ ル 語 85

原 子 力 51 水 産 64 ロ シ ア 語 86

計 測 52 中 国.語 87

制 御 53 (医 学関係) その他の 語 学 88

機 械 制 御 54 医 学 71

工 業 経 営
管 理 工 学

55 歯 学 72 (そ の他)

情 報 56 薬 学 73 体 育 91

意 匠 57 家 政 92

写 真 58 .(語 学) 栄 養 93

英 米 語 81

(農 林関係) フ ラ ン ス 語 82 技 術 系 その他 96

農 林 61 ド イ ツ 語 83 事 務 系 その他 97

農 業 工 学 62 ス ペ イ ン 語 84

○ 全 日制 ・定時 制 区分

定時 制 ・通信 課 程 な どの 区 分 を表示 す る。

'N

L全 日制.足 酬 などの区分

全 日制 ・定 時制 区分 コー ド表

区 分 コ ー ド

全 日 制 1

定 時 制 2

通信 課程 3

○ 卒 業 ・中退 区分 コ ー ド表

学 歴 の うち中 退 を把握 しよ うとす る場 合 は 卒 業 ・中 退 区分 に よ り表 示す る。

N

L卒 業.中 退区分

一28一

ρ

痴

診



心

●

Q

卒 業 ・中退 区分 コー ド表

区 分 コ ー ド

卒,業 1

中 退 2

1.1.10職 種 コ ー ド

職 種 コー ドの ア ンケ ー ト調 査の 結 果 を分類体 系 に 整 理 し てみ ると次 の よ うに な る。

ア ンケー ト調査 分類 表

白 紙

JIS化 必要 な し

JISし て欲 しい

企 業独 自の コー ドを 使用 してい る

日本標 準 職 業 分類 で よい

25社

6社

8社

26社

2社

計67社

以上 の こ とか らJIS化 の 必要 が ない と明確 に意思 表示 して い る企業 は6紘 これ に 白紙25社 を

加 え ると31紘 約50%の 企 業 が 自 社内 で も使用 し てい ない か,あ るい は コー ド化 の 必要 は な い と

い う意見 で あ る。

JIS化 して 欲 しい と意 思表 示 して い る企 業 は8社 あ るが これ もその ほ とん どは上 位 分 類 で よい

とい って い る。

企 業 の なか で職 種 コ ー ドを使 用 してい る所 は26社 約40%あ るが,そ の 体 系 は ま ちま ちで あ る。

しか も,こ れ等 の 企業 がJ工S化 を要 望 し てい るの か,企 業 内で独 自に コー ド化 す れば 十分 であ る

として い るの か,明 確 な意 思 表示 は な い。

い ず れに して も早急 に .JIS化 すべ きで あ る との積 極 的 な意 見 は 少 な い。

企 業 内 で使 用 し てい る コー ドの 例は,次 の とお りで あ る。

例1.あ る自動 車 メー カ ー

区 分 職 種 コ ー ド 区 分 職 種 コ ー ド

事 務 経 営 管 理 100100 渡 金 302900

法 規 100200 …

事 務 管 理 100400 特 務
.

機 械 計 算 401000

… 電 話 交 換 401200

技 術 技 術 計 画 200100 受 付 401600

品 質 管 理 200500 …

工 作 技 術 204300 管 理 部 長 500100

… 次 長 500200

現 業 中 子 300100 課 長 500300

車 輌 組 立 302400 三
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例2.あ る鉄 鋼 メ ー カ ー

区分 コ ー ド 職 種 区分 コ ー ド 職 種

製

銑

001高 炉 職
試

験

検

定

253珪 素 鋼 試験職

003焼 結 職 254製 品 検 定 職

005コ ー ク ス 職 255原 燃料試験 職

… …

:

…

製

鋼

051平 炉 職

整

備

301機 械 整 備 職

052転 炉 職 302電 気 整 備 職

054造 塊 職 303計 測 整 備 職

…

…

圧

延

151条 鋼 加 熱 職
:

:

…
152"圧 延 職

154厚 板 加 熱 職

三

…

例3あ る電 気 メ ー カ ー ・

大 分 容 中'分 類
説 明

コ ー ド 職 種 コ ー ド 職 種

010 製 造 製 作 011 製 造 製 作 製作課 電工課 機械課 鋳造

課等の製品の直接作業及びその

に関する業務

012, 生 産 技 術

020 工 場 技 術 021 工 場 技 術

022 図 面 管 理

030 設 計 開 発 031 開 発 試 作

032 製 品 設 計

↓

0.40 工 務 工 程 041 工 程 企 画

042 日 程 管 理

050 検 査 試 験 051 検 査 試 験

052 品 質 管 理

060 資 材 購 売 061 資 材 管 理

062 購 売

↓
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大 分 類 中 分 類 説 明

コ ー ド 職 種 コ ー ド 職 種

略

↓ ↓

110 事 務 管 理 111 EDPS企 画

112 プ ロ グ ラ ム

120 営 業 販 売 121 国 内 直接 営業

国 内 間接 営業

↓ ↓

以 上 の よ うに同業 種 で はあ る程 度 の共 通 性 はあ ると思 わ れ るカ～ 異 業種 間 で は ほ とん ど共 通 性 が な

い0

1.1、11職 階 コ ー ド

職 階 コー ドの ア ンケー ト調 査結 果 を分類 体 系 に整 理 して み る と次の よ うにな る。

白 紙20社

JIS不 必 要40社

JIS要 望7社

計67社

以 上の こ とか らJIS化 を要 望 した 企業 はわ ずか7社 で,ほ と ん どは 自社 内 で コ ー ド化 した方 が良

い とい う意 見 であ る。

企 業 で 使用 して い るコ ー ドの例 は 次 の とお りで あ る。

例1.あ る鉄 鋼 メ ・一ーカ ー

所 長 11 専門副部長 25

副 所 長 12 課 長 31

部 長 21 工 場 長 32

専 門 部長 22 部長 代理 33

次 長 23 係 長 41

副 部 長 24 作 業 長 42

例2.あ る電 機 メ ー カ ー

事業 部 長 01 部 長 代 理 23

次 長 11 課 長 31

技 師 長 12 主任 技師 32

部 長 21 課長 代理 33

副 部 長 22 主 任 41

以上 の よ うに 呼称,内 容 等 各社 それ ぞれ異 な る。 また,

増 え て きて い る。

こ の よ うな職階 を設 け て い ない企 業 も最近
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1.1.12技 能 コ ー ド

国 で は技 能 者 の技 術 の向 上 をはか り,技 能者 の 社会 的評 価 を高 め るた めに技 能検 定 制度 を設 け ℃

機械工,仕 上 工 ・配電工 ・洋 服 工 ・大工 … ……な ど83職 種 にっ い て技 能検 定 を行 な ってい る。

検 定 に は.1級 と2級 が あ って.そ の 合格 者 は,そ れ ぞれ1級 技能 七2級 技能 士 とよ ばれ る。

企 業 内 にお い て は,特 定 の企 業 のみに 存 在 す る もの あ るい は特 定 の企 業 が専有 す る技 術 に 関連 す

る技 能 にか か る ものが あ り,こ れ らは.国 の行 な う技 能 検 定 の対象 か ら除外 され てい る。

技能 者 の 社会 的 経 済 的地 位 の 格付 け は企 業 内 にお け る人事管 理,労 務 管 理 また は生 産 管理 な ど

のた め に標 準 化 の必 要性 が認 め られ る。

現 在 使用 され てい る コー ドを大 別す る と,

(1)2け た は3け た で.技 能 の種 類 を一連 番号 で表 示 してい る ものが多 くみ られ る。

2け た 表示1&技 能 の種 類 を網 羅 的 に コ ー ド化 しよ うとす るので あ る。

例

NN
　

種類

3け た表示は.こ れに技能の級別あるいは技能の程度を付加した ものである。

例
NNN
　

種 類 程度(1種2種,1級2級 な ど)

'

」

ア ンケ ー トの意 見 として は 技能 コ ー ド,免 許 資格 コー ドをあ わせ て 同一 体系 一 連 番 号 で よい と

す る意 見が み られ た。

亀

噺
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4

例 技 能 検 定 職 種 一 覧 表

自 由 鍛 造 電 気 調 和設 備配 管 和 裁 機 械 製 図

鋳 鉄 鋳 物 鋳 造 給排水衛生 設 備配 管 横 編 み メ リヤス 縫 製 構 造 物 現 図 製 作

鋳 鋼 鋳 物 鋳 造 銅 工 丸 編 み メ リヤ ス 縫 製 車 両 現 図 製 作

銅 合 金 鋳 物 鋳 造 造 船 携 鉄 た て編 み メ リヤス縫 製 凸 版 印 刷

軽 合 金 鋳 物 鋳 造 鉄 工 車 両 機 器 ぎ 装 オ フ セ ッ ト 印 刷

鉄 鋼 熱 処 理 光 学 ガ ラ ス 研 摩 車 両 内 部 ぎ 装 活 版 文 選

普 通 旋 盤 加 工 時 計 修 理 車 両 配 管 ぎ 装 活 版 植 字

タ レ ッ ト旋 盤 加 工 回 転 電 機 組 立 て 車 両 電 気 ぎ 装 写 真 凸 版 製 版

フ ラ イ ス 盤 加 工 変 圧 器 組 立 て 左 官 プロセス 製版写真撮影

形 削 り 盤 加 工 配 電 盤 組 立 て タ イ ル 張 り プ ロ セ ス 製 版 修 整

ボ ー ル 盤 加 工 開 閉 制 御器具組 立て 築 炉 プロセ ス製 版 焼 付 け

平 面 研 削 盤 加 工 回 転 電 機 巻 線 畳 製 作 プ ロ セ ス 製 版 校 正

治 工 具 仕 上 げ 更 生 タ イ ヤ 製 造 ブ ロ ッ ク 建 築 木 工 塗 装

金 型 仕 上 げ 化 学 分 析 と び 建 築 塗 装

機 械 組立 て仕 上 げ 絹人絹 ドビー織機調整 建 築 大 工 金 属 塗 装

機 械 検 査 絹 人 絹 ジ ャ ガ ー ド

織 機 調 整
鉄 筋 組 立 て 広 告 美 術 仕 上 げ

金 属 プ レ ス 加 工 横 編 み メ リヤ ス 製 造 指 物 製 作 印 章 彫 刻

工 場 板 金 丸 編 み 機 調 整 い す 木 地 製 作 合成樹脂製品圧縮成形

建 築 板 金 くつした編み 機調 整 建 具 製 作 合成樹脂製品射出成形

製 罐 洋 服 仕 立 て 木 型 製 作 表 具

電 気 め っ き 洋 裁 い す 張 り

◆

1.1、13免 許 ・資格 コーード

一 定の 免許 あ るい は資 格 を必 要 とす る職 業 を資 格職業 とい い
,こ れ らは,次 の よ うな 分野 に類型 化 され る。

(1)産 業 安 全 に関 す る職業

(2)交 通 安 全 に 関す る職 業

(3)保 健お よび 衛生 に関 す る職 業

(4)国 民 の権 利 ・財 産 に 直接 関 係 す る職業

(5)国 家 公 務 や教 育 ・社 会福 祉 に 関す る職 業

現 在 この よ うな職種 は数 多 くあ る携 技 術 革新 の進 歩 作業 内 容 の高度 化 複雑 化 あ るい は社

会制度 の近 代 化 に と もな って,今 後 資格 職 業 の数 は さ らに増加 す るで あ ろ うこ とが 予想 され る。

現 在使用 され てい る コー ドは,技 能 コ ー ドと同 じ く,2け た または3け た に よ る一 連番 号 で表 示 さ

れ てい るこ とが 多 い。
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ア ンケ ー トの意 見 とし そは'

技 能 コ ー ドで 述べ た よ うに,技 能 三 ー ドと同 一体 系 で よい とす る意 見 があ る。 さ らに,こ れ らの コ

ー ドに職種 コー ドも合 わ せ て
,特 技 コ ー ドを企 業 内 部で 標準 化 し た い とい う意 見 もみ られ た。

1.2標 準 化 の 問 題 点

1.2.1国 籍(国 名)コ ー ド

体 系 上 の問題 点 とし て,

国籍(国 名)コ ー ドに つ いて は,今 後 あ らゆ る方 面 におい て相 互 の 利 用が 考 え られ るの で,体 系

的な コー ドを標準 化 してお く必 要 があ る と思 わ れ る。 こ の場合,体 系 上 は,そ の 区 分 に いろ い ろあ る

と考 え られ るが,一 般 的 に い って,地 域 を一つ の カ テ ゴ リー として 区 分す る こ とが 適 当 であ ろ う。

コー ドの 種類 と して は,国 籍 の み に と らをれ るこ とな く,国 名(外 国名)コ ー ドと して,あ らゆ る

分 野 に おい て も活用 で きる よ うに すべ きであ ろ う。

.国名 コー ドの例 を示 す と次 の とお りであ る。

　
・
湾台

-

く

国

国

港

.

オカ

ア

韓

中

香

.マ

シア

000

001

002幽

003 ,

中 近 東 ア フ リカ

、イ ラ ン,

イ ラ ク

トル コ

400

401

402

'

」

大 洋 州

オ ー ス トラ リ ア

ニ ュー ジ ー ラ ン ド

米 米州

*国

カ ナダ

100

101

200

201

特 定地域

』 東 独

中 共

北 ベ トナム

506

600

602

●

ヨ ー ロ ッ パ

英 国

ドイ ツ

フ フ ン ス

イ タ リ ア

300

301

302

303
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国 名 コー ド1&'情 報把 握 基 盤の 全 国 的共 通 性が あ るた ら 標 準化 の必要 は十分 に1あttる6

1ま:た,国 際 的 な基 準 とし ての制 定 が 望 ま し く,そ れ に従 ったJISと すべ きで あ る。

1.2.2住 居 表 示 コー ド

全 国 的 に 利用 で き る要素が 多 いの で,都 道府 県 コ ー ドお よ び市 区町 村 コ三 ドの 下位 分 類 として,標

準 化の 対 象 に はな り得 る・ しか し,番 地 まで の 細 目ま で とす るか,あ るい は町,字 程 度 に と どめ るか

の問 題 が あ る。

コー ドの種 類 として は,市 区町 村 コ ー ドの 下位 分類 と しての 体 系づ け を確 立 し,、混 乱 のな い よ うに

す べき で あ る。 ただ1コ ー ド体 系 として 既成 の コ ー ドとの 関連 を考 慮 しない と標準 化 の移 行 が円 滑 に

行 な わ れな い。

町,字 コ ー ドまで の段 階 とし て,つ ぎの よ うな コ ー ド体 系 が 考 え られ る。

XXXXXXXXXX
-一 ～}

府県コード 市区町村 コード 町字コー ド 検査数字
－

JIS制 定済

た ざし,こ の方法が新住居表示の実施に伴って,従 来の地番(地 点の表示)と 新住居表示(家 屋の

赫)と 概 計 お いて一 致 しな い もの カ`あるが・ 籠 居 表 示 実施 地 欧 お い て は'そ の 表 示が 地点 の

表示 の機 能 を果 た レて い る。 したが って コー ドの 名 称 は 「住 居表 示 コー ド」 では あ るが,そ の 性格 は

「住 所(地 点)表 示 コー ド」 で あ る とい え る。

さ らに,住 居 表 示 の ほ かに,社 会 地 域要 素 に 関係 の ない

PointIＬocation

地 域 メ ッ シュ

の よ うな分類 表示 コ ー ドの体 系が 論議 され て い るが,国 際 的 に もか な り理 論 的 な体 系 整備 も行 なわ れ

て お り,

MailingandShippingAddress

と叉 らん で・・1・SOT℃97WGK(デ ー タ コー ド委 員会)の 研究 課 題 に もな って い るの で・ 住

居 表 示 コ ー ド麺 ・・ 噺 コー ドあ ・い はfJ・地 域 コー ドの騨 イヒが体納 ・容 易 であ ・ので …S

イヒの 可能 性 もでて く、るb

1.2.3国 民 コ ー ド

国民 コニ'ドの標 準 化 に あた って は,つ ぎの よ うな 問題 点 が あ る。

α)国 民 コー ドあ 利用 形 態 ・

以 前 か ら行 なわ れて い る各 業 務 の 個人 コー ド(全 国 民で ない の で 個人 コー ドとい う)の 利用 形 態 を

み ると,
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○ 組 織 体 にお け る情 報処 理

○ 対 個 人 サー ビス として の情 報処 理

とに 分 け られ るが,ほ とん どは前 者の 形 態 で あ り,企 業 もし くは公 共 団体 が それ ぞ れの 個人 に関 す る

情 報 を処 理す るた め にそれ ぞれ の立場 で もっ と も効 率 の よい 個人 コー ドを設 定 して い る。 後者 の 目的

で 個人 コ ー ドを付与 して い る例 は少 な い。

ここ℃ 両 形 態 を同時 に満 足す る国民 コ ー ドの 標 準 化は,従 来 の 個 人 コー ドの 移 行 を考 え る と大 き

な問題 であ る。

標準 化 の基 本 原 理 として 利用 者側 に とって 情 報処理 の効 果 が な けれ ば な らな い。 国民 コー ドにっ い

て も同 様 で あ る。 しか し,こ の 場 合の 利用者 は,各 組 織体(民 間,公 共 を含 む)だ け でな く国 民個 人

もサ ー ビス の利 用者 であ る。

これ は,他 の コー ドの 標準 化が主 と して情 報処 理 の 利用 者 の た めに行 なわれ てい るの とは本 質 的に

異 な る。

②'国 民 コー ドの適用 範 囲

各 組 織 体に お い て定 め られ た個 人 コ ー ドは,そ れ ぞれ 少 な い 個人集 団 を対 象 と してい るので 標 準 化

の必 要 もな い。 ま た,各 業 務 の適 用範 囲が異 な るた め に,個 人 コー ドの標 準 化へ の動 き もな い。 した

が って,全 国民 に 国民 コ ー ドを設 定 し,従 来 の 個人 コ ー ドを変 換 した 場合 に,国 民 コ ー ドに よ る各業

務 の情 報 処理 の効 果が期 待 で き る もの でな け れば な らない 。

(3)国 民 の メ リッ ト

・各 組織 体 にお け る個 人 コ ー ドは
,個 人 に 負 担が かか って い な いの で 個人 の メ リッ トにつ いて は と く

に 問題 は ない。

しか し,国 民 コ ー ドが 実施 され た と きに は,義 務 と して コ ー ドに対 す る国 民 の負担 は 増加 す る。 こ

の増 加 に 匹敵 す る国民 へ の メ リッ トが なけ れ ば な らな い。

国 民 コ ー ドの 目標 として,

① 行 政機 関へ の 各種 申告 登 録 届 出な どの 一 体 化

② 各企 業 が 利用 で き る

③ 対 個人 サ ー ビ スの 向上'

な どが あ るが 国民 コー ドの 実施 が このよ うな 国 民 の メ リッ トに直 結 す るこ とが 必 要 であ る。 これ ら

の メ リッ トが あ って始 めて,国 民 コ ー ドの 標準 化 の意義 は あ る。 し か し,JISと しての 制定 には な

お 疑 問が残 る。

(4)プ ライ バ シ ー保 護

国民 と して は,各 業務 に共 通な 国民 コ ー ドに よ る情 報 処 理 の結 果 個人 情 報が 自由 に流通 し,個 人

の プ ライバ シ ーが常 に侵 害 され てい る とい う不 安 感に 圧迫 され,基 本 的人権 の 享 有 を妨 げ られ るとい

う恐 れが あ る。

し たが って,あ る程 度 の国 民へ の メ リッ トの 期待 が で きて も,こ の よ うな疑 問に 対 し ては,個 人 情

報 の ファ イル,検 索 シス テ ムな どを明 らか に して,そ の理 解 に 努 め ると と もに プ ラ イバ シ ーの保 護 を
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考 え る必 要 が あ ろ う。

1.2.4個 人 コ ー ド

個 人 コご ドは,い わ ゆ る企 業 事業所 等 にお い て,そ の 内部 管 理 に用 い られ て い る もの であ って,

その 目的 に応 じ,そ の体 系 もお の ずか ら異 なって お り,利 用 目的 によ って 必 要 な 項 目,要 素等 を利用 し

や すい 形 で構 成す れ ば 十 分で あ っ て,特 に体 系 上の 問 題 点 と して考 え られ る もの はな い。 ま たプ 標 準

化 に関 連 して,コ ー ドの 種 類 を 限 定 あ るいi夫 例 示す る ことは 困難 であ ろ う。

した が っ て,標 準 化 の移 行 も考 え られ 壬 また,標 準化 制 定の 問題 もあ り得 な い。

1、2、5血 液 型 コ ー ド

体 系 的 に は,ABO式 とBh式 の 複合 とが考 え られ る。

コー ドの種 類 は,ABO式 が4通 り(O,A,B,AB),ま たRh式 が2通 り(+,一)と が あ

り,こ れ の標 準 的 コー ド付 与 は 軽 易 で あ る。 ま た,制 定 機 関につ い て は ア ンケ ー ト結 果 の意 見及 び

利 用 面 か らJISで 実施 すべ きで あ ると考 え る。'

1.2.6障 害 等級 コー ド

障害等 級 コ ー ドに付帯 す る他 の コ ー ドとしそ は

(1)負 傷 また は発 病 の年 月 日

② 災害 の 原 因お よ び発 生 状 況

③ 発生 事業 の名 称 お よ び所 在地

等 が考 え られ る。 前(1)項お よ び(3順 は 既 にJIS化 または標 準 化検 討項 目 と して取 り上 げ て い るが,

災 害 の原 因 お よび発 生 状 況 につ いて は未 着手 であ る。'

コー ドの種 類 は,障 害等 級(2け た)と 各等 級 内 の身 体 障害(2け た)の 複 合 で あ るが,身 体 障害

につ い ては,そ の コー ドの取 扱 いに プ ライバ シー を侵害 す る恐 れが 考 え られ 注 意 を要す る。

障 害等 級 コー ドは,個 々 の企 業 内 で使 用 され るこ とは少 な く,労 災保 険処 理 そ の 他 行政 体 等 との 情

報 交換 可 能時 期 に 必要 とな る もの で あ る。 標 準 化 につ いて 緊急 を要 す る もので は な いが,コ ー ドは

J工Sで 制定 す べ き性格 の もの で あ る。

コ ー ドの種 類

(1)障 害等 級(2け た)'01～14

(2)身 体 障害(2け た)01～14

1.2.7世 帯 コ ー ド

現 時 点で は,標 準 化 す る ことは,特 に問 題 な い と思 われ る妨 利 用 目的 に よ り,項 目構成 要素が 違

って くるの ℃ 単 独な コー ド設定 で な しに,他 の コ ー ドとの 組合 わせ で使 用 で き るよ うに 配慮 してお

く必要 が あ ろ う。

コー ドの種類 は,ア ラビ ア数字 と し,標 準 イヒの移 行 にっ いて は,既 に デ ー タベ ース を持 つ 企業 にお

いて は,け た数 が増 す な どの 問 題 点 もあ る。 しか し,コ ー ドの コ ンバ ージ ョン もあ ま りむずか し くな

く,メ ンテ ナ ンス は世帯 主 の変 更,独 立 な どに よ り,随 時必 要 とな るが,こ れ もさほ ど問 題 にな らな

いo
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制定 機 関 とし ては 税 法 民 法 等 の関 連 か ら官公 庁が 適 当 と思 われ るカ～ 設定 後の 動 きが少 な いの

で,他 の コー ドと同 じよ うにJISに おい て設 定 す るのが 望 ま しい。

1.2.8続 柄 コ ー ド

続 柄 の範 囲 につ い ては,民 法 上の 親族 に 限定 す る等 範 囲を明確 に して,け た 数 をお さえ,目 的 に応

じ て他 の関連 コrド を組合 わせ,目 的 を達 成で き るコ ー ド体 系 を指 向 す る必 要 があ る。

扶養 家族 を対 象 とした 場A,第1子,第2子 の 他18才 未 満等 の区 分,身 体 障 害 者 老 人 学 生 等 の コ

ー ドの設定 が 必 要 と な るが
,各 官庁,企 業 に依 り,扶 養 手 当の支 給条 件 が異 な るた め,標 準 的 な コー

ド難 成すること力櫛 ・しいと思 われる・ .・

現在は給与覗 醐 調査敦 利用層されている力沽 産相続まで も含めて考え了・輪 相当広範囲

な コ]ド が 必 要 とな る。'"㌧

r－ ド'礪 類 は・7r已 姫 で で き るだ け 分 場 く構 成 す る・ また人 に関 す る他a=一 ドと齢

して茅 盾 の ない よ うに`じな1恒 ばな らr4い ・

標準 化の移 行 の 問題 と して,.∵

り㌔'.:
(1)共 通 コ ー ドはない 帖 対象 が明 確 でけ た数 も2け た で 収め られ る点 か らみて 移行 の問題 は比'

較的 少な い。

② 移行 の期 間 にっ い て は で きるだ け 短期 間 が望 ま しい。

⑧ 個人 番 号等 と同一 年 度 に制 定 す る必要 が あろ う。

(4)人 に 関す るコー ドはで きれ ばチ ェ ック ・デ ィ ジ ッ トを設 けて,移 行 時 よ り ミス の絶 無 を期 す

必 要が あ る。 続 柄 だけで チ ェ ック ・デ ィジ ッ トを設 け るこ とは,計 算 機 の 使用効 率 か らみて 好

まし く「glciの蔦 他め コ ー ドと組 合 せ て8～10け た毎 に1欄 必 要 で あ ろ う。

制 定 機関 とし で1む 税 法 民 法等 の関連 か ら官 公庁 が 適 当 と思 う力膓 設 定後 の動 きが少 ない の て㌔

r他 の
コー'Lドと同 じよ うにJISに お い て設 定 すべ きであ る。

1.2."9学 歴a=、 ド"

現 在各企業 に 齢 ては,人 事 管理 上 の 重要 腰 素 として学 歴 を と ら えて い るカ～ 学 歴 を考 え る際 の

基礎 とな る学 校 につ い ては,歴 史 的 な変 遷 もあ り,そ の時 代 の必 要性 を反 映 して種類 は極 め て 複雑 な

もの にな ってい る。 また,過 去 か ら現 在 に わた って 存 在 した い くつ か の特 殊 学 筏 各 種 学 校,社 内学

校 につい て は,そ れ を現 行 の基 本 的学 校 区 分の ど こに あ ては め るか は,各 企 業等 に よ り異 な るの が 実

状 寧'り ・二 律 蹴 定 す る ・ とは 困 難で あ る・・
,一.

以上 の点 を考 慮 す ると,学 歴 を標 準 化す るに あた って の学 校1ま,基 本 的 学校 区 分に よ るこ とが 妥 当

と思 われ る。

学 歴 を考 え る場 合 にど の範 囲 ま で と らえ るかは,そ の学 歴 をど う利 用 す るかに よ り異な って く る。

た とえば 出身学 校 を はあ くしようとすれ ば,学 校名 ま で必 要 とな る し,中 退 をは あ くす るた め に は 卒

業 ・中退 の区 分 が必 要 とな って くる。 しか し,一 般 的 に必 要 な 学歴 は,基 本 的 な学 校区 分 の卒 業 の有

無で あ る と考 え らち そ れ以 外 の 項 目は基本 的学 歴 区分に 必要 に応 じ て付 加 す るよ うな体 系 にす るの

が妥 当 であ る。
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コー ドの種 類 と して は,コ ー ド体 系 己の関 連 で学 歴 コー ドと して ど こまで 決 め るか に よ りコー ドの

種 類 も異 な って くる。現 在各 分野 で 使わ れ てい るコ ー ドは それ ぞれの 必 要 性か ら生 まれて お り,そ の

種類 は か な り多 いの が 実状 で あ る。 こ れ を標 準 化す るに あ た っては基 本 的 な学 歴 区 分 と必 要 に応 じて

付 加 す る付加 区分 が考 え られ る。 付 加 区 分 として は,専 門 学 科,卒 業 ・中 退 区分 等 が あ る。

標 準 化へ の 移行 につ いて は,現 在 各 分野 で使 用 され てい る学歴 コ ー ドは 多い が,標 準 化の 方 向 は見

当 らな い。 しか し.学 歴 と して 表 わ す対 象 は比 較 的 明確 で,標 準化 の移 行 は比較 的 容 易 で あ ると考 え

られ る。 標 準 化 され れば,情 報 交換 や 共 同利 用 に 際 しメ リプ トが あ り,早 急 な標準 化が 望 ま しい 。

制定 機 関に つ いて は,現 在 は企 業 内 にお い て人 事 管 理 労務 管理 ヒの 必 要か らそ れぞ れ定 め られ て

い るが,標 準 化 にあ た っては,学 歴 として の基 本 部分 はJISで 決 め,そ れ 以外 に つ いて は 基 準 ない し

標準 を提 供 し,混 乱 を防 ぐよ うに す る ことが 望 ま しい。

1・2・10
、 職 種 ヲ.一 ド/'…'∵ ・.、 ・"

職種コー・は蝶 の鶏 礫 紳 の罐 制度お・び人輔 助 考頑 笠により熱 るナぬ 体系

的 に整 理 して 統一 的 方 向 を見 出す こ とぱ 非常 に 難 か し い。 また,今 回 の ア ンゲ ー ト調 査 で はJISイ ヒ

の要勤 沙 なくむしろ鎌 内迦 嘩 ゴ三Wし たほうが即 ζいう意見が多い。

日本鴎 アメリカのや 麺 種別組合がなし'・即ち麟 嘩 動が非漠に?い 昧 で吟 『のところ

公共的柳 綱 はほζ順 いξ思われ聾 鵠 罐 閲 す頚 践の観念からいまだ脱しきれな

い・本ではば 己の鵬 牢 確申 告する三.とぱ 鐸 境が余髄 らない限う当分勤 ないように

思 われ るの で現 実の運 用 面 で非 常 に大 き な困 難 があ る。

したが って 職安 行 政等 の 単独 目的 に利 用 す る場 合 は,職 業 コ ー ドと自己 申告 に基 づ く独 自の 目的 コ

ー ドの併 用 で十 分 目的が 達 せ られ る もの と思 う
。

しかし・一方では 鮪 繍 が激しく・新製品 搬 備端 々離 しており・ζぷ 伴い糸 新し.

い職 種 が 生 ま れ,古 い職 種 が消 え て い って い る。 した が って,各 企 業 では,管 理 の必要 性 か らこれ に

即応 した メ ンテ ナ ンス を行 な って い るが,JIS化 した場 合 タ イ ミン グ的 に これ らの要 請 に直 ちに答

え られ るか ど うか につい て不 安 が あ る。

職業 コ ー ド(日 本標 準職 業 分類)と 職 種 コー ドは概 念 的 に 同一 と考 えて よ い。 した が っ て,国 勢調

査,職 安 行 政 な どに 利用 す る場 合 は,職 業 コー ドで 十分 目的 は達せ られ る。

1.2.11職 階 コ ー ド

職 階 コー ドは,企 業 独 自の 組 織 制度 お よ び人 事 管理 のあ り方 に よ り当然異 な る もの であ り,標 準 化

は非 常 に 困 難で あ る。 また,ア ンケ ー ト調査 で も標準 化の要 望 は至 っ て少 な く,具 体 的な 利 用 の 目的

が 明確 で な い。

1.212技 能 コ ー ド

技 能 コー ドと免許 資格 コー ドとの 体系 上の 明確 な区 分 が実 状 に即 して可能 か ど うか再 検討 を要 す る

問 題 で あ る。 前述1.1.12で 述 べた よ うに,企 業 内 で は,同 一体 系 で よい と す る意見 が あ る。

コー ドの種 類 に は,一 般 的に は,技 能 の 種類,程 度 の項 目 を表示 す るこ とに よっ て共 同 利 用 に役立

っ こ と とな るカ㌔ 企業 内 部で特 定 の基 準 に よ る技 能 度(熟 練度)を 判 定 す る必要 が あ る場 合 は,企 業
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内判定 基 準 を付加 す る必要 が 生 ず る。

技 能 の 内容 お よ びそ の程 度が 明確 に されれ ぱ 情 報 交換 共 同 利用 に際 して メ リ ッ トが得 られ る

の で標 準 化へ の移 行が 望 まれ る。

標準 化 の 制定 機 関 として は,種 類,程 度 の 基本 部 分 はJISで 制定 し,生 産 管理 七 企 業 独 自の 必

要 部分 は 企 業 内 で制 定 す るこ とが望 ま しい。

1.2.13・ 免 許 ・資格 コー ド

技能 コー ドと 同様 の 問 題点 が あ る。

コー ドの種 類 としては,資 格 職 業 の大 分類 を アル フ ァベ ッ トに よ り表 示 す る方 法 があ る帖 職 種 コ

ー ドとの関 連 統計事 務 の有 効性 な どに っい て検 討 を要 す る。
,

なお,免 許 ・資格 の種別 を,国 家 資 格(法 律 上 の資 格),各 種 資格(法 律 外 の資 格)に 分 け る方 法

につ い ての検 討が 必 要 で あ る。

標 準 化へ の 移 行 にっい て は,技 能 と免許 ・資 格職 種 と を明確 に分 離 して標 準 化 し,移 行の 際の便 を

考 え るべ きで あ る。

制定 機関 と して,免 許 ・資格 職 種 に っい て許 可 ま た は認 定 す る機 関 の基 準 に合せ てJISで 制 定す

るこ とが 望 ま しい 。

1.3提 言

1.3.1国 籍(国 名)コ ー ド

人 に関す る コー ド体 系の 一 環 とし て,国 籍 コー ドの 体系 化が 問題 とな って い るカS国 籍 とい うこ と

の み に着 目せ 主 広 く一般 に利 用 で き る国名 コー ド(外 国名 コ ー ド)と して標 準 化 す べ きで あ ろ う。

た だ し,国 名 コー ドは,国 連な ど の国際 機 関 で用 い て い るコー ドを参 照す る必 要 が あ る。

1、3.2住 居 表示 コー ド

JIS化 の 時期 につ いて は遅 延 す る と,将 来 大 きな混 乱 が予 想 され るの で,す み やか に 制定 すべ きで

あ ろ う。

なお現 在 団体 コー ドとして は,郵 便 コー ド,損 保 コー ドな どが あ るが,こ の うち損 保 コー ドは行政

区画 コー ドと して20年 ほ ど使用 されて い るの で,市 区町 村 コー ドの 関連 規格 と してJIS化 の必 要

があ ろ う。

1.3.3国 民 コ ー ド

国民 ゴー ドの統 一 化 に あ た って は,そ の 利用 目的,利 用 形 態,国 民の理 解 お よび プ ラ イバ シ ー保 護

な どの重 要 な問 題 が多 い が,将 来 の情 報 の交換 お よ びデ ータ の共 同 利用 な どの情 報処 理 効 率 の 向上 を

はか るとい う積極 的 な面 に 立 って,種 々の障 害 を乗 りこ えて行 な う必 要 が生 じよ う。

た だ し,そ の実施 に あた って は,移 行 な どの 問題 もあ るの で十 分 な準 備 と長期 にわ た る検 討 が 必要

であ ると思 わ れ る。

1、3.4個 人 コ ー ド

個人 コ ー ドの 標準 化 に つ い ては,当 該 コ ー ド妨 企 業 事務 所 行 政 官庁等 におい て,そ の内 部管
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理 に用 い られ る もの で あ って,全 国的 システム化の 必 要{生 情 報 は あ く基 盤 の全 国的 共 通 性等 か ら考 え

て,JIS化 す る必 要性 は少 ない 。

1.3.5血 液 型 コ ー ド

血 液型 コー ドは,そ の 利用 面 か ら見 ℃ 人 命に 関 す る もの で 情 報 として 収集 す る こ とは非常 に意

義 があ り,ま た そ の コ ー ドの簡 易 性 か らして もJIS化 が適 当 で あ る と考 え られ る。

コー ドの構 成 は,ABO式 とRh式 の組 み合 わ せ が 適当 であ ろ う。

1.3、6障 害等 級 コー ド

障害 等級 コ ー ドは,情 報流 通 手 段が 構 成 され ない限 り,JIS化 の 意 味が ほ とん どな い。 また,プ ラ

イバ シー との 関 連 でそ の 使用 目 的が 明確 でない 場 合 は,若 干 問題 があ ると考 え られ る。

したが って,情 報 流通 手 段,使 用 目的 が ほぼ 見通 しがっ い た段 階 に 再検 討 し,JIS化 す るの が適

当 であ ると考 え る。

1.3.7世 帯 コ ー ド

① 世 帯 番号

② 世 帯構成

③ 世 帯

の3つ の う ち,世 帯 番 号 は前 に述 べ た とお り事業 体 の分類 に含 めてJ工S化 の 必要 性 緊 急 性 実現

性 の判定 を行 な っ たが,い ずれ も否定 的で あ り,別 途 検討 した。

世 帯 構成 コ ー ドにつ い て は,国 勢調 査 で用 い た もの が ま とま って お り,使 用 目的 もは っ き りして い

て 使 い易い 坑 デ ー タ交 換 の対 象 とな りに くい と思 われ るこ と,ま た アン ケ ー ドで は この 種 の コー

ドを持 つ と'ころ が なか ったの で,JIS化 を急 ぐ必要 は ない。'

世 帯 コー ドは,世 帯 主 との 関連 で定 義 す るコ ー ドと して世 帯 コー ドをJIS化 す る。

この コー ドは 使用 目的 に よ って は,次 の 続柄 コー ドと組 み合 わせ て 更 に 詳 しい内 容 とす るの が望 ま

れ る。 令

例 えば

① 本人一世帯主

本人の父

② 本人の父一世帯主

本人

となるように使 うこととする。

團
圏

JIS案 と して参 考 ま で提 案 す ると 次の 通 りで あ る。

1 世 帯 主

2 準 世 帯 主 独身で扶養親族あり

3 世 帯 員 妻 ・子

4 そ の 他 親族以外(同 居人)
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1.3.8続 柄 コ ー ド

ア ンケ ー トで もJIS化 の希 望 が多 く,実 際にJIS化 した場 合 の効 果 は大 きい。 また制 定 後 の メ

ンテ ナ ン スは,非 常 に少 ない と思 わ れ るの で,早 急 に実 施 すべ きで あ る。

人 に 関す る コー ドは,世 帯 主 との 続柄 だ けの コー ドで は不 備 と思 われ る。 した が って世 帯 コー ドと

別に続 柄 コー ドを設 け,必 要 に 応 じて 組 み合 わせて 使 うのが よい 。

続柄 の範 囲は,民 法 で六 親 等 内の 血 族 三 親 等 内 の姻 族 配偶 者 を 親族 と して認 め てい るの で.そ

れ まで を コー ド化 す るこ とが 望 ま しい。 また,養 子,養 父母等 につ い て は 夫王 実 父母 に準 じて取

り扱 う。

我 が 国特 有 の考 え方 もあ るので,必 ず し も外 国 の慣 例 と一 致 し な いか もし れ ないが,JIS化 の意

義 はあ ろ う。

1.3.9学 歴 コ ー ド

JISの 形態 と しては,基 本 的学 歴 区分 と して,原 則 的 に卒 業 した最終 学校 区 分 を2け たで 表示 す

る。 理 由 と して1け たの 場 合 は,新 制,旧 制 区 分,大 学 院 区分 が 表示 で きな い ので2け た が必 要 であ

る。 ま た場 合に よって は,卒 業 年 月 も必 要 で あ ろ う。

付 加 的学 歴 区分 に は,専 門 学科 別 卒業 ・中 退 な どの コー ドが 考 え られ る。

1.3.10職 種 コ ー ド

職種 コー ドは,企 業 内の 人 事 管 理等 に 部 分的 に使用 されて い るが,各 企業 独 自 の管 理 の考 え方 に よ

り当然 異 な る もの であ る以 上,そ の標 準 化 は至 って困 難 で あ る し,ま た,JIS化 の 要 望 も今 の ところ

非 常に少 な いの で,当 該 コー ドの 具体 的 利 用方 法が 明確 にな り,社 会 環境 もこれ らを受 入 れ る体制 が

整 うまで,JIS化 の 必 要 は少 な い と思 わ れ る。標 準 化 を行 な う場 合 に は,職 業 コー ドと競 合 す る点

にっ いて は,十 分 に検 討 の必 要 が あ る。

1.3.11職 階 コ ー ド

職 種 コー ドと同様 に,企 業 内 の人 事管 理 な どに部 分 的に使 用 され て い る もので,企 業 独 自の ものが

多 く,標 準 化 の対 象 も明確 で は ない ので,将 来 具 体 的 な利用 が 明確 に な るま でJIS制 定 の 必要 はな

い と思 われ る。

ま た,職 業 コー ドとの 競 合 に つい て は,職 種 コー ドと と もに十分 に 検討 の必 要が あ る。

1、3.12技 能 コ ー ド

今 後 技能 革 新の 進 展 と と もに,標 準 化 の対 象 とな る技能 の種 類 も拡 大 され る ことが予 測 され るが

技能 コー ドの標準 化 につい ては,企 業 内 の作 業 条 件が要 求 す る技 能 お よ び労 働者 の 有 す る技 能 を一定

の基準 によ って検 定 し,こ れ を コ ー ド化 す る こと は企業 相互 の 共 通性 労 働 者 の 技能 の 正 しい 評価 の

た めに望 ま しい こ とで あ る。

1.3.13免 許 ・資 格 コー ド

技術 革新 に伴 な う各種 技 術 者 の広 範 囲な 需 要増 は,社 会 的に も各 種 免許 ・資格 コー ドの 増加 をきた

すで あ ろ う。 個 人 の情 報 として の免 許 ・資 格 コー ドは将 来何 らか の形 で統 一 す る必要 が あ ると思 われ

るが,そ の 内容 は多種 多 様 に な るの で,ま ず コー ド体系 の確 立 をい そ ぐこ とで あ る。将 来 は個 人情 報
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の 一 部 としてJIS化 の対象 に な るで あ ろ う。

1.4結 論

個人 コー ド分 科 会 では,

○ 場 所 関係 の デー タ ・コー ド

国籍(国 名)コ ー ド

住居 表 示 コー ド ・

○個 人関 係 の デ ー タ ・コー ド

国民 コー ド

個 人 コ ー ド

血液 型 コ ー ド

障害 等 級 コー ド

世 帯 コー ド

続柄 コ ー ド

学歴 コー ド

職種 コー ド

職 階 コー ド

技 能 コ ー ド

免許 ・資 格 コ ー ド

の13種 類 の デ ータ ・コー ドにつ いて の調 査研 究 を行 な った。

(1)場 所 関係 の デー タ ・コー ド

場 所 関係 の デ ー タ ・コー ドは,体 系 的 に は,さ きにJISと して制定 され た都 道府 県 コ ー ド

(JISC6260),市 区町 村 コー ド(JISC6261)と 対応 してそ の上 位 分類 と して 国

籍(国 名)コ ー ド,下 位 分類 として住 居 表示 コー ドが あ る。

国籍(国 名)コ ー ドに っい ては,わ が 国だ け で な く国連 お よ びその他 の 国際 機構,な ら びに情 報処

理 関 係の 国 際 機構 で あ るISOの 動 きに も注 目し,わ が 国 だ けが 先走 った 標準 コ ー ドの 設 定 は で きな

い。

住居 表 示 コー ドにつ いて は,現 在 の住 居表 示 は もち ろん 絶対 的 な もの でな く,社 会環 境 の変 化 あ る

い は市 区 町 村 の 合併 な どに よ って 変 化す る性 質 の もの で,新 住 居表 示 の実施 状況 あ るい は郵 便 コ ー ド

の普 及 状 況 との関 係 もあ り,JISコ ー ドの設 定 に は慎 重 な審議 を前提 とす べ きで あろ う。

(2)個 人 関係 デ ー タ ・コ ー ド

個 人 関係 の デ ー タ ・コー ドの情 報 の処 理 ・交換 な どは,

・組 織 体 に おけ る情 報処理

・対 個 人 サ ー ビス としての 情 報処 理

の 両 分野 の うち,現 在 は主 と して前 者 の 分野 にお い て 行 な われ てい るが,将 来 は後者 の分 野 での利 用

一43一



が多 い と思 われ るの で個 人 関係 デ ー タ ・コー ドは,組 織 体 にお け る情 報処 理 の効率 の 面か らで な く,

将 来 の 対個 人 サ ー ビス時 代 の デ ー タ ・コー ドと して

○理 解 し易 い

○ プ ライバ シ ーが保 護 で きる

○ けた 数 の 少 な い。

○ 個人 に もメ リッ トが あ る。

ことな どの条件 が必 要 で あ ろ う。各 コー ドに っ いて これ らを ま とめて み る と,

O国 民 コー ド

一般 的 な社 会 情 報 として の国 民 コ ー ドを実 際に処 理 す る は官庁 であ るが
,最 大 の受 益 者 であ る国民

の 利益 を考 えた 国民 コー ドの統 一 が必 要 で あ る。 情 報 化 社 会 にお い て,個 人 の受 け る情 報 処 理 の恩 恵

は当然期 待 で き る もの で あ るが,そ の た めの 国民 コー ドの 設定 の ハ ィエ ラキ ーが確 立 して い なけ れば

な らな い。 す な わ ち,将 来 を見越 した コ ー ド体 系 が確 立 して始 め て 標準 化 の対象 とな り得 る。

○世 帯 コー ド',

○続 柄 コ ー ド

○血 液型 コ ー ド

これ らの コ ー ドは,分 類 表 示 の 目的が強 いの と,そ の 体 系が 明 確 で あ り,そ の要 素 との 関 連が 比 較

的 独立 して い るの で,標 準化 の対 象 とな り得 る。 そ れ ぞ れ単 独 に標 準 化へ の移 行 に つ いて の 問題 点は

少 な く,標 準 化の 効 果は 個 人情 報の 処 理過 程 に お いて 表 われ るの ℃JIS制 定 の 意義 は大 きい。

○学 歴 コ ー ド

こ の コ ー ドは,企 業 内部 で もあ るい は社 会 情 報 と して も必要 な ケ ース が多 くな る可 能 性 が あ り,個

人情 報 に し め る学 歴 また は学 校 な どの項 目は 職業 職種 な どと も関連が あ り,こ れ らの コ ー ドの基

礎 とし て重 要 で あ る。

学 校 コー ドの形 態 を とる と きは,事 業体 コ ー ドとの 関連 を考 え なけれ ばな らない。 事業 体 コー ドの

サ ブ ・コー ドにな るで あ ろ う。 また,学 歴 コ ー ドの 形態 を と る ときは,学 歴 の分 類 表示 コー ドとな り

識 別 コー ドで あ る学 校 コー ドと は異 質 の もの で あ る。 したが って,標 準 化の対 象 と して は 学歴 コー ド

が考 え られ,分 類 体系 も明確 で あ り,標 準 化 の効 果 も大 きいの でJIS制 定 が望 まれ る。

○職 種 コー ド

○ 職 階 コー ド

○技 能 コー ド

職業 コー ドは 日本 標 準職 業 分類 に もとつ い てJIS制 定 が 進 め られて お り,個 人 情 報 の 重要 な コ

ー ドに な るで あ ろ う。 職 種 ・職 階 ・技 能 の各 コー ドは この職 業 コー ドに もとつ い て
,企 業 内 部で 人事

管 理 労 務 管 理上 の 目 的で 設定 す る性質 の もの で,企 業 内標準 化 の意 見が多 く,JIS制 定 は職業 コ

ー ドの サ ブ ・コ ー ドとして の体 系 を示 す に止 ま るであ ろ う
。

○免 許 ・資 格 コー ド

法 律 上 の資 格 につ い ては,そ の資 格 認定 の制 定 が 明 白で あ り,個 人 の資格 とし ての要 素 が強 く個人
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情 報 として企業 あ るい は組 織 体 に 関 係な く資 格 の 分類 体 系(法 律 と制 定 され てい る)を も とに標準 化

が考 え られ る。

技能 的資 格 の社 会的 あ るい は経 済 的地 位 の 向上 と社 会 構造 の 複雑 化 に伴 う免許 ・資 格の 増 加 を考 え

ると,将 来の 情 報 の交 換 に は必 要 で あ り,法 律 上 で定 め られ た 資格 につ い ての コ ー ドのJIS化 が必

要 であ ろ う。

(3)JIS制 定 の可 能性

JIS制 定 の 容易 な もの として,

血液 型 コー ド

世 帯 ・続柄 コ ー ド

学歴 コー ド

条 件 つ きでJIS制 定 の対 象 とな る もの に

免許 ・資格 コー ド

国籍(国 名)コ ー ド

住 居 表示 コー ド

JIS制 定 の対 象 として,現 状 で は慎 重 に検討 を要す る ものに

国 民 コー ド
●

が あ る 。

■

■
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2.事 業 体 コ ド

事 業体 に関す る コー ドの標 準化 を 考 え る場 合に,そ の 前 提 とな る基本 的かっ 直 接的 な条 件 が 二 つ ほ

どあ げ られ る。 その一 つ は,コ ー ド化 の対 象 とす る事 業体 の 範囲 をど こまで とす るか とい うこ と,す

なわ ち対象領 域 の 問題 であ り,他 の一 つ は,コ ー ドに どの よ うな 機能 を期 待 す るか とい う こと,す な

わ ちコー ドの性 格 と もい うべ き問題 であ る。 そし て,こ れ ら二 つ の問 題 は,い ず れ も,標 準化 の 目的

いか ん に よっ て,そ の結 論 が異 なっ て くる性 質 の ものであ る。

と ころで,デ ー タ ・コー ドの 標準 化 は,一 般 的 に い って,個 々の企 業経 営の立 場 とい うよ りは,広

く国民経 済 的 な観 点に立 っ た と きに,初 めてそ の意義 が 認 め られ る もの で あ るが,こ の よ うな観 点 か

ら事 業体 コー ドの利 用 目的 を想 定 す る と,次 の4点 に 集約 され る。

す な わ ち,(1)統 計 繊(2)徴 税(3)行 政上 の監 督(注1)(4)綱 引 を中心 とす る企 業 醐(注2)が こ

れ で あ る。

(注1)初 めの 三 つ は,広 い意 味 の 行政作 用 に 含 まれ る も ので あ るか ら,こ れ らを一 括 し た行 政

事 務 と,商 取 引 の2種 類 とい う見 方 も成 り立 つで あ ろ う。

(注2)企 業 活 動 に は,商 取引 以 外 に も種々 の もの が 考 え られ る。 特 に情 報 化 社 会 の進 展に伴

って,企 業 に よ る情 報 調査活 動 とい うよ うな ものが 活発 にな る と思 われ るが,以 下 で は 「商 取 引」

とい う言葉 で代 表 さ せ た。

標 準 化の 対 象領 域 を上 述 の4種 類 の 目的 に即 し て考 え てみ る と,そ れ ぞ れの 目的 に応 じて,大 き な

差 がで て くる。 た と えば,徴 税 だけ を問 題に す るとす れ ぱ 国営 企業 は対象 外 と して よいで あ ろ う。

コー ドの 性格 に っ い て も,統 計 作 成だ けを 問題 にす るな らば 識別 コー ド(Identification

Code)よ り も分類 コー ド(ClassificationCode)の 方 が,メ ン テナ ン ス,分 類集 計等 の

あ らゆ る面 で 優れて い るが 商取引 の た めに は 識別 コー ドで あ る こ とが必 須 の 要 件で あ る。 事業 体

コー ドの 標準 化 によ るメ リ ッ トを,前 述 の よ うに,広 く国民経 済 的 な立 場 か ら期 待す るとすれ ば,上

述4種 類の 目的 のす べ て を効果 的 に満 たし 得 る よ うな コー ド体 系 を組 み たて る ことが 望 ましい こと は

い うまで もない。

し たが っ て,こ こで は,標 準化 の対 象 領域 にっ い ては,技 術 的お よび経済 的 な諸 要因 に よ る制 約が

あ るに して も,さ しあ た り は い わゆ る企業 お よび事業 所 の ほか,官 庁,地 方 公共 団体 等 の組 織 を も

含 めた,で き るだ け 広 い 範囲 の もの を 対象 と し,そ れ ぞれ に識 別 コー ドを付与 す る こ とを 目標 として

検 討 を進 め る こと と した。

2.1コ ー ド の 現 状

現 行の 各 種事 業体 コー ドを通覧 して いえ る こ とは いず れ も特 定 の目的 に し たが っ て作成 され た も

ので あ るため,対 象事 業 体 の範 囲 が,そ れ ぞ れ特定 の種類 の もの に限 定 されてい る ことで あ る。 事 業

体 コー ドの現 状 を総 合 的 に理 解 す る ため には,そ の 前提 として,事 業 体そ の もの の 現状 を理解 し て お
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く必要 が あ ろ う。 以下,事 業 体 の現 状 お よ び現 行 の 各種事 業 体 コー ドに っい て 概 観 し て み るこ とにす

る。

2.1.1事 業体 の概 況

(1)企 業 形態別 事業 体数

事 業 体 コー ドの標 準 化 との 関連 に おい て事 業体 の 現状 を理 解す るた めに は,一 次 的 な分 類 と して,

「企 業」 と 「事業 所」 と に分 けて考 察 す るの が 有効 で あ ると思 わ れ る。 この場 合 に 「企 業」 の 範囲 に

は,通 常い われ る企 業 そ の もの の ほか に,国,地 方公 共団 体 お よび国 ・公 営 事業 を も便宜 的 に含 め る

もの とす る。

こ の よ うな前 提 を設 けて,わ が 国にお け る最 近 の 事業 件数 を,企 業 形態 別 に み る と,表2-1の と

お りで あ る。

囲 企 業 お よび事 業 所 にっ い て は,種 々の 定義 づ け が行 な われ て い るが,こ こで は,で き るだ け広

い範 囲 の もの を カバ ーす るとい う意 図 の も とに,次 の よ うな 定義 に従 った。

企 業:一 定 の経 済 的事 業 の遂 行 の 目的 を も って 人お よび物 を有 機 的 に組 み 合 わ せ た もの を い う。

これ を行 な う者 が私 人 であ るか 国で あ るか を問 わず,そ の事 業 が 営利 を 目的 とす るか ど うか

を問 わ ない。(佐 藤 達 夫 ほか2名 編 ・法令用 語 辞 典 に よ る。)

事 業 所:「 物 の 生産 ま たは サー ビスの 提供 が業 と して行 な われ てい る個 々 の物 理 的場 所 」の こ

とで あ る。 通例,工 場,精 練 所,鉱 山,商 店,農 家,病 院,事 務 所 な ど と呼 ば れ,1区 画 を

占 めて経 済 活動 を行 な っ てい る場 所で あ る。(日 本標 準 産業 分類 第4章 第3項 に よ る。)

な お,企 業 形 態 の分 類 にっ いて は,次 章(経 営 ・経 済 コー ド)の3.1.1(2)以 下 を あわせ て参照

され たい。

(2)業 種 別 会社企 業 数

国税 庁 の 統計 に よ る と,最 近 にお け る業 種別会 社数 の年 次 別 変遷 は 表2-2の と お りで あ り,資

本金 階級 別会社 数 の 年次 別変 遷は,表2-3の とお りで あ る。 これ らを通 じて.うか が え る こと は,各

産 業 を通 じて会 社 数 の増 加が 毎 年 著しい こ と と,資 本 金規 模 が増 大 してい る こ とであ る。

(3)会 社 の設 立 件数

昭 和44年 にお け る会社 登 記件 数1よ 表2-4の とお りであ るカ～ 国 表 に よ ると会 社 の 年 間設 立 件

数 は,約8万7千 件で,そ の圧 倒 的部 分 が 株 式 会社 お よび有限 会 社で あ る。

な お,有 限会 社 か ら株 式会 社へ の組 織変 更 と推 定 され る もの が 年 間千 件 を越 えて い る点 も注 目に 値

す る。
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妻2-.1企 業 形態 別 事業 体数

企 業 形 態 企 業 数 事 業 所 数

,

国の機関(現 業を除く) 1 16)…

国 都 道 府 県 ・市 町 村 ・特 別 区 1)3,354 16)…

・

公

国営事業

特殊法人

2)43

3)112 }
17)

35325

営 地方公共団体の組合 4)2,394 '17)

事 財産区 5)2,700

業 地方公営企業 6)6、185

・102
,207

等 その他の地方公営事業 7)5,447 '

小 計 20,236 136,532

株式会社(特 殊法人 を除く) 8)314,070 8)532,956

会 有限会社 8)225,253 8)25・0,771

合名会社 ・合資会社 9)41,084 8)47624
'

社

相互会社

外国会社

10)18

10)625

8)

} 10,382

小 計 8)581,050 8)841,733

農業協同組合・同連合会 11)19.369
、

組 農事組合法人 11)2,645

合 森林組合 ・同連合会 11)3,259 8)

等 水産業協同組合 11)4,682 '72 ,109

の 中小企業等協同組合(企業組合を除く) 10)22,970 '

法 消費生活協同組合・同連合会 10)1,050

人 その他の組合等 1(D7,649 〆

小 計 61,624 72,109

公 益 法 人 等 12)5ρ94 8)118,007

農業の協業経営体 13)3364 1鋤3,364

任 林業事業体 14)243,820 14)243,820
意

団
漁業の共同経営体 11)4,253 11)4,253

体
その他の任意団体 8)22,046 8)22,046

小 計 273,483 273,483

個 人 以 外 の 事 業 体 の 合 計 941,487 1,441,864

個 人 15)8,210,000 15)8.210,000

総 計 9,151,487 9,651,864
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注:

、1)昭 和44年4月1日 現 在 の数字 で あ る。

2)国 営事 業 の 範 囲 を どこ まで と考 え るかに っ い ては 問題 が あ るが こ こには昭 和45年 度 に

お け る特 別会 計の 数 を掲 げ た。

3)行 政 管理 庁 編 「行 政 機 構 図」 によ る昭 和46年1月1日 現 在 の数 字 で あ る。

4)自 治 省 編 「地 方公 共団 体 コー ド」 に よ る昭和44年4月1日 現 在 のT－部 事務 組合 数 で あ る。

5)昭 和45年2月1日 現 在 の 「1970年 世界 農林 業セ ンサ ス」 におい て,「 林 業事 業体」

と され た財 産 区(保 有 山林 面 積が10ア ー ル以 上 の 財産 区)の 概 数 であ る。 財産 区の 総 数は,

もっ と多い と思 われ る。

6)自 治 省編 「地 方 財政 の状 況」(昭 和44年3月)eeよ る地 方 公 営 企業 数 に,4)の 資料ecよ

る地方 開発 事 業 団数(14)を 加 え た もの で あ る。

7)上 記 「地 方 財 政の 状 況」 によ る。

8)総 理 府統 計局 の 「昭 和41年 事業所 統 計 調査」 の結 果ecよ る。 昭 和44年 の同 調査の 結 果

ccよ る民営 の 事 業所 総数 は4 ,666.751事 業 所で,41年 に比べ て427,359事 業所

増加 してい るが,企 業 形態 別 の内 訳 と会 社数 が 未 公 表 の た め,41年 の数 字 を掲 げ た。

9)「 昭 和41年 事業 所 統 計調 査」 に よる合 名 ・合 資 ・相 互 ・外 国 の各 会 社数 の 合計 か ら,10)

に よ る相 互会社 と外国 会社 の数 を差 し引 いた もの であ る。

10)「 国税庁 統 計年 報 書 」(昭 和44年 度版)に よ る。

11)農 林省 統 計 調査 部 編 「ポケ ッ ト農 林 水産 統計」(1970)に よ る。

12)財 団 法人 社 団 法人 学校 法人,医 療 法人 社 会 福祉 法人,宗 教 法人,監 査法人,職 業 訓

練法 人等 の 合 計で あ る。 企 業数 は,前 掲 「国 税庁 統計 年 報 書 」 に よっ た。

13)前 記 「ポ ケ ッ ト農 林 水 産統 計」 によ る最 近 の 協業 経営 体 数 か ら前 掲 の農事 組 合法人 数 を 差

し引 い た もので あ る。 便 宜 「企業 数」 と 「事 業 所数」 に同 じ数 字 を掲 げ たが,こ の点 は,次

の 「林 業事 業体」 以 下 の 各 欄 につい て も,同 様 で あ る。

14)「1970年 世界 農 林 業 セ ンサス」ecよ る林 業 事業体 の うち,.「 共 同」,「 各種 団体 ・組合」

お よび 「慣行 共 有」 の うち財産 区 を除い た もの の合 計 で,一 部 に法 人 を含 ん で い る可能 性 も

あ る。

15)「 個人 」 にっ い ては,次 の4種 類 の 数字 の 合計 を掲 げ た。

(1)農 家:「1970年 世 界 農 林業 セ ンサ ス」 に よ る総 農家 数(5,34L800戸)か ら第

2種 兼業(農 業 よ り も兼 業の ウエ イ トの 高 い もの)の うち 自営事 業 に よ る もの(592,200

戸)を 差 し引 い た もの(4,749.600戸)

(2)林 家:上 記 セ ン サ スに よ る 「農 家 で ない 林家」(286.400戸)か ら保有 山 林面 積が

1ヘ ク タール 未 満の もの(194,000戸)を 除 い た ものvc,「 農 家で あ る林家」 の うち

林 業が 主業 で あ る もの(18,900戸)を 加 え た もの(111,300戸)

(3)漁 業 世帯:農 林 省の 「第4次 漁業 セ ンサ ス」 に よ る漁 業世帯 総数(248,300戸)か
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ら,.兼 業 世帯で あ っ て兼業 の ウエ イ トが 漁 業 よ り も高 い もの(80,400戸)を 差 し引 い

た もの(162,900戸)

(4)前 記 「昭 和41年 事業 所統 計 調査」 によ る非 農 林 水 産業 の 個人 経 営事業 所数

(3,185,497)o

l6)国 ま たは地 方 公共 団体 の 機関 で非 現業 の もの(日 本 標 準 産 業分 類 の大 分類M:公 務 に 該 当す

る もの,に つ い て は,明 確 な統計 が見 当 らな い。

17)前 記 「昭 和44年 事 業所統 計 調査」 の 結果ecよ る。

表2-2業 種別 普通 法人 数の 累 年 比 較

業 種 38 39 40 41 42

製 造 業 214,457 227,406 235,547 244,875 253,672

卸 売 業 117,073 124,895 13α429 137,560 144,273

小 売 業 137,773 144,432 149,104 155,928 160,414

建 設 業 48,837 56,413 63,046 70,394 78,082

運 輸 ・通信 ・公 益 事業 22,276 24,315 26,203 28044 29,547

サ ー ビ ス 業 45,316 50768 55,647 6L679 67,447

料 理 ・飲 食 ・旅 館 業 30,563 32,854 34,921 37,839 40,734

農 林 水 産 業 4,548 5,533 6,440 7,216 8408

鉱 業 3,843 4,087 4,151 4,416 4,655

金 融 保 険 業 12,455 12,969 13,574 14,058 14,576

不 動 産 業 23,728 27,918 31,754 35,545 39,431

そ の 他 の 産 業 1,602 1,600 1720 1,836 2,252

合 計 662,471 713,190 752,536 799,390 843,491

注:1.「 第93回 国税 庁統 計 年報 書」 に よ る。

2.そ の年2月1日 か ら翌 年1月31日 までの 間ec事 業年 度が 終了 し た普通法 人 に つい て

示 した もので ある。

3.普 通 法 人 に は,会 社等 の ほ坑 企業 組 合 相 互 会 社 お よ び 医療 法 人 を含 む カξ 公 益 法

人お よ び外 国 法人 は 除か れ てい る。

4.そ の 後発 表 され た統 計 に よる と,43年 の合 計 法 人数 は898 ,276法 人,44年 の 合

計 法 人数 は94a782臥 で・ 弓1き続 し・て増 加 の 傾 向 が著 しい・
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表2-3普 通法人数の累年比較

年度

資 本 金 階 級 別

計100万 円

未 満

100万 円

以 上

500万 円

以 上

1,000万 円

以 上

5,000万 円

以 上

1億 円
以 上

10億 円
以 上

38

39

40

41

42

310,466

315,124

315,141

317,960

318,880

281,047

312,581

339,900

370,734

401,691

37,716

44,471

49,924

56,239

62,166

25,131

31,351

37,258

43,230

48,845

3,835

4,742

5,123

5,540

5,841

3,486

3,995

4,229

4,665

4,967

790

926

961

1,022

1,101

662,471

713,190

752,536

799,390

843,491

■

注:表2-2の 注 記 に同 じ。
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表2-4会 社登 記 の件 数(昭 和44年)

.資 本 金 階 級 別
会社および登記の種類 総 数

50万 円 50万 円 100万 円 500万 円 1.000万 5,000万 1億 円 10億 50億 100億
未 満 以 上 以 上 以 上 円 以 上 円 以 上 以 上 円 以 上 円 以 上 円 以 上

設 立 86,830 3,785 12,1 .88 57818 8,315 4,198 275 235 16
一 一 一

合併による設立 57 1 1 12 14 20 3 5 1 一 一

総 組織変更によ る
設 立 1,138 33 99 641 216 146 3 一 一 　 一

資 本 の 増 加 59,189 2,828 6,557 27,949 9,163 9,926 1,060 L232 307 52 115

合併による資本
の 増 加 916 ・14 44 295 139 286 49 72 14 一 3

会 社 の 継 続 514 68 97 272 54 20 2 1 　 一 一

解 散 11,922 1,691 2,816 6,088 818 442 38 28 1 一 一

合併による解散 977 24 61 379 224 213 29 37 7 2 1

数 組織変更による
解 散

1,053 43 110 594 179 124 3
一 一 一 一

清 算 の 結 了 3,354 392 722 1,745 282 179 16 18 一 一 一

●

資 本 の 減 少 370 1 4
'79

74 144 37 27 2 2 一

設 立 47ρ55 758 3,976 31,116 6β03 3,883 268 235 16 一 一

合併による設立 55 1 1 10 14 20 3 5 1 一 一

株 組織変更による
設 立 LlO7 29 96 621 213 145 3

一 一 一 一

資 本 の 増 加 48,617 1,239 3,815 22,583 8,503 9718 1,058 1,228 306 52 115

式 合併による資本
の 増 加 87鋭 13 38 268 135 282 48 72 14 一 3

会 社 の 継 続 343 29 46 198 50 17 2 1 一 一 　

会 解 散 6,420 411 985 3β36 708 413 38 28 1
一 一

合併による解散 862 19 37 318 206 207 29 36 7
.

2 1

社 組織変更による解
散 38 3 5 21 5 4 一 一 一 { 一

清 算 の 結 了 2,010 107 270 1,171 258 170 16 18
一 一 一

資 本 の 減 少 299 1 1 42 ・56 133 35 27 2 2 一

設 立 39,775 3,027 8,212 26,702 L512 315 7 一 一 一 一

合併による設立 2 　 一
2 一 一 一 一 一 一 一

・

有 組織変更による
設 立 31 4尋 3 20 3 1 一 一 一 一 　

資 本 の 増 加 1ぱ572 工589 2,742 5,366 660 208 2 4 1
一 　

限 合併による資本
の 増 加 43 1 6 27 4 4 1

一 一 一 　

会 社 の 継 続 171 39 51 74 4・ 3 一 一 一 一 一

1

会 解 散 5,502 1,280 1,831 2,252 110 29 　 一 一 一 一

合併 による解散 115 5 24 61 18
-6

一 1 　 一 一

社 組織変更によ る
解 散

1,015 40 105 573 174 120 3 一 一 一 一

清 算 の 結 了 1,344 285 452 574 24 9 一 一 一 一 一

資 本 の 減 少 71 一 3 37 18 11 2
一 一 一 一

注:法 務省の 「第83登 記 ・訟務 ・人権統計年報」ecよ る昭和44年 中の登記件数である。

s
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2.1.2一 般 的 な コー ドの 現 状

(1)国 の機 関 が用 い てい る事 業 体 コー ド

国の機 関が 用い てい る事 業体 コー ドには,次 の よ うな ものが あ る。 これ らは,い ず れ も,当 該 省 庁

等が 独 自に定 め た もの で あ るカS関 連 事業 の遂 行 を通 じて,他 の 関係 機関 や,一 般 大 衆 に も影響 を与

え てい る ものが 少な くな い。

9)総 理 府 統 計 局の 企 業番 号:同 局 編集 の 「会社 企業 名鑑」(昭 和43年 版)で は,資 本金300

万 円(相 互 会 社 につ い て は基 金100万 円)以 上 の会 社企 業(約143,000社)の うち1社 で2

以上 の 事業 所 を有 す る もの(約38,000社)に っい て,7け た の企 業 番 号 を用 いて い る。 同名 鑑

は,3年 目 ご とec行 な われ る事 業所 統計 調 査 の調査 票 を企 業 単 位 に名 寄 せ して 編集 す るので,名 寄

せ 作業 の便 宜上 この企 業番 号 が用 い られ るが 同名鑑 編 集 のっ ど新 た につ け られ るため,同 一 企業

に っ いての 継続 性 はみ られ な い。 コー ドの 構 成 は,次 の よ うにな って い る。

NNNNNNN

産 業中 分類 資 本 金 階級 一 連 番 号

●

例:2310001

鉄 鋼 業50億 円以 上 一 連 番 号

(ロ}国 税庁 の 納税 者 番号:東 京 ・大 阪 の申告 所 得税 納税 者 と法 人税 納 税者 を対 象 に,課 税用 ファ イル

の 管理 の た めに用 い られ て い る。 この 番号 は,同 一 の納 税者 につ い て は,当 面 は税務 署単 位 に固 定

して,毎 年 同 じ もの が 用 い られ る。 申 告所 得税 納税 者 には,給 与 所 得者 で 家賃,原 稿料 等 の所 得 が

一定 額 を越 え る者 な どの よ う に,事 業 所得 以外 の 所得 だ け の者 も含 ま れ るの で,必 ず し も事 業 体 コ ー

ドの 範 囲 とは一 致 しな い。 ま た,個 人 に つい て は,課 税 水準 に達 しな い もの は通 常 除 外 され る。

大 蔵省 証 券局 で は,従 来 か ら継続 的 に法人 企 業統 計 調査 を実 施 してお り,同 調 査 との関 連 で,固

定 的 な企 業番 号 を設定 すべ きだ とい う意 見 があ るが 目下 の と ころ 具体的 な 検 討は 行な われ て い な

いo

内 官 公 庁コ ー ド:官 公 庁 の コー ドを,そ の 内部 組織 に対 して付 け る ものまで を含 めて事 業体 コー ド

と呼 ぶ のは,異 論 が あ るか も知 れ ない が,コ ー ド体系 の検 討 の ために は,こ れ も含 めて取 り上 げ る

必要 があ る と思 われ る。

この種 の コー ド`こは,① 当該 官公庁 自体が,内 部 組 織 の 管理 や,給 与計 算等 の業務 に用 い る ため

の もの ② 地 方公 共 団 体等 を指導 監 督す る ための もの(地 方 公 共 団 体コ ー ド等),③ 対国 民 サー ビス

に関連 す る もの(郵 便 番号 は,集 配 局 を 単位 と してつ け られ てい る。)な ど があ るが 官公庁 全体

を通 じ て,統 一 的 な もの は,ま だ作成 され てい ない。

」
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表2-5 事業 体 コー ドの 事 例(D

官庁 の組 織 コ ー ド(そ の1)

機 関 カ ナ 略 称 コ ー ド

東海電気通信局 トウ カ イ ッ ウ シ ン キ ョ ク 291101

秘 書'課 ヒ シ ョ カ 291102

文 書 広 報 課
∨

フ ン シ ョ コ ウ ホ ウ カ 291104

経 営 調 査 室 ケ イ エ イ チ ョ ウサ シ ツ 291108

監 査 部 カ ンサ ブ 291112

職 員 部 シ ョ ク イ ン ブ 291114

営 業 部 エ イ ギ ョ ウ ブ 291116

運 用 部 ウ ン ヨ ウ ブ 291118

計 画 部 ケ ィ カ ク ブ 291120

施 設 部 シ セ ツ ブ 291122
、

建 設 部 ケ ン セ ッ ブ 291124

保 全 部 ホゼ ン ブ 291126

経 理 部 ケ イ リ ブ 291128

資 材 部 シザ イブ 291130

建 築 部 ケ ンチ ク ブ 291132
、

土 木 工 事 部 ドボ ク コ ウ ジ プ 291134

デ ー タ 通 信 部 デ 一 夕 ツ ウシ ン ブ 291136

一

東海電気通信工事事務所 トウ カ イ コ ウ ジ ジ ム シ ョ 291101

東海電気通信費目配給局 トウ カ イ ハ イ キ ュ ウ 291501

東海電気通信保全工事事務所 トウ カ イ ホゼ ン ジ ム シ ョ 2916・Ol

東海電気通信学園 トウ カ イ ガ ク エ ン 292101

鈴鹿逓信病院 ス ズ カ ビ ョ ウイ ン 293101

豊 橋 逓信診療所 トヨハ シ シ ン リョ ウ シ ョ 2939・01

一 宮 逓信診療所
イ チ ノ ミヤ シ ン リ ョ ウ シ ョ 293902

四日市 逓信診療所 ヨッ カ イ チ シ ン リョ ウ シ ョ 293903

伊 勢 逓信診療所 イセ シ ン リョ ウ シ ョ 293904

上 野 逓信診療所 ウ エ ノ シ ン リョ ウ シ ョ 293905

浜 松 逓信診療所 ハ マ マ ツ シ ン リ ョ ウ シ
ョ 293906

清 水 逓信診療所 シ ミズ シ ン リ ョ ウ シ ョ 293907

岐 阜 逓信診療所 ギ フ シ ン リョ ウ シ ョ 293908

多治見 逓信診療所 タ ジ ミ シ ン リ ョ ウ シ ョ 293909
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機 構 カ ナ 略 称 コ ー ド

愛知電気通信部 ア イ チ ッ ウ シ ン ブ 294101

愛知電気通信部豊橋駐在所 ア ィ チ トヨ ハ シ チ ュ ウザ イ 294122

豊 橋 電報電話局 ト ヨハ シ ホ ウ ワ 294121

瀬 戸 電報電話局 セ ト ホ ウ ワ
"

294122

津 島 電報電話局 ッ シ マ ホ ウ ワ 294123

春日井 電報電話局 カ ス ガ イ ホ ウ ワ 294124

一 宮 電報電話局 イチ ノ ミヤ ホ ウ ワ 294125

半 田 電報電話局 ハ ン ダ ホ ウ ワ 294126

豊 川 電報電話局 トヨカ ワ ホ ウ ワ 294127

蒲 郡 電報電話局 ガ マ ゴ ウ リ ホ ウ ワ 294128

●

し
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表2-6事 業体 コー ド事 例2)

官 庁 の組織 コー ド(そ の2)

コ ー ド 名 称 コ ー ド 名 称 コ ー ド 名 称

19 建 設 大 学 校

049 沼 津 分 校

0046 中 央 訓 練 所

21 東北地方建設局

054 青 森 工 事事務 所

0050 五 所 川 原 出張 所

0060 藤 崎 出 張 所
.

0070 青 森 海 岸 出 張所

0080 八 戸 出 張 所
'

0090 十和田国道維持出展所

0100 大 鰐 国道 出 張所

Ol20 青森国道維持出張所

058 岩 手 工事 事 務所

Ol30 盛 岡 出 張 所

0140 水 沢 出 張 所

0150 一 関 出 張 所

0160 厨 川 国 道 出張 所

0170 福岡国道維持出張所

0180 水沢国道維持出張所

Ol90 盛岡国道維持出張所

0200 北 上 国道 出 張 所

0210 盛 岡 国 道 出張所

062 御所ダム調査事務所

066 三陸国道工事事務所

0220 宮 古 出 張 所

0230 久 慈 出 張 所

0240 釜 石 出 張 所

0250 大 船 渡 出 張 所
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表2-7事 業 体 コー ドの 事 例(3)

郵便 局 番号

属 名 コ ー ド 郵便番号 局 名 コ ー ド 郵便番■ 同 名 コ ー ド 郵便番号

本 所 01001 130 芝 01022 105 朝 日 ビル内 01043 104

新 橋 01002 105 九 段 01023 102 墨 田 二 OlO44 131

麻 布 01003 106 神田淡路町 01024 101 世 田 谷 01045 154

四 谷 01004 160 拝 島 01025 196 御 茶 ノ水 01046 113

牛 込 OlOO5 162 小 平 小 川 01026 187 慶応義塾前 01047 108

小 石 川 '01006
112 芝 田 町 01027 108 芝 園 橋 01048 105

本 郷 01007 113 京橋新富町 01028 101 文京 根津 01049 113

神 田 01008 101 防衛庁 舎 OlO29 106. 台東根岸二 01050 110

下 谷 01009 110 台東根岸三 OlO30
・

110
台'東

浅 草 橋 三
01051 111

浅 草 01010 111 麹町 本 通 01031 102 品川上大崎 01052 141

足 立 01011 120 台 東
東上 野 五 01032 110 池 上 01053 143

墨田吾妻橋 01012 130 羽 村 01033 190-11 檜 原 01054 190-02
、

芝 二 本 榎 01013 108 麹 町飯
田橋 通. 01034 102 港 田 島 町 01055 106

豊 島 01014 170 麻布三軒家 01035 106 立 川 01056 190

中央京橋二 01015 104. 文京本郷一 01036 113 鶴 川 01057 194-01

東京 中央 01016 100
全 共 連
ビ ル 内 01037 102

八 王 子
八 幡 町 01058 192

赤 羽 01017 115 中央銀座西 01038 104 沢 井 01059 198-01

葛飾 新宿 01018 125
文 京
小石川一南 01039 112 品 川 01060 140

世 田 谷 一 OlO19 154 文京 水道 01040 112 赤坂中ノ町 01061 107

日 本 橋
人 形 町

01020 103 渋 谷 01041 150

大 森 01021 143 神田三崎町 01042 101

(ヰ 学 校 コー ド:代 表 的 な もの に文 部省 の 「学 校調 査 番号 」 があ る。 この コー ドは,同 省 が行 な う学

校基 本調 査,学 校 教 員 需 給 調査,学 校保健 調査 等,学 校を単 位 とす る各種 の統計 調査 に共 通 して用

い るた め に設 定 され た もの で,4け たの数 字 で構 成 され,同 一 の 学 校 につ いて は,調 査 の つ ど変更

す る ことな く固定 的 に 用 い られ て い る。 この コー ドは,同 省 の所 掌 事務 との関 連 で,学 校教 育法 に

定め る種 類 の学 校 だ け を対 象 に 設 け られ てい るの で,大 学(大 学 院 を含 む。),高 等 専門 学 校,高

等 学 校・ 中学 校,小 学 校,盲 学 校,ろ う学 校,養 護 学 校,幼 稚 園 お よ び各種 学 校の すべ て を網 羅 し

てい るが,そ の 反面,防 衛 大 学 校,税 務 大学 校,水 産大 学 校等,各 省 庁 が設 置 す る教 育機 関 や,保
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育 所 な ど,学 校教 育法 の 適用 を受 けな い保 育施 設 は 除 かれ て い る。 なお ,現 在 の学 校だ け を対象 と

して い るの で,旧 制 の 学校 は 当然 含 まれて い な い。

表2-8事 業体 コー ドの 事 例(4)

学 校 コー ド(そ の1)一 文 部省 の学 校調 査番 号

学大立国

学 校 名 コ ー ド' 学 校 名 コ ー ド 学 校 名 コ ー ド

北 海 道 大 学 0100 東 京 水 産 大 学 0200 大 阪 教 育 大 学 0300

北 海 道教 育大 学 0104 お茶の水女子 大 学 0204 神 戸 大 学 0304

室 蘭 工 業 大 学 0108 東 京 学 芸 大 学 0208 神 戸 商 船 大 学 0308

小 樽 商 科 大 学 0112 東 京 農 工 大 学 0212 奈 良 教 育 大 学 0312

帯 広 畜 産 大 学 0116 電 気 通 信 大 学 0216 奈 良 女 子 大 学 0316

北 見 工 業 大 学 0120 一 橋 大 学
0220 和 歌 山 大 学 0320

弘 前・ 大 学 Ol24 横 浜 国 立 大 学 0224 鳥 取 大 学 0324

岩 手 大 学 Ol28 新 潟 大 学 0228 島 根 大 学 0328

東 北 大 学 0132 富 山 大 学 0232 岡 山 大 学 0332

宮 城 教 育 大 学 Ol36 金 沢 大 学 0236 広 島 大 学 0336

秋 田 大 学 0140 福 井 大 学 0240 山 口 大 学 0340

山 形 大 学 Ol44 山 梨 大 学 0244 徳 島 大 学 0344

福 島 大 学 0]48 信 州 大 学 0248 香 川 大 学 0348

茨 城 大 学 Ol52 岐 阜 大 学 0252 愛 媛 大 学 0352

宇 都 宮 大 学 0156 静 岡 大 学 0256 高 知 大 学 0356

群 馬 大 学 0160 名 古 屋 大 学 0260 九 州 工 業 大 学 0360

埼 玉 大 学 0164 名 古屋 工 業 大 学 0264 福 岡 教 育 大 学 0364

千 葉 大 学' 0168 愛 知 教 育 大 学 0268 九 州 大 学 0368

東 京 大 学 0172 三 重 大 学 0272 九州芸術工科 大 学 0372

東京医科歯科 大 学 0176 滋 賀 大 学 ・0276 佐 賀 大 学 0376

東京 外 国語 大 学 0180 京 都 、 大 学 0280 長 崎 大 学 0380

東 京 芸 術 大 学 0]84 京 都 教 育 大 学 0284 熊 本 大 学 0384

東 京 教 育 大 学 0188 京都工芸繊維 大 学 0288 大 分 大 学 0388

東 京 工 業 大 学 0192, 大 阪 大 学 0292 宮 崎 大 学 0392

東 京 商 船 大 学 Ol96 大 阪 外 国語 大 学 0296 鹿 児 島 大 学 0396

学大立公

学 校 名 コ ー ド 学 校 名 コ ー ド 学 校 名 コ ー ド

札 幌 医 科 大 学 1100 愛 知 県 立 大 学 1196 神 戸 医 科 大 学 1244

福島県立 医科 大 学 1124 愛知県立女子大 学 1200 神戸市外国語 大 学 1248

高 崎 経 済 大 学 1136 名 古屋 市立 大 学 1204 神 戸 商 科 大 学 1252

東 京 都 立 大 学 1148 愛知県立芸術大 学 1208 兵 庫 農 科 大 学 1256

横 浜 市 立 大 学 1152 三 重 県 立 大 学 1212 姫 路 工 業 大 学 1260

金沢美術工芸 大 学 1164 京都市立美術大 学 1220 奈良県立医科 大 学 1264

都 留 文 科 大 学 1172 京 都 府 立 大 学 1224 和歌山県立医科大学 1268

岐阜県立医科大 学 1180 京都府立医科 大 学 1228 島 根 農 科 大 学 1276

岐 阜 薬 科 大 学 1184 大 阪 女 子 大 学 1232 広 島 女 子 大 学 1284

静 岡 女 子 大 学 1188 大 阪 市 立 大 学 1236 下 関 市 立 大 学 1288

静 岡 薬 科 大 学 1192 大 阪 府 立 大 学 1240 山口県立 医科 大 学 1292
」
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㈱ 医療 施 設 の コ ー ド:厚 生省 で は 国 ・公 ・私立 の 病 院 診療 所お よ び歯科 診療 所 の 全 部 を対 象 に,

定期 的 に 医療施 設調査 を実 施 してお り,そ の 際 に各 医療 施設 に,個 別 の 整理.番号 を 付 し てい る。 こ

の 番 号 は,調 査 の っ ど便 宜的 に定 め られ るの で ,統 一 的 固 定的 な もの と はい えな い が,標 準 化す

る場合 には,そ の 手掛 りに な る もの と思 われ る。

② 業 界 の統一 コー ド

(/)金 融機 関共 同 コー ド:昭 和40年ec全 国 銀 行 協会 連 合 会が 制定 し た もの℃ 企 業単 位 に4け た の

固有 番 号 を定 めてあ る。 支 店,出 張所 等 につ い ては,コ ー ドの け た数 だ け を統一 し てい るが 具体

的に は当 該銀 行 等 が適宜 定 めて使 用で きる こ とに してい る。 組 合金 融 機 関(信 用組 合 農協 等)も

対 象 に含 め られてい るが,郵 便 局に っ い て は,一 括 して 「郵便 局」 とい う種 類 を示 す コー ドだ けを

定 め てあ る。

表2-9事 業 体 コー ドの 事 例 ⑤

金 融 機関 コー ド.

統一 金 融機 関番 号

銀 行

本 銀

都市銀行および外為専門銀行

0001

0002

0003

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0014

0015

0021

0032

0116

0117

0118

0119

0120

行

行

行

行

行

行

行

行

行

行

行

行

行

行

行

銀

銀

銀

銀

銀

銀

銀

業

銀

銀

銀

銀

醜

銀

銀

銀

銀

一

井

士

菱

和

勧

和

友

和

海

道

戸

京

陽

玉

本

海

第

三

富

三

協

日

三

住

大

東

北
r
神

東

太

埼

行

行

行

行

行

銀

銀

銀

銀

銀

行

道

銀

海

森

和

田

後

方力

北

青

青

秋

羽

一60一

行

行

行

行

行

行

銀

銀

銀

銀

銀

銀

七

内

形

手

北

邦

十

荘

山

岩

東

七

東

1

2

3

4

5

6

2

ワ
臼

2

り
匂

ワ
臼

2

エ

エ

ユ

エ

ハ

ユ

0

0

0

0

0

0

0128馬 銀 行

0129利 銀 行

0130陽 銀 行

0131東 銀 行

0133蔵 野 銀 行

0134葉 銀 行

0135葉 興 業 銀 行

0137東 京 都 民 銀 行

0138横 浜 銀 行

0140

0141

0142

0143

0144

0145

0146

0147

行

行

行

行

行

行

行

行

銀

銀

狸

銀

銀

銀

銀

四

越

中

陸

山

国

井

梨

+

第

北

山

八

北

富

北

福

白

●



つ

ワ

ひ

、

(ロ)Sh輌ppers'0・de:昭 和43年 に 海 運 中 核6社 が 共 同 で 制 定 し た 荷 主 コ ー ドで,そ の 後 さ ら

ロ

iC海 運2社 が追 加 加 入 した。 この コー ドは,5け たの 数字 を 用 い,

号 を定 めてい る。

表2-10事 業体 コー ドの事 例(6)

SHIPPERS'CQDE

事業所(営 業所)単 位に固有番

コー ド% 英 文 社 名 和 文 社 名

10001 A&AJAPANLTD.

10002 A&B.INDUSTRIESCO.,1、TD.

10003 A&RSIMONCO.,LTD.

10004 ALEVY&J.ZENTNERCOりLTD.

10005 ARBROWNMCFARLANE&CO.,LTD.

10006 A.ABDUI、HUSAIN&CO.,LTD.

10007 A.ANDREWS&CO.,LTD.

10029 A.CAMERON&CO.,1、TD.

10009 A.DEBS&CO. A.デ ビス商会

10010 A.GERCIK

10012 A.ISHIDA&CO.,LTD. 石田商店

10013 AJTOH&GO.,LTD.

10014 A・JACKEI・&CO・,(JAPAN)LTD.

・

ジ ャケ ル商 会

10015 A.KATIRAI

29226 A.LATIF&CO.NASSER. ナッサ エイ.ラ ティー フ 商 会

10017 A.LATIF&.CO.,LTD.
●

10138 A.LEVY&J.ZENTNERCO.,LTD.

10018 A.MATSUMOTOCO.

10019 A.MITCHELL&CO,,LTD.

10020 A.MOGHBEL

10021 A.PONVECO.,LTD.(PONVECO。,1、TD.)

10022 A・SAITO

10023 A.SHIO&CO.,1.TD.
'

10024 A.SKOLNIK

10025 A.TAKAHASHI&CO.,1、TD. 高橋愛次郎商店
10026 A.YAMAMURA&CO. 山村商会

10027 A.A.CHEMICALGO.

10028 A.B.HERBERTDIEDEN&CO.。LTD.

23570 A.B.KJELLBERGSUOCESSORS(KJELLBERGSK.K.)

チ ェ ル ・ベ ル ジ

10030 A・D.GU]二AB

10032
F

AG.FERROSTAAL

10033 A・M・E・CONSULTANT&AGENCY

10034 A.M.P.JAPANLTD.

10035 A.R.BORNARDCORP.

10036 A・R・BROWNMCFARLANE&CO.,LTD. エ.乙 プラウ之 マックファー レン

10037 A・R.1、ARSSON&CO.
'

10038 A-CO. エ ー ・ シ ー ・ オ ー

10039 A-DAITRADINGCO.,LTD. 6

10040 A-H.COMMERCIA]三CO.,LTD.
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の 日本 写 真 機工 業会 の統一 コー ド:昭 和41年 に 同工 業会(メ ー カの 団体)の 統 ⊥ コー ド協 議会 が

作成 した もので,カ メ ラの メー カ,卸,小 売店 の ほ か,カ メ ラ用 ア ク セサ リー の 販売店 を含 め て,

事 業 所 単位 に10け たの 固有 番号 を付 けてい る。 小売 店 で は,カ メ ラな どを販 売 した っ ど,業 会統

一 の愛 用者 カー ドに所 要欄 の 記入 をす ると と もに
,同 工 業 会 か ら配 布 され た店 名 コー ド入 りの ゴ ム

印を押 し て メー カ あ て送付 す る方 法 を とってい るので,小 売 商 の組 織率50%程 度 とい う状 態 に も

か かわ らず,メ ンテ ナ ンス は行 き届 い て い る とい う ことで あ る。 この コー ドは,メ ー カ側 の 必 要性

に基 づ い て 設 け られ た もの で 卸 小売 商 等 は その 運営 に も っぱ ら協 力 は して も,直 接 この コー ド

を利 用 す る ことは な い模 様で あ る。

'表2 -11事 業 体 コー ドの事 例(7)

取引 先 コー ド(そ の1)

●

`

静24-01-101(Ol) 1 中 央 薬 局 010 秋田市 南通 亀町6-12 33-8344〔 呼)

券24-Ol-102(Ol) 1 有 光 堂 写 真 機 店 〃 〃 南通り中町 62-3643

24-0]-103(01) 1 岩 間 写 真 機 店 〃 "金 座 町 62-2193

妬24-01-]04(Ol) 1 Nカ メラの川 原駅前店 〃 〃 秋 田駅前 62-7521

24-Ol-105(01) 1 美 光 堂 写 真 商 会 〃 〃 中通2-7-4 088733-
3072

70.4/22

蘂24-Ol-106(Ol) 1 越 中 谷 写 真 商 会 Oll 〃 土崎港中央5-7 45-1573

24-01-107(OI) 1 大 塚 商 店 010 〃 保戸野中町1-17 62-4350 3/16

24-OI-108(01) ユ ㈱ 川 原 写 真 機 店 〃 〃 中通 り 33-7404～5 ・

寿24-01-109(0ユ) 1 木 内百 貨店 写 真 部 〃 〃 〃1-3-1 33-Ol31

24-01-110(01) 1 東 光 〃 〃 ナラ ヤマナガサ ワ 62-6936

24-Ol-lll(01) 1 盛 美 堂 写 真 機 店 〃 〃 川反3-15 62-3269

妬24-01-112(Ol) 1 フ ジ 写 真 機 店 〃 〃 大町3-2-30 62-2322

24-0ユ ー113(01) 1 み ど り 光 学 社 〃 〃 〃4-2-5 62-5180 70.4/26

24-01-IM(Ol) 1 佐 藤 写 真 機 店 〃
辱

〃 中 通1-4-38 33-6396陪) 7α6/23

蒔24-OI-115(0ユ) 1 み ど り薬 局写 真 部 〃 〃 手形山崎町6-9 62-5154

寿24-Ol-116(Ol) 1 須 田 薬 舗 01(〉-0】 〃 追分新 町

※24-01-117(Ol) 1 フ す 一 ト 書 名
.

OlO 〃 大町2丁 目名店 街 62-3220

苦24-Ol-118(01) 1 東 北 文 化 企 業 社 〃 〃 中通3丁 目3の3 62-4532

24-Ol-119(01) 1 造酒写 真 館DP部 〃 〃 保戸野中 町1-12 62-4048 70.8/31

24-Ol-120(一) 7 村 越 時 計 店 〃 〃 上 中城町 62-1258

24-0]一]21(一) 7 大 森 写 真 〃 〃'寺 町5 33-0642

24-01-122(01) 1 DPE光 映 〃 〃 保戸野北鉄砲町東町1 62-3089

×24-Ol-123(01) 1 猫 の 目 写真材 料 店 " 〃 中通4丁 目37 .43-3033
,

苦24-01-124(01) 1 明 光 堂 Ol1 〃 土崎港中央3丁 目ユ→9 45-0360

24-01-125(一) 7 大 野 ラ ボ 〃 〃 寺内将軍野 45-1285

うF24-01-126ro1) 1 川 原写 真 土崎 支 店 〃 〃 土崎港中 央6-4-12 45-1896

路24-01-127(Ol) 1 な め か わ カ メ ラ 店 OlO 〃 中 通 り2-1-34

妬24-Ol-128(01) 1 水 谷 写 真 店 Ol1 〃 寺内将軍町39 45-1039

芥24-Ol-129(Ol) 1 コ ン ノ 写 真 商 会 010 〃 南通 り亀 ノ町12-14 42-78工3

蘂24-Ol-130(Ol) 1 秋 田 写 真 セ ン タ ー 〃 〃 旭町北 栄町6-15 23-3617
,

●

●

●
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(⇒ 株式 銘 柄 コー ド:昭 和35年 に 証 券 コー ド協議会 が 設定 し た 株式 ・公 社 債 コー ドの一 部 をな す も

の で,4け た の数字 を用 い て,上 場会 社 に 固 有番号 を付 け てい る。 この ほか に,新 株 優先 株等 を

区 分す る コー ド(1け た)を 付 加 す る方 法 も用 い られてお り,文 字 どお り個々 の株 式 銘 柄を 示す も

の であ るか ら,観 念 的 に は事 業体 コー ドとい えな い が コー ドの主 要 部分 が 企業 を示 してい るの で

事 業体 コ ー ドの一 種 とみ なし てさ し っか えな い と思 われ る。

■

●

畠

■
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表2-12事 業体 コー ドの 事 例(8)

株 式銘柄 コ ー ド

一化 学 工業 一

小 分 類 コ ー ド 銘 柄 決算期 名義書換
代 理 人 東京 大阪 名古

屋 京都 広島 福岡 新潟 札幌

医 薬 品 4501 三 共 3.9 東 ⑤ ③ ③ ○ ○ ○

(4500) 4502 武 田 薬 品 工 業 3.9 東 ⑤ ③ ③ ○ ○ ○ ○

4503 山 之 内 製 薬 6.12 中 ⑤ ③ ③

4504 中 滝 製 薬 工 業 3.9 井 ⑤ ③

4505 第 一 製 薬 3.9 安 ⑤ ③

4506 大 日 本 製 薬 5.11 住 ⑤ ③ ③

4507 塩 野 義 製 薬 3.9 ⑤ ③ ③ ○ ○

4508 田・ 辺 製 薬 4.10 東 ⑤ ③ ③ ○ ○ ○

4509 吉 富 製 薬 3.9 ⑤ ③ ○

4510 星 製 薬 11

4511 藤 沢 薬 品工 業 3.9 東 ⑤ ④ ③

4512 わ か も と製 薬 3.9 苦 申 2

4513 八 洲 化 学 工業 3

4514 帝 国 臓 器 製薬 9 ※ 東 2

45ハ5 萬 有 製 薬 3.9 中 ⑤

4516 日 本 新 薬 3.9 中 ⑤ ④ ○

4517 ビオ フェル ミン製 薬 5 2

4518 富 山 化 学 工 業 5.11 中 2 2

4519 中 外 製 薬 3.9 東 ⑤ ④ ③ ○

4520 和 光 堂 3.9 2

4521 科 研 化 学 3.9 中 ⑤

4522 ㈱ ミ ド リ 十 字 6.12 阪 ⑤ ④ ③ ○ ○ ○

6 4523 エ ー ザ イ (瀞 ⑤ ④
ウ

4524 森 下 仁 丹 11 東 2 2

4525 改 源 12

4526 理 研 ビタ ミ ン 油 6,12' 東 2
・

4527 ロ ー ト 製 薬 3.9 菱 ⑤ ④

4528 小 野 薬 品 工 業 11 中 2 2

4529 日 研 化 学 3 安 2

4530 久 光 製 薬 2 東 2 2 O

4531 有機合成薬品工業 3.9 2

4532 東 京 田 辺 製 薬 3.9 安 2

4533 科 研 薬 化 工 9 井 2

4534 持 田 製 薬 3 安 2

4535 大 正 製 薬 3 菱 ⑤
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(対 酒 類 食料 品 店 コー ド:東 京都(昭 和40年 発足)と 神奈 川 県(昭 和43年 発足)に 会員制 に よ

る 「酒類 食 料品店 コー ドセ ンタ ー」 が あ り,酒 類 販売店 お よ び食 料 品 小売店 の コー ドを登 録 し て い

る。 セ ン ター の会 員 資格 は,酒 類 食料 品 の卸売 業 者お よび 生産者 で,両 地 区 の登 録小 売店 数 は,そ

れ ぞれ 約2万 店 ま たは1万 店 で あ る。

2.1.3個 別 企業 にお け る事 業体 コー ドの 事 例 お よひ 意 見

(1)ア ン ケー トの 回答 状況

ア ンケー トに対 す る回 答結 果に よ れ ば,事 業体 コー ドの 性格 に っ いて の各社 の 考 え方 は 大 き く二 つ

に分 か れ てい る。

一 つ は商 取 引 の 当事 者 と して の性格 を有 す るコー ドと してで あ り,他 は,官 公庁,教 育 機 関等の そ

れ ぞ れに つ い て の行 政上,あ るい は 分類 集 計 の ため の コ ー ドと して で あ る。 前者 に対 し て は 「企 業

コー ド」 とし て記 入 してい る ものが一 般 的 で あ った。 し か し,こ れ は事 業体 コー ド中 の部 分 集団 と し

ての 企業 コー ドで はな く,当 該企 業 の商 取 引の 対 象 とな る事 業体 を包 括 した コードとなって い る。 そ し

て,各 社の 考 え方 で は 当然 の こ とな が ら,こ れ を特 に 金事業 体 の部 分 集 団 であ る とい う意 識の下 で

コー ド化 して い る とい う例 はほ とん どな く,す べ てが 同一 レベ ルで取 り扱 われ てい るの が通 常 の形 態

であ る。 そ こで こ の種の コー ドを 「取引 先 コー ド」 と呼 ぶ こ とにす る。

後 者 につ いて は,さ らに,取 引 先 コー ドとは 別個 に,た と えば,銀 行 コー ド,学 校 コー ドな どが,そ

れ ぞ れ の 目的 に 応 じて 設定 され てい る。 つ ま り銀 行 は取引 先 コ ー ドに も含まれて い るし・
.金 融 機 関 コ

ー ドに も含 まれ て い ると い うこ とで あ る
。 そ して この よ うな意 味 で の企業 コー ドとし て の独 立的 な コ

ー ド体系 にっ い て の意見 は ほと ん どな か
った。

この ほか,ア ンケ ー トに対 す る回 答 をみ て,一 般 的 にい える こ とは,当 然 の こ とで あ るが,各 社 と

も現 在 自在で採 用 し てい るコー ド体系 の範 囲 内での 標 準化 を望 ん でい るこ とであ る。 したが っ て,今

回 の意見 調 査 に おい ては,現 状 調 査 とほぼ同 じ結 果 しか 得 られ な か っ たの は残 念で あ るが この 標準

化 の問題 が 単 に事 業体 だ けの 問題 で な いこ とを端 的 に 表 わして い ると もいえ る。

(2)取 引先 コ ー ド

取引 先 コー ドは,そ の 使 用 範囲が 広 く,し か も種 類 も多 い。 そ の うえ,識 別 コー ドであ る こ とか ら,

各 企 業に よ っ て ま ちま ちで,コ ー ド体 系 と い う観 点 か らの共 通 点 は見 当 た らない。

し か しな が ら,強 い て典型 的な例 を 上げれ ば 多 くの場合5け たな い し6け たの一 連 番 号 の 形式 を

用 い てお り,コ ー デ ィ ン グの 順 序 として 名称 の ア ル フ ァベ ッ ト順 によ って い る もの が多 か っ た。 そ の

他 に所 在地 や,業 種 区分,自 社 の販売担 当者 等 な どを そ の構成 要素 として い る コー ド も若 干 見 受 け ら

れ た。

コー ド体系 にっ い て の意見 は,上 述 の とお りで あ る 競 い ずれ に して も,「 取引 先 コー ドと して,

全事 業体 を対 象 に体系 化 を 図れ」 と い う趣 旨 の 意 見が多 か った。

け た数 にっ い て の意 見 は,全 体 として 非 常 に少 な か っ た ので,あ ま り参 考 にはな らな いが,い ず れ

も現 在 使 用 して い るコ ー ドの けた 数 以 内(通 常5～6け た)で のJIS化 を希望 し てい る。 こ れ は

JISコ ー ドを利用 す る際 自社 の シス テム を修正 す る必要 が ない か らと思 われ る。
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今回の調査結果の典型的なものを2,3例 示すると,

12345

一

アルファベット順に連番

123456
-一

頭 文字 の.連 続 番号

コー ド

1234'56
-一 一∨一ン

産業分類 所在地(都 道府県)

次 の とお りで あ る。

…} 号番続連

,
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表2-13 事 業 体 コー ドの事 例(9)

取 引先 コー ド(そ の2)

得 意 先 名 機械で使用する基準得
意先名

コー ド% 地 域 コ ー ド

ア 行(ア) ア イ ワ ㈱ ア イ ワ 0001 131

ア ル プ ス 電 気 ㈱ ア ル プ ス デ ン キ 0002 131

赤 井 電 気 ㈱ ア カ イ デ ン キ 0003 131

赤 井 商 事 ㈱ ア カ イ シ ョ ウ ジ 0004
r・ ・

安 立 電 気 ㈱ ア ン リ ツ デ ン キ 0005 131

安 立 電 波 工 業 ア ン リ ッ デ ン パ 0006 131

安 立 計 器 ア ン リ ッ ケ イ キ 0007

安 居 工 業 ㈱ ア ン テ ン コ ウギ ョウ 0008 131

旭 電 機 工 業 ㈱ ア サ ヒ デ ン キ 0009 133

安 藤 電 気 ㈱ ア ン ド ウ デ ン キ 0010 131

ア ル コ ン ア ル コ ン 0011

愛 光 電.機 ア イ コ ウ'デ ン キ 0012

暁 製 作 所 ア ケ ボ ノSS 0013

安 芸 弱 電 機 ア キ ジ ャ ク デ ン キ 0014

麻 沼 工 業 ㈱ ア サ ヌ マ コ ウギ ョ ウ 0015 131

ア ン テ ナ 工 事 ア ン テ ナ コ ウ ジ 0016 131

旭 光 学 ア サ ヒ コ ウ ガ ク 0017

ア ン ペ ッ ク ス AMPEX 0018

朝 日 電 気 ㈱ ア サ ヒ デ ン キ 0019

ア シ ダ 音 響 ㈱ ア シ ダ オ ン キ ョ ウ 0020 131

愛 知 時 計 電 気 ㈱ ア イ チ ト ケ イ デ ン キ 0021 151

旭 日 産 業 ア サ ヒ サ ン ギ ョ ウ 0022 131

旭 通 信 工 業 ア サ ヒ ツ ウ シ ン 0023

ア イ'電 子 ア イ デ ン シ 0024
7

相 合 谷 宝 石 ア イ ゴ ウ ヤ ホ ウ セ キ 0025

浅 川 電 機 ア サ カ ワ デ ン キ 0026

(日 本)IBM IBM 0027 131

ア ー ビ ン ア ー ビ ン 0028

愛 知 電 子 ㈱ ア イ チ デ ン シ' 0029

ア イ デ ン 産 業 ア イ デ ン サ ン ギ ョ ウ 0030

ア イ ホ ン ア イ ホ ン 0031

朝 日 電 器 ㈱ ア サ ヒ デ ン キ 0032 133

朝 日 放 送 ㈱ ア サ ヒ ホ ウ ソ ウ 0033

安 部 商 事 ア ベ シ ョ ウ ジ 0034

IT電 気 貿 易 ITデ ン キ ボ ウ エ キ 0035
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表2-14事 業体 コ ー ドの 事例ao) 取引 先 コー ド(そ の3)

店 名 代 表 著 名 住 所 電 話

11301

11302 ㈱ ア パ ン 靴 磨 松 本 哲 夫 千代田区神田鍛治町2の1 (251)6945
づ

11303

11304 ㈱ 大 塚 屋 商 店 栗 原 元 治 千代田区神田鍛治町1～5 (256)1877
9

11305 .

11306 ㈱ サ ト ウ 佐 藤 信太郎 杉並区阿佐ケ谷南1の36の11 (311)3132

11307 ㈱ 山 陽 堂 守 安 晴 二 千代田区神田須田町1の26 (252)5896-7

11308

11309 ㈱ 大 和 靴 店 木 内 豊 助
木 内 和 雄 港 区 東麻布1-4-1 (583)㍑ ξ

11310

11311 ㈱ 地 球 堂 靴 店 丹 羽 康 之 品 川区西 五 反 田1-17-6 (491)㍑;

11312

11313 ㈱ 平 和 堂 靴 店 佐 宗 茂 千代 田区神田小川町2-4 (291)2571-2

11314 ㈱ ヨ シ ノ や 靴 店 矢 代 太郎
'中央 区銀 座6 -2 (572)0391

11315

11316 梅 沢 靴 店 梅 沢 安 平 千 代 田 区 九段南4-6-6
'

(261)3877

11317

11318

11319

11320 ㈱ 桜 組 製 靴 斉 藤 甚 一 千代 田区 丸の内2丁 目2番 地 丸 ビル1F (201)4195

11321 ㈱ 佐 藤 商 店 佐 藤 清五郎 新宿区戸塚町3/5 (361)3072

11322 ㈲ 佐 藤 靴 店 関 口 善 作 千代田区飯田橋3丁 目1番3号 九 段(261)3798

11323 陶 三 栄 堂 靴 店 伊 藤 多 喜 中央 区 日本橋 人形 町1-1 (666)4019

11324 ㈱ マツムラ(産 経 売店) 松 村 敬
・

千代田区平河町2丁 目7番 地全共連ビル内 (231)1語,)
11325 シ ノ キ 靴 店 篠 木 長 八 千 代 田 区神 田 錦町2-2 (291)2482

11326

◆ 晦 〉
t'
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(3)官 公庁 の コー ド

官公 庁 を 取引 先の一 部 と して コ ー ド化 す る以 外 に 特別 に コー ド化 してい た り,ま たは これ に関 す る

意見 を 述べ た企 業 は きわめ て少 数 で あ るが,こ れ らの実 例 に おい ては,所 在 地(都 道 府 県 コー ド),

官公 庁 種 別 一 連 番号 とい う よ うな 要素 を何 らか の形 で含 んでい る。

典型 的 な例 は,以 下 の とお りで あ る。

12
}

国 ・地 方 別

12
}

官公庁の区別

‥
}
省

34
一

所在地(都 道府県)

34
}

所在地(都 道府県)

巳

局

5678910

-一
一連番号 支所・出張所

…=
567
一

所在地一部課等の区分

その 他官公 庁 コー ドの 問題 点 として,表 示 レベ ル(局 部 課 係 出 張 所等 の 出 先 機関 な ど)の

程 度 につい ては 十分 に 検討すべ きで あ る との 指 摘 があ っ た。

(4)金 融 機関 コー ド

金 融機 関 コー ドを有 し てい る 事例 は,取 引 先 コー ドに っい て多か った。 これは,金 融機 関 コー ドが

商 取 引 にお い て 取引 先 コー ドと と もに使 われ るポ ピュ ラー な コ ー ドで あ る ことを示 し てい る と い え る。

ま た,こ の コー ドにっ い ては 金 融業界 で 設定 して い る統 一 コー ドが存 在 し てい るこ と,お よび 金 融

機 関 の特殊 な 性格 に よ る結果 とし て,各 使 用企 業 と も,コ ー ド体 系 が共通 して い る(け た数 に 若干 の

相 違 が 見 られ る程 度)。 っ ま り,大 部 分 の コー ドは 「金 融機 関コー ド」 と 「支店 コ ー ド」 の二 つ か

ら構 成 され てい る。

　}⌒
口
}

ドーコ行銀

÷
〕

ドーコ店支

業界 統一 コー ド

さ らに,大 半 の 企業 の 要望 として,金 融業界 で 定 めてあ る統一 コー ドをそ の ままJISと して採 用

すべ きで あ る との意 見 を 述べ て い る。

また,わ ず か1件 であ るカξ 「金 融 機関 コー ド以外 に 口 座番 号 に つい て も統 一 して ほ し い」 との 要

望が あ っ た。 これ は 自動 振 り込 みな どの よ うな 場合 に問題 にな るもの と考 え られ るので,お そ ら く

け た数 の 統一 とい う こ とであ ろ う と思 われ る。
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㈲ 学 校 ・研究機 関 コー ド'

金 融機 関コ ー ドと同 様 に,そ の 特殊 性に よ りコー ド体 系 とし ては比 較的 ま と ま
ってい る。

・所 在 地(都 道 府 県)

・校 種(国 ・公 ・私 区 分 大 ・高 ・中 区分 専門 分 類等… …)

・連 番

以上 の項 目の 組合 せ であ るが,校 種の 内 容 につい ては,回 答 企業 間 でか な りば らつ きが あ った。

例

1
}

学校区分

12
}

都道 府 県

1
}

国 ・公 ・私

23
一

都 道府 県

3
} .

国 ・公 ・私

23
}

研究内容

456
、一》一ノ}

国 ・公 ・私 連 番

4
}

太い高 ・中の区分

456'7
-

一連番号

な お,旧 制学 校 に対す るコー ド化 の希 望 が1件 あ っ た。

56789
N-V－ノ ー

校種 連番

ρ

、

◆
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IV大 学(7x× ×)

1,国 立 大 学

表2-15 事 業体 コー ドの事 業 例⑪

学 校 コー ド(そ の2)

コ ー ド 学 校 名 英 文 名 称 略 称

7100 北 海 道 大 学 Univ.ofHokkaido UNVOFHOKKAIDO

7101 北海道教育大学 HokkaidoUniv.ofEducation HOKKAIDOUNVEDUCATION

7102 帯広 畜産 大 学 ObihiroCollegeof

Stock-Raising OBIHI .ROCOLSTOCK-RAISING

7103 室蘭 工業 大学
MuroranUniv .ofEng.

Technology MURORANUNV・OFENGTECH

7104 小樽商 科 大学 OtaruCommercialCo川ege OTARUCOMMERCIALCOL

7105 北見 工業 大学
KitamiInstituteof

Technology KITAMIINSTTTUTEOFTECH

7106 弘 前 大 学 HirosakiUniv. HIROSAKIUNV

7107 岩.手 大 学 IwateUniv. IWATEUNV
、

・

7108 東 北 大 学 TohokuUniv. TOHOKU'UNV

7109 宮城教 育 大学 MiyagiUniv.ofEducation MIYAGIUNVOFEDUCATION

7110 秋 田 大 学 AkitaUniv . AKITAUNV`

7111 山 形 大 学 YamagataUniv. YAMAGATAUNV

7112 福 島 大 学 FukushimaUniv. FUKUSHIMAUNV '

7113 茨 城 大 学 IbaragiUniv. IBARAGIUNV

7114 宇 都 宮 大 学 UtSUnOmiyaUniV. UTSUNOMIYAUNV

7115 群 馬 大 学 GunmaUniv. GUNMAUNV

7116 埼 玉 大 学 SaitamaUniv. SAITAMAUNV

7117 千 葉 大 学 ChibaUni「v. CHIBAUNV

7118 東 京 大 学 Univ.ofTokyo UNVOFTOKYO
.

7119 東京外国語大学 TokyoUniv.ofForeign

Studies TOKYOUNVFOREIGNSTUDIES

7120 東京
医科歯科大学 TokyoMedica1&DentalUniv、 TOKYOMEDICALDENTALUNV

7121 東京学 芸大 学 TokyoUniv.ofLiberalArts TOKYOUNVOFLIBERALARTS

7122 東京 農 工 大 学 TokyoUniv.ofAgricuパure&

Techn・10gy TOKYOUNVAGRICULT&TECH

7123 東京 芸 術 大学 Toky・Univ.・fArts TOKYOUNVOFARTS

7124 東京 教 育 大学 TokyoUniv.ofEducation TOKYOUNVOFEDUCATION

7125 東京 工 業 大学
TokyoInstituteof

Techn・1・gy TOKYOINSTITUTEOFTECH

7126 東京 水 産大 学 TokyoUniv.ofFisheries TOKYOUNVOFFISHERIES

7127 お茶の水
女子大学

OchanomizuWomen'sUniv. OCHANOMIZUWOMENSUNV

,

7128 電気通 信 大 学
Univ.・fElectro-c・ ㎜uni-

catiOn
UNVELECTRO-COMMUNICATION

7129 一 橋 大 学 HitotsubashitJoiv. HITOTSUBASHIσNV

7130 東京 商 船 大学
TokyoUniv.ofMercantile

Marine TOKYOUNVMERCANTIMARINE

7131 横浜国 立 大学 YokohamaNationalUniv. YOKOHAMANATIONALUNV
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(も)病 院 コー ド

病 院 コー ドを設定 し てい る坑 また は 設定 を 希望 し てい る企 業 は,官 公庁 に 対 してよりもさ らに少 な

く,こ の 意味 で は特殊 な コー ドとい え る。 反 面 必要 を 感 じてい る企 業 間 で は,コ ー ドの体 系 は金 融

機 関 お よ び学 校 ・研 究機 関 と 同様 に特 殊な 性格 を反映 して,非 常に ま と まっ てい る。 これ らの コー ド

に共 通 的 な 構 成要素 は,次 の よ うな もので あ る。

・所 在 地(都 道 府 県)

・国 ・公 ・私 の 区 分

・診療 内容 の 区分(科 別 区分)

・連 番

典型 的な事 例 は,次 の とお りであ る。

12
}

都道府県

12
}

都道府県

3
}

国 ・公 ・私 の 区分

3
}

国 ・公 ・私 の 区分

45
一

規模

4
}

科別

6'789
一

連番

5678
一

連番

'

特 別な意 見 は ほ と ん どな か っ たが,問 題 点 と して 診療科 目が 複数 の場 合 の コ ー ド化 の困難 性に つ い

て 指 摘が あ った。,

(7)事 業 所 コ ー ド

企業 内 部門 コー ドとし ての 意味 とs/取 引先 コー ドの サ ブコー ドとして の2通 りの意 味 があ るが

回答の ほ とん どが前者 の 意 味で 回 答 して お り,し た が っ て 「統一 の 必要 性 な し」 として い る。

⑱
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表2-16事 業体 コー ドの事 例(12)

企 業の 内 部組 織 コー ド(そ の1)

コ ー ド 部 謬 名 (英 訳 名)

01-150-00 人 事 組 織 部 Personne1&OrganizationDept.
ト

01-150-11 長 付 Secretariat

01-150-22 総 合 課 CoordinationSect.

01-150-18 人 事 管 理 課 PersonnelSect.A

01-150-20 給 与 課 AIlowanceSect.

01-150-16 厚 生 第 一 課 WeIfareSect.A

01-150-17

0

01-140-00

厚 生 第 二 課

総 務 部

WelfareSect.B

GeneralDept・

01-140-11 長 付 Secretariat
・

01-140-18 秘 書 課 SecretarySect・

01-140-19 総 務ii果 GeneralSect.

01-140-12 事 務 所 管 理 課 OfficeMaintenanceSect,

01-140-14 用 度 課 SUPPlySect・

01-140-15 電 信 課 TelegraphSect・

01-140-16 郵 便 課 PostalSect.

01-140-17 浄 書 課 TypingSect・
、

01-140-24 株 式 課 ShareSect.

01-140-20 法 務 第 一 課 LegalSect.A

01-140-21 法 務 第 二 課 LegajSect・B

01-140-22 法 務 第 三 課 LegalSect・C

1
・

01-240-00 事 務 機 械 化 部 ElectronicDateProcessingDept・

・

01-240-11 ・ 長 付 Secretariat'

01-240-61 統 合 シ ス テ ム 課 IntegrationSystemsSect・

01-240-71 シ ス テ ム 課 SystemsDeveIopmentSect・

01-240-81 デ ー タ 処 理 課 DataProcessingSect・
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表2-17事 業体 コー ドの 事例(13) 企 業 の 内 部組織 コー ド(そ の2)

部
部

コー ド
課 所

係 コ ー ド

1 2 3 4 5 6 7 8 9

企

・

技

41

営業企画 30

技術開発 31

営

業

42

,

営 業 33
'

料 金 35 料 金
、

特殊集金

販 促 36

特 需 38

業 用 40

星 ケ 丘 41 今 池 瀬 戸 豊 田 集 金 検 針

中 村 42 西 集 金 検 針

笠 寺 43 港 横 須 賀 刈 谷 集 金 検 針

栄 町 44 集 金 検 針

黒 川 45 春 日 井 集 金 検 針

一 半 48 営 業 尾 西 稲 沢 集 金 検 針

半 田 49 営 業 高 浜 常 滑 集 金 検 針

供

給
43

供給計画
^52

供給事務
"53

装 置 54

本 管 55 設 計 本 管

ー

ベ
ふ

ー
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●
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表2-18 事 業体 コー ドの事例(14)

企 業 の内部組 織 コー ド(そ の3)

部 課 係 班 所 属 コ ー ド

管 理 課 NSS

経 理 係 NSS1

資 材 係
・

NSS2

企 画担 当 NSSO

品質保証課 NQQ

営 業 部
・

NA

営 業 課 NA1

大阪営業課 NA9

製 造 部 N'E

技 術 課 NBC

技術 二 係 NBC1

技術 二 係 NBC2

技 術 三 係 NBC3

. 技 術 四 係 NBC4

生産技術課
シ

NBD

計 画 課 NBA

計 画一 係 NBA1

計 画 二 .係 NBA2

製 作 係 NBA3

製 造一 課 NB1

製造 一 係 NB11

製 造二 係 NB12

製 造二 課 NB2

製 造 一.係 NB21

製 造 班 NB211

検 査 班 NB212

～
製造 二 係 NB22

/ 検 査 課 NB3

検 査一 係 NB31

検査 二 係 NB32

検査 三 保 NB33

.-75一



2.2標 準 化 の問 題 点

2.2.1体 系 上の 問 題 点 ,

(1)目 的 意識 の統 一

さ きに 「コー ドの現 状 」 で述 べ たよ うに,現 存の 事業 体 コー ドは,そ の利 用 目的 に応 じて,千 差 万

別の ものが 各方 面で 独 自 に制 定 利 用 され てい る。 し たが って 単 に既 存 の コー ドを参 考 して,小 間切

れ 的 な標 準 化 を無 秩序 に行 な う場 合 は,い た る所 で重 複 と混乱が 生 じ,か えっ て逆 効 果 を招 くお それ

が多 分に 懸 念 され る。 われ わ れ は,標 準 化 の ため の コー ド体 系 を考 えるに あた って,「 広 く 国民 経 済

的 な立 場か ら,商 取引,行 政監 督 徴税 お よ び統 計 作成の すべ てに おい て 効果 的に利 用 で きる もの と

すべ き であ る」 とい う点で,一 応 の 意 見 の一 致 をみ たが,具 体的 なコー ド体系 の 編成 にあ たっ ては,

さ らに総 合 的お よび 個別的 な 需 要 との 関 連 にお け る即 物 的な検 討 を通 じて,目 的意 識 の統一 をはか る

必 要が あ る と思 わ れ る。

(2)JIS化 の 対 象 とす る範 囲

JIS化 の 対象 とする範 囲 に 関 しては,外 延 的 な 問題 と して,各 種の 事 業体 を種 類 別,規 模 別等 の面

か らみて,ど の範 囲まで カバ ーす るか とい う問題 が あ り,内 包 的 な問 題 と して は,特 に 官 公庁,大 企

業 等 の場 合に 内 部組 織的 な もの を どの段 階 ま で対象 とす るか とい う ことが 問題 にな る。

前者 に掲 げた 問 題の具 体 的な もの として は,次 の よ うな事 項が ある。

ω 個人企 業の 取扱 い

ω 個 人企 業 お よ び個 人経営 の 事業 所 に つい て は,そ れぞ れ にっい ての コー ドを標 準化す べ きか否 か,

一方(た と えば,事 業所)だ け を 対象 と す る だけで 足 り るか。

(θ 企 業 と しての コー ドを対 象 とす る必 要 が あ る場合 は,同 一 人 にっ い て 複 数 の企 業 を認 めるか,ま

たは業 種 が 異な る もので あ っ て も名 寄せ して1企 業 と して取 り扱 うか。

(c)個 人 企業 の コー ドは,現 在行 政管 理庁 等で 検討中 の 国民 コー ドが で きた場 合 に,こ れ を その ま ま

利 用す るの が よいか,ま た は国民 コー ドとは 別 に企 業 コー ドを設 け るか。

回 零 細な 企 業等 の 取 扱 い

特 に大 都市 にお け るサ ー ビス業 等 で は,零 細 企業 の存在が 掌握 困難 で あ り,し か も興 亡変 転限 りな

い実 状で あ る。 したが って,場 合 によ っ ては,一 定規 模以 下 の企 業 お よ び事業 所 につ い ては これ を

対 象外 と し,あ るい は 申告 登録 制 とす るな どの方 式 を,メ ンテ ナ ンスめ 方 法等 との関 連 におい て検 討

す る必要 が あ ろ う。

の 内 部組 織的 な機構 の取 扱 い

官 公 庁の 出先 機 関お よ び付 属 機 関 企 業 の 支 店お よ び 出張 所等,外 見 的に も独 立の 事 業 所 を形 成 し

事実 上商 取 引の 当事 者 とな るよ うな もの に っ い ては,そ れ ぞれ を事 業 体 として取 り扱 うの が至 当と思

わ れ るが,本 省 ・庁,本 店 出先 機 関 等の 内 部 組織(局,部 課 等)に っ い て は どの 段 階 まで細 分

化 した状態 で標準化 すべ きか が問 題 にな る。 単 に商 取 引 だけ を考 え た 場合 は 独 立 の 事業 所 を形 成 し

な い よ うな内 部組 織 は無視 し て よい と思 われ るが,特 に官 公 庁 の場 合 は 組 織 管 理 統 計作 成等 の 必

要上,内 部 組織 につ いて もコー ド化 の必 要 が 予想 され るので,こ れ との 間の連 携 をあ らか じ め考 慮 し
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て お く必 要が あろ う。 ま た,大 企 業 に み られ る事 業部 の取 扱 いにっ いて も,実 態 をは あ くの うえ検 討

す る必 要 があ る と思 われ る。

2.2.2コ ー ド系 列 の編 成

(1)企 業 コー ドと事 業 所 コー ドとの 関連

コー ド系 列 を編成 す る に当 た って は,.ま ず企 業(企 業 レベ ルの 事業 体)事 業所 との性 質 の 差 を 十 分

に理解 して か か る必要 が あろ う。 た とえ ば,学 校 法 人 ○○ 学園 や 株式 会 社 ○ ○銀 行 は,企 業 で あ り,

○○学 園高 等学 校 や ○○ 銀行 本 店 は事 業 所 で あ る。 ユ

個人企 業 をは じめ と す る零細 企業 で は,企 業即 事業 所 の 形の もの が通 例 で あ るが,こ の よ うな 場 合

で も,観 念 的 に企 業 と事 業 所 とを分 離 し,そ れ ぞ れ に 企業 コー ドま たは事 業 所 コー ドをつ け る こ と も

検 討す る必要 があ ろ う。 た とえば,個 人経 営の 場 合 は,企 業 の コー ドに相 当す る もの として 国民 コー

ドを用 い,事 業所 と しては,法 人,団 体等 の事 業所 と総合 した 業種 別,ま た は地域 別の 事業 所 コー ド

を設定 す る こ と も考 え られ る。

しか しなが ら,上 に述 べ た こ とは,コ ー ドの 現 象形態 に お いて,必 ず し も企 業 コー ド,事 業 所 コー

ドの それぞれ を,あ らゆ る場合 に お いて 別 個の系 列 と して設定 せ よ とい う ことで は ない。 事業体 の 種 類

に よ って は,た とえば,官 公 庁 銀 行 等 の場 合 は 企 業 単位 の コー ドの下 に枝 番的 に本 支 店(部)等

の コー ドを付加 す る形 で コー ド系 列 を編 成 す るのが よ り有効 と思 われ る場 合 もあ る。

い ずれ に して も,コ ー ド系 列 の編 成 に 当たっ て は,標 準 化の範 囲 をど こま で とす る か,ど の 部 分か

らと りあげ るか とい うよ うな こ とは無 関 係 に,あ らゆ る事 業 体 の全 体 を一 つ の集団(母 集団)と して

と らえ,種 類 別の 事業 体 集 団(部 分 集団)の 相 互間 の関 連 に十分 留 意 し なが ら具体 化 して行 く態 度 が

重要 で あ ろ う。 ・

② 単一 系 列 と 目的 別 系 列の得 失

ここで 「単一 系 列」 とい う用 語 は,「 あ らゆ る種 類 の 事 業体 を 単一 の集 団(も ちろん,内 部的 に部

分集団 を設 け る こ とは妨げ な い。)と し て と らえ,,一 つ の企業 または一 つ の事業 所 に は,そ れ ぞ れ た

だ一 つ の事 業体 コ ー ドをっ け る よ うな系列 化 の方 式」 とい う意 味 に用い,「 目的 別系 列」 とい う用語

は,「 共 通 的 ない くっ か の利 用 目的 を想定 し,そ れ らの 目的別 にコー ド系列 を編成 す る方式」 であ っ

て,後 者 は,た と えば,一 つ の 郵 便局 にっ い て,郵 政 省 の 組織 と しての コー ドと金 融機関 と し て のコ

ー ドを,別 個 の系 列 と して二 重 にっ け るよ うな 方式 を意 味 する もの とし た。 あ るい は 用語不 適 当の そ

し りを免 れ な いか も知 れ ない が,こ の 場 限 りの約束 ご ととし て用 い た もので あ る。

両者 の得失 は,お お むね次 の よ うに考 え られ る。

(イ)単 一 系列 の 場合 は,事 業 体 側 か らみ た と きec,企 業 ま たは事 業所 とし て,そ れぞ れ た だ1個 のコ

ー ドが つ け られ,各 方 面 で共 通的 に用 い られ るの で,覚 えやす く,混 乱 が 少 ない。 た とえば,企 業名

鑑 や商 店 会名 簿 あ るい は自社 で 用 い るゴム印 等 に会 社 名,店 名 等 と並べ て表 示 す るな どの 方法 を用

いて容 易 に普及 で き る長 所 を もって い る。 その反 面,あ らゆ る事 業体 を対 象 とす るので,対 象の は あ

く,特 に脱 漏の 防止 と重 複計上 の排 除 が 困難 で,目 的 別系 列の 場 合 と比べ て,コード化(メ ンテ ナ ンス

を含 めて)の ため の調 査活 動 に多 くの 時 間 と経 費 を必 要 とす る。 ただ し,あ らか じ め部 分 集 団 を合 理
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的 に 設定 す る ことに よ り,比 較 的利 用度 の 高 い部 分か ら逐 次 コー ド化 し て行 く こ とは 可能 で あろ う。

⇔ 目的 別系 列 の場 合 は,同 一 の企 業 また は事業 所 に,複 数の コー ドがつ け られ る ことが あ る ので,

事 業体 側 に とっ て,あ る程 度 の 混 乱 が伴 う こ とは避 け られな い。 た とえば,百 貨 店等 の 場 合`ζ

同一 の 店舗 に 酒 類販 売 業者,貴 金属商,両 替 商等 々の 事 業別 に それ ぞれ の事 業 体 コー ドが つ け られ

た とす れ ば,当 該 業種 の団 体 に とっ ては 好 都合 で あ るか も知 れ ない が,対 象 企 業 側 には はな はだ 迷

惑 な ことに な りか ね ない。 そ の反 面,特 定 の範 囲の もの だ け を対 象 に コー ト系 列 を編成 す るの で,

業 界 の名 簿 を利 用し た り,既 存 の 業界 コー ドを利 用す る ことが で きる 可能性 があ り,コ ー ド化 の た

めの作 業 が比較 的容 易で あ る。

金 融機 関 は,各 方 面 で ひん ぱ んに 利用 す る ものであ り,し か も銀 行,信 用金庫 等 に つい ては,銀

行法等 の法 律 で兼 業 を 禁示 し てい るので,こ のよ うな業 種 に っい ては,単 一 系列 内の 部分 集 団 と し

て 取 り扱 う場合 も,目 的別 系列 によ る場 合 も,郵 便 局,農 業協 同組 合等,他 業種 を兼 営す る もの を

除 いて は,結 果 的に大 差 の ない もの と な ろう。

(3)部 分 集 団 また は 目的別 系 列 の 編成

部 分集 団の 設 定 は,コ ー ド系 列の 編成 とその後 の維 持管 理 のた めに 有効,不 可 欠 な もの であ る。 ま

た,複 数 個の 目的別 系 列 を編 成 す る ことは,部 分 的に重 複す るい くっ か の部 分 集団 を設定 す るこ と に

ほか な らない が,こ れ らの もの を編成 す るにあ た っ ては,そ の た めの 標 識 と して,で きるだけ 安 定 性

の あ る もの を 選定 す る ことが 肝 要 で あ る。 企 業 や 事業所 を単位 と す る集 団 の標 識 と しては,産 業分 類

(業 種)を 第1次 的に用 い るのが一 般 的 であ るが,付 和 雷 同的 に この よ うな方式 を踏 襲す るこ とな く

事 業体 コー ド標 準 化の 立 場 か ら,改 めて 検討 すべ きで あ る。

企 業 と事 業 所 の 区分 の ほ か に部 分集 団(ま た は系 列)の 標 識 とし て用 い 得 る もの を 比較的 安 定 性

の高 い と思 わ れ る もの か ら順 に掲 げる と,次 の よ うな ものが あ る。

(1)設 立(ま た はコー ド付与)の 年 次(法 人 の場合)
.'

② 設 立 時 の住 所(所 在 地)。

(3)業 種

(4)企 業 形 態

⑤ 現 在 の 住所(所 在 地)

(6)事 業 規 模(.資 本 ま たは出 資 の額 従業員 数 設 備 規模 等)

(4)国 民 コー ドとの 関 連

現 在 行 政 管 理 庁 で 検 討 され てい る国 民 コー ドに っ いて は,前 述 の よ う に,個 人企 業 に っい て,

企 業 コー ドと して も利 用す るこ とを検 討す る余 地 が あ ろ う。 こ の場 合 には,法 人 団 体 等の 企業

コー ドと 混用 す る ことを考 慮 し て,そ れ らの もの と 区別す るた めの記 号1け た を付加 し て使 用す る よ

うな方 式 を用 い る必 要 が あ ると思 われ る。 この よ うな 方式 は,特 に 個人 業主 に とっ て は便 利 であ ろ う

が 国民 全体 中 個人業 主 であ る人 の占 め る割 合が,9%以 下(表2-1参 照)と 思 われ るので,企 業

だ け の集 団 を考 え た場 合ec比 べ て,コ ー ドの 長 さが1～2け た増加 す るこ と も考慮 に加 えなけ れば な

らない。 なお,個 人 と 個人企 業 を 別 個に 扱 うこ と,お よ び 同一 人 に 複数 個の企 業 を認 め るこ と等 の 可
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否 に つい て,事 前 に検 討 の 必要 が あ る ことは,前 述 の とお りで あ る。

㈲ 経 営 関係コ ー ドとの 関連

コー ドの 構成 要素 と して,企 業形 態,業 種,経 営規模 等 を 用い る場 合 は,経 営 関係 の 標準 コー ドと

の 照応 関係 が 問題 に な るが この よ うな要 素 は,組 織変 更 事 業 の 拡大,増 資等 によ って 変化す る も

の で あ り,一 方事 業 体 コー ドは,そ の よ うな事 情 変化 とは無 関係 に,当 該 事 業体 が 同一 性 を もって存 続

す る限 り,固 定 させ てお く必 要 があ るの で,コ ー ド設 定後 に おけ る時 間 の経 過に よって,両 者 の 間 に

あ る程度 の 矛盾 が 生 じ るこ とは,避 け られない。

した が っ て,事 業 体 コー ドの構 成 要素 に 前 述の よ うな要 素 を記 号 化 して 盛 り込 む場 合 は,そ の 目

的を,事 業 体 コー ドの管 理 機 関 にお いて,コ ー ド決定 時 にお け る所 属 部分 集団 を 認識 する こ とだ け に

限定 すべ きであ り,事 業体 コ ー ドの利用 者 に対 し,な ん らか の意 味 を認 識 させ る よ うな 記 号 は好 まし

くない の で,産 業 コー ド等,他 の標 準 コー ドの一 部 をその ま まの形 で取 り入 れ る こ とに は問題 が あ る。

(6)地 域 コー ドとの 関連

事業 体 コー ドの構 成要 素に,都 道 府県,市 区 町 村等 の地 域 を用 い る場合 も,当 然 既 存の 標 準 コー ドと

の 関 連が 問題 に な る。 本 社の 移 転 等 に伴 う事 業 体 の所 在地の変 更 との 関係 にっ い て賎 前 述2.2.2

㈲ の経 営 関係 コ ー ド との関 連 で 述べ たと ころ と同様 であ るが,さ らに現行 の標 準 都道 府県 コー ドは

48番 以下 が欠 番に な っ てい るこ と,市 区町 村 コー ドは,大 都 市 と弱 小町 村 に対 し,一 率fC3け たの

数字 を配 当 して い る ことな ど か ら,若 干 余分 な け た数 が必 要 にな る ζと も問題 で あろ う。

2.2.3コ ー ドの種 類

一 般 論と して
,デ ー タ ・ コー ドに 識別 機能 のみ を期待 す る場合 は,順 番 コー ドまたは 区分 コー ド

(以 下 これ らを 合 わせ て便 宜 的に 「単純 コー ド」と呼ぶ。)の 形式に よ るこ とが,他 の種 類の コー ドに

比べ て,① け た数 にむ だが 生 じない こ と,② 社 名,業 種 所在地,経 営 規 模等 が変 更 され た場合 で も

コー ドとの 間で矛 盾 が 生 じな い こ と,な どの点 で 優れて い るとい え る。

しか しなが ら,個 々 の 事業 体 ご とに具 体 的 なコー ドを 決定 し,そ の 後 の発 生 消 滅等 の異 動に対応 し

て コー ドを管理 して 行 く場 合 に,重 複 脱漏 な く,円 滑 に これ らの仕 事 を処 理 す るた め には,前 述 の

よ うに,比 較的 安定 性の高 い 標 識 を選 定 して部分 集団 を設 け,そ の 標 識 を コー ド化 して,コ ー ドの 構

成要 素の一 部 に取 り入 れ る方 式(合 成 コー ド)も 総合 的 な見 地 か ら有 効 な手 段 と思 わ れ る。

α)構 成要 素 の選 択

合 成 コー ドとす る場 合 の 構成 要 素(一 連 番 号の部 分 を 除く。)にっい て は さ き に部分 集 団 の 編 成

(2.2.2(3))と も関連 して 述べ たが,企 業 と事 業所 の場 合で は,両 者 の性質 の 相 違eこ着 目 して,若 干

の差 を設 け てよ い と思 われ る。 す な わ ち,企 業 につい ては,比 較 的安 定 性 の高 い順 に設立 年 次 設立

時の 住所,業 種,企 業 形 態 等が 考 え られ るが,事 業 所 にっ い て は,む しろ所 在 地 業種 等 を1次 的な

標識 として用 い る方 が便 利か と も思 われ る。 そ の理 由 は,事 業 所 は,企 業に 比 べて 数が多 く,仕 事が

よ り専 業化 され てい る反 面,設 置時期 等 がわか りに くい な どの事 情に よ る もの であ る。

ま た,事 業 体 コー ドの記 入 誤 り等 を防 止し,商 取 引 の安全 を確保 す る ため に 検査 数 字(Chick

Digit)を 組 み入 れ て お く ことの必 要 性 が 認 め られ る。
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② 使 用字 種

事業体 コ ー ドに用 い る文字 は,テ ン ・キー の 機械 によ るイ ン プッ ト媒 体 の 作 成OCRの 使用 等 と

の関連 か らみて アラ ビア数 字 に 限定す るの が よい と思 われ る。 ロー マ字,片 仮 名等 で表意 的 な機能 を

盛 り込 む こ とは,記 憶 識 別 に便 利 にな る反面 業 種 の変 更 等 に よ る実 態 の変化 に対 応 で きな い とい

う短所 もあ るので慎 重 に 検 討す る必 要 が あ ろ う。

(3)け た数 と文 字 の配 列

け た数 は で き るだ け 少な い こ とが望 ま しい のはい うま で もない。 対 象事 業体 総数 を 的確 には あ くし

た うえで,部 分 集 団の 編成 方 法 と も関 連 し て,効 果 的に定 め るのが よ い が 統 計 的 にみ て も,事 業 体

の 絶 対 数が 逐 年増加 す る傾 向で あ るば か りで な く,新 設 廃 止 の 数 も多 く,原 則 として廃 止 し た事 業

体 の コー ドを 他 に転 用 で きな い こ とを考 え,将 来 の拡張 の 余地 もあ わ せ て考 慮 し てお く必要 が あ る。

文 字の 配 列 は,部 分 集 団 に用 い た 標 識 を大 きな もの か ら逐次 並 べ,そ のあ とに一・連 番号 をつ り る方

式 が わか りや す い と思 われ る。

2.2.4標 準 化へ の 移 行

(1)JISコ ー ドの制定 時 期

JIS事 業体 コー ドの制定 は,理 想 的 に は,金 事 業体 を 対象 と して,一 斉ec実 施す るのが望 ま しい が

対 象 はあ くの困難 性 や財 政 的 技 術 的 な 制約 で,一 挙 に行 な うこ とは 困難 とみ られ る。

した が っ て,各 種 事 業体の す べ て を対 象 とし て 整然 とコー ド化 で き るよ うな コー ド体 系 をあ らか じ

め設定 の う え,必 要 性に お い て 緊急 度 の 高 い部分 集団 ま た は 目的系 列 か ら逐 次JIS化 して行 く方式 に

よ らざるを 得 ない と思 われ る。

② 既 存 コー ドか らの 切替 え

業界 の統一 コー ドに つ い ては,こ れ を カバーす るJISコ ー ドが制定 され た場 合 で も,当 面 は 並行的

に 使用す るこ とを認 め,必 要 の っ ど変 換表 を用 い てJISコ ー ドに変換 す る こ とに よ り切 替 えの混 乱 を

避 け,そ の後 で きるだ け早 期 にJISコ ー ドに 移行 す るの が よい と思 わ れ る。

社 内 コー ド的 な もの は,特 別 に 制約 す る必要 はない が,必 要 に応 じ てい つ で もJISコ ー ドに変 換

で きる よ うな措 置 を講 じ るよ う指 導 す る こ とが望 ま しい。

2.2.5コ ー ドの決 定 と管理

さ きに述 べ た よ うに,事 業 体 コ ー ドの 対 象 数 は きわ めて膨 大で あ り,か っ 発生,消 滅 等変 転 きわ ま

りない 動 き を反 復 して い る。 さ ら に 法 人 お よ び特定 の業 種の 事 業 体 を除い て は,一 般 的 には確 固 た
φ

る登録 制度 等 が ない ため,対 象 はあ くが きわ め て 困難で あ る。 し た が って,個 々 の事 業体 の コー ドの

決 定 と管理 に は,対 象 はあ くの た めの 特 別 な調 査 と,多 額な経 費 さ らに場 合 に よ っ ては,特 別 な管

理機関 の設 置 を検 討す る こ と も必要 にな ると思 われ る。

(1)コ ー ドの 決定 と 管理 の 方法

(イ)全 数方 式 の場 合

あ らゆ る事業 体 の全 部 をJISコ ー ドの 対 象 範囲 とす る場 合 は,JIS化 に 移行 の際,一 斉に コー ド

を付 与す るた めに 必要 な,網 羅 的 な事 業体 リス トが ないの で,地 域 単位 の 部分 集 団 の編成 と地 域別
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の 区分 コー ド方 式,ま たは けた別 コー ド方式 を検 討す る必要 が あろ う。 この 際 許 ・認可 名 簿 業

界 の 名簿等 は,有 力 な参 考 資料 で あ るに し て も,そ れ 自体 を直接 コー ド化 の た めの リス トと して利

用 す る こ とは,特 殊 の場 合(金 融 機 関等)を 除い て問題 が多 い と思 われ る。

加 除訂 正の 場 合 は 法人企 業 にっ い て は 登記所 の 業 務 と連 携 的に処理 す る方法 も考 え られ る。 個

人企 業 につ いては,国 民 コードを用 い る こ と も考 え られ るが,取 引 の相 手 方 等 の 個 人 コー ドをあ ら

か じ め知 るこ とが 困 難 で,事 実上 使 用が 制 約 され よ う。 任 意団 体お よ び各種 事 業所 に つ い て は 既

存 の 制度 を利 用す る ことは一 層 困難 で あ ろ う。

(ロ)部 分 方式 の場 合

対 象 とす る事業 体 の範 囲 を比 較 的使 用 ひん どの高 い もの に限 定す る場 合 も,た とえ ば,次 の よ う

な 各種 の方 法 が考 え られ る。

(a)一 定 の 資本金 以上 の法 人企 業 に 限定 す る。

(b)特 定 の 免 許 登 録等 を要 す る企 業ec限 定す る。

`)登 録 制 とし,企 業 側か らの 申請 を ま って コー ドをつ け る。

((D(a),(b),(c)の う ち2種 類 以上 を併 用 す る。

② 管理 機関

一 般 的 にい
っ て,識 別 コー ドの 管 理 は,コ ー ド化の対 象 とな る人,事 業 体 等の フ ァ イルの 管理 と一

体 的 に行 な うのが 効 果的 で あ る。 国 民 コー ドの 場合 は,戸 籍 住 民 票 等 との 関連 で,市 区 町村 を管 理

機関 ない しそ の 補助 機 関 とす るこ とが 考 え られ るカξ 事業 体全 体 にっ い て,こ の よ うな機 能 を統一 的

に 持 ってい る機 関 がな い ので,王 務 大 臣 が コー ドの仕 様 を定 め,制 定,管 理 に関す る事 務 を一 元的 に 統

轄す る とし て も,こ の 機 能 を補助 す るた めに現 在 各 種の機 関に分 散 され てい る機能 を活 用 し ℃ 管 理

に必要 な 情報 を収 集 す るか,新 たな 機 関 を設 け て管 理 機能 の一 部 を専門 的(こ の 中 で の 地 域 別 分担 も

考 え られ る。)に 分担 させ るべ きか,と い うよ うな 問題 が生 じ る。

ω 現 存機 関の フ ァイ ル 管 理機能

現 存 機関 の うち,部 分 的 であ るに して も,事 業 体 に関 す る ファ イル を管理 して い る と思 わ れ る も

の に行 政管理 庁(官 庁),自 治 省(地 方 公 共団体),登 記 所(主 とし て法 人 登記),税 務署(法 人 ・

酒 税 関係),陸 運 局(陸 運 業者),保 健所(医 療,薬 事 食 品衛 生 環 境 衛 生等),社 会 保険 事 務

所,労 働基 準監 督 署等,各 種 の行 制 機 関 が あ る。 事業体 コ ー ドがJIS化 れ た場 合 は,こ れ らの

機関 と相 互 補 完的 に運用 す る こ とに よ り,JIS化 の 効果 を高 め る ことが 期待 で きる と思 われ る。

(ロ)行 政機 関 によ る管 理 の 限 界

自 由主 義経済体 制 の下 で は,公 共 の福 祉 との 関 連 にお い てやむ を得 な い 場合 の ほか は,国 家権 力

によ る営業 の許 ・認 可,監 督等 に は おの ず か ら限界 があ るの で,あ らゆ る事 業体 を対 象 に,強 制 的 に

営業 に 関す る登録 申告 等 の義 務 を課す こと は,法 制 的 に も問題 があ る。 統計 法 第5条 お よ び第13

条 で は,指 定 統 計 調査 に伴 う申告 の義 務 実地 調 査権 等 を規定 して い るが,こ れ に関 しては,同

法第14条,第15条,第19条 等 に よ る秘 密 保 護 との 関連 が 考慮 され てお り,こ の 方 式 をその ま

ま事 業 体 コー ドの 管理 に導 入 す る こ とにっ い て は,問 題 が多 い と思 われ る。

一81一



の 地方公 共 団体 へ の 委託方 式 の検討

事 業体 コー ドの決 定 と管理 を地 方公 共 団 体 に委 任 す るこ とは,効 果 的 な 手段 と思 われ るが,技 術

的 な 問題 のほ か に,法 制 お よび財 政の 面 か らも慎 重 な検 討が 必要 で あろ う。

⇔ 特 殊 法人等 へ の委 託 方式 の 検討

特 殊法 人等 の半 官半 民 的 な機 関 を設 け て事 業体 コー ドの管 理 に あ た らせ る方法 も考 え られ る。 こ

の 方 式 は 特 に 登 録制度 をと る場 合 に有 力 な もの と思 わ れ るが,登 録 され る企業 等 が登 録 を通 じて

なん らか の 利益 を受 け られ るよ うな形 に しな い と成 立 し ない で あ ろ う。

伊 管理 機能 の 分散 方 式の 検 討

各種 の管 理方 式 を対 象 事 業体 の種 類等 に 応 じて 部 分 的 に併 用す るほか,一 部 を民間 の 業界等 に委

託す る方 式 も考 え られよ う。

(3)コ ー ドの公示 形式

一 定 の約 束 に従
っ て官 報 に掲 載 す る等 形 式 を統一 して公 示 す る こ とに よ り,ユ ー ザ側 に徹底 を は

か る必要 があ る。

吟

、

2.3提 言

2.3.1標 準化 の 必要 性

「コー ドの 現状」 で 述 べ た よ うに,事 業体 コー ドは 相 当広 範 囲 で ひん ぱん に用い られ てい る反

面 共 通 的 普遍 的 な もの は 皆無 に等 しい。 この よ うな情勢 を 反映 して,JISコ ードの 設定 に 関す る

各 方 面 の要望 も強 く,業 界 団体 等 によ る取 引 先 コー ドの統一 化 の動 き も随所 にみ られつ つあ るの で,

現状の ま ま放 置す る場 合 は,業 種別 の団体 等が,そ れ ぞ れ の立 場 で,独 自の統 一 的な事 業体 コー ドを

設 定,使 用 す る結 果 遠 か らず 収 拾 困 難 な事態 を招 く危 険 があ る もの と懸 念 され る。

した が って,事 業体 コー ドのJIS化 に つ いて,政 府 を中 心 に早急 に 検 討 を開 始すべ きで あ るが,そ

の推 進 にあ たって は,コ ー ド化 の対 象 であ る事業体 の 現 状 を十 分 に はあ くし た うえで,現 時 点 にお い

て は も ちろ ん,将 来 に向 か っ て各種 の 使用 目的 をで き るだけ 合 理 的に カバ ー す るよ うな,効 率の高 い

コー ド体 系 を編 成す る こと が肝 要で あ り,そ の た めの調 査 研 究 に関す る組 織的 な努 力 と,コ ー ドの利

用 者全 体 に対 す る慎重 な配 慮 とが必 要 で あ る。

2.3.2標 準 化の 手 順

事業 体 コー ドのJIS化 に っ いて は,前 述 の よ うに,使 用 目的(統 計 作 成 徴税 行政 上 の 監督,商

取 引)全 体 か らす るコ ー ド体系 の再 吟味 コー ド化 の 対 象 とす る事 業体 の範 囲の 設定(個 人企 業 を 含

む零 細事業 体 の取 り扱い等),コ ー ド系 列 の編 成方 法(金 事 業 体 を通 じ て単一 の 系列 と する か,業 種

別等 に よ っ て複 数 の独 立 し た系 列 を 作 るか 等),部 分 集 団 の標 識(地 域 企 業 形態,業 種 設 立 年 次

等)の 選定,他 の 各種 デ ー タ ・コー ド(国 民 コー ド,経 営関係 コー ド,地 域 コー ド等)と の 関係 な ど,

コー ド体 系 の編 成 に 関す る未 解 決かっ 基 本的 な 問題が 山 積 してい るの で 単 一 年 度 の事 業 と して原案

の作成 を行 な うこ とはジ 不 可能lc近 い。 した が って,原 案の作 成 に着 手す る前ec,少 な く とも1年 間

は,こ れ らの基 本 的事 項 の調 査 研 究 を行 な う必要 が あ ると思 われ る。

◆

■
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2.3.3対 象 とす る 事業 体 の 範 囲

JISコ ード制 定 の 対象 とな る事 業体 の 範 囲 につ いて は,あ らゆ る企 業 お よ び事 業 所 は もち ろん,官 庁

お よび 地 方 公共 団体 を も含 むす べ ての 事 業体 を,な ん らか の形 で実 質的 に網羅 することが望 ま しい。 た

だ し,こ こで 「実質 的 に網 羅」 とい うのは,必 ず し もすべ ての 事業 体 を 「事 業 体 コー ド」 とい う名 称

のデー タ ・コー ドで カバ ーす る とい う趣 旨では ない。 た とえば,「 国民 コー ド」,「 地 方 公共 団 体 コ

ー ド」
,「 金 融機 関 コー ド」 とい うよ うな各 種 の事 業 体(な い し は 事 業体 とな りう る もの)を 対象

とす るJISコ ードが 存 在し,新 たに 設定 され るべ き一 般 の企 業 な い し事業所 のJISコ ード等 と と もに,

そ れ らが 思 想的 に統 合 され た形で,事 業体 コー ドと して の体系 を形成 す る方式 も考 え られ る。 この よ

うな考 え方ec立 っ た場 合 は,当 然 これ らの 相 互ec関 連 す る コー ドのJIS化 に っい て,事 業体 コー ドの

立 場 か らの積 極 的 な 検討 と提 案 が必 要 とな ろ う。

一 方
,き わめ て現 実 的な 見 方 をす れ ば あ らゆ る事業 体,特 に 浮沈 興亡 の激 しい零 細企 業 にっ い て,

それ らを常時,'的 確 に はあ く してい くこ とは 到底不 可 能で あ るか ら,一 定 の規 模 以上 の ものだ け を対

象 とし,あ るい は 登 録 制に よ るな ど,主 要事 業体 に限定 す る とい う考 え方 も出て くる。

これ ら二 つの 考 え方 は,い わば 両 極端 を 示 し た もので あ るが 対 象 とす る事業 体 の範 囲 の決 定 にあ

たっ ては,JIS化 の 目的 と効果 の面 か ら十 分 な検 討 を進 め る必 要が あ ると思 われ る。

2.3.4コ ー ド系 列の 編 成

JIS化 の効 果 を で き るだ け大 きくす るた め には,す べ て の事 業 体 を通 じ て単一 な ツ リー状(樹 状)

の コー ド系列 とす る こ とが 考 え られ る。 す な わ ち,他 の形 態 によ る場 合は,個 別 的,部 分 的な 目的か

らみれ ば 好 都合 の 場 合 はあ るか も知 れ ない が,全 体 的 にみ た場合 に,同 一 の事 業 体 に複 数 の コー ドが

つ け られ た り,総 合 的 に利 用す る場合 に コー ドの け た数 が増 えた りして,JIS化 の意 図 に逆行す る結

果 を 招 くお それ が あ る か らで あ る。

しか し なが ら,こ の よ うな単 一 の コー ド系列 を 採用し た場合 は,一 面に おい て,利 用 上お よび管 理

上 の不 便 を伴 うこ と も否 定 で きな い。 たと えば,個 別企 業の 取 引 先 は,特 定 の 地域 お よび業 種 の 事

業 体 に限 られ る場 合 が通 常 であ るが,コ ー ドブ ックが 膨 大にな って,自 己の 取 引 先 を索 引す るの に困

難 で あ る とか,制 定 機 関側 に と って は,そ の後 の 維持管 理が容 易 で ない,と い うよ うな問 題 が当然 生

じて くる と思 わ れ る。

し たが っ て,明 確か つ 安定 性の 高 い 標 識を用 い て事 業体 を分 類 し,部 分 集 団を編 成 す るのが効 果 的

であ るが,官 公 庁 と金 融機関 を 除 くその 他 の事 業体 にっ いて は,そ れ らを まず企 業 と事 業体 とに 区分

す るの が 適 当で あ ろ う。 官 公 庁 は,特 別 会 計 を 除い て,本 来 的 な意 味で の 企業 とは いい 難 い もの で あ

り,ま た組 織管 理上 の 必 要性 か ら も,独 立 した部 分集 団 とす るの が望 ま しい。 金 融 機関 を特 別 に取 り

扱 うこ と の必要 性ecつ い ては,次 の2.3.5で 述べ る。

企業 と事 業 所 と を区 分す る とい うことの 意味 を例 示 的 に補 足す る と,た と えば,有 限 会社 ○○商 店

が,本 店 と支店 の2か 所 で 食料 品 を 販売 してい る場 合ecは,法 人 とし ての ○○商 店 には 企業 コー ドを,

営 業所 であ る本 店 と支 店 に は,そ れ ぞ れ食料 品 店 と して の事業 所 コ ー ドをっ け る とい う ことで あ る。

個々 の企 業 とその傘 下の 事 業所 との従 属 関係 を示 す方 法 と し て は 企業 コ ー ドの下 に枝 番 的 に事 業
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所 コー ドを 付加 す る方式 も考 え られ る カ》1企 業1事 業 所 とい う形態 の ものが 圧倒 的に多 い こと(表

2-1参 照),個 人 経 営 の場 合 に企業 と認 定す る基 準 に 問 題があ る こ と(2.2.1(2L(イ)参 照),業 種

等 との組 み合 わ せ を 考 えた場 合に コー ド体系 が 複雑 に な る こと,な どの 問題 があ るの で,コ ー ド自体

に この よ うな従 属関 係 を盛 り込 む こと をや め て,企 業 と事業 所 の コ ー ドを それ ぞれ 別 個の 系 列 と して

設定 し,企 業 ファ イ ルお よ び事 業所 フ ァ イル の内 容 に傘 下 事業 所 の コー ドま たは親 企 業 の コー ドを,

それ ぞれ デー タとし て記 録 す る方 式に よ るの が 適 当と思 われ る。 た だし,こ のよ うな 考 え方 は,現 時

点 まで の検 討 を通 じて得 られ た 中間 的 な もの で あ って,実 際的 な検証 を経 た結 論で は ない。 その意 味

で,今 後 さ らに検 討 す る必 要 が あ る。

二 次 的な分 類 としで ま,企 業 にっ い て は企 業 形態 を,事 業 所 にっ い て は業種 を指 標 とし,そ れ以 下 の

分類 は,事 業 体の 性質,該 当 事 業体 数 等に応 じて,企 業形態 を細 分 し,あ るい は地 域 別 に 区 分す るな

どの 方法 も考 え られ よ う。

また,事 業 体 コー ド全体 と しては,世 帯 コ ー ド,国 民 コー ドとい うよ うな 相 互 に関 連 性 の高 い コ

ー ドとと もに
,経 済主体 に つい て の コー ド体 系 を整然 と構 成 させ るよ うな 配慮 が望 まし い。

以 上 の よ うな考 え方 を,や や具 象化 した のが 図2-1で あ る。 た だし,同 図 は,参 考 ま でに考 え方

の基 本線 を示 した もの で あ っ て,具 体 的 な提案 とい うほ どの もの では な い。

2.3.5金 融 機 関の 特 殊 性 に対 す る配 慮

金融 機 関 は,預 金 お よ び貸 付 の ほか,為 替 業 務 等 を通 じて,他 人の取 引 の決 済 を 媒介 す る こと を業 と

し てお り,他 の 事業 体 力㌧ もっ ぱ ら 自己の た めにす る取 引 に止 まって い るの に比べ て,接 触 す る範 囲

が きわめ て広 く,取 引 の ひん ど も高い とい う特 徴 を持 っ てい る。 さらに,銀 行 法等 の 法 律 に よっ て 兼

業 が禁 止 され てい る場 合が 通常 であ って,業 種 の 判定 に 混 乱 を生 じる恐 れは ほ とん どな い の で,コ ー

ド系列 の編成 に 当た っては,金 融機 関 の み に よ る部 分 集 団 の編成 を行 な うの が 効果 的 と思 わ れ る。

郵便 局,信 用 事業 を行な う農 業協 同組 合 お よび 同 連合 会 な らび に漁 業 協 同組 合,同 連 合 会等 は,他

の事 業活 動 に合 わせて,金 融機 関 として の機 能 を も有す る もの であ る。 これ らの ものは,そ の企 業 形

態 や 他 の事 業 活 動 との 関 連か らみ て,一 般 の金 融機 関 と と もに同一 の 部 分集団 を構成 す る ことに は

難 点 が あ るが,JISコ ー ドの設 定 に当 た っ ては,金 融 機 関と して の検 索 に も こた え得 る よ うにす る配

慮が 望 ま しい。

なお,金 融機 関 以外 にも,た と えば 保 険 業 証 券 業等 の よ うに,法 律 上 兼業 を制 限 され て い る業種

の もの もあ るが,取 引 範 囲 の広 さ とひ ん度 の 点 か らみ て,金 融 機 関 と同 率 に取 り扱 うこ との 必 要 性は,

認 め られ な い。

2.3.6構 成要 素の選 択

事業 体 コ ー ドの 基本 的 か つ唯一 の要 件 は,個 々 の事 業体 を識別 す る機 能 であ る。 コ ー ドの 長 さは

その 限 りに お いて,必 要最小 限 度の け た 数に止 め るこ とが 望 ましい。 分 類 表 音その 他 特定 の 意 味を

コー ドの 構 成要素 に 含 め る こ とは,単 にけ た数 の増 加 を 招 くば か りでな く,将 来,名 称 企 業形 態

業 種 所 在 地,資 本の 額等 の変 更が行 な われ た 場 合 は,か えっ て事 業体 の実 態 を誤 認 させ る原 因 とな

りかね ない もの であ る。
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しか しなが ら,き わ めて多 数 の 事 業体 を 対 象 と して,こ の コー ドを整 然 と維持,管 理 し て ゆ く ため

に は,前 述 の よ うな 部 分集 団 の 編成 が不 可 欠 であ り,こ れ と の 関連 におい て,最 少 限度 の 集 団 記 号 を

盛 り込 む ことの必 要 性 も一概 には 否 定 で きない。 その 意 味 で は た とえば,最 初 の1け た℃ 事 業体

の 種類(官 庇 企 業 事業 所 金融 機 関,個 人等 の 別)を 示 し た り,上 位 の2け た で 最初 の コ ー ド付

与(登 録)当 時 の所在 地 を示 し た りす るよ うな こ と も検討 され て よい と思 われ る。 特 に,地 域 的 な標

識の 導入 は,当 初 の 所在地 をい わ ば 「本 籍」 と して 擬 制 的 に固定 し,そ の 後 の 移転 が あ った 場合 で も,

本 籍の フ ァイ ルか ら現住 地 に到 達 で き るよ う な運 用 を す るこ とに よ って,一 層 の 効果 を 期 待で き る も

の と思 われ るが,こ の 場 合で も,他 の標 準 的な 地域 コー ド(「 都 道府 県 コ ー ド」 等)を その ま まの 形

で 取 り入 れ るこ とは避 け るべ きで あ る。 その 理 由 は,そ れ 自体 が所 在地 を示 す よ うな分 類機能 を期 待

しな い に もか か わ らず 利 用者ec誤 解 を与 え る こ と と,現 行 のJIS都 道 府 県 コー ドで は 欠番 が半 数

以 上 あ るた め,け た数 の むだ が生 じ るか らで あ る。

次 に,検 査数 字(GheckDigit)を 組 み 入れ るか 否か も きわめて重 要 な問 題で あ る。 一 般 的`こ

い って,識 別 コ ー ドに は検 査 数 字 を組 み入 れ る こ とが望 まし い こ とは,い う まで もない が,事 業体 コ

ー ドの場 合 は
,特 に コー ドの誤 りが企 業等 の 利害 に 直接 つ なが るこ とが多 い か らで あ る。

2.3.7事 業体 フ ァイル と の関連 の重視

事 業 体 コー ドの維持 管理 は,そ の ことだ け を独 立 に実 行 し よ うと して も,成 果 を期 待 し難 い もの

で あ る。 効 果 的 な手段 と しては,法 人 登記 各種 の 許 ・認 可 事務 等 との 関連 にお い て,コ ー ドの 加 除

訂 正 を行 な う方 法 が 考 え られ るが,必 ず し も網羅 的 で あ ると はい えない し,事 務 処理態 勢 に も問 題が

多い。

した が って,事 業 体 コードをJIS化 し,そ の実 質 的な 効果 をあ げ るため には 事業体ecつ い て の 基

本 的 な 事項 を盛 り込 ん だ 「事 業 体 フ ァイル」 の 編 成お よび そ の維持 ・管 理 と有 機 的な関 連 を もって 運

営 され る ことが 望 ま しい。 この 場合 に 「事業 体 フ ァイ ル」 は,全 体 として共 通 的 な 目 的意 識を もっ て

編成 され るこ とが 望 ま しい が,物 理 的に は,必 ず し も1箇 所 に置 く必 要 はな い し,し た が って,部 分

集 団 ご と に別 個 の機 関が 管 理 を分担 して もさしっ か え ない と考 え る。

,
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2.4結 論

事 業体 コー ドのJIS化 は,き わめ て 必要 かつ有 意義 な事 業 で あ り,早 急 にそ の実 現が 望 まれ るが・

今後 におけ るJIS化 の進 め方 として は,事 業 体 コー ドの使 用 事 例 にっい ての よ り詳細 な 解析 と,そ の

結 果 に基づくJIS化 の 目的 の再 吟 味 事業 体 その ものの 現 状 の 掌握 標準化 の 対 象 とす る範 囲 の 検 討

等,各 種 の予 備 的 な作業 を確 実 に 実 施し た うえ で,そ の成 果 を ふま えて,技 術 的な 検 討 を展 開す るの

が至 当で あ る。

特 に事 業体 の現 状 は あ くは,コ ー ド系列 の編 成 に必 要不 可 欠 の もので あ るが 既 存 の 統計 の分 析 だ

け で は必ず し も十 分 では ない の で,事 業 体 コードのJIS化 の ため の資料 整備 とい う目的 に即応 し た・

特 別 な実態 調 査 を行 な うこ とが望 ま しい 。

さきに 掲げ た 提言 は,当 然の こ となが ら,こ の よ うな順 序 を 経て綿 密 に 構成 され た もので は な く・

問題点 の理解 を一 歩進 め る ための 便宜 的 な手 段 と して,現 段 階 にお ける考 え 方の一 端 を例 示 した もの

で ある に過 ぎな い。 したが って,事 業体 コードのJIS化 が,十 分 にその効 果 を もた らす か 否か は,あ

げ て今 後にお け る基礎 的 な研 究の 成 果 に よ る もの とい え よ う。 これ らの こ と を理解 され た うえで,今

後 の研 究の ため のタ タキ 台 と して,こ の レポー トを活 用 きれ る こと を望 む ものであ る。

、
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3.経 営 ・ 経 済 コ ー ド

昭和44年 度 に実施 した デ ー タ ・コー ド標 準化 体 系調 査で,経 営 ・経 済 コー ドの うち,Aお よ びB

グルー プ と判定 され た もの は産 業,企 業形 態,勘 定科 目 ・会 計科 目,固 定 資 産 品 目,取 引 き決 済 条件

の 各 コー ドで あ る。 この うち産 業 コ ー ドはす で に,44年 にJIS原 案 が 作 成 済 で あ り,勘 定 科 目 ・

会 計科 目につ い ては45年 にJIS原 案 の作 成 が進 行中 で あ る。 したが って今 回の 調 査 は企 業 形態,

固定 資産 品 目,取 引 き決 済条件 につ い て 行 な った。

ア ンケー ト調 査 に よ って構 造,形 態 お よび標 準 化 の範 囲等 にっ いて の意 見 を求 め ると と もに,各 委

員 が 分担 してい くっか の 主要 な業 種 を選 定 し,そ れ ぞれ に属 す る若干 の 会社 や地方 自治 体 等 を選 び,

これ を対 象 に直 接 面 接 を行 な った。 この 面 接調 査結 果 も考察 にあ た って大 い に参 考 に供 されて い る。

固定 資産 とい う場合 に は土 地,建 築 物 な ど有形 の もの と,営 業 権,工 業所 有 権 な ど無 形 の もの,お

よ び投 資 その 他 の資 産な どがあ って 非常 に範 囲が 広 いだ けで な く,不 動 産業 に と って は土 地 や建 物 は

商品 で あ り,車 両 ・運 搬具 もそれ らの メー カや デ ィー ラに とって製 品 や商 品で あ るな どの 問 題が あ る。

その と らえ方 に よ って コー ドも,そ の使 用法 も異 な って くる。

土 地 や 建築 物 につ い て は物 品 コー ド分科 会 に おい て も調 査研 究 した の で,こ れ につ い て の記述 もこ

こに ま とめ る こ とに しtF。 また,経 営 ・経済 コー ドは上 述 の よ うに3種 類 の コー ドを と りあ げ たが,

そ れ ぞれ に関 連 性が 薄 い ので 各 コ ー ドご とに以下 に記 述す る。

3.1コ ー ドの 現 状

3.1.1企 業形 態 コー ド

(1)ア ンケ ー ト調 査 の分 析

企業 形 態 コー ドは,株 式 会 社,合 名 会 社,有 限会 社,個 人企 業 な どの よ うに企 業 の形 態 を表 わす

ため の コー ドで あ る。 前 回の ア ンケ ー ト調査 に お いて は企 業 形態 コー ドを設 定 し,実 際 に利 用 して

い ると回答 して きた のは4社 にすぎなかったが,今 後 の要 望 としてJISコ ードの 設 定 を求 め る回答 が 多 く,

またその緊 急 性,実 現性 も大 きい と ころ か ら今 回の調 査 の一 項 目 として加 え られ た。

企 業形 態 コードの 利 用 は前 回 の報 告 書 の中 にお い て もふ れ られて い るよ うに,企 業名 コー ド,場 所

コー ドな どと組 み 合 わせて,通 信事 務 におけるあて 名書 き,そ の他 の一 般 事務,会 計調 査 事 務,税 務事

務 な ど,広 い 範囲 に わ た って考 え る こ とが で き る。 そ こで今 回の 調査 で は,企 業 形態 コ ー ドを利 用

す る立場 にあ るひ とび との考 え方 を,さ らに は っ き りは あ くす ると ともに,そ れ 以外 に も利用 の 可

能 性 を さ ぐ り,単 に 現在 の 利用 に 間 に 合 わせ るだけ で な く,将 来 にお け る利 用 目的 の ため に も,充

分 役立 つ よ うな コー ド体系 を考 え る こ とを 目的 と した。

まず 今 回の ア ン ケー トの結 果 か ら企 業形 態 コー ドの現 状 をみて み よ う。 回 答 の あ っ た79の 民 間

会 社,政 府 機 関,諸 団体 の 中で 企 業 形 態 コー ドにっ いて,現 在設 定 して い るコ ー ド例 あ るい は今 後

設 定す る場 合 に こ うして 欲 しい とい った意 見 を記 入 して い る例が16件 み られ,JIS化 を希望 す
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る ものは7件 で あ っ た。

ア ンケ ー トの対 象 を しぼ り,項 目名 まで は っ き り明示 して 回 答 を依頼 したに もか かわ らず,こ れ

だ けの回 答数 しか 得 られ なか った ことは 問題 が 残 るが,と もか く,そ の中 か ら企 業 形態 コー ドの 例

をい くっ か みて み るこ とに す る。

設定 例 のす べ て は次 の 例 に見 られ るよ うに,主 として法 律 的 な観 点 か ら企 業 形態 を分類 して,そ

の コー ド化 を図 っ た もの で あ っ た。 分類 に 含 め られて い る会 社 の数 に差 は あ る もの の,コ ードのおも

な違 い は コー ドの種 類 だ けで あ った。 すな わ ち,も っ と も多 い の は単 純 に 株式 会 社 か ら順 番 に番号

例1:企 業 形態 コ ー ド(順 番 コー ド)

N1.株 式 会 社6.

'2 .有 限会 社7.

3.合 資 会社8.

4.合 名 会 社g.

5.生 活協 同 組合

例2:企 業 形態 コ ー ド(ア ル フ ァベ ッ ト)

AAKK株 式 会 社

UK有 限会 社

GK合 資会 社

を付 け た順 番 コー ドで あ り,2,

農 協

その他の組合

その他の法人

個人企業

3の 例 が み られ たの は アル フ ァベ ッ トない し数字 式 文 字 コ ー ド

で あ った。 企業 形 態 の分 類 を もっぱ ら法律 的 視点 か らす る限 りに お い ては コー ド化 の対 象 とな る企

業 形態 の 数 も少 な く,コ ー ドの種類 に 差が あ る 程 度 であ るの も当然 と思 わ れ る。

次 に回答 の中 にあ った い くつ か の意 見 を みて み ると,企 業 コー ドとの関 連 づ け あ るい は産 業分 類

との関 連 づ けを して 欲 しい とす る意 見が 二 ・三 あ った。 前 回 の調 査 報 告書 の 内容 と合 わせ て 考 えて

み ると,企 業 形態 コー ドは 企 業 コー ドの 一部 分 と し て 取 り 扱 う べ きで あ る とす る意 見 と思 われ

る。 た と えば 企 業 コー ドの 対 象 と して,単 に三 越 な ら三 越 とい う企 業 名 だ け を考 え るの では な くて,

企 業形 態 を示 す修 飾 語 を付 け て,株 式 会 社 三越 を企業 コー ド化 の対 象 とすべ きで あ る とす る意見 で

あ る。 これ は主 としてあて 名 書 きな どの事 務 処理 の便 宜 を考 えて の こ とで あ ろ う。 産 業分類 との 関連

も,企 業 形態 コー ドに続 い て 産業 分類 コー ドを付 け るこ とが で き るよ うに すべ きで あ る とす る意見

で あ るが,そ の真意 は は っ き り しない。 企 業 コー ド,企 業形 態 コー ド,産 業分 類 コー ドを合成 して,

よ り多 くの内容 を含 む 企業 コー ドを設 定す べ きで あ るとす る意 見 と思 わ れ る。

以 上 の よ うに,今 回 の ア ンケ ー トの結 果 は,企 業 形態 コー ドの標 準化 に 対 して そ れ ほ ど有 益 な情

報 を与 え る こ とには な らな か った。 しか し企 業形 態 は企 業組 織 な り諸 団体 の性 格 を外部 から知 る うえ

で は ど うして も必要 な 要 素 で あ り,単 な る取 引 き事 務 の処 理 の た めだ けで な く,種 々の調査 目的の

た めに 大 いに 活用 す る こ とので き る項 目 と考 え られ る。 そ こで われ わ れ として は,も う少 し多 角 的

な視 点 か ら企 業 形 態 の 分 類 を試 み る こ とに した。 次 に項 を改 め て企 業 形態 の 分類 に つ い て論 ず るこ

とにす る。
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也

も

な お,ア ンケ ー トの 回答 とと もに 各 社か ら提 供 を 受 け た企 業 形態 コー ドの 実 際例 をあ げ る と次 の

とお りであ る。 さ きの例 示 と比べ る と,そ の他 の 法 人が さ らに 細 目にわ た っ て分類 され て い る。

例1法 人別 コー ド

コ ー ド 種 類

(カ) 株 式.会 社

(シ) 合 資 会 社

(ユ) 有 限 会 社

(メ)
'

合 名 会 社

(キ) 企 業 組 合

(ケ) 協 同 組 合

例2取 引 先組 織 コー ド

有

営

組

個

そ

例3業 態 コー ド(通 産省 商 業 統計)例4法 人 コー ド

業 態

株 式 会 社

有 限 会 社

合 資 会 社

合 名 会 社

生活 協 同組合

農 業協 同組合

そ の他 の 組合

その 他 の 法人

個 人

コ ー ド

1

2

3

4

5

6

7

8

9

法人の種類 コ ー ド 法人の種類 コ ー ド

株 式 会 社 Ol 公 社 11

有 限 会 社 02 公 団 12

合 資 会 社 03 協 同 組 合 13

合 名 会 社 04 企 業 組 合 14

社 団 法 人 05 協同組合連合会 15

財 団 法 人 06 連 合 会 16

学 校 法 人 07 17

医 療 法 人 08 18

社 会 福祉 法人 09 19

宗 教 法 人 10 20

●

亀
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例5個 入 ・法 人 別 コー ド

コ ー ド

種 類
調査票

宛 名
通知書

個 人 1 1

法 人 株 式 会 社(前) 2 2

〃(後) 3

有 限 会 社(前) 4

〃(後) 5

合 資 会 社(前) 6

〃(後) 7

合 名 会 社(前) 8

〃(後) 9

そ の 他 0

◆

(注)㈱,幽 は株 式会 社 等 が,固 有 の 名称 の 前 に付 くか

後 に付 くか を示 す もの で あ る。

た とえば 株式 会 社 三越 の場 合 は2

住 友 化学 工 業株 式 会 社 の場 合 は3

で あ る。

例6法 人 の種 類 コー ド

頭 につ く 法人の種類 後 につ く

10 有 限 会 社 01

20 株 式 会 社 02

30 合 資 会 社 03

40 合 名 会 社 04

50 協 同 組 合 05

60 農 業協 同 組合 06

70 学 校 法 人 07

80 社 会 福祉 法人 08

90 医 療 法 人 09

AO 社 団 法 人 OA

BO 財 団 法 人 .OB

CO 公 団 OC

DO 連 合 会 OD

EO 企 業 組 合 OE

FO 宗 教 法 人 OF

例7特 殊 な法 人 の コー ド

区 、 分

)

人

人

人

人

人

人

等

人

人

駅

団

を

法

社
.

法

法

法

法

人

法

法

法

法

祉

い

臨

福

な

益

共

の

算

国

ー

療

教

紋

散

A、

格

別特

医

宗

学

社

公

公

人

清

外

コ ー ド

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

o

4

φ
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例8異 動(種 別 区分)コ ー ド(国 税 庁)

区 分 (か 働) (休 養中) (清 算 中) (除 却)

普

通

法

人

一 般

企 業 組 合

相 互 会 社

医 療 法 人(一 般)

医 療 法 人(特 定)

110

120

130

140

150

111

121

131

141

151

112

122

132

142

152

ll9

129

139

149

159

人き
格社
な団

収 益 事 業

そ の 他

210

220

211

=

=

=

219

=

外法

国人

国 内 源 泉 所 得

そ の 他

310

320

311

=

312

=

319

=

公法

益人

収 益 事 業

そ の 他

410

420

411

=

412

=

419

=

協

同

組

合

等

農 協

消 協

中 企 協

漁 協

森 林 組

そ の 他

510

520

530

540

550

560

511

521

531

541

551

561

512

522

532

542

552

562

519

529

539

549

559

569

② 企業 形態 の分 類

企 業は本 来 経 済学 上 の概 念 で あ り,し か も経 済学 にお い て も きわ めて論 議 の多 い 概念 で あ るが,

それ は 「一定 の 経 済的 事 業 の遂 行 の 目的 を もって人 お よび 物 を有機 的に組 み合 わせ た もの 」 とい う

こ とがで き る。 したが って これ を行 う者 が 私 人で あ るか 国で あ るか を問わ ず,そ の事 業 が 営 利 を 目

的 とす るか ど うか も問わ な い。

企 業は消 費経 済 た る家 計 に対 し,一 定 の 金額 を資金(ま た は基 金)と して経 済 活 動 をい とな み,

その金 額を 基 礎 と して経 営 成 績 や収 支 状態 をはあ くす る資 本 的計 算 の もとに,そ の 目的 活動 の 遂 行

や存 続 発展 をめ ざす 点に その特 色 を有 す る。

企業 形態 を分 類 す ると,大 き くは法律 上 の形 態 と経 済上 の形 態 に 分 け られ る。 法 律 上 の 形態 は さ

らに民 法,商 法,有 限会 社 法 な どの 準 商法,事 業 別に 規定 す る法 律,特 別 な法 律 に よ る ものな どに

分 け られ る。

さ らに私 企 業 と,広 議 の 公企 業 に分 類 され る。

(イ)私 企 業

私 企業 は商 法 が商 行 為 の主 体 と して規 定 す る商 人 の基本 的 な もの と して の 個 人企業 と,複 数 人
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に よ る共 同企 業 に大 別 され,共 同 企業 と して は,民 法 規定 の組 合,商 法規 定 の 匿 名組 合,船 舶共

有,特 別 な法 律 に よ る各 種 の組 合 な ど,お よび 商法 規定 の 会社 が あ る。

会 社 は さらに出 資 および 債 務 弁 済 の責 任 の違 い に よ って,合 名会 社,合 資会 社,株 式会 社,有 限

会社 に分 け られ る。 なお 「会 社」 の名 称 がつ く もの と して相 互会 社 が あ るが,こ れ は会 社 とい う

文字 が 用 い られ てい る もの の,相 互保 険 を 目的 と して保険 業 法に よ って特 に 認 め られ て い る社 団

法人 で あ る。

経 済 上 の形 態 には法 律 上 の 形態 の よ うに一 般 的な は っ き りした定 義 とか体 系 は 見つ か らない が,

法律 上 の形 態 分類 を さ らに 細 分 し て企 業 形態 の体 系 づ けに 役立つ 分類 とい う こ とが で きよ う。

近 代 経 済社 会 にお け る私 企 業 の中 で 個 人企 業 を除 けば,法 形 態 か らの分 類 上 圧倒 的大 多 数 を 占

め る もの は株式 会 社 で あ る。 同 じ株 式 会 社で もそ の出 資の実 態 に よ り次 の よ うに分 類 す るこ とが

で き る。

経 済 形態 に は法形 態 の よ うに一 般 的 な は っ き りした定 義 とか 体 系 は見 つ か らない が,法 形 態分

類 を さ らに 細分 して 企 業 形 態 の体 系 づ けに 役 立つ 分 類 とい うこ とが で きよ う。

近 代 経済社 会 にお け る私 企 業 の中 で,法 形 態分 類 上圧 倒 的大 多 数 を 占め る ものは 株式 会 社 で あ

る。 同 じ株式 会社 で もその 出 資 の実 態 に よ り次の よ うに分類 す るこ とが で き る。

a.一 人会 社

b.同 族 会社

c.閉 鎖 的株式 会 社

これ らは株 式 会社 が 本 来 そ の 資本 を広 く社 会 よ り集 め,活 動 規 模 を 拡大 す る こ とを趣 旨 としな

が ら,こ れ を行 な わな い 会 社 で あ る。

d.合 弁 会社

e.そ の 他

組 合 には民 法 上の組 合 や特 別 法 上の 組 合などがあゑ 後者 は労 働 組 合,農 業 協 同 組 合,中 小 企業協

同組 合 な どの よ うに,そ れぞれ特 別 な法律 によって規 制 され,民 法 の 組 合 に 関 す る規 定 は適 用 され な

い。

(・)公 企 業

公 企 業 とい う語 は 実定 法 上 に 用い られ て い る もので は な く,学 問上 に 発達 した概 念で あ るか ら,

これ を ど うい う意 味 に用 い るか は 学 問上 の便 宜 に よ って 決すべ きであ る。 公 企 業 の語 はい ろい ろ

の見 地 か ら,い ろい ろ の意 味 に 用 い られ るが,一 般 的 な通 説 で は 「行 政 法 上 の公 企 業 とは 国 また

は公 共 団体 が 直接 に社 会 公 共 の 利益 の ため に 自 ら経営 す る非 権力 的な 事 業,お よび特 許 事 業 をい

う」 としてい る。 〔

特 許 事 業 を別 にす れ ば 公 企 業概 念 は主 体,目 的,性 質 の三 要 件 に よ っ て構 成 され る もの で あ る。

すな わ ち,

① 事 業 の主 体 は 国 ま たは 公共 団 体 で あ り,私 人 であ って はな らず,

② 事 業 の 目的 は直 接 に 社 会公 共 の 利 益に 仕 え る ことに存 し,
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③ 事 業 の性質 は 事業 の 経 営 とか 役務 の 提 供 とか い う非 権力 的 な管 理 作用 で あ り,こ の点 で 警

察,統 制 な どの権 力 的な 社 会公 共 の利 益 を 目的 とす る作用 と区 別 され る。

この よ うに概 念 構 成 され る公 企 業に は道 路 の造 成 や河川 の 工事 の よ うな 一時 的事 業が 含 ま れ る

と と もに,学 校,病 院,博 物 館,図 書 館 の経 営 や,鉄 道,ガ ス,水 道事 業 の 経営 の よ うな 継 続事

業 も含 まれ る こ とにな る。 この継 続 的事 業 は公 企 業 であ る と同時に 「営造 物 」 の 目的 た る事 業 で

もあ る。 行 政 の経 済活 動で 社 会公 共 の 利益 に仕 え る もので あ りつつ,独 立 採 算 性 に よ る もの と し

ては 郵 政 事 業 や,地 方公 営 企 業法 に よ る軌 道,自 動 車運 送,地 方 鉄 道,水 道・ 電気 ・ ガ ス事 業 を

あ げ る こ とが で き る。

特 許 企 業 とは公 企業 の特 許 に よ る もの をい う。 も う少 し詳 し く定義 す ると次 の よ うにな る。 法

律 上,一 定 の企 業 を国家 的 事 業 として その 経 営権 を国 に留 保 し,こ れ を前 提 と して特 定 の場 合 に,

財 政 上 そ の他 の理 由に基 づ き国 自 らが これを 経営 す るの を適 当 と しない 事 情が 存 するために,そ の

経 営 権 の全 部 また は一 部 を他 の者 に付 与 し,そ の者 に経 営 の義 務 を負 わ しめ る こ とが あ る。 この

よ うな場 合 に その企 業 を特 許 企業 とい う。 す な わ ち公 共の 利益 または 国家 の政 策上 の 必 要か ら特

別 な法律 によって 設立 される法 人であって,役 員 の任 命,業 務 な どで 政府 の特 別の監 督 を受 け る代 り

に,政 府 の出 資 や融 資,課 税 免 除 の保 護 を受 け る。

最 近 で は新 らしい 組 織形 態 も誕 生 してい るの であ るが,独 立 法 人,特 殊法 人 とい う表現 に よっ

て 大 別 し,以 下 に概 述 す る。

a.独 立 法人

独立 法 人 とい うの は国 あ るい は公 共 団体 よ りの全 額 出 資に よって 設立 され るが,政 府 よ りあ

る程度 の 独 立性 を認 め られ る法 人 で あ る。

1)公 共 企 業体

公共 企 業体 とは,

日本 国有 鉄道

日本 電 信電 話 公社

日本 専 売公 社

の三 つ を指 称す る実定 法上 の概 念で あ る。 これ らはか って の官 営事 業 で あ り,営 造 物 で あ っ た

の で あ るが,現 在 は独 立 の法 人格 を有 す るもの であ る。 設 置 法に 「公 法 上 の法 人」 と規定 され

るこ とが あ るが,営 造 物法 人 で あ って 社団 で な い こ とは 明 白であ る。

2)公 法 上 の 財団

公 の 財 団 として一 括 されるべきものとして営 団,公 団,事 業 団,公 庫 などの名 称 を持 つ多 くのもの ミある。

営 団 は終 戦 時 までは 多用 され た形 態で あ るが,現 行 法上 で は帝都 高 速度 交 通営 団 をあげ うる

にす ぎな い。 現 在 では営 団 に代 わって公 団 の名 称が 用 い られ,

日本 住 宅公 団/

日本 道 路公 団

愛 知 用 水公 団
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農 地 開発 機械 公 団

本 洲 四国連 絡 橋 公 団

な どが 設 立 され て い る。事 業 団 の 名称 を持 つ もの として は,

雇 用促進 事 業 団

中小 企 業 振興 事 業団

小規 模 企 業共 済 事業 団

な どが あ り,公 庫 の名 称 を持 つ ものに は,

国民 金 融 公庫

住宅 金 融 公庫

中 小 企業 金 融 公庫

農 林 漁業 金 融 公庫

な どが あ る。 この ほか 政 府の 金 額出 資 の もの に

日本 開発 銀行

日本輸 出 入 銀行

が あ る。また 地方 公 共 団体 の出 資 に よ る もの と して 地 方公 社 が あ る。

設 置 法 は 「公 法上 の法 人」 と規 定 し,あ るい は 「法 人」 と規 定 す るが,そ の 実質 は 財 団 であ

る。

3)そ の他 の独立 法 人

上 述 の ほか きわめ て特 異 な独 立 法 人 と して 日本 放 送 協 会が あ る。 放送 法 に よ って 設 立 され た

もの で あ るが,か って の 社団 法人 日本 放送 協 会 を解 散 し,そ の資 産 を継 承 して設 け られ た もの

で,そ の継 承 資 産が 実 質 的に い っ て大 衆 の受 信料 に よ って 形 成 され た もので あ る点 に 注 目 して,

公 の 出資 は 全 く存 しな い が独 立 法 人 と して あ げ るべ きであ ろ う。

b.特 殊法 人

特 殊法 人 とい うの は 公私 混 合形 態 の もので あ って,公 私の 資本 の 共 同 と政府 の強 度 の監 督 権

の存 在 との点 に おい て,い わ ゆ る一 般 の特 許 企 業(広 義 の)と は 区別 され るべ き もの で あ る。

社 団 の実質 を有 す るか 否 かに よ って 二 種 に分 れ る。

1)社 団の 実質 を有 しない もの

日本銀 行 が それ で あ る。 政府 の過 半 数 の出 資 に よ る もので,し か もそ こには 出資 者総 会 が 存

在 し ない。 したが って 社団 の 実質 を欠 く,「 準 営造 物 法 人」 とい うこと もで きよ う。 政 策委 員

会の 手 形割 引 歩 合 の決 定,貸 付 利 子 歩 合 の 決定 の ご とき公権 力 の行 使 と見 るべ き ものが あ るが,

そ の他 の 業務 が 商 人性 をみ たす こ とは 疑 い な い。

2)社 団 の実質 を有 す る もの

協 同組 合 的 な もの と して

商 工 組合 中 央 金庫

農林 中央 金庫
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株 式 会社 で あ る もの と して

電 源開 発株 式 会 社

東北 開 発株 式 会 社

国 際電 信 電 話株 式 会 社

日本 航空 株 式会 社

石 油 資 源 開発 株 式 会社

な どが,そ れ ぞれ 特別 な 法律 に よ って設 置 され てい る。

(3)法 人の種 類

これ まで は主 と して 企 業の 目的 の 社会 的性 格 に もとつい て,私 企業,公 企 業 とい った観 点 か らい

わ ゆ る 「企 業」 を分 類 して み たが,コ ー ド化 の対 象 としては さらに企 業概 念 で は包 括 し得 な い よ うな

そ の他 の法 人 を加 え る ことが 必 要 と思 わ れ る。 した が って,こ こで は よ り一 般 的 な形で 法 人 と,法 人

の分 類 に つい て考 え る ことに す る。

法 的人格 は 法律 関 係(あ るい は 権利 義 務)の 帰属 点 を指 す法 律 上 の構 成 概 念で あ り,権 利主 体 た

り得 る人 間の 資格 とい う側面 に焦 点 をお い て これ をな が め る ときに は,権 利能 力 と呼 ぶ。 近代 法 に

お い ては,原 則 と して すべ て の 人間 個 人は 法律 関 係 の帰 属点(す な わ ち権 利 義 務 の主体)と して承

認 されて お り,そ の結 果 人 間 とい う概 念 と法 的人 格 とい う概 念 とは そ の限 りで 一致 す る。 また近 代

法 にお いて は 人間 個 人 以外 の 存在 を法 律 関係 の帰 属点 として法 的処 理 をす る場 合が 多 く,こ れ らの

多 くが(す べ て で はな い)人 間 個 人の ア ナロ ジー を もって 「人」 あ るい は 「法 的 人格 」 とい う言葉

で処 理 さ れ る場 合が 多い 。 この よ うな存在 を法 律 関係 の帰 属点 と して の 人 間 個人 か ら区別 す るため

に,後 者 を 自然 人,前 者 を法 人 と呼 ん でい る。

法 人 とは,前 述 の よ うに 個 人 では な くて しか も法 的人格 を有 す る もので あ る。 法 人 と して の法 人

格 の現実 の に ない 手 は団体 も し くは 財 団で あ る。

(イ)公 法 人 .・

国家 的 目的 を遂 行す る法 人 をい い,そ の 目的の ため に公 権 的権 能 を付 与 されて 事 業遂 行 の 義務

を負 い,国 の特 別の監 督 お よび保 護 を受 け る。

a.国 家

国家 権 力 を保 有 す る国家 は 当然法 人 で あ る。 すべ ての権 利義 務の付 与 規 制 は こ こ か ら発 せ ら

れ か

b.地 方 公 共 団 体

地 方 自治 法 に もとつ く

普 通 地方 公 共 団体

(都 道府 県お よび 市町 村)

特別 地 方公 共 団 体

(特 別 区,地 方 公 共 団体 の組 合,財 産 区お よ び地方 開 発事 業 団)

で あ る。 特 別 区 は東 京 都 内23区 が これに 該 当す る。
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地方 公共 団 体 の組 合 とは その 事務 処 理 の共 同化 の た め に作 った。

一 部事 務 組 合

役 場事 務 組 合

全 部事 務組 合

であ る。

財産 区 とは,市 町 村 ま たは 特別 区の一 部 で 財 産を有 し,ま たは 公の 施 設 を設 け て い る もので

あ る。

地 方 開発 事業 団 は二 つ 以上 の普 通地 方 公共 団体 が共 同 して総 合 開発事 業 を実施 す るため,事

業の 実施 を委託 すべ く設立 し た もので あ る。

な お,地 方 公共 団体 が事 業 の弾 力 的な 運 営 を期 す ため事 業 財産 を中 心 と して 地 方公 社 を設 け

る ことが あ るが,実 質 的 には 地方 公 共 団体 の 外部 団 体 と して その事 務 を肩 代 りして行 ってい る

もの の,地 方公 共 団体 とは区 別 され る。

c.公 共 組合 一

一 定 の 人(組 合 員)を もって 構 成 され る公 共団 体 で あ る
。 な かに は私 的 目的 を兼 有 す る もの

もあ り,私 的組 合 との判 別が 明 らか でな い もの もあ る。 地 域 団体 的 ニ ュア ンス を持 つ もの もあ

るが,構 成要件 では な い。

土 地改 良 区

土 地 区画整 理 組 合

水害予 防組 合

国 民健 康 保 険組 合

農 業共 済 組 合

な どが あ る。

d.営 造 物法 人

国 または 公共 団体 の 行政 組 織 内部 の施 設 設 備,手 段 に経 営 の効率 向上 の た め独 立 の法 人格 を

与 え た もの であ る。

日本 国 有 鉄 道

日本専 売 公社

日本電 信 電 話公 社

であ る。

e.特 許 企業

公 企 業特 許 に もとづ き設 立 され た企業 であ る。 前 述の公 企 業 の項 を参 照 され た い。

(・)私 法 人

'公 法 人で な い法 人 はす べ て
これ に含 まれ る。 定 款 または 寄付 行 為 に よ り組 織 され た私 法上 の 自

治 的組織 体 で,通 常 法 人 とい う場 合 に は これを い う。

私法 人 は存 立 の基 礎 お よ び存 在 の 目的 に よ って さ らに次 の よ うに 分類 され る。
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a.存 立 の 基礎 に よ る分類

1)社 団法 人

共 同 の 目的 を持 った人 の結 合(団 体,社 団)の 場 合 で,基 本規 則 を定款 とい う。

2)財 団法 人

一 定 の 目的 に よ って拘 束 され て い る財 産 を 管理 運用 す るた めに
,そ の財 産 の主 体 と して 法 律

上 構 成 され て い る と ころ の法 人の 形態 で あ って,基 本 規則 を 寄付 行 為 とい う。

b.存 在 目的に よ る分 類

1)営 利 法 人

営 利 の追 求 を目 的 とす る社 団法 人で あ り,通 常 の企 業(会 社 の多 く)は これ であ る。 商 法 に

よ る規 制 が中 心 とな り,一 定 要件 を備 え た社 団 は 当然 に 法 人格 を取 得す るこ とが で きる。 す な

わ ち,営 利法 人 に つい ては 準則主 義が と られ てい る。

出 資,債 務弁 済 責任 の相異 か ら

合名 会社

合 資会 社

株 式会 社

有 限会 社

が あ る。'

2)公 益 法 人

営利 を 目的 としない 社 団 ま たは 財 団の うち,積 極的 に公 益 を目的 とす る もの は主 務 官 庁 の許

可 を 得て 法 人 とす る ことが で きる。 す な わ ち公益 法 人 にっ い て は許 可主義 が と られ る。

祭 祀,宗 教 慈 善,学 術,技 術,技 芸,そ の他 社 会 全体 の利益 を 目的 と して お り,社 団,財

団 の 両方 が あ る。

公 益社 団 一 日本赤 十 字社

公 益 財団 一 済 生 会

な どであ る。特 定 の公 益 法 人 には おの おの 特別 な 法律 があ り,事 業内容 に よ り,

宗 教法 人(宗 教 法 人法)

学 校 法人(私 立 学 校法)

医療 法 人(医 療 法)

社 会 福祉 法 人(社 会 福祉 事 業 法)

な どに分 類 され る。

単 に社 団 法 人 とい う場 合 には,主 と して 民 法上 の 公益 社 団法 人 を意 味す るこ とが多 い 。

財 団法 人 は財 産 の主 体 と して 法律 上 構成 され た法 人 であ って,社 団 法人 の よ うな社 員 は 存在'

しない か ら,社 員 の 利潤 追求 とい うこ と もあ り得 ない。 す な わ ち財団 法人 は必 ず公 益 法 人 であ

る。
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3)中 間的な法人

前2者 に入 らない,構 成員の間の相互秩助ないし共通の利益の増進を目的とし,民'商 法以

外の各特別な法律に規定する資格を具備しておれば法人たり得る社団法人である。

たとえば,

農業協同組合

消費生活協同組合

事業協同組合(中 小企業等協同組合の一種)

信用協同組合(

企業組合(

労働組合

相互会社

商品取引所

)

)

証券 取 引所

な どで あ る。それぞれ特 別な 法 律 により,そ の 目的 た る事 業が 特 定 されてい るか ら,そ れ 以外 に別

の営 業 を営 む こ とはで きず,し か も本 来 の 事 業 は営 利 の 目的 を もって な され るもの では な い の

で商 人 た り得 ない もの と解 され る。

これ は公 益法 人 で も営利 法 人 で もな く,そ の意 味で 中間 的 な 法 人で あ る。

の 法 人 に準 ず る機 関,団 体

社 会 学的 に は社 団(ま た は財 団)と して の構 造 を持 って いて も,法 人 格 を持 た ない ものが 少

くない。 前述 の よ うに営 利 法人 にっい て は 法定 の手 続 き を,公 益 法 人に っい て は主 務 官 庁 の許

可 を 得 た場 合に のみ 法 人格 を取 得 し得 るの で あ るか ら,そ の いず れ の 手続 き もと らず,ま た と

る こ とので きな い ものは 法人 とは な らない 。 しか し,こ の よ うな権 利能 力な き社団(ま たは 財

団)も 社会 生活 にお い て多 くの取引 関 係 を結 び 権 利 を有 し義務 を負 うにいたる。すなわち第 三者 へ

の対抗 要件たりえる権利 能 力は無 いが,当 事 者 間 に は大 きな影 響 をお よぼ し,結 果 的 に は社 会 的 に

無 視 し得 な い。

a.人 格 な き社 団

権 利能 力 な き社 団 と もい う。学 会 や 同窓 会,そ の他 い わゆ る任意 団体 と呼 ば れ る よ うに,

一 定 の組 織 団体 で は あ るが,民 法,商 法 そ の他 特 別法 上 法 人 とされ ない もの で あ る。

訴訟 法上 は 権利 能 力 な き社 団 も当事 者 能 力 を有 す る(民 法46条)。 したが って 社団 に対

す る債 務名 儀 で社 団財 産に 対 し強制 執 行 を な し得 る。訴 訟 お よび強 制執 行 に関 す る限 りで は

権 利 能 力な き社 団 も法 人格 を持 つ もの とか わ りはない こ とに な る。

行 為 能力,不 法 行 為能 力 な どに つ いて は組 合 に関 す る規 定,あ るい は 社団 法 人 の規 定 を 準

用 すべ きであ る とい わ れて い る。 組合 にお い て は構 成員が 少 数で 固定 して い るの に対 し,社

団に おい て は構 成 員が 多 数で 固定 性 が 少 い(あ るい は無 い)の が通 常 であ る。 なお,法 人 税

法 で は,事 業利 得 をなす 人格 な き社 団に も課 税 義 務 を負 わ せ てい る。
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b.人 格 な き財 団

権 利能 力 な き財 団 と もい い,目 的財 産 が法 人格 を取 得 しない場 合(た とえば 赤 い羽 根 の共

同募金)に は,法 人格 を取 得 し ない し,ま た与 え られ ない のが 普通 で あ る。 権利能 力 な き財

団 は,財 産の 寄 附者 か らその 管理 者 に信 託 され た もの であ って,管 理 者 は信託 法上 の 受託 者

としての 権 利 を有 し義 務 を負 う と解 すべ きであ る。

c.行 政機 関 の 人格 性 一

行 政 機関 は対 外 的(対 人民)の 関 係 にお い て は行 政主体 の中 にあ り,そ の表 現 機 関(単 な

る手足)と して の 地位 を持 つ に とどま るが,時 として その 機関 を法 律 関 係 の 当事 者 と して の

地 位(た とえば 訴願 訴 訟 の 当 事者)に 立 たせ るこ とがあ る。
　 ト

また対 内 的に,機 関の 名 にお いて 行 為す る もの として,法 律 上 そ の効 果 を帰 属 させ る場 合

が あ る。 た とえば,権 限 の委 任,事 務 の 嘱託協 議 訴 訟 の 当事 者 とな る場合 が あ る。 この よ

うな限度 にお い ては,行 政機 関 も人格 を一 部認 め られて い るとい われ る。

非 法 人,公 企 業 た る行 政 機 関 とその職 員 の関 係が 国家 公 務 員法 あ るい は地 方公 務 員 法の み

な ら ず,特 定 の現 業 部 門 につ い て労 働 関係 法(公 共 企 業体 等労 働 関 係 法,地 方公 営 企 業労 働

関 係 法,が 制定 され,規 制 され てい る ことは企 業 の独 立性 を重視 して い る と考 え るこ とが で

き る。

(4)企 業 グルー プの 分類

複数 の企 業が 結 合 してつ く る企 業 グ ル ープの 性格 は単 純 に分 類 され る場 合 の方 が少 ない と思 わ れ

るが,観 点 をい ろい ろか えて 分 類 した もの をみ ると次 の よ うな もの があ る。

(イ)結 合方 向に よ る分 類

これは グル ー プ内 企 業間 に 親子 ・支 配 の 関係が 存在 す る垂 直 的結 合 と投 融資,人 事,商 品 流通,

加工,原 材 料 取 得,技 術 の各 面 に お け る結 びつ きに ょ る横 断 的結 合の 二 分 類で あ る。

(ロ)法 律上 の企 業結 合(広 義 の企 業 合 同)

a.ト ラ ス ト(企 業 合 同)

組 織 上 は別 個 であ るが,法 律 上 経 済上 の独 立性 を 放棄 して 単一 体 とな って市 場支 配 をね ら う

グル ー プ形 態 で あ る。

b.コ ン ツ ェル ン

,持株 ・人的 交 流に よ り統 一 的指 揮 に服 し活 動 を行 な うグル ー プ形態 で,ト ラス トへ 移 行 す る

前の 状態 で あ る。

c.カ ル テ ル(企 業 連合)

同業 種の 企業(者)が 集 ま り,休 戦 契 約的 な関 係 をつ くって市 場 支 配 を な らう もの で,価 格

カル テル な ど と協定 内容 を冠 して 呼 称 され る。

d.利 益 共 同体

組 合的 性格 で,同 業 者 間 の場 合 カル テル 的で あ り,異 種 業者 間 の場 合 コ ンツ ェル ン的で 利 益

共 通 契約 に もとつ く関係 で あ る。.
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(ハ)経 済上の 企 業結 合

法律 上 の企 業結 合 ほ どそ の形 態 は 明確 で はな いが結 合 度 の 強 弱 に よ りい くつ か に分 類 され うる。

a.提 携

提携 内 容 に よ りグ ルー プ とい えない 場合 もあ るが,技 術,取 引,管 理,人 事 その他 の面 にお

け る契 約 上 あ るい は 契約 外 の 関 係 にあ る。

b.狭 義 の企 業系 列

相互 に依 存関 係 に あ る生 産,流 通,販 売 の一 連 の企 業 の つ なが りが あ る場合 で,流 通 面 の合

理 化 や銀 行 融資 の受 け易 さにそ の メ リッ トを求 め た ものの場 合 で あ る。 .

c.親 子 会 社

血縁,資 本,役 員 の 交 換 ♪派遣 に よ る支 配関 係 また は協力 関 係 を もつ グ ルー プの場 合 で あ る。

⑤ 多 角経営 と企業 形 態

企 業間 の関 係 を企 業 グル ー プ と して と らえ る とすれ ば,企 業 グ ル ー プの 究極 は 企業 合併 で あ り,

企 業合併 の進 展 は複 合 企 業へ の形 成 とな って,企 業活 動の 多 極 化 を生 む。

もう一 つの 企 業活 動 の 多 極 化過 程 として多 角 経営 を と りあ げ る こ とが で き る。

多 角 経営 とは 経営 内容 の 部 門 をふ やす こ とで,危 険 負担 を分 散 し安 定 性 を もとめ,材 料 技 術,販

売網 の 効率 向 上 を 目的 と した 経営方 法 であ るが,経 済 上 ま たは 経営 上 の概 念 であ って,法 律 上 は定

款 との関 係 で しか 問 題に な らない。

多 角経 営 が これ まで述 べ た内容 の企 業形 態 に影 響 を及 ぼすとは考 えられない が,鉱 工 業,農 林水 産業,

金融 業 不動 産 業 な どの 業 種 分類 とか,製 造 業,卸,小 売,サ ー ビスな どの分 類に よ るコー ド付 け

に は単一 コー ドで 表 現 で きな い。 この ため,複 合 コー ドの 必要 性 が生 じる。 複合 コー ドは コー ド体

系が 複雑 化す るが,こ の 場 合 や む を得 ない と ころであ ろ う。

ま た多 角 経営 企 業 で は事 業 部 制 の と ころ も あ る が,事 業 部 制 か ど う か と い う こ と は,

企業 内事 情 であ るた め法 律 的に公 に それ を発 表す る義務 は な い ので 部 外 者が その状 態 を察 知 して コ

ー ド付 けす るため の 正確 な判 断 が むず か しい 面 も生 じ る
。

定 款 との関係 か ら生 じ る規制 に つい て も,以 前 は定款 記 載事 業 内容 外 の 企業 活 動 は無 効 で あ ると

い う解釈 が 一 般的 で あ ったが,現 在 は定款 記 載 の会 社 の 目 的に 反 しない(会 社 に有 益 な)活 動 も有

効 とされ るの が通説 で あ るた め,こ の面 か らの 強 い強 制力 は 望 め な い。

多角 経営 に つい て の み な らず,広 く企 業 内事 項 の コ ー ド付 け上 の 問題 と して 企 業が 生 き もの で あ

って 日々変 化 す る こと,ま た将 来 どん な形 態が 生 じ るか容 易 に 予 想 で きない こと を特 に 認織 して お

く必要 が あ る。'

⑥ 親子 会 社 のパ ター ン

別項 企 業 グ ルー プの項 で 親子 会社 に っい て ふれ たが,こ こでは さらに細 か く親子 会 社 を分 類す る。

親子 会社 には通 常 支 配 関 係 が存 在 し,支 配権 の根 拠 には い くつか の要 因 が あ る。 代表 的な もの は

株 式,役 員,契 約,債 権 に よ る もので あ る。

(イ)株 式 所有 支 配
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a.全 株 所 有支 配

b.過 半 数 株式 所有 支 配

c.実 質 支 配 株式 所 有 支 配

過 半数 の株式 を もって い な い場 合で も近 時 の資本 と経営 の分 離お よび株 主 の小 規 模 化 に よ り支

配 が 可能 とな ってい る もの で あ る。

(ロ)役 員兼 任 支 配

ほか に何 の 関連 もない の に役 員 だ け を兼任 させて 支配 す る場 合 はまれ であろうが,相 対 的 な支 配 権

の根 拠 の強 さか らみて この分 類 に入 る もの を この よ うに呼 ぶ 。

a.取 締役 の 派 遣

b.支 配 人の 派 遣

c.監 査 役 の派 遣

◎ 契 約 支配

a.経 営 委 任 契 約

b.経 営賃 貸 借 契約

c.損 益 共 通 契 約

な どに基 づ く支 配の 場 合 で あ る。

(→ 実質 支 配'

前3項(イ.ロ.ハ)は 形式 上 も法律 関係 にあ る もの であ るが,こ こに 掲 げ る もの は 形式 要件

が 完全 で ない もの で あ る。

a.債 権 に よ る もの

特 に 金融 関 係が 一 般 的 で あ る。

b.事 実 上の 人 的 関 係 に よ る もの

これまさらに 同族 会 社 とそ うで ない もの に二 分 され る。 同族 会 社に は血縁 を中 心 と した夫 婦 会

社 相 続会 社,親 子 会 社(狭 義),親 族会 社 が あげ られ る。

c.事 実上 の 取 引関 係 に よ る もの

親 子会 社 で な くて も通常 支 配 関 係が 生 じる場合 が 多い が,い わゆ る下請,再 下請 と称 され る

関 係が 主 とな る。

(ホ)以 上 の要 因 の 複合 し、た もの

通 常親 子 会 社 とい うと上述4項 目(イ.ロ.ハ,二)の い ず れ かに 分類 で き ると考 え られ るが,

と りたてて 強 い 根拠 はな いが 相 乗 効果 的 に支 配 関係 に あ る場 合 として(ホ)も考 え る必 要が あ ろ う。

問題 点 として は,複 合 要素 の分 解の む ずか し さは 当然 で あ るが,形 式上 支 配 関 係が あ りそ うで

親子 会社 で ない 場 合 もあ り得 る こ とで あ る。 た とえば対 外 関 係 あ るいは 当事 者 会 社間 の 関 係 を円

滑 に してお くた めの 役 員 兼任 な ど この 場合 に な る と考 え られ る。

(7)規 模 に よ る分類

法 律 的あ るい は経 済 的 な視 点 か らす る これ まで の分 類 に加 え て,も う1つ,さ まざ ま な基 準 に も
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とつ く企 業規 模 に よ る分 類 が 考 え られ る。 そ うした企 業規 模 を表 わ す尺 度 と して は,資 本 金,従 業

員 数,販 売高 な どが あ る。

この分 類 の 問題点 は分 類 の基 準が 時代 と と もに変 化 す るの で,新 しい 基 準 に基 づ い て 分類 の しな

お しが 必要 となろ う。

(イ)資 本 金 に 基づ く分 類

わ が 国 にね ・てい わゆ る会 社 とよ ばれ て い る組 織体 の 数 はお そ ら く5～60万 あ.ると思 われ るが,

資 本 金 の 規 模 で み る とそ の99%以 上 は1億 円未 満 の会 社 であ る。 現 在,統 計 作 成 に お

い て用 い られて い る分 類基 準は1億 円未 満 を かな り細 か く分 け てい る。 しか し,企 業 形態 コー ド

は企 業 コ ー ドと関連 づ け て用 い られ るこ とが 多 く,し たが って,企 業 コー ドの対 象 とな る企業が

どの範 囲 の もの か に よ って,資 本 金 に もとつ く分 類 の基 準が 決 め られ るべ きで あ ろ う。 資本 金 別

の分類 基 準 の例 と して,総 理 府 統 計 局 の 「事 業所 統計 調 査報 告 」 に 使 用 されてい る分 類 をあげておく。

資本 金
万 円 万 円 億 円

50万 円未満500～10001億 円 ～10

50～1001000～300010～50

100～2003000～500050億 円 以上

200・ ～3005000～1億 円

300～500

(ロ)従 業 員 に もとつ く分 類

同 じ く総 理府 総 計 局 の統 計 に 使 用され て い る分 類基 準は 次 の よ うに な って い る。

従 業員 数 人
人

'4人 以下20 .0～299

5～9300～499

10～19.500～999

20～291000～4999

30～495000人 以 上'

50～99

100～199

奄

ワ

(ノ♪ 販 売 高 に 基づ く分類

業種 の 性格 に よ って販 売 高 の 意 味 は異 な ってい るので,六 の 企 業 に合 った 分類 基 準 を作 るこ

とは で きない が,産 業分 類 コ ー ドと組 み合 わせ て の分類 で あれ ば 十分 意 味 が あ る と思 わ れ る。

3.1.2固 定資 産品 目コー ド

(1)ア ンケ ー ト調 査 の分 析

固定 資 産 品 目 コー ドは個 々の事 業 体 に お いて 独 自に 設定 され,必 要 に応 じて利 用 され て い る。 ア

ンケー トお よ び面 接調査 の結 果 に よ る と,コ ー ド化の 方 法は 実に 多 様 を きわ めて い るこ とが わか る

が,多 様 性 の原 因 は コー ドの 利 用 目的 にか か わ って い るとい って よい であ ろ う。 加 えて,事 業体 の

業種 ない し事 業 内容,.事 業 体 の規 模,企 業集 団 が形 成 され て その メンバ ー にな ってい る こと等 に各

種 の事 情 が顧 慮 され る。

4

6
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ア ンケ ー トの回 収数 は79件 で あ っ たが,

固定 資 産 品 目 コー ドに関 す る 回答数 は37件

企 業 内 制定 とす る もの5件

JIS化 を明示 希 望 した もの8件

で あ り,構 造 等 につ い て の意 見 は ない が,税 法 の分 類 基 準,勘 定 科 目 との 関連 を考 えて制 定 せ よな

どの意 見 が 見 られ た。 シ

固定 資産 品 目 コー ドのエ レメ ン トとして は勘 定科 目,固 定 ・非 固定 の 別,資 産 区分,設 備 区分,

装 置区 分,管 理 区 分,種 類(分 類),細 目,構 造,機 能,材 質,規 格,用 途 品 名(名 称),取 得

年 月,購 入 順耐 用 年 数 所 在 地あ るい は使 用場 所(本 ・支 店 別 部 門,工 程 別,作 業 区分 別,府 県

別)な どが あ げ られ る。

固定 資産 品 目 コー ドの 実 際例 お よ び意見 に つ いて の パターンのお もな もの を具 体 的に 列挙 す る と次

の とお りで あ る。

例1

NNNNNNNNNN

勘 定 科 目分 類 品 名 整 理 番号

この コー ドは勘 定 科 目分 類 を最 初 に もって きて お り,会 計 上 の 勘定 科 目体 系 との 関連 を重 視 した

もの とい え る。 固定 資産 品 目 コー ドが勘 定科 目 コー ドとい か に密 接 な 関連 を有 してい るか を示 して

お りした が って固 定 資産 品 目 コー ドの設 定 に あた って は勘 定 科 目 コー ドが 大 い に顧 慮 され な けれ ば

な らない 。

例2

NNNNNNNNNN(償 却 資 産課 税 用)

種 類 構造 細 目 耐 用年 数

この コー ド ・パ ター ンは 固定 資産 を税 法上 の規定 に従 って減価 償却 す る こ とを主 な ね らい と して

設定 され て い る。 このパ ター ンに つ いて は コー ドの 実例 が入 手 さanvsい が,こ れ は 「減 価 償却 資産

の 耐 用年 数 等 に 関 する省令 」(以 下 「耐用 年数 省 令 」 と略称 す る)の 別 表 の構 成 に その まま従 っ た も

の で あ る。

例3

NNNNNNN

固定 ・非 固定 の 区分 材 質 分 類 一 連 番号

この パ タ ー ンは最 初 に 固定 ・非 固定 の 区分 を示す コ ー ドが設 け られて い るので,固 定 資 産 全 体 に

つい て の コー ドを示 す もの と考 え られ る。 し たが って 勘 定科 目 コー ドが最 初 に きて,そ れ 以下 に材

質 や そ の他 の 視 点 か らの 分類 を付 け て お り,勘 定 科 目コー ドとの関 連 を例1パ タ ー ンほ どでは

ない に して も,考 慮 した もの とい え る。
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例4

A

品 目 コー ド

こ の品 目 コー ドには 次の よ うな注 がつ い て い る。

建物:1,構 築物:2,機 械 装 置:3 ,車 両 運 搬具:1,工 具 備 品:5

特 許 権:A,商 標 権:B,意 権:C,実 用 新案 権:D ,電 気 ガス供給 権:E

この パ ター ンで は品 目 コー ドだ けが 設 け られ,有 形 固定 資産 は数字 の連 番 コー ドが 付 され,無 形

固定 資産 は,ア ル ファベ ッ ト文字 コー ドが付 され て,有 形 ・無 形 の 区別 が 明確 に され て い る。 ただ

品 目 コー ド以外 に は分 類 も整 理番 号 も付 され て いな い ので,こ の コー ドの用 途 は非 常 に 限定 され ざ

るを えな いで あ ろ う。

例50固 定資産

NNNNNNNNNNN

資産区分 支店 品 名 規格 番 号

○少額多量資産

NNNNNNNNNNN

資産区分 振替 勘定 細目 品 目 規格
■

このケ ー スで は,固 定資 産(す な わ ち高 額 少量 資 産)と 少 額多 量資 産 とで
,コ ー ドの 形式 をか な

り変 えてい る。 固定 資産 の 場合 に は,そ れ ぞ れ ど この支 店 に配 置 され て い るか が 明示 され てお り
,

個 々 の資 産番 号 とと もに固 定 資産 管理 上 の便 が考 慮 されて い る。 そ れ に 対 し て 少 額 多 量 資 産

は,個 々 の 品 目は 明 らか に され るが,資 産 単 位 ごと の番号 は付 され て い ない。 この 種 の 資産 の管

理に あ た っ ては 資産 の単 位 別で はな く,一 定 量 の 資 産品 目が 全 体 として対 象 とされ るの であ ろ う
。

この方 式 は 勘 定科 目 との 関 連 を考慮 しっ っ
,資 産 管理 を 目的 と してい る もの と思 われ る。

例6

NNNNNNN・

設 備 の種 類 構 造 また は名称 構 造 の 細 目 購 入順

ま たは用 途

このt－ ドで は,設 備 の種 類,構 造,細 目の3つ の部 分 は 「耐用 年 数省 令」 に 従 ってい るが,最

後 の部 分 は 購 入順 の区 分 に な ってい る。 この 方 式 は税 務 上 の配慮 と資 産管 理 を 目的 と した もの と考

え られ る。 なお,購 入 順 の代 わ りに取 得年 月 日が設 け られて い る例 もあ るが
,こ れ も償却 計 算 と,

資産 管理 と を同時 に 目的 とするもの とみ られ る。
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例7有 形固定資産の例示(全9け たの数字)

コー ドな し

類 別

↓

税 法 に よ る

勘 定 区分

NN

大 別

↓

類別そのまま

構築物4区 分

機 械 ・装 置14区 分

N

中 別

↓

部 門,工 程

形態,機 能

NN

小 別

↓

資産単位

NNNN

構成部体

↓

作業所ごとに

運用する資産

の固有番号

この例 は 有形 固 定資 産 に 関す る もの であ る。最 初 に税 法 に よ る勘定 区 分が コー ドな しで 設 け られ,

類 別 されて い る。中 別は 部 門 や工 程 な どの区 別 を示 し,当 該 資産 の使 用 の状 況 が 表 わ され て い る。

最 後 の 区分 に 当該 資産 を利 用 す る直 接 の 作業 所 別 の固 有番 号が 付 され,結 局全 体 と して,ど うい う

資 産 が どこの部 門や工 程 の どの 作業 区 分 にお い て どの 弐 うに 利用 され て い るか が 示 され,ま た税 務

会 計 上 の勘 定 区分 もわか るとい う形 で,か な りも り沢 山 で,利 用 方法 も多い とい え よ う。

以 上 にあ げ た 固定 資 産 品 目 コー ドの パ ター ンか らもわか るよ うに,実 際 の使 用例 はか な り多岐 に

わ た り,結 局 コー.ドに盛 り込 み うる要 素 をあ げれ ば前 述 の よ うに,種 類 ない し勘定 科 目区 分,構 造

ま沼 ま用途 の区 分,細 目 区分,使 用場 所区 分(支 店 別,部 門,工 程 別,作 業 区分 別),整 理 番号,耐

用 年 数,取 得年 月 日,購 入 順 な どで あ る。 これ らの各 要素 を コー ド使 用 目的 に従 って,コ ー ドに組

み 込 む こ と が 必 要 で あ ろ う 。 そ の 場 合,使 用 目的が 何で あ るか を現時 点 の み な らず,将 来

を 顧 慮 しつ つ は っ きりと確 認 し,そ の ために は どの よ うな 要素 をい か な る順 序 に配 列 す るのが よ

い か を,で き るだ け少 ない け た数 の 範囲 内 で決 定 す るの が,固 定 資産 品 目 コー ド設 定 の キ ー ポ イ ン

トとな る。 さ らにJIS化 に あ た って は,各 種 の 利用 目的の すべ て を満 た し うる とい う条件 の もと

に,情 報 の 互換性,共 同利 用 と コ ンピ ュー タの 利 用効率 を高 め るこ とを 目的 と して,し か も事 業 体

ご との固有 の部 分の コー ド化 を侵害 しな い 限度 にお い て,い かに して コー ドの 標 準化 を 実施 す るか

が 問題 の焦 点 とな らなけ れば な らない 。 以下 この よ うな 基本 的 な考 え方 に 従 って,諸 問 題 の考 察 を

すす めて ゆ く。

なお,ア ンケ ー トの 回答 と と もに 各 社 か ら提供 を うけ た固定 資産 品 目 コー ドの実 際 例 をあ げ る と,

次 の とお りで あ る。
●

9
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(事 例1)

固 定 資 産 コ ー ド

1.コ ー ド構 成

税 法 区 分 種 別 連 番

1けた 2 3 4 5 6 7 8

X × × × × × × ×

2.対 象 資産 科 目

(1)建 物

(2)建 物 付 属 設 備

(3)

(4)

※(5)

(6)

(7)

(8)

※(9)

※a①

構

船

機

船

車

工

器

土

築

船

装

梁

械

具 備

物

台

置

舶

両

具

品

地

固 ※ 印 以外 の 資産 は第1項 コー ド構 成 に よる もの と し資 産 番号 の上3け たは税 法 区分 を示 す。

下5けtaま 現 品 管理 用 の 分類 番号 お よび一連 番号 と し,固 定 資産 管理 規程 に基 づ き配 番す る。

亘 ※ 印 の資 産 につ い て は 次の とお り とす る。

A※(5)機 械 装 置

科 目 機 種 名 称 連 番

11ガ こ 2 3 4 5 6 7 8

5 × × × × × × ×

2～8け たは,現 品管 理用 の分 類 番号 お よび一 連 番 号 を 示 し,固 定 資 産管理 規 程 に基 づ

き配 養す る。

B※ ⑨ 器具 備 品

科目 税 法 区 分 連 番

1けた 2 3 4 5 6 7 8

9 × × × × × × ×

資産番号の上4けt3ま税法区分を示し,下4けたは現品管理用の分類番号及び一連番号と

し固定資産管理規程に基づき配番する。
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C※(0)土 地

◆

「

科目 地 区 別 連 番

1桁 2 3 4 5 6 7 8

0 × × ×

2,3け た ま では番 号 を与 えず,6～8け たで一連 番号 を示 す。

4,5け た

地区 別 とす る

01本 社

02大 阪

03広 島

04造 船 所

05市 内

06長 崎 、

07福 岡

08門 司

c

●

⇔
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(建 物)

1けた 2け た 3け た

備 考
耐用

年数科 目 構 造 用 途 用 途 細 分

建

物

ユ

鉄 筋 コ ン ク

リー ト造

11

事 務 所 住 宅 111 75

学 校 病 院 112 その他 の もの 65

工 場 倉 庫A 113 塩 素,塩 酸 等 の影 響 を うけ る もの 30

〃B 114 そ の他 腐 蝕性 ガ スの影 響 を うけ る もの 35

〃C 115 著 しい 蒸 気の影 響 を うける もの 45

〃D 116 放射線を直接うけるもの 30

〃E 117 そ の他 の もの 55

れ んが,石

ブ ロ ック造

12

事 務 所 住 宅A 121 トラ ス鉄 製 65

〃B 122 その他 55

学 校 病 院A 123 トラス鉄 製 60

〃B 124 その他 50

工 場 倉 庫A 125 トラス鉄製 塩 素,塩 酸 等 の 影響 を う

け る もの

30

25〃B 126 その他

〃C 127 トラス鉄製

そ の他 の もの
55

45〃D 128 その他
一

鉄 骨 造

4㎜ 超

13

事 務 所 住 宅 131 50

学 校 病 院 132 45

工 場 倉 庫A 133 塩素,塩 酸等 の影 響 を うけ る もの 25

〃B 134 その他 腐 蝕性 ガスの 影 響 を うけ る もの 30

(以 下略)
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(建 物附属設備)

し

●

1けた 2け た 3け た
備 考

耐用

年数科 目 構 造 用 途 用 途 細 分

建

物

附

属

設

備

2

電 気 設 備 21

蓄 電 池 電 源 設 備 211 6

そ の 他 の も の 212 15

給 排 水 衛 生 設 備 22 221 浄化槽 15

冷 暖房 通 風 ボイラー設 備 23

冷 房 設 備

(出 力22kw以 下)
231 冷房設備,暖 房設備 13

そ の 他 の も の 232 ボ イ ラ ー 15

消火災害報知 設 備 24 24ユ 火災報告機消火 12

アーケード又 は 日 よけ設 備 25

主として金属性のもの 251 移動屋根 15

そ の 他 の も の
・

252 8

前掲外及び前掲の区分に

ょらないもの
29

主として金属性の もの 291 18

そ の 他 の も の 292 10

(以 下略)

(構 築 物,船 梁,船 台)

●

1けた 2け た 3け た

備 考
耐用

年数科 目 構 造 用 途 用 途 細 分

構

築

物

3

鉄 道 軌 条 用 31
軌条およびその付属品 311 15

そ の 他 の も の 319 そ の他の もの 30

舗装道路および舗装路面 32

コ ン ク リ ー ト,石 321 15

ア ス フ ァ ル ト 322 10

ビ チ ュ ー マ ル ク 323 3

(以下略)
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(機 械 装 置)

1↓ガこ 2け た 3け た

備 考
耐用

年数科 目 機 種 大 分 類 機 械 小 分 類

機

械

装

置

5

工 作 機 械51

旋 盤 511 12

フ ラ イ ス 盤 512 12

ボ ー ル 盤 513 12

中 グ リ 盤 514 12

平 削 形 削 515 12

研 磨 盤 516 12

歯 切 盤 517 12

金 切 鋸 盤 518 12

そ の 他 51.9 12

t

▼

(以 下略)

(船 舶)

1けた 2け た 3け た

備 考 耐用

年数科 目 構 造 用 途 用 途 細 分

船

舶

6

船舶法適用鋼船

61

昭和24年 以前進水 611 12

昭和25年 以後進水 612 500屯 以上 13

〃 613 500屯 未満 16

船舶法適用木船

62

昭和24年 以前進水 621 10

昭和25年 以後進水 622 6

その他 の鋼 船

63

そ の 他 631
し ゅんせ つ船,砂 利採取 船 発 電 盤 を

除 く
12

(曳 船) 632 10

そ の 他 の 木 船

64

そ の 他 641 8

■

レ
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●

(車 両運搬具)

1けた 2け た 3け た
備 考 耐用

年数科 目 構 造 用 途 用 途 細 分

車

両

運

搬

具

7

特 殊 自動 車71

消 防 車 救 急 車 等 711 5

フ ォ ー ク リ フ ト 等 712 4

タ ン ク車,じ ん が 車,ト ラ ッ

ク ミキ サ ー 等200cc以 上
713 3

二 その他 714 4

前 掲 以 外72

自 動 車(除 二 三 輪)

小 型 車Occ以 上)
721 3

貨 物 自動 車(400cc以 上) 722 5

そ の 他 の も の 723 6

二 輪 又 は 三 輪 車 724 原 付,自 二 3

自 転 車 725 自転車 2

台 車(金 属) 726 7

ト ロ ッ コ(〃) 727 5

その他のもの 自走 能 力あ り 728 7

その他のもの 自走能 力なし 729 4

(工 具)

1けた 2け た 3け た
備 考 耐用

年数科 目 構 造 用 途 用 途 細 分

工

具

8

測 定 検 査 工 具 81 811 5

治 具 取 付 工 具 82

.

821 3

型鍛 圧 打 抜 工 具 83
型 831 2

そ の 他 832 3

切 削 工 具 84 841 2

前 掲 外 85 851 3

ロ ー ノレ 86
金 属 圧 延 用 の もの 861 4

そ の 他 の も の 862 3

前 掲 の 区 分

に よ ら ぬ も の
89

白 金 ノ ズ ル 891 13

そ の 他A 892 金 属 性 8

〃B 893 そ の 他 4
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(器 具 備 品)

1けた 2け た 3,4け た 耐用

年数科 目 構 造 用 途 用 途 細 分

器

具

備

品

9

家具電気機器91

机 ・椅 子 ・キ ャビネ ット(金 属) 9101 15

〃(他) 9102 8

応 接 セ ッ ト(そ の他) 9103 8

・

ベ ッ ト 9104 8

家 具(金 属) 9105 15

〃(他) 9106 8

ラ ジ オ ・ テ レ ビ 等 9107 5

冷 暖 房 用 機 器 9108 6

電 気 冷 蔵 庫 等 9109 6

氷 冷 蔵 庫 9110 4

カ ー テ ン ・ 寝 具 9111 3

床 用 敷 物 9112 6

室 内 装 飾 品(金 属) 9113 15

〃(そ の他) 9114 8

食 事 ち ゅ う 房 用 品

(陶 石 慈 器 ガ ラ ス)
9115 2

(ぞ6他).
9116 5

そ の 他 の も の(金 属) 9117 15

〃(そ の他) 9118 8

(以 下略)
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(事 例2)固 定 資産 コー ド

N NNN NN NNN

科目 法定区分 細目 連番

科 目 コ ー ド 表

●

■

コ ー ド番 号 科 目

1 土 地

2 建 物

3 建 物 附 属 設 備

4 構 築 物

5 機 械 及 装 置

6 車 輌 運 搬 具

7 工 具

8 器 具 備 品

9 (建 設 仮a/c)

建 物 法 定 区 分 コ ー ド表

■

9

コ ー ド番 号 大 分 類 中 分 類 小 分 類 耐用年数

001 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 事 務 所 65

011 〃 寄 宿 舎 住 宅 用 そ の 他 の も の 60

021 ノノ 工 場 倉 庫 用 45

101 ブ ロ ッ ク 造 事 務 所 50

102 〃 〃 50

111 〃 寄 宿 舎 住 宅 用 45

121 〃 工 場 倉 庫 用 40

122 〃 ノノ 40

201 鉄 骨 造4㎡ 以上 事 務 所 45

211 〃 寄 宿 舎 住 宅 用 40

(以 下 陪)
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建物附属設備法定区分コー ド表

コ ー ド番 号 大 分 類 小 分 類 耐用年数

001 電 気 設 備 そ の 他 の も の 15

009 ノノ 耐用 年 数9年 の もの

一

9

011 給 排 水 ガ ス 設 備 15

019 ノノ 〃 耐用 年 数4年 の もの 4

021 冷 暖 房 設 備 冷 房22キ ロ 以 下 13

022 〃 そ の 他 の も の 15

031 昇 降 機 設 備 エ レ ベ ー タ ー 17

,

(以 下略)

構 築 物 法 定 区 分 コ ー ド表

コ ー ド番 号 大 分 類 中 分 類 小 分 類 耐用年数

001 放 送 無 線 通 信 用 鉄 塔 そ の 他 の も の 40

011 〃 ア ン テ ナ 一 10

101 広 告 用 の も の 金 属 造 一 20

111 〃 そ の 他 の も の 一 10

201 庭 園 一
35

301 舗 装 路 面 コ ン ク リ ー ト 敷 一 15

308 〃 ノノ 耐 用 年 数4年 の もの 4

309 ノノ 〃 〃12年 の も の 12

311 〃 ア ス フ ァ ル ト 敷 一 10

321 〃 ビ チ ュ ー マ ル ク 敷 一 3

401 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 水 槽 一 . 50

411 ノノ 下 水 道 一 35

卓

(以 下略)

◎
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車 両 運 搬 具 コ ー ド 表

■

●

コ ー ド番 号 取 得 区 分 耐用年数

1 乗 用 車 6

2 貨 物 車 5

3 レ ッ カ ー 車 3

4 フ ォ ー ク リ フ ト 4

5 二 輪 車 5

6 自.転 車 2

7 運 搬 具 4

器 具 備 品
工 具 法定区分別コード表
機械及装置

●

●

名.称 コ ー ド番 号 法 定 区 分 耐 用 年 数

家

具

及

電

気

機

器

001 事 務 用 品 金 属 製 15

002 〃 そ の 他 の も の 8

003 応 接 セ ッ ト 〃 8

004 ベ ッ ド 8

005 陳 列 ケ ー ス 他 そ の 他 の も の 8

006 音 響 機 器 5

007 冷 暖 房 用 機 器 6

008 電 気 冷 蔵 庫 他 6

009 氷 冷 蔵 庫 他 4

010 繊 維 製 品 3

011 床 用 敷 物 そ の 他 の も の 6

012 ち ゅ う 房 用 品 そ の 他 の も の 5

事
務
機
及
通
信
機
器

101 タ イ プ ラ イ タ ー 他 そ の 他 の も の 5

102 計 算 機 他 5

103 放 送 用 設 備 6

104 電 話 設 備 10

105 電 子 計 算 機 6

時 測

鴫
及 器

201 時 計 10

202 度 量 衡 器 5

203 主 と し て 金 属 製 の も の 10
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●

(名 称) (コ ー ド番 号) (法 定 区 分) 耐 用 年 数

写 作
真 機
製 器

301 撮 影 機 他 5

看 広
板 告
及 器
び 具

401 看 板 及 ネ オ ン サ イ ン 3

402 模 型 2

403 そ の 他 の も の 金 属 製 10

金

庫

501 金 庫 (手 提) 5

502 金 庫 そ の 他 の も の 20

医
療
機
器

601 消 毒 器'具 4

602 そ の 他 の も の 金 属 製 10

603 そ の 他 の も の そ の 他 の も の 5

前外の
掲の
以も

701 ロ ー プ 及 シ ー ト 2

702 そ の 他 の も の 金 属 製 10

前分な
掲にい
のよ
工ら

801 主 と し て 金 属 製 15

802 そ の 他 の も の 8

工

具

901 測 定 工 具 5

902 雑 工 具 3

903 切 削 工 具 、2

4
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喝

●
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001家 具及び電気機器

細 目

品

製属

用

金て

務

しと

事

主

ドーコ

15年

0.074

コ ー ド番 号 名 称 コ ー ド番 号 名 称

01 ロ ッ カ ー 25 ス チ ー ル 雑 誌 棚

02 ス チ ー ル 回 転 椅 子 28 黒 板 ス タ ン ド

03' キ ・ヤ ビ ネ ッ ト2段 33 ス チ ー ル 食 堂 机

04 〃3〃 35 コ ン ト ロ ー ル パ ネ ル

05 〃4〃 36 セ ー ル ス カ ー ド 枠

06 カ ー ド ケ ー ス 37 コ ピ ー 用 机

07 ス チ ー ル 帽 子 掛 38 衝 立

08 〃 新 聞 〃 39 ス チ ー ル 黒 板

09 〃 傘 立 40 〃 棚

『10
バ イ'デ キ ス12段 41' 〃 台

11 〃10〃 42 ア ル ミ ケ ー ス

12 〃8〃 43 ポ ー ル(節 用)

13 バ イ デ キ ス ス タ ン ド 45 ス チ ー ル 会 議 机

14 耐 火 書 庫 46 ス チ ー ル 工 程 管 理 机

15 ス チ ー ル 脇 机 47 パ イ プ 椅 子

16 〃 図 面 入 48 ス チ ー ル 旗 竿

17 計 算 機 ス タ ン ド 49

18 キ ャ ビ ネ ッ ト(ネ ガ入 れ) 50

19 更 衣 カ ー テ ン

20 ホ ー ル ノ ー トキ ャ ビ ネ ッ ト

2'1 ス チ ー ル 肘 付 回 転 椅 子

22 '・ 両 袖 机

23 折 畳 椅 子(パ イプ式)
'
98 否 認 分

24 ス チ ー ル 書 架 99 そ の 他 の も の
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'

・

`

8年

0.134

002家 具及び電気機器

事 務 用 品

その他の もの

細 目 コ ー ド

コ ー ド番 号 名 称 コ ー ド番 号 名 称

01 片 袖 机 28 食 器 戸 棚

02 セ ー ル ス 机 29 角 型 帽 子 掛

03 両 袖 机(課) 32 カ ー ドBOX枠 棚

04 〃(次) 33 湯 沸 し 台

05 〃(部) 34 黒 板

06 脇 机 35 掲 示 板

07 部 長 平 板 机 36 新 聞 掛

08 木 製 回 転 椅 子 37 タ イ ム レ コ ー ダ ー 台

09 肘 付 回 転 椅 子(課) 38 整 理 箱

10 〃c次) 39 黒 板 掛

11 〃(部) 40 裁 断 機

13 折 畳 椅 子 41 セ ー ル ス 机 係

14 会 議 机 42 胸 像 台

15 衝 立
'

43 重 役 机

16 花 台 44 重 役 椅 子

17 丸 型 帽 子 掛 45 木 製 ロ ッ カ ー

18 雑 誌 棚 47 小 椅 子

19 カ タ ロ グ 棚 49 テ レ ビ 台

20 傘 立 50 鏡 台

21 戸 棚 51 座 敷 机

22 流 し 台 52 急 救 箱

23 丸 テ ー ブ ル 53 吊 戸 棚

24 立 机 54 作 業 工 程 管 理 板

25 カ ウ ン タ ー 55 フ ラ ワ ーBOX
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(事 例3)
固定 資 産 コー ド

(工 具 ・器具及 備 品 の分 類基 準)

固 定 資 産 の 名 称

固定資産の種類 構造 もし くは 名 称 構造の細目または用途 購入順の
連続番号

固定資産台帳の番号

N
I

NN N NNN

工 具 治 具 及 取 付 具 孔 明 治 具 7711× × ×

フ ラ イ ス 治 具 7712x× ×

旋 盤'治 具 7713× × ×

ボ ー リ ン グ 治 具 7714× × ×

用 具 7715× × ×

取 付 具 7716× × ×

そ の 他 7719× × ×

測 定 検査 工具 測 定 具 7731× × ×

試 験 機 7732× × ×

ケ ー ジ 7733× × ×

測.定 員 7734× × ×

そ の 他 7739× × ×

鍛 造 用 型 7740× × ×
;

鋳 造 用 型 枠 全 般 775.1× × ×

金 型 7752x× ×

小M 7753× × ×

中M 7754× × ×

大M 7755× × ×

コ ア ボ ッ ク ス 7756× × ×

全 枠 7757× × ×

鋳 造 用 具 7758× × ×

そ の 他 7759× × ×
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(事 例4)勘 定 科 目 コー ド

(固 定資産の部)

コ ー ド 大 科 目 中 科 目 小 科 目

(固 定 資 産)

(1100) (有 形 固 定 資 産)

1110 建 物

1111 事 業 用 建 物

事 務 所

住 宅

工 場

倉 庫

車 庫

荷 扱 所

賃 貸 用 建 物

そ の 他

1112 福利 厚 生 教 育用 建物

社 宅

病 院

学 校 ・ 研 修 所

保 育 館

ク ラ ブ ・ 寮

そ の 他

1113 建 物 付 属 設 備

電 気 設 備

給 排 水 衛 生 設 備

冷 暖 房 設 備

昇 降 機 設 備

消 火 ・災 害 報 知 設 備

ド ァ 自 動 開 閉 設 備

ア ー ケ ー ド 設 備

間 仕 切 等 店 用 装 備

そ の 他

1120 構 築 物

(用 途 お よび 構造 に よ っ て細

分す る。)
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コ ー ド 大 科 目 中 科 目 小 科 目

1130 機 械 装 置 (用 途 お よび構造 によ っ て細

分す る。)

1131 主 要 機 械 装 置

1132 附 属 機 械 装 置

1140 船 舶 航 空 機 (用 途 お よび構 造 に よ って細

分 す る。)

1141 船 舶

1142 そ の他 の 水 上運 搬 具

1143 航 空.機

1150 車 両 運 搬 具

1151 鉄 道 車 両

1152 自 動 車

乗 用 車

バ ス

貨 物 車

特 殊 自 動 車

1153 そ の 他 の 運 搬 具

オ ー ト バ イ

●
フ ォ ー ク リ フ ト

ト ロ ッ コ

そ の 他

1160 工 具 器 具 備 品

1161 工 具

測 定 工 具

検 査 工 具

治 具
'

取 付 工 具

ロ ー ル

型 工 具

切 削 工 具

そ の 他

1162 器 具

事 務 機 器

通 信 機 器

試 験 測 定 機 器
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コ ー ド

1

大 科 目 中 科 目 小 科 目

光 学 器 具

作 業 器 具

医 療 器 具

食 堂 器 具
'

自 動 販 売 機

そ の 他

1163 備 品

事 ・ 務 備 品

作 業 用 備 品

看 板 お よ び 広 告 器 具

金 庫 ・ 保 管 庫

容 器

家 具

書 画 ・ 骨 董

そ の 他

1170 土 地

1171 事 業 用 土 地

■ 事 務 所 用 地

住 宅 用 地

工 場 用 地

倉 庫 用 地

車 庫 ・駐 車 場 用 地

荷 扱 所 用 地

賃 貸 用 地

そ の 他

1172 雑 用 地

社 宅 用 地

病 院 用 地

学 校 ・ 研 修 所 用 地

体 育 館 及 び運 動 場 用 地

ク ラ ブ ・ 寮 用 地

そ の 他

1180 建 設 仮 勘 定 (工 事 の プ ロ ジェ ク ト毎 に細

分す る。)
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コ ー ド 大 科 目 中 科 目' 小 科 目

1190 その他の有形 固定 資 産

1191 除 却 仮 勘 定

1192 林 地

1193 植 林 . 立 木

1194 家 蓄

1195 果 樹

(1200) (無 形 固 定 資 産)

1210 営 業 権

1220 工 業 所 有 権

1221 特 許 権

1222 商 標 権

1223 実 用 新 案 権

1224 意 匠 権

1225 特 許 権 等 実 施 権

1230 賃 借 権 等

1231 借 地 権

1232 地 上 権

1233 地 役 権

1239 そ の 他

1240 電 話 加 入 権

1250 鉱 業 権

1251 試 掘 権

1252 採 掘 権

1253 租 鉱 権

1260 漁 業 権

1261 漁 業 権

1262 入 漁 権

ユ270 水 利 権

1271 水 利 権

1272 ダ ム 使 用 権

1280 施 設 利 用 権,

1281 電気ガス供給施設利用権

1282 水 道 施 設 利 用 権

1283 工業用水道施設 利用 権
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コ ー ド 大 科 目 中 科 目 小 科 目

1284 専 用 側 線 利 用 権

1285 鉄 道 軌 道 連 絡
通 行 施 設 利 用 権

1286 電信電話専用施設利用権

1287 温 泉 利 用 権

1289 そ の 他 の 利 用 権

1290 その 他 の無形 固定資産

1291 版 権

1292 原 画 権

1293 著 作 権

1299 そ の 他

(1300) (投 資 その他の資産)

1310 投 資 有 価 証 券

1311 株 式

1312 金 融 債

1313 電 信 電 話 債

1314 そ の 他 の 公 社 債

社 債

国 債

政 府 保 証 債

地 方 債

外 債

そ の 他

1315 投 資 信 託 受益証券

1316 貸 付 信 託 受益証券

1320 従 属 会 社 株 式

1330 従 属 会 社 社 債

1340 出 資 金

1350 従 属 会 社 出 資 金

1360 長 期 貸 付 金

1361 長 期 貸 付 金

1362 役 員 長 期 貸 付 金

1363 従業 員 長 期 貸 付 金

1364 支配従属会社長期貸付金

1370 投 資 固 定 資 産
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コ ー ド 大 科 目 中 科 目 小 科 目

1371 建 物

1372 構 築 物

1373 機 械 装 置

1374 船 舶 ・ 航 空 機

1375 車 両 運 搬 具

1376 工 具 器 具 備 品

1377 土 地

1379 そ の 他

1380 長 期 前 払 費 用

1390 その 他 の 長 期 資 産

1391 長 期 未 収 金

1392 長 期 滞 り 債 権

1393 長期 保管 有 価 証 券

1394 敷 金

1395 長 期 差 入 保 証 金

1396 従業員預 り金等引当資産

1397 長 期 金 銭 信 託

1398 公 共 的施 設 等 負担 金

公 共 的 施 設 負 担 金

共 同 的 施 設 負 担 金

1399 そ の 他

■

角
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(2)

01固 定 資 産

010有 形 固 定 資 産 0100建 物 01000事 務 所

01001倉 庫

0100V建 物 原価 償却 引当金

OlO1構 築 物 01010岸 設 備

0101V構 築物減価償却引当金

0102車 輌 運 搬 具 01020乗 用 車

01021貨 物 自 動 車

・1・2V審 攣 響 具当醇

0103器 具 備 品 01030金 庫

01031商 品 容 器

01032シ ョ ー ・ ケ ー ス

・1・3V警 吏 値引品 堅 塁
・

0104土 地

0105建 設 仮 勘 定

011無 形 固 定 資 産

0110営 業 権

0110V営 業権減価償却引当金

0111借 地 権

0111V借 地権減価償却引当金

0112商 標 権

0112V商 標権減価償却引当金

0113実 用 新 案 権

実 用 新 案 権 減 価0113V
償 却 引 当 金
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(3) (4)

固 定 資 産12 128固 定 資 産

有形 固 定 資産121 129有 形 固 定 資 産

建 物1210建 物12100 130建 物

131△ 減 価 償却 引 当金

構 築 物1211構 築 物12110
132構 築 物

133△ 減価 償却 引 当金

134機 械 装 置

機 械 装 置1212機 械 装 置12120 135△ 減 価償 却 引 当金

136車 輌 運 搬 具

車 輌 運 搬 具1213車 輌 運 搬 具12130 137△ 減 価 償 却 引 当金

138工 具 器 具 備 品

工具 器 具 備 品1214 139△ 減価 償 却 引 当金

140そ の 他 償 却 資 産
工 具12140

141△ 減 価 償 却 引 当 金

器 具 ・ 備 品12141
ユ42土 地

143そ の 他
、

土 地 ユ215土 地12150 144建 設 仮 勘 定

145△ 引 当 金

建 設 仮 勘 定1216建 設 仮 勘 定12160 146△ 特別減価償却引当金

147△ 特 別 減価 償 却準備 金 .

148△ 買 換 資 産 引 当 金

(5)
149△ 圧 縮 記 帳 引 当 金

150無 形 固 定 資 産

建 物131 151施 設 利 用 権

有 構 築 物132
152特 許 権

153そ の 他

固 形 機 械 及 び 装 置 ユ33
ユ54投 資

固
鉛 白134 155関 係 会 社 投 出 資

定 定
車 輌 及 び 運 搬 具135

工 具 器 具 及 び 備 品136

156そ の 他 投 出 資

157関 係 会 社 長 期 債 権

'資
土 地137 158長 期 売 上 債 権

資 産 建 設 仮 勘 定138
159そ の 他 長 期 債 権

建 設 前 払 金139
160投 資 固 定 資 産

16ユ そ の 他

産
無
形

特 許 権141
162△ 貸 倒 引 当 金

固 利 用 権142

定
資 その他の無形固定資産143

産 長 期 前 払 費 用144
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なお物 品 コー ド分科 会 で調 査 した土 地,建 築 物 コー ドについ ての結 果 は 次 の とお りで あ る。

土 地 コー ドに関 す る回答 数 は20件

企業 内標 準 化 とし た もの5件

JIS制 定 を明示 した もの8件

であ る。

土地 コ ー ドのエ レメ ン トと して は地 目(9件),所 在地(都 道府 県)(4件),用 途(2件),そ

の他 メ ッシ ュ ・ナ ンバ ー,郵 便 番号,物 件 別連 番,国 ・公 ・民有別,固 定 資産 区 分,土 地 の種 別,地

質,土 性,傾 斜度,建 物 構築 物,建 築 の 有無,土 地所 有者,取 得 年 度が あ げ られ て い る。

特 に メ ッシ ュ ・ナ ンバ ーに よ るコ ー ド化 の制 定 を急 ぐようにとの要 望 が出 されて お り,メ ッ シ ュ の

細分 と して200m×200mを あ げて い る。

また不動 産 登 記法令 にあ る地 目分 類 の うち使用 ひ ん度 の 高 い農 地(田 畑),山 林,宅 地 な ど は1～

9の 並 列表示 が で きる よ うに コー ド化 す るよ う希 望 してい る。

ρ

つ

'
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例1

土地 コー ド(大 分 類)

■

`

1.田 1.宅 地 111.宅 地

2.畑 2.山 林 112.田 地

3。 3.保 安 林 113.公 用 地

}宅 地
4. 4.原 野 114。 雑 種 地

5.鉱 泉 地,池 沼 5.畑 115,山 林

6.山 林 6.鉱 泉 地 116.原 野

7.牧 場 7.一 ・117 .水 面 埋 立 地

8.原 野 8.一 118.一

9.雑 収 地 9.そ の 他 119.そ の 他

θ

中

例2

登 記 地 目 コ ー ド2け た

現 況 地 目 コ ー ド

例3

地 目 明 細 コ ー ド1け た

a)宅 地 コ ー ド

地 目

地

地

他

地

田

泉

沼

林

場

野

種

の

田

畑

宅

塩

鉱

池

山

牧

原

雑

そ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

コ ー ド

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

宅 地 コ ー ド

一 般 住 宅 地 1

併

用

住

宅

地

居住の用

に供され

る部分

農家において居住の用に
供される部分

2

農家以外において居住の
用に供される部分

3

業務 の用 に供 され る部 分 4

農 家 の 住 宅 地 5

そ の 他 の 宅 地 6

b)朶 筐極 地 コー ド

雑 種 地 コ ー ド

ゴ ル フ 場 1

鉄 軌 道
A

2

そ の 他 3
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例4

用 途 地 区 別 コ'一 ド 2け た

用 途 地 区 別 コ ー ド

商
業
地
区

繁 華 街

高 度 商 業 地 区

普 通 商 業 地 区

11

12

13

工
業
地
区

大 工 場 地 区
・

小 工 場 地 区

家 内 工 業 地 区

21

22

23

住
宅
地
区

併 用 住 宅 地 区

高 級 住 宅 地 区

普 通 住 宅 地 区

31

32

33

村
落
地
区

集 団 地 区

村 落 地 区

41

42

特 殊 地 区 51

次 に建 築 物 コー ドにつ い て 見 る と建 築 物 コ ー ドに関 す る 回答 数 は

企 業 内制 定 と した もの

JIS化 を 明示 した もの

固定 資産 コー ドあ るい はその 一部 と した もの

で あ り,部 分 的JIS化 を希 望す る もの2件 が あ る。

17件

3件

6件

2件

建 築物 コー ドの エ レメ ン トと して は用 途(11件),構 造(8件),材 料(6件),所 在 地(3件),

耐用 年数(2件),地 域(2件),そ の 他建 物 番 号,機 能,図 面,設 計変 更,取 得 年度,勘 定科 目,

所 有者,管 理 者,完 成年 月 日,材 質,主 建物 ・付 属建 物 別が あげ られ て い る。

日本 標 準建 築 物用 途 分 類(行 政 管理 庁)に 準 拠 したJIS化 が 意見 として 出 され て お り,ま たエ レ

メ ン トとし ての構 造,用 途 につ い て は 「カ ナ 」の表 意 コー ドを 望 んで い る。

●
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例1

木 ・非 コ ー ド

コ ー ド

木 造 1

非 木 造 2

例2

種 別 コ ー ド

種 類 別 コ ー ド番 号 種 類 別 コ ー ド番 号

専
用
住

.

宅

一 般 住 宅 用
01 旅 館 ・ 料 亭 15

農 家 用 02 待 合 16

併

用

住

宅

住宅部分

一 般 住 宅用 03 事 務 所 ・ 銀 行 17

農 家 用 04 店 舗 ・ 百 貨 店 18

そ の他 の 用 の 部 分 05 劇 場 ・ 映 画 館 19

農 家 住 宅 06 キ ャ バ レ ー ・ダ ン ス ホ ー ル 20

養 蚕 住 宅 07 病 院
"
21

小 漁 者 住 宅 08 浴 場 22

酪 農 舎 09 工

場

農 家 用 23

附
属

家

一 般 住 宅 用 10 そ の 他 の 用 24

農 家 用 11 倉

庫

農 家 用
'25

そ の 他 の 用 12 そ の 他 の 用 26

ア パ ー ト 13 土

蔵

一 般 住 宅 用
27

ホ テ ル ・ 簡 易 旅 館 14 農 家 用 28
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例3

構 造 コ ー ド

(非 木 造)

構 造 コ ー ド

鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 1

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 2

鉄 骨 造 3

軽 量 鉄 骨 造 4

れ ん が 造 5

コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 造 6

(木 造)

構 造 コ ー ド

亜 鉛 葺 1

瓦 葺 2

瓦 亜 葺 3

ス ト レ ー 葺 4

セ メ ン ト 瓦 葺 5

草 葺 6

合 成 7

そ の 他 8

階 層 コ ー ド

一 階 建

二 階 建

そ の 他

1

2

3

例4

新築 ・増築区分
■

判 定 区 分 コ ー ド

新 築 1

増 築 2

そ の 他 0

6
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例5

●

●

構造 別 コー ド

構 造 コ ー ド

木 造 モ ル タ ル 造 1

木 造 2

土 蔵 造 3

鉄 骨 造 4

煉 瓦 造 5

石 造 6

ブ ロ ッ ク 造 7

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 8

鉄 骨 鉄筋 コ ン ク リー ト造 9

用 途 別 コー ド

用 途 コ ー ド

事 務 所 1

社 宅 2

厚 生 寮 他 3

事 業 所 及 営 業 所 4

倉 庫 5

工 場 6

そ の 他 の 建 物 7

■

●
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(2)JIS化 に対 す る諸意 見

ア ンケ ー ト調 査お よび イン タ ー ビュー の結 果 として,固 定資 産 品 目コー ドあ るい は コー ド一 般 につ

い て述 べ られ た意 見 は,JIS化 に関 す る もの にせ よ,社 内 コ ー ドを も含 む もの にせ よ,種 々参 考 に

値 す る もの を もってい る。 そ こで次 にお もな意 見 を紹 介 し,解 説 を付 す。

イ.税 法上 の 固定 資 産分 類 基 準 との関連 性 を もたせ るこ と

税 務 上の 目的 を考 えた場 合,税 法 と くに 「耐用 年 数 省 令」 にお け る固定 資 産 分類 方 式 を考 慮 す る

こ とは不 可 欠 とい え よ う。

ロ、 勘 定科 目 とな らん で 制定 の こ と

固定 資産 品 目 コー ドは,一 事業 体 の 内 部 にお い て 勘定 科 目 コー ドと切 り離 して考 え る こ とは で き

ない。 勘 定科 目 コー ドは企 業 の会 計処 理,報 告 上 意義 を もつ だ けで はな く,企 業 の財 産保 全 の一 環

として の資 産管 理 上 も重 要 な役 割 を果 して い る。 これ は会 計 の もつ 固有 の職能 に基 づ く もの で あ る。

固定 資産 品 目コ ー ドもその 点 で勘 定科 目 コー ドと重 複 す る利用 目 的 を有 してい るの で あ るか ら,両

コー ドは密接 な関連 を有 す るよ うに設 定 され る ことが 望 まれ る。

ハ 使用 目的 に よ って コ ー ド化 の仕方 が異 な る もので あ るこ と

デ ー タ ・コ ー ド化 は それ が 目 的 を顧 慮 され ず に行 な われ て も意 味が ない 。 む し ろ積 極 的 に 目的 を

明確 に認 識 し,こ れ を 出発 点 とし て コー ド標 準 化 がすSめ られ な けれ ばな らな い。 コー ドは い った

ん標 準 化 されJIS化 された 場合 には,そ う容 易 か つ ひん ぱ んに は改 訂 で きない の であ るか ら,現

在 にお け るその利 用 目的 だ けで は な く,予 測 し う る長 期 的将 来 に向 って の利 用 目 的 を推 定 して,こ

れ をコ ー ド標 準化 に反 映せ し め る ことが必 要 と考 え られ る。

三 公 共 性 を もっ た もの,法 的規制 を 受 け る もの はJIS化 す る こ とが 望 ま しい

デ ー タ ・コー ドのJIS化 は コ ン ビ。ユ ー タ利 用 の 効率 化 をは か ると同時 に,情 報利 用 の 互 換 性や

共 同利 用 化 を 目的 とす る主 ので あ るか ら,JIS化 は,公 共 性 を もった もの を対 象 として 行 なわれ る

るの は 当然 の こ ととい わな けれ ばな らない 。 法 的規 制 を受 け る もの も結 局は一 般 性 を もっ た もの で

あ るか ら,同 様 にJIS化 の対 象 と され な けれ ば な らな い。 この要 望 はデ ー タ ・F-一 ドを標 準 化 す

べ き対 象を 限定 す る と と もに,標 準 化す る こ との 望 ま しか らざ る もの を反面 にお いて 示 唆 してい る

もの と解 され る。

3.1.3取 引 き 決済条 件 コー ド

(1)ア ンケ ー ト調 査 の分 析

取引 き決済 条 件 コー ドは商 品取 引 に関 す る決 済方 法 お よび取 引 に関 す る条件 の コー ド化 で あ り,J

IS化 につ い ては,波 及 範 囲 のせ まい こ とと,実 体 の はあ くが 因難 な こ とか らそ の標 準化 は不 適 当 と

判 断 され た.し か し取引 に関 して現 在 お こな われ てい る実 際の 事務 処 理 を考 えて み ると諏 引 の 当 事

者 が それ ぞれ 独 自の コー ド体 系 な りそ れ に類 似 した もの を もっ てい て,互 い に相 手 の発 行 した注 文書

な り納品 書 を 自分 の コ ー ド体 系 に変換 して い る実例 が 多 い。 この よ うに もし取 引 き決 済 に関す る条

件 の一 部分で もそ の標 準 化が 可能 で あ るとす れ ば,事 務 の 効率 化 に大 い に プ ラスに な り,ま た,い わ

ゆ る願 管理 の た めの灘 デ ー タとして 役 立 つ と思 わ れ る・ さ らに前 回 の ア ンケ ー トの結 果 におい て
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⑨

●

,

も,取 引 き決済 条 件 コ ー ドのJIS化 の 必要 性,緊 急性 が うか が われ ると こ ろか ら,今 回 の調 査 の対

象 項 目に加 え られ たの であ った。

今 回 の ア ンケ ー トの 結 果,79件 の 回答 の 中 で18件 にっ い て,何 らか の形 で取 引 き決 済条件 コー

ドに 記入 が 見 られ,JIS化 希望 は4件 で あ った。 その 中 で コ ー ドの設 定例 を み ると,決 済 方法 と し

て の現 金,手 形 相 殺 な ど を表 わ す コー ドを中 心 とす る体 系 を示 す例 が多 か っ た。 しか し,な か に は

次 の例 に み られ るよ うに,か な り詳 細 に わ た って コ ー ド化 してい る企 業 もあ る。

例XXXX)(XXXXXXAAAANNNNNNXXXXNN

}}}}}}}}

〆切 日 支 払 期 日基 準 手形 サ イ ト 金 額 割合 計 算 タ イプ 、金 利 日数 利率

(X:英 字N:数 字)

いず れ に して も,調 査対 象 とな っ た会 社 の多 く は取 引 き決 済条 件 コー ドを設 定 して お らず,ま た設定

してい て も,ほ とん どが決 済条 件 の 中 の決 済方 法 に つい て のみ,そ の コー ド化 をお こな って い るのが

現 状 とい え よ う。

次 に ア ンケ ー トの中 にあ らわ れ た コー ド化 に対 す る意 見 要 望 をみ て み る と,そ の 数 はわず か なの

で そ こか ら一 般 的な結 論 は 出せ ない が,決 済 方 法 を と りま く一 部の 条 件 のみ をJIS化 して,そ れ以

外 は企 業 内でお こな うべ きであ る とす る意 見が 多 か った。 これ は業 種 ご とに異 な る取 引 き の形 式 をい

か に標 準化 すべ きか とい う問題,取 引 きの詳 細 な 内容 を当事 者以 外 に知 られ た くない とい った事 情,

あ るい は,ま た コー ド化 して い ない 部 分 にっ い て は その標準 化 に対 す る認 識 が まだ少 な い とい っ た こ

とに よ る'もの と思 われ る。

以上 の よ うに,取 引 き決 済条 件 コ ー ドの現 状 お よ びア ンケ ー トに み られ る意 見 に基 づ く限 りに おい

ては,JIS化 は 決済 方 法 を中 心 とす る一 部 の条 件 のみ とす る ことが 望 ま し い結 論 とな る。 そ して,

決 済 方法 と して は現金,手 形 な どの限 られ た方 法 しかな いの で,こ の コ ー ド化 にあ た って は,コ ー ド

の種 類 の選択 が 問 題 とな るだ けで あ る。 しか し本 項 では,将 来 にお い て さ ら に多 くの 条件 のJIS化

が 必 要 とな る場 合 を規 定 して,取 引 き決 済条 件 コー ドの 項 目をで き るだ け細 部 ま でま とめ て参考 に供

す こ とにす る。

なお,ア ンケ ー トの 回 答 とと もに各社 か ら提供 を受 けた取引 き決 済関 係 コ ー ドの 実 際例 をあ げ る と

次 の とお り'であ る。

●
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例

(国 内関 係 受渡 条件 コー ド)

2け た 目

上1け た 目

1.

置 場

(渡)

2.

岸 壁

(渡)

5.

ト ラ ッ ク

6.

貨 車

7.

側 線

(貨 車)

8.

船(又 は

艀)

9.

輸送 機関

指 定 な し

1.(置 場)渡 11 12

2.積 込 渡 25 26 28

3.乗 渡 35 36 37 38 39

4.卸(揚)渡 45 46 48

5.は い 付 渡 55

6,積 替 渡 68

サ ー ビス セ ンター渡7
.(乗 渡 か卸 渡 か不 明) 79

8.
`

9.そ の 他 99

▼

(輸 出関 係 受渡 条 件 コ ー ド)

80 EX GODOWN

81 FAS

83 FOB BERTHTERM

84 FOB FI-ST

85 C&F

87 CIF

99 その他

●

●

運 用

注 文 書 上に 必 ず 上 記 のとお り設 定す る。

略号 は ロー マ字 また はカタカナで必 ず記 入 す る。
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決 済 条 件

H・B 国 ・輸 コ ー ド 文 言 実数
口 糧 注 記ロロ ■

H B 国 輸 A・N けた数 A・N けた数 けた数

○ ○ 全品種 A・N 5 25 〆切・決済・ 鍵 手足 翻 §利率

又は

6

以内

[口 口 口 口[]
○ ○ 全品種 A 1 25

条件 自由 コー ド

又 は

3

以内
' [i⊃:1

記入要領

コー ドは該 当 コー ドを要 素 別 に記 入 す る。

(例)① 出荷20日 〆切当月末90日 約手金利売主負担

コ ー ドC.A.0..3・0( .)

② 基本契約通り

コ ー ド K()()() (){)

注文者記入せず

③ その他決済条件

コ ー ド Z()()()()()

人

Y

ノ

コ ー ド メ ー カ ー 自 由, 但し記入は注文者

運 用

① 注文 書上 に 必ず 設 定 す るが,国 内の6け た目,輸 出の 下2け た,文 言欄 の設 定 は メー カ ー自

由 とす る。但 し設 定す る場 合 は.ヒ記の通 りとす る。

② コー ド表 以 外 の条 件 コー ドはメ ー カ ー 自由(記 入 は注 文 者)と す る。
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コ ー ド 体 系

〆 切 日

コ

|

ド

決 済 日

コ

|

ド

現 金 比 率

コ

|

ド

手形 サ イ ト

コ

1

ド

金利負担期間

コ

|

ド

,

出荷10日 〆切 A 当 月 末 A 全 額 手 形 0 全 額 現 金 0 注文者負担せず 0

〃15日 〃 B 翌月5日 B 10現 金残手形 1 1ケ 月 1 1ケ 月 負 担 1

〃20日 〃 C 10日 C 20〃 2 2〃 2 2〃 2

〃 月 末 〃 D 15日 D 30〃 3 3〃 3 3〃 3

検 収10日 〆 切 E 20日 E 40〃 4 4〃 4 4〃 4

〃15日 〃 F 末 F 50〃 5 5〃 5 5〃 5

〃20日 〃 G 翌 々月末 G 60〃 6 6〃 6 6〃 6

〃 月 末 〃 H 3ケ 月後月末 H 70〃 7 7〃 7 7〃 7

基 本 契 約 K 4ケ 月後月末 K 80〃 8 8〃 8 8〃 8

そ の 他 Z 90〃 9 9〃 9 9〃 9

全 額 現 金 X 1/2負 担 A

5現 金残手形 A 1/3負 担 B

15〃 B

,'「 25〃 C

35〃 D

45〃 E

55〃 F

65〃 G

75〃 H

85〃 K

95〃 L

1/3〃 M
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(2)取 引 き決 済 条件 の 実 際

取 引 き決 済 条件 は 財 あ るい はサ ー ビスの売 買 にあ た って とりか わ され る売 買契 約 書 お よ び注文 書 や

見積 書 な どに 記載 され て お り,特 殊な 財 や サ ー ビスの売 買 の 場合 を除 い て その 様式 は規 格 化 され て い

る ことが 多 い。 ま た多 くの会 社 で は購 入 に あ たっ て と るべ き手 順 を明 文化 した購 買 規 定 とい っ た もの

を設 け てい る。 そ こで,取 引 き決 済条 件 に含 まれ る諸項 目の実 態 を み るため に,数 社の購 買 規 定,注

文書 様 式,見 積 書 様式 を検討 して み た。 図1は 注 文書,図2は 見 積 書 の一例 で あ る。

注 文 主
旨

●

発 注 先 納 入 場 所 資 産 番 号

依 頼 部 ※ 調 部

品 名 数 量 単位
1概 算 額

希望納期 発 注数]i量 単 価 発 注 金 額 指定納期

ぶ

資産台帳名称 規格 ・仕様 本注文{!}に よる注 文引受条件 は次の とお りとす る。

(略) .

備'考

依 頼 部 調 達 部

部

課

TEL()

依 頼年 月 日 依 頼 書 番 号 注 文 番 号 注 文 年 月 日

年 月 日 年 月 日

注)1.資 産番号の ある ものにっいては,弊 社 支給 のプ レー トを取付け

た うえ納品の こと。

2.プ レー トの取付場 所その他詳細につ いて係 員の指示 に従 うこと。

常 務 部 長 課 長 係1竜 係

資 産 場 所

■
●

図1.

一143一



見 積

殴

書

第 号

昭和 年 月 日

品 名 数 量 単 価 金 額

`

代 金 合 計

1代 金支払条件:検 収後現金直払

1納 入 期 限

1納 入 場 所

1見 積有効期限:発 行後一ケ月以内

備 考

御照会の上記物件に対 して上記のとお り御見積を申し上げます。

図2.
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以 下 で は取 引 き決済 条件 の 諸項 目 につ いて そ の 内容 お よ び標 準化 の 可能 性 を考 えて み るこ とに す る。

まず 図1,2か ら取 引 きの 内容 に 直接 関 連す る項 目をあ げて み る と次の よ うにな る。

① 納 入条 件 として,納 入場 所 納入 期 限,納 品の 際の 検査とその費用,延 滞 料 に関す る条 件 が示 さ

れ てい る。 そ し てそ の他 に も,物 に よ って は荷 造 り包装,輸 送 方 法 な どに 関す る条 件 も考 え られ

る。

② 支 払 い条 件 として,現 金 直 払 いが 示 され てい るが,そ の 他 に も支 払 い 方 法 と して,手 形,相 殺

な どが あ り,ま た支払 い期 日,支 払 い場 所 な どが条件 に加 わ って こよ う。

③ 注 文 品 その もの に関 す る条 件 と して,要 求仕 様,要 求規 格 注 文数量,価 格が あ る。

以上 の各項 目は取引 き条 件 の内 容 そ の もの に 関 す る もの であ るが,そ の他 に も,発 注 先,注 文 書 の

作 成 日時,注 文 番 号,注 文 を依 頼 した 部 課名 な どを示 す項 目が加 わ っ て一 つ の注文 書 を構 成 して い る。

そ こで次 に これ らの項 目の 一つ一 つにつ いて 検討 して み よ う。

(イ)納 入 場 所

納 入 場所 は地理 的 場所 と しての納 地 と,会 社 内 の具 体 的な 倉庫 とか置 場 とか,あ るい は部 課 を示

す名 称 か ら成 るが,取 引 きの ひん どが 多 い 場合 に は後者 だけ で 十 分で あ る。納地 に つ いて は,JI

S化 が 進 め られ て い る場 所 コ ー ドによ って標 準 化 す るこ とが 可能 で あ るが,組 織 上 の 場 所 は企 業 に

よって バ ラバ ラで あ り,そ れ を統 一 す る こ とは 困難 で あ る。 したが っ て納 入 場 所 は企 業 内 部の コー

ドが用 い られ る こ とに な るだ ろ う。

(・)納 入期 限

納 入 の方 法 として,発 注 量 が1回 で納 入9れ る一 括納 入,2回 以 上 に分 け て納 入 され る分 割納 入,

注 文主 の要 求 に よ りそ のっ ど納 入 す る要 求 分 納 な ど,い くつ か の方 式が あ るので,そ れ ぞ れに応 じ

て納 入期 限 を示 す 必要 が あ る。 納 入方 法 につ い て はあ る程度 の標 準 化 が可能 と思 わ れ る。 納 入 期限

はJIS化 が終 ってい る 日付 コー ドを用 いれ ば よい。 しか し情 報化 が進 む につ れ,時 刻 の要 素 が大

き くな るの で時 刻 コー ドも必 要 にな ろ う。 ・

内 検 査

納 入 時 に お け る検 査 は抜 き取 り検査 をは じめ として いろ い ろな 方法 でお こな われ,コ ー ド化 され

て い る例 も多 い。

(⇒ 延 滞料

延滞 料 は納 期 の延 滞 に対 して徴 収 す る もの で あ り,必 要 な と きには条 件 とし て明示 して おかね ば

ぐ

な らない。 しか し延 滞 に対 す る標 準 的 な処 理 方 法 が確立 されて い る とは思 われ ない 現 在 で は,コ ー

ド化 の対 象 に はな り得 な い。

(ホ)荷 造包 装

梱 包 の材 料,寸 法,荷 造 り具 合,荷 姿,積 み重 ね の 耐荷重 とい った ことに関 す る条 件 だが,こ れ

も商 品 によ って変 動 の 幅 は大 き く,コ ー ド化 が 可 能 に して もJIS化 の対 象 に はな り得 な い。

(づ 輸 送方 法

輸 送 手段 と して は,ト ラ ック,鉄 道,航 空 機,そ して船舶 によ る場 合が 考 え られ る。 そ して それ
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それ の輸 送 方法 に 関 連 して,運 賃 お よび保 険料 の 負担 の範 囲 を決 め る必 要が あ る。 輸送 手 段 につ い

て は コ ー ド化 が 可 能 で あ ろ う。

(ト)支 払 い方 法

購 入物 品 に対 す る代 金 の支 払 方 法 には,一 般 的に い ってつ ぎの よ うな場 合が 考 え られ る。

α)現 金払 い … …現 品 を受 け入 れ る前 に,全 額 あ るい は その 一 部 を現 金 にて支 払 う もの で前金 払い

と もい う。

ゐ)手 形 先 払 い … …先 払い を手形 で支 払 う もの 。

0)現 品 引 換現 金 払 い … …現 品 を受 け入 れ る と同 時 に その代 金 を現 金 で支 払 うもの。

4)現 品 引換 手 形払 い … …現 品 を受 け入れ ると同時 に その 代 金 を手 形 で支 払 う もの。

θ)一 部 を前 金,残 額 を納入 時 に支 払 う場 合 …… これ に は前 金支 払 い に現 金お よび手 形 の 別,そ し

て残額 の支 払 い に も現 金 か手 形 か で場 合 が 分 かれ る。

f)一 定 日締切 り,後 日払 い … … これは た と えば25日 締 切 り翌 月10日 払い とい った場 合 であ り,支

払 い は現 金 あ るい は 手形 に よ る。

夕)相 殺 勘 定 ……先 方 の支 払 い 額 と当方 の支 払 い 額 とを相 殺 す る もの。

ん)物 々交 換 に よ る場 合 … …支払 い 方法 に は この 他 に も特 殊 な ケー スが あ るか もしれ ない が,一 応

この位 で 実 際の 取 引 きの大 部 分が カバ ー され る と思 われ る。し たが ってコー ド化 も不 可能 で は ない。

支 払 い に 関 し ては更 に支 払 い期 日お よ び支 払 い場 所 が 明示 され な けれ ばな らな い が,前 者 につ

い ては 日時 コ ー ドが,そ して後 者 に つい ては,も し取引 き銀 行 が支 払 い場 所 として指 定 され る場

合に は企 業名 コー ドが利 用 で き るだ ろ う。 そ の他 に も,現 金,手 形 の両 方 が 用い られ る場合 に は

そ の割 合,あ るい は ¢)の 場 合 には 前払 い金 の割 合 を明示 す る必要 が あ る。

(チ)要 求 仕様,要 求規 格

注文 品 に対 す る仕 様の 要 求 は仕 様書 の 形式 で 添付 され る ことが 多い 。購 入 品 が標 準化 され た製品

であ れ ば そ の品 名 や銘 柄 で十分 で あ るが,特 殊 な製 品 の場 合 に は,そ の製 品 に関 して,構 造,機 能,

材質,製 造 法,設 計 図 面 な どが 加 え られ る こ とに な る。 前 者 の 場 合に は 品 名 コー ドを使 うこ とがで

きる。

(リ)注 文 数 量,価 格

価 格条 件 に は取 引 き数 量 に応 じて,値 引 き,割 戻 しあ るい は リベ ー トな どが 考 え られ る。

取 引 き条件 と して は,前 述 の諸 条 件 の ほか に も,ク レー ム処 理 の方 法,解 約 時 の取 扱 い 条件,な

どい くつか の 条 件が 考 え られ るが,JIS化 の対 象 とす るには 問題 が 多 い。

これ ま で は国 内企 業 間 の取 引 き を想定 して,そ の取 引 き条 件 に つい て みて きたが,さ らに,外 国

企 業 との 取 引 きに は また 特 殊 な条件 項 目が加 わ るこ とに な る。 以 下で は輸 出 入 にお け る取 引 き条件

にっ い て考 え るこ とにな る。

(3)貿 易売 買契 約 の基 本 条 件

貿易 売 買契 約 を成 立 させ るうえで もっ と も直 接 的 な条 件 は,品 質,価 格,数 量,受 渡 し,そ して決

済 に 関す る条件 で あ る。
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(イ)品 質 条 件

取引 きしよ うとす る商 品 の品質 を明 らか にす るため に は,品 質 の基準 を何 に お くか,そ して どの

時 点 での 品質 を と りあ げ るの か に よ って い くっか の 場合 が あ る。 前者 につ い ては,大 き くわ けて,

見 本 を用 い る場 合(見 本売 買)と 記 述 ない し説 明に もとつ く説 明売 買が あ る。 さ らに説 明 売 買は 銘

柄 売買,規 格 売 買,仕 様 書 売買,そ して標準 品 売 買 に分 け られ る。

次 に 品質 を決定 す る時 点 にっ い て は,船 積時 に す るか,陸 揚時 にす るか に よ って,船 積 品質 条 件

と陸 揚 品質 条 件 とが考 え られ る。 、

(ロ)価 格 条 件

価格 を決 め る場 合 に は そ の基礎 とな る貿 易 条件 が 問題 とな る。 貿 易条 件 は売 手 が どの 範 囲 までの

費用 を負担 す るか,契 約 品に 対 す る危 険負担 が どの時 点で売 り手 か ら買い 手 に移 り変 わるか,ま た契

約品 の 所 有権 の移 転 が どの 時 点 で売 り手 か ら買い 手 に移 転 す るか を示 す。 た とえば,F・O・B・,

C・1・F・ な どが あ る。・

価格 条件 に は さ らに貿 易 の 価格 を ど この国 の 通 貨 で表示 し,決 済 す るか とい う取 引 き通貨 の 問題

があ る。 現 在 の標 準 決 済 規則 に よれば,ド ル を は じめ として,15種 類 の 通貨 が 指定 受領 通 貨 と し

て認 め られ て い る。

内 数量 条件

数 量 条件 に関 して まず問題 に な るの は取 引 きの 数量 基 準 として 用い る単位 で あ る。 これ は商 品 の

性 質 や慣 習 か ら種 々の もの が あ るが,大 き くわけ る と,重 量 と して,ポ ン ド,キ ロ グラム,ト ンな

ど,容 積 と して,容 積 トン,バ ー レル な ど,個 数 として,個,ダ ー ス,グ ロ スな ど,包 装 と して,

樽,袋,箱 な ど,長 さ と して,メ ー トル,ヤ ー ド,そ して面 積 と して,sft(spuarefoot)

な どがあ る。

次 に数量 決定 の 時 点 をいっ に す るかに よ って,船 積時 の 数量 を用 い る船 積数 量 条件 と,陸 揚 時 の

数量 を用 い る陸揚 数 量 条件 が あ る。 そ して 目方 を はか る際 に も,は か り方 を ど うす るか,風 袋 を ど

うす るか な どに よ って い くっ か の方 法 が考 え られ る。

数 量 条件 には さ らに,数 量 の過 不 足 があ った場 合 の処 理 方 法や取 引 き量 に上 限,下 限 をつ け る条

件が あ る。

←)受 渡 し条 件

受 渡 し条 件 と して は 受渡 し場 所,受 渡 し方 法,受 渡 しの期 限,そ して 海上 保 険 な どか そ の主 た る内

容で あ る。 受 渡 し場 所 はF.O.B.横 浜 な どの よ うに貿 易 条件 に 含 め られ て い る。 受渡 し方 法 も,

結 局 は 代金 の 決済 条 件 の問 題 とな る。 そ こで まず 受渡 し期 限 を考 え る と,航 海 に と もな う不確 定 性

か ら,納 期 と して は船 積 み の時 期 が用 い られ るの が普 通 で あ る。 船積 時 期 の 決 め方 に は,特 定 の単

一月
,何 日以 内 とす る場 合 な ど,い くっ か の方 法 が あ る。

海上 保 険 はF.O。B.やC.&.F.契 約 にお い て は買 い手 が,そ してC・1・F・ 契 約 の場

合 には 売 り手 が 保 険 会社 と契約 しな けれ ばな らない。

(ホ)決 済 条 件

代 金 決済 の 方法 と して は,信 用状 決 済 と荷 為 替手 形 決 済が あ り,ま た代 金支 払 い の時 期 を考 え る
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と,前 払 い,延 払 い,繰 延払 い とに分 か れ る。

3.2標 準 化 の 問 題 点

3.2.1企 業 形態 コー ド

(1)コー ドの利 用 目的

前 項 で は様 々な角 度 か ら企業 形 態 の分 類 を試 み た。 しか し,も ち論,こ れ らの 分類 が す べ て有 用 で

あ る とは限 らな い。 もしす べ て の分類 を含 め て コー ド化を考 え る とすれ ば,そ の た めに 必要頓 ナた数あ

るいは コー ドの構 造 は,か なh複 雑 に な って しま うであろう。 現 状 で はせ いぜ い 法律 上 の 分類 に もとつ

く企 業形 態 コ ー ドが あ れば 十 分 と思 われ る。 さ らにい くつか の観 点か らす る企業 形 態 の コー ドをJI

S化 の対象 に加 え るとす れ は,そ の コー ドの 利用 の可 能性 につい て考 え てお く必 要が あ る。

(イ)一 般 的 な事務 処 理

現 在 の と こ ろ企 業形 態 コ ー ドは,企 業 コ ー ドと結 び つ けて一 般 的 な事務 処 理 に おい て 用 い られ て い

る。通 信 事 務 の た めの宛 名 書 き,請 求 書 発 行 な どの 取引 事務 な どが その 例で あ るが,こ れ らの 目的 の

た めに は その 性質 上,法 律 上 の企業 形 態 が使 わ れ てい る。

(ロ)各 種 統 計 の作 成

流 動 的な 企業 環 境 にお い て経 営活 動 を行 な うた めに は,的 確 な る現状 認識 とそれ に もとつ く将 来の

見通 しが必 要 とな る。 政府 機関 をは じめ と して 各 方面 で 作成 され てい る諸統 計 は,そ の ため の基 礎的

なデ ー タ と して重 要 な役 割 を は たして い る。 企 業 ベ ースの デ ー タ も法律 的 な形 態 区 分 をは じ め と して,

多 角的 な イ ンデ ックスが っ いて い れば,同 じ基 礎 デ ー タ を もとに よ り多 くの有 益 な 統計 作成 が可 能に

な る。 た と えば 資 本 金 に 基 づ く規 模 別の 分類 を示 す コ ー ドが あ れば,業 種 別の 集 中 度 な ど を示 す統

計 が 簡単 に集 計 され る こ とに な る。

内 検 索業 務 へ の 適用

十分 な くわ し さを もっ 企業 形 態 コ ー ドと企 業 名 ま で特 定で き る固 有名 コー ドが あれ ば,企 業単 位 の

資料 の 集積 が 容 易 にな り,い わ ゆ る会社 絵 鑑 とか 会社 要 覧 とか の資料 のデ ィ ジ タル が可 能 とな り,信

用調 査,企 業 系列 調 査の よ うな業 務 が容 易 に な る。

多方 面 で有 効 な,こ の よ うな検 索 の た めの フ ァイ ルが作 りえ るか ど うか は大 きな 問題 で あ るが,コ

ー ドの統 一 化 は 資料 の流 通 を生 むで あ ろ うし
,そ の資料 の利 用 ひん 度が 高 ま れば,修 正 を重 ね て十 分

実務 に堪 え る もの とな ろ う。

ただし,資 本 自由化 が進 展 し外 資 系企 業 の 進 出 が は なは だ し くな った と き,こ の よ うな資 料 は 非 常 に

有用 とな り,お お い に利用 され る可能 性 が あ る。

② 企業 形 態 コー ドの体 系

企業 形 態 コー ドの現 状 お よび分類 の 技術 的 な可 能 性 か ら考 えて,企 業形 態 コー ドの体 系は法 律上の形態

を中 核 とし た もの が一 つの案 として想 定 され る。 しか し,す0こ 概述 した範 囲 だ け を 見 て も,明 快 な体

系 を示 す こ とは 困難 で あ る。 それ に,コ ー ドの体 系 とい う目的 を考 え る と,単 に学 問的 な分類 で満 足

す る訳 に は いか ない し,利 用 の しか た,利 用 ひ ん度(出 現 ひ ん 度)も 問 題で あ り,こ れ ら各 般の 十 分

な検 討 の うえで 体系 を考 えな けれ ば な らな い。

一148－

s

●

●



烏

■

●

'

当分科 会 の性 質 上 そ こまで の検 討 は して いな い が,前 述 した こ との ま と め と して,

中 核 と した一 つ の フ レーム ワー クを参 考 まで に示す ことにす る。

人

人

個

法 私法人 会社(営 利社団法人)

相互会社

協同組合等

その他の中間法人

社団法人(公 益社団法人)

財団法人

公法人 地方公共団体

公共組合
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法律上の形態を

個人企業

合名会社

合資会社

株式会社

外国会社

有限会社

農業協同組合,同 連合会

漁業協同組合,同 連合会

消費生活協同組合,同 連合会

事業協同組合,小 組合

火災共済協同組合

信用協同組合

協同組合連合会

企業組合

協業組合

商工組合,同 連合会

中小企業団体中央会

その他の組合

労働組合,同 連合会

証券取引所

商品取引所

その他の中間法人

宗教法人

学校法人

医療法人'

社会福祉法人

その他の社団法人

普通地方公共団体

特別区

地方公共団体の組合

財産区

地方開発事業団

水害予防組合

土地改良区

国民健康保険組合

農業共済組合

その他の公共組合

'



1

L公 法人 公礫
τ 麟 鑛 企業

1 独立法人特許企業 ⌒ 体⑭ τ蒸 熱

財団

地方公社

営団

公団

帝都高速度交通営団

日本住宅公団

日本道路公団

愛知用'水公団

農地開発機械公団

森林開発公団

その他の公団

　麟 難 '

雄璽 熱

銀行τ 鴎 ㌶
行

殊法人

(公 私混合組織)

その他の独立法人

地方住宅供給公社

日本放送協会

社団の実態のない もの一 日本銀行

蹴 合的なものτ ㌶ 舞
錐

式会社

の他の特殊法人

電源開発株式会社

国際電信電話株式会社

石油資源開発株式会社

日本航空株式会社

その他の株式会社

人格なき社団 任意 団 体,組 合
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(3)標 準 化の 問 題 点'

企業形 態 コ ー ドは結 局,そ の 利用 目的 を どこま で広 げて 考 え るかに よ って,標 準化 の 難 易 が 決 ま っ

て くる こ とに な る。 一 般 的 な事務 処理 の ため に,単 に企 業 の法 律 的 な形態 の み を問 題 とす る限 りにお

いて は,そ の 分類 や コ ー ドの種 類 な ど設 定 上 の技 術 的 な問 題 は あ るに して も,割 合 に 簡単 で あ ろ うと

思 われ る。

そ れ に対 して,企 業 形 態 コ ー ドを産 業 コ ー ドや企業 コ ー ドとともに,各 企業 の さま ざまな 側面 を表示

す る多元 的 な イ ンデ ィケ ー タの一 部 をな す もの と考 え,各 種 の 統 計作成 お よび調 査 分析 業務 の た めに

役立 て るこ とを 目的 とす れば,コ ー ドの 中に お り込 むべ き内容 と,そ のた めに 必要 な コ ー ドの け た数,

あ るい はそ の構 造 の 複雑 さ との間 のバ ラ ンス も考 えな け れ ばな らない し,い ろ い ろ と難 問が 出 て く る

で あ ろ う。 後 者 の 目的の ために は法 律上 の 企業 形 態 だ け で な く,経 済上の形 態 からの分類,資 本 金別 の分

類,売 上 げ高 別 の分 類,従 業 員数 からの分 類 などを合成 コー ドの形 式 で,コ ー ド化 す る ことが 必要 で あ り,

その 結 果 はか な り複雑 な コー ド体 系 に な って しま うの で,コ ー ド設計 上 も問 題が 残 る こと とな ろ う。

一 つ の案 として は合 成 コー ド作 成 の た めの エ レメ ン トのみ をJIS化 して
,そ れ を ど う組 み 合 わせ るか

は利 用者 に まかせ る こ とが考 え られ るが,実 態 と して 各 エ レメ ン トが,相 当 流 動 的で あ るこ とに は留

意 しな けれ ばな らな い。

3.2.2固 定 資 産 品 目 コー ド

(1)コ ー ドの利 用 目的

固定 資産 品 目 コー ドにつ いて の各事 業体 の使 用 状 況
,お よび標 準 化に対 す る意見 を考 察 し たが,本

項 で は そ の結 果 を参 考 に しっ っ,と くに固定 資 産品 目 コー ドの体系 化 を行 な うにあ た
って,,考 慮 して

おか な けれ ば な らな い点 にっ いて,検 討 したい と思 う。

先ず 第 一 に'固 定 館 品 目 ・一 ドをい かな る目的 の ため に利 用す るかで あ る
.・。 ニ ドの利 用 的 の

いか ん に よ って は,コ ー ドに盛 り込 むべ き要素 の選択
,配 列 の順 序,付 すべ き コー ドの種 類等 が相 違

す るの で これ につ いて 考察 す る。

(イ)設 備 投 資調 査の ため α

通 産 省 が行 な う設 備投 資調 査 目的 の た めの 固定 資産 品 目 コー ドの標準 化 は,事 業体 の外 部 に お け

る利用 と して必 要 性 が あ る と考 え られ る。

(ロ)税 務 上 の利 用 の ため'

所 得 税 法・ 法 人税 法・ 地方 税 法等 の 規 定に 従 って ,固 定 資 産の 減価 償却 計算 や 固定 資産 税 の 算 定

が行なわれるが,こ れに関連して固定資産品目コードの標準化は非常に利用価値が高い。

い)会 計計算上の利用のため

固定離 の会計処聯 よび会計報St ,・ 一ドの標靴 魎 要な意味をも。ている.具 体的、,は

有形固蹟 産の減価劇 消雛 資産繊 維 却 有形固蹟 産の繊 繊 改良諏 翫 取得

願 除却涜 却鵬 評略 の会計処理にあ… て齪 雑 品 ・一ドは,き わめて奉り用噸 結
い・とく噂 業体がEDP会 計システム樽 入している場合には鋼 定離 品目の

。.ド化は,他 の
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資産,負 債,資 本,収 益,費 用,利 益,原 価 な どと と もに,不 可 欠 とな って い る。 もち ろん この場

合 に は,勘 定科 目 コー ドの設 定 とい う形 で コー ド化 が 展開 され る。 固定 資 産品 目 コー ドは この よ う

な会 計上 の勘 定科 目 コー ドと切 り離 して考 え る ことは 不 可 能 で あ る。 ま た これ と関連 して・ 固

定 資 産の 実地 棚卸 に あ た って も,固 定 資 産 品 目 コー ドは利 用価 値 が高 い。 また,会 計 上 の 利 用 は・

税 務 上の 利 用 と密 接 な関連 を もってい る こ とは い うまで もな く,こ れは企 業 の内 部 外部 の双 方に

お ける利 用 法 で あ る。

(二)固 定資 産 実 体の 管理 の ため

固 定 資産 は事 業 体 の基 本 的 な財産 で あ るか ら,事 業 体 の 管理 者 は,・その管 理,保 全 に常 に努 力を

払 わな け れば,管 理者 としての責任 を全 うす るこ とが で きな い。 具体 的に は,固 定資 産 の 取 得,修 繕

維持,取 替等 が そ の内 容 であ る。 この よ うな固 定 資 産管理 に当 た って は,固 定 資産 品 目 コー ドはそ

の手 が か りと して利 用 され る。 これ は事 業 体内 部 に お け る利 用 に属 す る。

(ホ)国 民 経 済計 算 な い し社 会会計 上の利 用

マ ク ロ的立 場 か ら,国 民 経 済全 体 にお け る固定 資 産の 在高 計算 を行 な う場合 に,個 々の 事 業体 の

所 有 す る固定 資 産 を全国 的 に総計 す ると とが 必要 で あ る。 この よ うな 国富 の計 算 を行 な う場 合 に,

固 定資 産 品 目 コ ー ドをJIS化 してお くこ とは きわ め て有効 で あ る。

(へ)そ の他 の 目的

た とえば,損 害 保険 の 見地 か ら,保 険契 約 の対 象 とな る固定 資 産 を コー ド化 して お くこ とは 有効

であ る。 現 在 にお い て も固定 資産 品 目 コ ー ドの 利用 の 可能 性 は,他 に も考 え られ るで あ ろ うし,ま

た将 来 においても新 た な利 用 の必要 が生 ず る こ とが 予 想 され る。

(2)固 定 資産 の範囲 に つい て

固定 資 産品 目 コー ドを標準 化 す るに あ た って,固 定 資 産 を どの よ うに定義 づけ るかに よ って,そ の

及 ※範 囲 はい ちじ るし く相 違 し,そ の結 果 は利 用 目的 に も大 き な影 響 を及 ぼ す。 した が って コー ド化

の

にあ た っては,固 定 資産 の範 囲 を明確 に して お くこ とが 不可 欠 とい え よ う。

会 計 学 上の固定 資産 とは,事 業体 の 経営 目的 の た めに,長 期 的 に使用 す るた めに 所 有 され る資 産お よ

び長 期間,他 の 目的 に利 用 し えな い資金 的資 産 をい う もの とされ ておh,流 動 資産 に対す る概念 で あ

る。 別 な 見方 をす るな らば,企 業 内に 固 定化 され たい わゆ る固 定資 本 の具 体的 な存 在 形 態 であ り,通

常 の 営業 の過程 に お いて 換金 され な い か,あ るい は換 金速 度が 遅 く,営 業過 程 に おい て,そ の価値 が
ヴ

部分 的,遂 次 的 に生 産物 に 移 転 され,も し くは収 益 に負担 せ られ る もので あ る。 固 定資 産 と流 動 資産

とは通常 一 年 基準 に よ って 区 別 され る。 す な わ ち一年 以内 に他 の 資産 に転 換す る資 産 を流動 資 産 と し,

一 年 を こえ て企業 内 に とどま った り
,他 の 資 産に 転換 す るのに 一年 を こえ る長い 年 月 を要 す る もの を

固 定資 産 とす る。

固 定資 産 は一般 に,土 地,建 物,機 械 設 備,構 築 物,車 両運 搬 具,建 設 仮 勘 定の よ うな有 形 固定資

産,の れん,商 標権,特 許 権,意 匠権 な ど の よ うな無 形固 定資 産 お よび長期 間保 有 され る株 式,社 債

な どの有 価証 券 や,他 会 社 に対 す る出 資金 の よ うな長 期投 資 の三 つ に分 類 され てい る。 し か しなが ら
ノ

～
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固定 資産 の 定義 か らす れ ば;会 社 の 創立 費,開 業 費,新 株式 発行 費,社 債発 行差 金 な どの い わ ゆ る繰

延 べ 資産 な らびに 長期 前払 費用 も固 定 資 産 に含 め る こと も別 に 問題 は ない。

会 計上 資 産 とい うの は,財 産,用 役,貨 幣,債 権 等で,そ れ が一 定 の主体 の 所有 権 下 に お かれ て お

り,そ の取 得 に あ た って 何 らか の経 済的 犠 牲 を要 し,ま たそれゆえに貨 幣的評 価 が可 能 で あ って,し か

も所 有 主 体に対 して何 らか の便 益 や効用 を もた らす もの をい う。 したが って いか な る物 財で もそ れが,

特 定の 所有 者 に帰 属 して い な い場 合 に は,資 産 と はい えな い。 この点,注 意 を要す る。

さ らに 固定 資産 と流動 資 産 の 区別 に つい て み る と,特 定 の財 産 や 債権 な どが,絶 対 的 な意 味 にお い

て流 動 資産 また は固 定資 産 に 分類 され るわけ では な い。 一年 基準 は資産 とそ の所 有 主 体の 当該資 産 利

用 目的 との相対 的 関係 を表 明 し た もの であ る。 それ故 に 土地 や建 物 とい う不 動 産 が必 ず し も固定 資 産

に 分類 され ると は限 らな い。 特 定 の 製品 を製 造 して い る事 業 体 に どって,工 場 敷 地 や 工場 建 物 は 固定

資 産 として扱 わ れ るが,不 動 産 売買 業 者 が所 有 し,取 引 きの対 象 とす る土 地 や 建物 は,不 動 産 業者 に

と って は商 品 で あ り流 動資 産 に属 し,固 定 資 産 で は ないbま た造船 会 社 が建 設 中 の船 舶 は,当 該会 社

に とっ て製 品 また は仕掛 品 た る流動 資 産 で あ り,船 舶 を購 入 して,物 資 や人 員 の輸 送 に 利用 す る船 舶

会社 に と っての み運 搬具 た る固定 資 産 とな る。

この よ うに固 定資 産 の範 囲 を決 定す るに あ た って は,種 々の問 題 点が あ る こ と を見過 ごす こ とが で

きな い。 と くに 固定 資 産品 目 コー ドをJIS化 す るに あた って は,コ ー ド化の 対象 とす る範 囲 を有形 固

定 資産 に限定 す るか,無 形 固 定資 産 を も含 め るか,あ るいは会 計上 の固 定資 産全 般 に広 げ るか が,解

決 してお かな けれ ば な らな い重 要 な問題 で あ る。

(3)標 準 化 のた めの 問題 点

コ ー ド 化一 般 に 該 当す る ことで もあ るが
,固 定 資産 品 目 コー ドの体 系化 を行 な うにあ た って は,

JIS化 す る部 分 と各事 業体 別 に コー ド化 す る部 分 と を どの よ うに,区 分す るか が もっと も重 要 な問

題 で あ る。JIS化 した 部分 に つ い ては,情 報 の互 換性 が え られ,共 同利用 が 可 能 に な るか ら,さ き

に考察 し た コー ドの利用 目的 に照 ら して,事 業 体 の外 部 にお け る利用 あ るい は内 部,外 部 の両 方 に利

用 し うる 目的 に応 じ う るよ うにJIS化 をす る こ とが 合理 的 と思 わ れ る。 す な わ ち企 業 外 部 にお け る

目的 であ る設 備投 資 調査 の 目的,税 務 上 の利 用,国 民経 済 計算 上 の 利用 お よび企 業 の 内 部,外 部 と も

に利用 し う る会計 計 算上 の 利用 に必 要 な 部分 をJIS化 す る ことが要 求 され るの であ る。 会 計 計 算上

の 利用 は,企 業 内部 に お け る会計 処 理 上 の利用 と同時 に,そ れ が税 務上 の利用 に っ なが り,ま た会 計

報 告書 は企 業 の 内外 に おい て広 く利 用 され るの で あ る。 っ ま り内 部 的に は,会 計 処 理 お よび経 営管 理

上役 に 立 ち,証 券 取引 法 や 商 法 に従 って,公 表 され る財 務諸 表 は広 く金融機 関,経 済 雑 誌社,経 済研

究所,行 政 当局,株 主,取 引先,競 争 企 業,労 働 組 合等 々に よ って分 析 され,観 察 され るこ とに な る。

す なわ ち,情 報 の互 換 性 を 保 ち,共 同利 用 をは か るのに 必要 に して十分 な コー ド部 分 をJIS化 し,

純 粋 に企 業 内部 的 に のみ利 用 す る部 分 は,こ れ を企 業 の 自由 に まか せ,そ の必 要 に応 じた形 で コ=ド

化 す る ことが望 ま しい。

次 に問題 とな る こ とは,JIS化 す る場 合 に許 さ れ う るけた数 の最 大 限 を どこに 定 め るかで あ る。 そ の

場 合,情 報 の互換 性 と共 同利 用 を可 能 な らしめ るに 必要 に して 十分 な部 分 をJIs化 す るこ とが基 本 的
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条 件 であ るが,そ れは具 体 的 に は,勘 定科 目 コー ド.耐 用年 数 省令 等 を参 考 に す るこ とに よ って決 定

され るこ とに なろ う。

(4}コ ー ドの 種類

固定 資産 品 目コ ー ドをJIS化 す るに 当 って,い か な るコ ー ドを使 用 す るか とい う問題 は,勘 定 科

目 コー ドや税務 上 の 利用 との 関連 を考 慮す べ きで あ って,単 独 に は決 定 し えな い。 勘 定科 目 コー ド等

が どの よ うに決 定 され るかに よ って 定 め るの が,情 報利 用 に照 らして 合理 的 で あ る。

会 計上 の勘 定分 類 は従 来 か らデ シ マル ・シス テムが 採 用 され て い る。 固 定 資産 品 目 コー ドに つい て

は,区 分 コー ド,け た別 コー ドな ど も検討 してJIS化 を行 な い,こ れ に事 業体 独 自の コー ドを付 し

て,全 体 と しては,合 成 コー ドと して利用 され る こ とに な るで あ ろ う。

3.2.3取 引 決済 条 件 コー ド

(1)コ ー ドの体 系

これ まで の議 論 の中 か ら,コ ー ド化 の対 象 と して考 え るこ との で き る項 目に つい て,ま とめて み る

と次 の とお りで あ る。

(イ)納 入 条 件

① 納 入場 所 ・・… …・地 名 コー ド ρ

② 納 入期 限 … …… 日付 コー ド

③ 輸送方法

(司 支払条件

トラック便

鉄 道 便

航 空 便

船 便

現 金 先 払

手形 先 払

現品引換現金払

現品引換手形払

一部前金払
,

一定締切後日払

相殺勘定

物々交換

支 払い 場 所・・… ∵・・企 業(銀 行)コ ー ド

(ハ)貿 易関 係

α 品質 条 件

1)品 質 決 定 の方 法

見本 売 買

説 明売 買 銘 柄 売 買

規 格 売 買

仕 様書 売 買

標 準 品売 買
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2)品 質 決 定 の 時 期

船 積 品 質 条 件

陸 揚 品 質 条 件

ゐ 価 格 条 件

1)貿 易 条 件

揚 げ 地 条 件ExShip(着 船 渡 し)

ExQuay(埠 頭 渡 し)

InBond(保 税 渡 し)

ExCustoms(通 関 渡 し)

Franco(持 込 み 渡 し)

積 み 地 条 件LoCO(現 場 渡 し)

F・O・T・(貨 車 渡 し)

ExWarehouse(倉 庫 渡 し)

F・A・S.(船 側 渡 し)

F.O・B・(本 船 渡 し)

c・1・F・(顯 保 険 料 込 醜 し)
.

2)取 引 通 貨

米 ・ ドル オ ラ ン ダ ・ギ ル ダ

英 ・ポ ン ド オ ー ス ト リ ア'シ リ ン ダ

カ ナ ダ'ド ル デ ン マ ー ク ・ク ロ ー ネ

ス イ ス'フ ラ ン イ タ リア ・ リ ラ

ドイ ツ ●マ ル ク ノ ル ウ ェ ー ・ク ロ ー ネ

ス ウ ・ 一 デ ン'㌍ 一 ネ ポ ル トガ ル'エ ス ク ー ド

フ ラ ン ス'フ ラ ン 日本 ・円'

ベ ル ギ ー'フ ラ ン

c数 量 条 件

1)重 量

ポ ン ド

キ ロ グ ラム

ト ン 重 量 トン 重 ト ン

、 軽 トン

メ ー トル ・ トン

容 積 トン
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2)数 量決定の時点

船積数量条件

陸揚数量条件

3)計 量の方法

突 看

ドラフ ト看

∂ 受 渡 し条 件

1)船 積 み時 期

単 一 月

連 月

特定 日数 以 内 』

直 積 み ・

¢ 決済条件

信用状決済

荷為替手形決済

前払い

延払い

繰延払い

総重量

純重量

正味重量

1㎜ediateShipment

PromptShipment

AssoonaspossibleShipment

Atonce

Soonest

Withoutdelay

Ready

Neardelivery

D/P手 形決済

D./λ手形決済

(2)標 準 化 の 問題点

取引 き決済 に関 す る条 件は,取 引 きされ る商 品 あ るい はサ ー ビス の性質 によ って異 な る場 合 が 多 く,

た と え個 々の条 件 の コー ド化が 可 能 であ って も,い くっか の条 件 か ら構成 され る取引 き,決 済 条 件 を

多 業種 に わ た って 利 用 で き るよ うに標 準 化す る こ とはきわめて困難 であ る。 その標 準 化の た めに は現 行

の取引 き決済 の状 況をさらに詳 し く調 査 し,い くっ か の パ ター ンに 類別 して,そ の中か ら共 通 の 取引 き

決 済形 式 を見出 す こ とが必 要 であ るが,複 雑 多 岐 にわ た る商 慣 習 等の 関係 か ら,実 態 の は あくはきわめ
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て困難 で あ ろ う。

また取 引 き決済 コー ドの利 用 は,直 接 的 には 売買 の 当事 者 および取引 き銀行 に限 られ るわ けで,波

及 範囲 は狭 い。 し たが って 情報 交 換 の ため の標準 化 とい うこ と を考 え る場 合 に おい て も,当 事 者 間,

あ るい は業界 内 部 での 標 準 化 で十 分 と思 わ れ る。

さ らに 取引 き決 済 条 件 と い う,当 事 者企業 に と っては か な り機密 的 な事 項 に つ いて のJIS化 には,

反対 も予 想 され る。

3.3提 言'

3.3.1企 業 形態 コー ド

企業 形 態 コー ドをJIS化 す る とす るな らば,当 面 法律 上 の 形 態 に しぼ っ'てJIS化 を進 め るの が

妥 当 であ ろ う。

昨年 度 の 標準 化 体 系調 査 にお い ては,必 要性,緊 急性,実 現 性 と もに ○印 でAに 区 分 され て い るが,

これ も法律上 の企業 形 態 を あ らわす コ ー ドとし ての 結論 と思 わ れ る。

な お,企 業 コー ド,事 業所 コーードな どとの関 連 もあわせ て考 えて お く ことが 望 ま しい。

3.3.2固 定 資産 品 目 コー ド

(1)コ ー ド標準 化 に あ た っての 要点
ぱ

固 定資 産品 目 コ ー ドのJIS化 に 当た って は,そ れが い か な る 目的 の ため に利 用 され うるか,す な

わ ちJIS化 され たコ ー ドの利 用 目 的 を明 確 に して お くことが,基 本 的な 前提 とな る。す でに考 察 し

た よ うに,固 定資 産 コー ドの利 用 目的 に は,設 備投 資 調 査,税 務 目的 会 計上 の 利用,国 民 経 済 計算

目的,固 定 資産 実 体 の 管理 等 が あ る。 これ らの利 用 目的 の うち,固 定資産 実 体 の各 事 業 体 に よ る管理

を除 き,そ の他 の 目的 はす べ て 事業 体 外部 に お け る利用 に 関連 を もって い る。 したが って こ れ らの 目

的 に応 ず る よ うに,ま た,こ れ らの 目的 を満 た すに 必要 で かっ 十 分 なだ け,JIS化 を行 な えば よ ろし

い。 固 定資 産実 体 の 管理 目的の た め には,コ ー ド化 の要 領 を示 し,各 事業 体 が 独 自に コ ー ド化 を行 な

う部 分 につ い ての 指 針 を提 供 す れ ば よい。

なおJIS化 は これ をで きる限 り広 い範 囲 で行 な えば よい と い うよ うに考 え る ことは,決 して 好 ま

しい こ とで は ない。JIS化 の 範 囲 を むや みに広 げ る こと は,け た数 の制 約 か ら各事 業 体 の独 自の 利用

の余地 を侵 害 す るこ とに な って,む し ろ弊 害 をと もな うこ とに な ろ う。 し たが って,情 報の 共 同 利用

に資 す るに 必要 か つ 十 分 な範 囲 で コー ドの標 準化 を行 な うと同時 に,各 事 業 体 の 固有 の 利 用の ために

必要 な範 囲 を十分 に確 保 し てお くこ とが積 極 的 に配 慮 され な けれ ば な らない。

② コー ドの体 系

固 定 資産 品 目 コ ー ドを設 定 す るに あた って は,ま ず コー ド化 の 対 象で あ る固 定資 産 を,い か な る範

囲 に 限 定す るかが 問 題 とな る。 結 論 か らい うな らば,こ こで は会 計上 の有 形 固 定 資産 を対 象 とす るの

が 妥 当 では な いか と思 わ れ る。 その 理 由 は,第 一 に 「固 定 資産 品 目」 とい った 場合,一 般 に は有 形 の

財貨 を さす の が常 識 で あ り,無 形 固 定 資産 で あ る営業 権 や 商標権,特 許 権 等 の法 律上 の権 利,投 資 た

る株式,社 債 他 企業 へ の 出 資金 等 を含 め るの は妥 当で はな い と考 え られ るか らで あ る。 第 二 に,無

形 固 定資 産 や投 資 は そ の内 容 が,き わめて 単純 で あ って,勘 定科 目 コー ドをその ま ま適 用 す るこ とに
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よ って十 分事 足 りるため に,固 定資 産 品 目 コー ドの設 定 に あた って,あ えて 問 題 とす る必 要 もない か

らで あ る。 これ に対 して,有 形 固定 資 産 は そ の種 類 も多 く,そ の 内容 や使 用 目的 等 も複雑 多 岐 にわ た

って い るために,勘 定科 目 コ ー ドを その ま ま適 用 す るこ とで は,ま った く不十 分で あ り,こ れ を導 入

しな が ら も,さ らに利 用 目的 に即 して 細 分 化 した コー ドを設 定す るこ とが 必要 と考 え られ る。

この よ うに して,固 定 資産 品 目 コー ドの設定 対 象 は,有 形固 定資 産 に しぼ って これ を考察 したい。

以 上の範 囲 で国 定資 産 品 目 コ ー ドのJIS化 を考 え るに あ た って,固 定資 産品 目の 体 系 が まず確 立

され なけれ ば な らな い。 有形 固 定 資産 は まず その 種類 に従 って大 分 類 され る必 要 が あ る。 この 大 分類

は,国 民経 済 計算 な い し社 会 会 計,設 備 投 資調 査等 の 企 業 外 的 利 用 の視 点 か らみて,別 にJIS化

され るべ き勘定 科 目コー ドの大 科 目(款)の 分 類 に従 うの が妥 当 と思 われ る。 大科 目分 類 は公 表財 務

諸表 の 一 つで あ る貸借対 照表 にお け る有 形 固 定資 産 の記 載項 目に即応 した もの で あ り,会 計関係 法 規

や業 種 別会 計規 則等 に規 定 され て い る もの で あ る。 この大 科 目分類 に よ って固 定 資産 品 目コー ドの 体

系,お よ びそ の コー ド化 が勘 定科 目体 系 お よ び そ の コー ド化 と共 有 す る部分 を もっ こ とに な って,両

コー ド体系 の互 換 性 や関 連が 確 保 され るこ とに な る。 なお大 科 目分類 は税 法 「耐用 年 数 省 令別 表」 に

お け る 「種 類 」区 分 と,一 致 す る よ うに して お けば,固 定 資産品 目 コー ドは税 法 上 の固 定 資産 体 系 と

も結 びつ き,三 つ の コー ド体 系 が共 有 部分 を もつ こ とにな る。 しか しな か ら 「耐用 年 数 省令 」 は,有

形 固定 資産 の減 価償 却 を 目的 とす る もので あ るか ら,償 却 され な い土地,建 設 仮勘 定 等 を 含 まず,そ

の点 で は,固 定 資 産品 目体 系 お よび勘 定 科 目体 系 と,地 方税 法 上 の固 定資 産 体 系 に相 違 が生 ず る こ と

に な る。 これ らの科 目 の中科 目分 類 は勘 定 科 目 コー ドの中 科 目区 分 を利用 す るのが 妥 当 で あ ろ う。

次 に上 の大 科 目を さ らに 区 分す る こ とに よ って,会 計 お よび税務 にお け る減価 償 却 計算 書 の利 用 目

的が 満 た され なけ れ ばな らな い。 この 段 階 で は会計 上 は勘 定 科 目 の レベ ルにお け る分 類 が行 な われ る

ので あ るが,勘 定科 目は公 表 財務 諸 表 上 必ず し も,そ の ま まの形 で 表示 され るわけ で はな い か ら,勘

定科 目体 系 に従 った中科 目分 類 を固 定 資 産品 目体 系 に導 入す る必 要 はな い。 む し ろ減 価償 却計 算 目的

か らは 「耐 用 年 数省 令別 表」 にお け る中 区 分で あ る 「構 造 また は用途 」 分類 を導 入 す る方 が有 意義 で

あ る と思 われ る。 「構造 また は用 途 」 分 類は それ 自体 は さして意 味 はな いが,耐 用年 数 を具 体 的 に定

めて あ る 「細 目」分 類 を行 な うため の中 間 的 な 区 分 とし て役 に立 つ。'この よ うに して中 科 目 分 類 は,

税 務上 な らび に 会計 上の 減価 償 却 計 算 を 目的 と し,大 科 目 たる 「種 類 」 と小 科 目た る 「細 目」 と をっ

な ぐた めの 分類 と して 「耐 用年 数 省 令 別 表 」の中 区分 た る 「構 造 また は用 途 」 分類 に従 って行 な われ

るの が適切 で あ る。

小 科 目 として は,す でに 上 に述 べ た よ うに,「 耐 用年 数 省令 別 表 」にお け る 「細 目」 区 分 を導 入す

るのが 合 目的 で あ る。 「細 目」に 従 った小 科 目分類 は 固 定資産 の耐 用年 数 を定 め る区 分で あ って,減

価 償却 計 算上 有 意義 で あ ると同時 に,こ れ を受 け た個 別 の固定 資産 区 分へ の基 礎 をな す の であ る。

以上 固定 資 産 の大科 目,中 科 目お よび小 科 目の 分類 は,国 民経 済 計算 ない し社会 会計,設 備 投資 調

査,税 務,上 会 計 上 の減 価 償却 計 算 とい う公 共的,企 業外 部的利 用のうえか ら必 要 な もので あ って,固 定

資 産品 目 コー ドは これ ら三 つ の科 目区 分 を,勘 定 科 目 コー ドを うけ てJIS化 す る こ とが 望 ま しい。

これ 以 外の 区 分 の コー ド化 は,固 定 資産 の実 体 管 理等 の ため の企 業 内 部的 利 用 を 目 ざす もので あ るか
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ら,企 業 ご との個 別 コ ー ドに まかせ れ ば よい。

JIS化 され るコ ー ド部 分 の 一例 を示 せ ば次 の よ うに なる。

(大 科 目)(中 科 目)(小 科 目)

構 造 また は用途

種 類 トし くは勘 定科 細 目
目

勘定 科 目JISコ7ド

次 にJIS化 されるべき大,中 お よ び小科 目の う ち,大 お よび 中科 目の 体 系 を示す 。

◆

■

4

(大 科目)種 類 (中 科目)構 造または用途 (小 科目)細 目

建 物 鉄 骨 鉄 筋 コ ンク1)一 ト造hま た は 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト造h 「耐用年数省令」

の トの 別表の 「細目」に

れん が造h,石 造h,ま たは ブロ ック造 りの もの よ る 。 ・

鍋 勘 の もの(骨 格材の肉厚4㎜ をこえる.もの)

〃(〃3㎜ を こえ4mm以 下 の

もの)

"(〃3㎜ 以下 の もの)

土蔵造 りの もの

木造(簡 易木造を除く)ま たは合成樹脂造 りのもの

木 造 モル タル造 り(簡 易 木 骨 モル タルi苦りを除 く)の もの
,

簡易 木造 ま たは 簡易 木 骨 モ ル タル造 りの もの 、

建物付属設備 電気設備 「耐用年数省令」

給排水または衛生設備およびガス設備 別表の 「細目⊥に

冷房,暖 房,通 風 また は ボ イ ラー 設備 よ る。

昇降機設備

消火または災害報知設備 ・

エ ヤ カー テ ンま たは ドア 自動 開 閉 設備

ア ー ケー ドまた は 日 よけ設 備
、

店用簡易装備および簡易間仕切 り 「

前 掲 の もの 以 外 の もの お よび前 掲 の区分 に よ らない もの

構 築 物 鉄道業用または軌道業用の もの 「耐用年数省令」

その他の鉄道用または軌道用のもの 別表の 「細目」に

発電用または送配需用のもの よ る。

放送用または無線通信用の もの

広告用のもの
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競技場用または遊園地用のもの

庭 園

舗装道路および舗装路 面

鉄 骨 鉄 筋 コ ン クll－ ト造 り,ま た は 鉄 筋 コ ン クll－ ト造 り

の もの(前 掲 の もの を除 く)

コ ンク リー ト造 りの もの(前 掲 の もの を除 く)

れ んが 造 りの もの(前 掲 の もの を除 く)

石造 りの もの(前 掲 の もの を除 く)

土 造 りの もの(前 掲 の もの を除 く)

金 属 造 りの もの(前 掲 の もの を除 く)

合成樹脂造 りのもの(前 掲のものを除 く)

木 造 の もの(前 掲 の もの を除 く)

前掲 の もの以外 の もの,お よ び前掲 の 区分 に よ らな い もの

「耐用年数省令」別表7の 構築物

機 械 装 置 「耐 用年 数 省 令」 別表2,別 表5,別 表6,別 表7に お け 「耐用年数省令」

る機械および装置 別 表の 「細 目」 に

よ る。

「

船 舶 船舶法第4条 から第19条 までの適用を受ける鋼船 「耐用年数省令」

漁 船 別表の 「細目」に

油 そ う 船 よ る。

薬 品 そ う船

その 他 の もの

船 舶 法 第4条 か ら第19条 まで の適 用 を うけ る木船
.

漁 船

薬品 そ う船

そ の他 の もの
.

船舶法第4条 から第19条 までの適用を受ける水中翼船

その他 の もの

鋼 船'

木 船

その他 の もの

航 空 機 飛 行 機 「耐用年数省令」

そ の 他 の もの
別 表 の 「細 目」 に

よ る。
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◆

亨

車両および運輸具 鉄道用または軌道用車両(架 空索道用搬器を含む)

特殊自動車(別 表2第334号 の自走式作業用機械を含ま

ない)

運送事業用,貸 自動車業用または自動車教習所用の車両お

よび運搬具(前 掲の ものを除く)

前掲のもの以外のもの

「耐用 年数 省 令 」

別 表 の 「細 目」 に

よ る。

工 具 測定工具および検査工具(電気ま拍ま電子を利用するものを含む)

治工具および取付工具

ロ ー ノレ

型(型 わくを含む)鍛 圧工具および打抜工具
'

切削工具

金属性柱およびカツペ

活字および活字に常用される金属

前掲のもの以外のもの

前掲の区分によらない もの

'

「耐用 年 数省 令 」

別 表 の 「細 目」 に

よ る。

器具 お よ び備品 家具電気機器(ガ ス機器を含む)お よび家庭用品(他 の項

に掲げるものを除 く)

事務機器および通信機器 、

時計 試験機器および測定機器

光学機器および写真製作機器

看板および広告器具

容器および金庫

理容または美容機器

医療機器

娯楽またはスポーツ器具および興行または演劇用具

生 物

前掲の もの以外のもの

前掲する資産のうち,当 該資産について定められている前

掲の耐用年数によるもの以外のもの,お よび前掲の区分に

よらない もの

「耐 用年数 省 令 」

別 表 の 「細 目」 に

よ る。
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土 地 事業用地

雑 用 地

建 設 仮 勘 定
・

その他の有形固定 除却仮勘定

資産 林 地

植林 ・立 木

(家 畜) 牛 「耐用年数省令」

馬 別 表 の 「細 目」に

豚
よ る。

めん羊およびやぎ

(果 樹) かんきっ樹 「耐用年数省令」

りん ご 〃 別 表 の 「細 目 」に

ぶ ど う 〃
よ る。

な し 〃

桃 〃

桜 桃 〃

吟

び わ 〃

く り 〃

梅 〃

か き 〃

あん ず 〃

す も も 〃

い ち じ く 〃

茶 〃

オ リー ブ 〃

っ ば き 〃

桑 〃

こ りや な ぎ

みっ ま た

こ うぞ

もうそ う竹

ラ ミ ー

ボ ツ プ

まお ちん
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o

⑱

上 述 の固 定 資産 品 目体 系表 に お い て,土 地 につ い ては,「 耐用 年 数省 令 」 にお け る別 表 に含 まれ

て いな い た めに,中 科 目区 分 を勘 定科 目 コ ー ドに従 った。

(3)事 業体 固 有の コー ド設定 上 の指 針

固定 資産 品 目 コー ドに つ いてJIS化 が行 な わ れて も,な おか つ事 業体 固 有 の コー ド部 分 を設 定す る

必要 が あ る。 そ こでJIS化 部 分 に っ つ く事業 体 固 有 の部 分の 設定 の指 針 を述べ て み た い と思 う。

固定 資産 品 目コ ー ドの事業 体 内 部 に お け る固有 の 利用 法 は,固 定資産 の実 体管理 で あ る。 そ こで固

定 資産 の実体 管理 を中 心に コー ド化 の方 向 を示 す こ とに し よ う。

固定 資 産の 実 体管理 に あ た って は,固 定 資産 の おか れて い る場所(本 店,支 店,工 場 等),所 在 地

取 得年 月 日ま た取 得順 番,耐 用 年 数,連 番号 等が,JIS化 され てい る種 類 や構 造 等 に付 加 され な け

れ ば な らな い。減 価 償却,取 替 え,修 繕,維 持,改 良等 の 固定 資 産管理 の ため には,こ れ らのデ ー タ

・コー ドが必 要 とされ るか らで あ る。 そ こで事 業 体 の 国有 コ ー ド部分 につ い て の設 定 例 をあ げ るな ら

ば,次 の よ うに な るで あ ろ う。

(大 科目) (中科 目) (小 科目) 本 店 取得年

種 類 構造または , 月 日

(貸 借対照 用 途 細 目 支 店 所在地 ま たは 耐用年数 連番号

表記載項目) もし くは勘 ・ 取 得

定 科 目 工 場 順 番

JISコ ー ド 事業 体 固有 コ ー ド

7

3.3.3取 引き決 済 条 件 コー ド

取引 き決 済 条 件 は,複 雑 多 岐 に わ た って い るため コー ド化が 困 難で あ るば か りで な く,そ の 利用 に

よ る波及 範 囲 も狭 い。 す な わ ち コー ドの 標準 化 は い ろい ろ と検 討 の 余地 が 多 く,昨 年 度 の 調査 に お い

て もJIS化 は不適 当 と され て い る。

しか し取 引 き決 済条 件 コー ドを全 体 と して標 準 化 す る こ とが 困難 であ る と して も,取 引 き決 済 条 件

を構 成 す るエ レメ ン トの う ち,一 般 的 な い くっ かにっ い てエ レ メン トコー ドを定 め るこ とは検 討 に値

い す るで あろ う。

3.4結 論

経 営経 済 コ ー ドの 利 用 の現 状,利 用 の 範囲 等 は前 述 の とお りコー ドの種 類 に よ って,大 きな差 が あ

る。 したが って単 純 に標 準 化,JIS化 を幅 広 く進 め るこ とは意 味が ない ばか りで な く,か え って弊

害 を伴 うこ と もあ るで あ ろ う。 利 用 ひん どが多 く,波 及 効 果 が大 きい もの で,標 準 化可 能 の もの はJ

IS化 す るこ とが 望 ま しい。

たと幻 ま固 定資 産品 目 コー ドで あ るが,ア ンケ ー トや イ ンター ビューに よ って も判 るよ うに,各 車 業

体 の多 くは,す で に必 要 に応 じて 独 自 の コー ドを設定 し,か つ利 用 して い る。 中 に は多 くの時 間 を か

け,努 力 を は らって,か な り完 備 した コー ド体系 を持 って い る もの も少 な くな い。 これ らの 企業 は,J

IS化 に よ って場 合に よ って は,コ ー ド体 系の 全面 改 訂 とい う こと も起 り得 る訳 で,こ れ に対 して は
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か な りの 抵抗 を 感ず るで あ ろ う。

だか らとい って,い たず らにJIS化 を ため らってい たの で は
,そ の趣 旨は実 現 され な い こ とにな

る。 したが って で き るだけ早 い機 会 に,デLタ ・コー ドの標 準 化 体 系 を完成 公 表す る ことが 望 ま しい。

少 くと も今後,コ ー ド化 を行 な う事 業 体 に とって は指 針 を与 え るこ とにな る し,現 在 コー ド体 系 を持

って い る事 業 体 に と って も,JIS化 され た もの が,真 に よい体 系 で あ る な らば,機 会 をと らえ て遂

次使 用 す るこ と とな ろ う。

しか しデ ー タ・コー ドのJIS化 に は双 刃の 剣 の よ うな 面 が あ るの で
,制 定に あ た って は慎 重な 検討

が必 要 であ り,さ らに利 用 の しか た にっ いて は十 分 な配 慮 を忘 れ て はな らな い。
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4.物 品 コ ー ド

4.1コ ー ドの 現 状

(1)概 説

物品 コー ドの うち,材 料 コー ド,輸 送 機 種 ・船 穂 コー ドを調 査 の対 象 とした。 なお,物 品 コー ドの

範 囲 か らは ずれ るが,建 設 コー ドの うち,建 築 物 コー ドにつ い て も調 査 の対 象 に いれ て作 業 を進 め た。

こ の調査 の結 果 は次 の とお りで あ る。 ・'

4.1.1材 料 コー ド

材 料 コー ドに 関す る回 答数 は31件

企 業 内 標準 化8件

JIS化 を 明示 した もの8件

で あ る。JIS化 を明 示 し た もの の中 に大 分 類 をJISに し,小 分類 およ び一.'連番号 を企 業内 と した

部分 的JIS化 を希 望 す る もの が4件 含 まれ てい る。

材料 コ ー ドの エ レメ ン トと して は材 質(7件),品 名(7件),品 種(5件),材 種(4件),サ

イズ(3件),用 途(3件),寸 法(2件),厚 み(2件),版 数,商 品 コー ド,}1材 馴 初 別 形

状,仕 様,グ レー ド,品 目,輸 入 ・国 内 ・自社製 別,専 用 ・標準 別,地 域 別(原 料 の場 合),原 価 要

素,資 産 番号,勘 定 科 目,受 払 単 位,扱 い 区分,準 備 区 分,管 理 区分,工 場,保 管場 所,産 業 分類 が

あげ られ て い る。 これ らの エ レメ ン トの う ちJISで 規定 すべ き もの と して材 種,品 種,サ イズ,品

名,形 状,規 格,産 業 分 類が あ る。

鉄 鋼,非 鉄金 属 の 材質 につ い て は外 国規格 の取 り扱 い を考慮 し,JIS規 格 の記 号 が その まs適 用

され るよ うな標 準 化 を 希望 して い る、

な お,ア ンケ ー トの 回答 と と もに各 社 か ら提供 を受 け た材 料 コ ー ドの例 はっ ぎの とお りで あ る。

例1.

TIS・ 材 料 コ ー ド 表064-1

第1区 分 第2区 分 第3区 分 第1区 分 第2区 分 第3区 分

6 FC鋳 造 品 1 FC20 0 ド ビ ー 機 用 5 1)BCIA
1

～

6

(FC20と 同
分 類)

1 織 機 用
.

2 準 備 機 用 、 6 1)BC2A
1

～

6

〃

3 工 機 用

4 MAV」 日
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第1区 分 第2区 分 第3区 分 第1区 分 第2区 分 第3区 分

5'

6

試作,金型,治工具

芯金,冷 金 金枠
定盤

2 FC30 (FC20と 同 分類) 8 アル ミ鋳 造 品 0 1)b ～
(FC20と 同

分 類)

3 ダ ク タ イル i 〃 1 AG/A二F
～

〃

4 マ レ ァ ブ ル i 〃 2 AC2AごF
き

〃

5 鋳 鋼 品 き
〃 3 AC4A-F ξ

〃

4 AC7A-F 1 ノノ

9
外注加工付
鋳造品

1 5

6

AC7B-F

AC5A

l
l

〃

〃

7砲 金鋳造品 1 BC2 き(FC20と 同分 類) 7 ABZ

2 BC3 き
〃

3 BC6 1 〃

4 LBC3
き

ノ!

例2.

TIS鋼 材 コ ー ド 表054-2

第1区 分 第2区 分 第3区 分 第4区 分

'

備考 記 号

'

0普 通黒皮棒鋼 1
一般構造

用圧延鋼
1

2

3

黒 皮 丸 鋼

黒 皮 平 鋼

黒 皮 角 鋼

外 経寸 法4桁(単 位0.1%)

巾と厚 さ寸法2桁 の組 合 せ

等 辺 寸 法4桁(単 位0.1%)

注1

注2

注1

ssll・

:1
2 S15C 1 (一 般構造用圧延鋼 と同分類)

3 S25C 〃 〃

.

1普 通 磨棒 鋼 1
一般構造

用圧延鋼 4

・

磨 丸 鋼 外 経寸 法4桁(単 位0.1%) 注1 ss翼 ・
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第1区 分 第2区 分 第3区 分
●第4区 分

備考 記 号

F

5

6

7

8

A

9

研 磨 丸 鋼

磨 平 鋼

磨 角 鋼
.

磨 六 角 鋼

磨 八 角 鋼

外経寸法4桁(単 位01%)

巾と厚さ寸法各2桁£組合せ

等辺寸法4桁(単 位01%)

対辺距離4桁(〃)

'〃(〃)

注1

注2

注1

ss訟

〃F-D

〃B-D

〃 〃

〃 〃

2
R付 構造
用圧延鋼

6 R付 磨 平 鋼 巾と厚さ寸法各2桁の組合せ 注2 〃F-D

3 S25C
ぎ(一般構造用圧延鋼 と同分類)

DS25C-G

2 構造用炭素棒
鋼 .

・

1 S35C
茎(普通黒皮,磨棒鋼 と同分類)

※ 注1吋 サ イズ は小 数点2位 以下 四 捨 五 入

す る。

※ 注2巾3桁 は 上2桁 のみ と し,厚 さ4.5

は0.4と す る。

2 S43C 〃 〃

3 S45C 〃 〃

4 S48C 〃 〃

5 S53C 〃 〃

6 S55C 〃 〃

7 S58C 〃

'

〃

8 S38C 〃 〃

9 S50C 〃 〃

例3

TIS地 金 お よび貯 蔵 品 の品 名 コー ド表054-8

材 料 コ
,一 ド 分 類 細 分 類 材料 コー ド 品 名 コ ー ド

主要材料

・

地 金 新 鋭 八 幡 銑

室 蘭 銑'

釜 石 銑

ダ ク タ イ ル

111

〃

〃

〃

NO1

〃02

〃03
・

〃04
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材 料 コ ー ド 分 類 細 分 類 材 料 コー ド 品 名 コ ー ド

補助材料

故 銑 還 元 鉄

銑 屑

112

〃

※NO1

※ 〃02

鋼 屑 113 NO1

副 材 料 フ エ ロ シ リ コ ン

ヤ'ハ ギ50S

フ ェ ロ マ ン ガ ン

粉 末 。 ン;。

カ ル シ ウ ム シ リ コ ン

AC剤

R-Ca-Si

1i4

ノノ

ノ'

〃

〃

〃

〃

NO1

〃02

〃03

〃04

〃05

〃06

〃07

非 鉄 地 金 ア ル ミ 再 生 地 金 115 NO1

発 生 品 鋸 屑 141 ※SO1

鋳 造 品 屑 142 ※SO1

そ の 他 143 ※SO1

油 類 切 削 ・油 311 T伝 票番号

潤 滑 油 (籠 璽 →仕上酬 →マシン) 312 〃

洗 糠 油 (熱 処 理材 料→ ト リク レン含 む) 313 〃

油 圧 油 314 ノノ

防 錆 油 315 〃

そ の 他 319

塗 料 類 塗 装 剤 321 丁伝票番号

溶 剤 322 〃

そ の 他 (難 難 →混砂酬 →メタノ) 329 〃
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・

例4材 料 コー ド

種品

酸

黄

ン

ダ

鉛

銅

末

ダ

酸

鉛

ダ

体

ル

油

ト

タ

C

ン

ト

ー

ン

ア

ム

灰

灰

数

袋

石

∵
亜

∴

∴

憩

∴

∴

∴

∵
‥

"

石

:

マ

ソ

酸

鉛

ソ

酸

ソ

エ

セ
エ

セ
ム

セ

香

ブ

ン

リ

石

消

ン

ン

灰化酸化ムンムンウンフプラパフCスアカ

酸

化

性

弗

酸

助
ザ

"
ザ

写

・

・

プ

化

口

・

体

酸

生

メ

メ

疏

疏

三

主目

疏

疏

亜

苛

硅

炭

硅

ソ

ソ

ポ

日

エ

ェ

ケ

セ

圭目

M

デ

液

炭

消

副

セ

セ

石

、

ド
ーコ

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6、333333444444444455555555556666666

種品

粒

粒

物

油

脱

税

白

A

B

C

泊

屑

屑

銅

鉛

板

管

ル

銅

銅

鍋

ト

ル

枠

板

板

網

中

∴

課

免

.

キ

㌘

一

‥

ド

金

発

油

油

滴

油

清

気

気

ス

ー

ル

ポ

鋼

一

炭

炭

つ

油

滴

リ

∵

枠

∵

型

塊

塊

コ

揮

軽

軽

灯

重

重

重

潤

鉄

ブ

電

電

銅

ガ

レ

型

棒

中

ら

粉

鉄

ア

ァ

菱

ド
ー

コ

1

2

3
・

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3000000000111111111122222222223333
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コ ー ド 品 種 コ ー ド 品 種

67 硫 硅 84 ダ イ ヤ モ ン ド ビ ッ ト

68 モ ル タ ル
'

85 ビ トツ

69
'

酸 素 ガ ス 86

70 ア セ チ レ ン ガ ス 87

71 黒 鉛 電 極 88 電 線
F

72 89

73 90 B

74 91 C

75 92

76 ダ イ ナ マ イ ト 9`3

77 ANFO 94

78 雷 管 95

79 坑 木 96 特 注 品
品

80 矢 木 97 建 設

・81 木 材 製 品 98 特 別 建 設

82 ラ ▼ イ ナ ー 99 山 外 工 事

83
.

9

備 考

(1)主 要 資材72品 種,B,C区 分 別,特 注品,建 設,特 別建 設,山 外工 事 他01か ら99ま で

の2け た を用 い る こ ととす る。

② 第 一種 コー ドにか か わ る明細 を必 要 とす る場 合 は第 二 種 コー ド2け た を用 い る こ とにす る。

●
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例5材 料 コー ド

●

●

●

物 品 コ ー ド

物 品 名 コ ー ド

品 目 分 類 コ ー ド

物 品 コ ー ド
大 分 類 コ ー ド

中 分類
コー ド

小分 類
コー ド 品 名 分類 コ ー ド

チ ェ ック ・デ

ィジ ッ トコー

ド

整 理 番 号

第1け た 目 第2け た目 第3け た 目 第4・5け た 目 第6・7け た 目 第8～11け た 日 第12け た 「1

コ コ コ

,

コ コ

ト
内 容

ト
内 容

ト
内 容 コ ー ド 内 容

ト
内 容 コ ー ド 内 容

1・
内 容

0 要求物品 0 常備物品 0 本社準備品
線材物品 00～09 0部 門 01 品種別, 0001 品目分類 0 物品 コ ー

機種別等 ご とに将 ドの誤 り

1 貯蔵品用品 1 ⑭,A常 備
物品

1
本社準備品
機材物品

10～19 1〃
今

を第6桁 来の新仕 を機械で

目で中分 様物品に 自動的に

2 〃 再用 品 2 B常 備物品 2 20～29 2〃 類 し,第 対 す る コ チ ェ ッ ク

7桁 目で 一 ド付 与 す るた め

3 整 理 品
1級 品 3 C〃 3 32 3B〃 小分類し を考慮 し, の コ ー ド

て あ る。 品番を作

4 2級 品 4 集 中 〃 4
地方準備品
線材物品

33 3C〃 り,若 番
・

順に付与

5
3級 品

5 ⑧物品 5 地方準備品
機材物品

34～39 3A〃 09 9999 し て あ る、.9

6 未認定物品 6 非常備物品 6 40～49 4〃

7 事業品 7 7
現場調達品
線材物品

50～59 5〃

8
社管理在

奮物品
8 1

8
現場調達品
機材物品 60～69 6〃

9
シ

その他 9 購入しない
物品 9 7(卜 》79 7〃

80～89 8〃

"

90～99 9〃

ケ
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4.1.2輸 送 機種,船 穂 コー ド

輸送 機 種,船 穂 コー ドに関 す る回答 数 は21件

企業 内制 定3件

JIS制 定 を明 示 した もの7件

業 界 での 制定2件

固定資 産 コー ドの1部 と し た もの2件

とな ってい る。

輸 送機 種,船 穂 コー ドの エ レメ ン トとして は種 別(車 種)(11件),型 式(8件),糸(区 分)

(3件),陸 海空 別(3件),用 途(3件),品 名(名 称)(2件),そ の 他府県 名,規 格,取 得年

度,積 載 可能 ・不 可能 物,軌 道 ・道 路別,動 力 別,規 模,メ ー カ,年 式,銘 柄,社 共有 痛別,輸 送 手

段 があ げ られ てい る。.

エレメントの一 つ で あ る車種 は交 通 関係 法 令 の分 類 に準 じ,一 般 的 な もの は極 力2け たで 判別 で き る

こ とがJIS化 の際に 望 ま しい として い る。

なお,ア ンケ ー トの 回答 と と もに各社 か ら提 供 され た輸送 機 種 ・船 穂 コー ドの例 をか かげ る と,次

の とお'りで あ る。

例1車 種 コー ド

コ ー ド 車 種 コ ー ド 車 種

ユ

.

小 型車 系試 作 0 乗 用 貨 物

2 大 型 車 系 〃・ 1 特 殊1

3 大 型 車 系 2 〃2

4 中 〃 3 〃3

5 小 ・ 〃 4 〃4

6 乗 用 車 系 5 〃5
'

7 応用 車 系 6 二 輪 車

215-100 乗 用 車 1 乗 用 車

一200 貨 物 自動 車 2 貨物車

一300
'

貨 客 兼 用 車 3 レ ッ カ ー 車

一400 貨 車 4 フ ォ ー ク ・ リ フ ト

一500 二 輪 車 5 2輪 専

一600 自転 車 6 自転車

一700 その 他 の 車 両 7 運 搬 具
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例2車 種 コー ド

(1)車 種(1け た)

コ ー ド 項 目

1 普通自動車

2 〃(四 輪駆 動)

4 小型自動車

6 軽 四 輪

9 特殊自動車

(4)銘 柄(2け た)

コ ー ド 項 目

11 ト ヨ タ

21 ニ ッ サ ン

31 プ リ ン ス

41 マ ツ ダ

45 三 菱

46 ス ズ キ

47 ダ イ ハ ツ

48 富 士 重 工

49 愛 知(コ ニ ー)

51 い す ゴ

52 本 ,田

例3車 種 コー ド

(2)型 式(2け た)

コ ー ド 項 目

21
CC

ライ トバ ン700級

22 〃1 ,000cc級

23 〃1 ,500cc級

24 〃1 ,goocc級

26 バ ン

31 ボ ン ネ ッ ト ト ラ ッ ク

32 〃 コ ー チ

33 〃Wキ ャ ブ

41 キ ャ ブ オ ー バ ー トラ ッ ク

42 〃 コ ー チ

43 キ ャ ブ オ ー バ ーWキ ャ ブ

71 穴掘建柱車

72 大型穴掘建柱車

73 油圧 ク レー ン車(1T付)

74 〃(2T付)

76 工事 用 フ ォ ー ク リ フ ト トラ ッ ク

81 400MHz移 動無 線 車(A型)

82 〃(B型)

83 11GHz可 搬 型 移動無 線 車

85 移動電源装置

91 雪 上 車

98 バ ス

99 該当しない特殊自動車

コ ー ド番 号 ・ 取 得 区 分 耐用年数

1 乗 用 車 6

2 貨 物 車 5

3 レ ッ カ ー 車 3

4 フ ォ ー ク リ フ ト 4

5 二 輪 車 5

6 自 転 車 2

7 運 搬 具 4
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例‖4車 種 コ ー ド

車'種 記 号

乗合自動車及びけん引旅客自動車
・

営業用

自家用

01

02

.

営業用乗用自動車

A 10

B 11-B

C 11-C

D 11-D

E 13

自家用乗用自動車 12'

普通貨物自動車及びけん引小型貨物自動車
営業用 21

自家用 22

小型貨物自動車及びけん引小型貨物自動車'
営業用 31

自家用 32

小型二輪自動車 47

軽自動車

商品以外

のもの

軽自動車(被 けん引軽自動車を除く。) 57

被けん引軽自動車 99

商 品 道路運送車両法施行規則第63条 の2第3填 ただし書の規定に
より臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用に供する軽自動車 78

大型特殊自動車及び小型特殊自動車(農 耕作業用小型特殊自動車 被けん引大型特殊自動
車及び被けん引小型特殊自動車を除く。) 65

、

農耕作業用小型特殊自動車 68

緊急自動車 66

商品自動車
三輪以上の自動車 76

二輪の小型自動車 77

特殊用途自
動車(被 け
ん引特種用
途自動車を
除く)

〆

三 輪 以 上 の 自動 車(軽 自動 車 及 び霊 きゅ う 自動 車 を除 く。) 86

二輪の小型自動車 47

軽自動車 57

霊 きゅ う自動 車 88

被けん引旅客自動車 被けん引普通貨物自動車,被 けん引小型貨物自動車『

被けん引大型特殊 自動車,被 けん引小型特殊自動車,及 び被けん引特種用途自動車

94

〈 備 考〉 営 業用 乗 用 自動 車 の車 種欄 にお いてA,B,C,D及 びEは,そ れ ぞれ次 の 区分 に よ る車

種 を表 わ す もの とす る。

A・ ・ 東 京都 の特 別 区,横 浜市,名 古 屋市,大 阪市 及 び神戸 市 に使 用 の本 拠 を有す るタ クシー

(個 人 タ ク シー を除 く)
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B・ 北海 道,青 森,宮 城,埼 玉,千 葉,新 潟 神 奈 川,愛 知,富 山,石 川,福 井,大 阪,兵 庫,

広 島,山 口,徳 島,香 川,福 岡及 び長崎 の各道 府 県 に使用 の本 拠 を有 す る営 業用 乗用 自動

・車(Aに 掲 げ る もの を除 く)及 び京 都市 に使 用 の本 拠 を有 す る タ ク シー(個 人 タ ク シ_を

除 く)

C・ 福 島,栃 木,群 馬 長野,東 京,静 岡,三 重,滋 賀,鳥 取,島 根,奈 良,和 歌 山,岡 山,

佐 賀,熊 本,宮 崎及 び 鹿児 島 の各都 県に使 用 の本 拠 を有 す る営 業用 乗 用 自動車(Aに 掲 げ

る もの及 び個 人 タク シー を除 く)

D・ 岩手・ 秋 田,山 形 茨城,山 梨,岐 阜,京 都,愛 媛,高 知及 び 大分 の 各 府県 並 びに離 島

(橋 及 び フェ リーボ ー トのあ る もの を除 く)に 使 用 の本 拠 を有す る営業 用 乗 用 自動車(B

に掲 げ る もの及 び個 人 タ ク シー を除 く)

E… 個 人 タク シー

9

v
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例5自 動車 税率 コー ド

税 率 等
車 種 別

コ ー ド 税 率 車種別

乗

用

車

普

通

営
業
用

軸 距3048m以 下 101

3
軸 距3.048m超 102

自
家
用

軸 距3.048m以 下 103

軸 距3.048m超 104

小

型

営

業

用

総 排 気 量1,000cc.以 下 111

5

総 排 気 量1,000cc.超1,500cc.以 下 112

総 排 気 量1,500Cc.超 113

自

家

用

総 排 気 量1,000cc.以 下 114

総 排 気 量1,000cc.超1,500cc.以 下 115

総排 気 量1,500Cc,超 116

準

乗

用

総 排 気 量1,000cc.以 下 201 4

1
総 排 気 量1,000cc.超1,500cc.以 下 202

総排 気量1,500cc.超 203

ト

ラ

ッ

ク

最大積載量1ト ン以下 301 4

1最大 積 載 量1ト ンを こえ2ト ン以 下 302
'

最 大積 載 量2ト ンを こえ3ト ン以下 303

最大 積 載量3ト ンを こえ4ト ン以 下 304

最 大積 載 量4ト ンを こえ5ト ン以下 305

最 大 積 載量5ト ンを こえ6ト ン以下 306

最 大 積載 量6ト ンを こえ7ト ン以下 307

最大 積 載量7ト ンを こえ8ト ン以 下 308
一

最大 積 載量8ト ンを こえ9ト ン以下 309

最大 積 載量9ト ンを こえ10ト ン以下 310

最大 積 載 量10ト ンを こえ11ト ン以 下' 311

最 大積 載 量11ト ンを こえ12ト ン以 下 312

最 大積 載 量12ト ンを こえ13ト ン以下 313
一一 一

最 大積 載量13ト ンを こえ14ト ン以 下 314

最大 積載 量14ト ン を こえ15ト ン以下 315

最大積 載量15ト ン を こえ16ト ン以 下 316

最大 積 載量16ト ンを こ え17ト ン以 下 317

最 大積 載量17ト ンを こ え18ト ン以 下 318
≡

最 大積 載 量18ト ンを こ え19ト ン以 下 319

最 大積 載 量19ト ン を こえ20ト ン以下 320
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ら

税 率 等
車 種 別

コ ー ド 税 率 車種別

ト

ラ

ッ

ク

最 大積 載量20ト ン超 321

デ

けん 四輪以上の小型自動車に属するもの 331 4

1引車 普通自動車に属するもの 332

被

け

ん

引

車

小型自動車に属するもの 341

4

1

普

通

自

動

車

に

属

す

る.

も

の

最大積載量8ト ン以下 342

最大 積 載量8ト ンを こえ9ト ン以下 343

最 大積 載量9ト ンを こえ10ト ン以 下 344

最 大積 載量10ト ンを こえ11ト ン以下 345

最 大 積 載量11ト ンを こえ12ト ン以下 346

最 大 積 載量12ト ンを こえ13ト ン以下 347

最 大 積 載量13ト ンを こえ14ト ン以下 348

最 大積 載量14ト ンを こえ15ト ン以下 349

最 大 積 載量15ト ンを こ え16ト ン以下 350

最 大 積載 量16ト ンを こえ17ト ン以下 351

.

最 大 積 載量17ト ンを こえ18ト ン以下 352

最 大 積 載量18ト ンを こ え19ト ン以下 353

最 大 積 載量19ト ンを こえ20ト ン以下 354

最 大 積 載量20ト ン超 355

そ

の

他

乗車定員30人 以下 401

5

2

乗車定員30人 をこえ40人 以下 402

乗 車定 員40人 を こ え50人 以下 403

乗 車 定員50人 を こえ60人 以 下 404

乗 車 定 員60人 を こ え70人 以 下 405
一

乗 車定 員70人 を こ え80人 以下 406

乗車定員80人 超 407

観

光

貸

切

用

乗車定員30人 以下 411

乗 車定 員30人 を こ え40人 以 下 ,412

乗 車定 員40人 を こ え50人 以下 413
1

乗 車 定員50人 を こ え60人 以下
,

414

乗 車定 員60人 を こ え70人 以下 415

乗 車定 員70人 を こえ80人 以下 416

乗車定員80人 超 417

三白
動

輪車

け ん 引 車 501
6

そ の 他 502
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税 率 等
車 種 別

コ ー ド 税 率 車種別

特

種

用

途

車

1号 霊 き ゅ う 車 600

8

9

2

号

普

通

ト

ラ

ッ

ク

最大積載量1ト ン以下 601

最大 積 載 量1ト ン を こえ2ト ン以 下 602

最 大積 載 量2ト ンを こえ3ト ン以 下 603

最大 積 載 量3ト ン を こえ4ト ン以 下 604

最 大積 載 量4ト ン を こえ5ト ン以 下 605

最 大積 載 量5ト ン を こえ6ト ン以下 606

最 大積 載 量6ト ン を こえ7ト ン以下 607

最 大積 載量7ト ン を こえ8ト ン以下 608

最 大積 載 量8ト ン を こえ9ト ン以下 609

最 大 積 載量9ト ンを こ え10ト ン以下 610

最 大積 載量10ト ンを こえ11ト ン以下 611

最 大積 載量11ト ン をこ え12ト ン以下 612

最 大積 載量12ト ンを こ え13ト ン以 下 613

最大 積 載 量13ト ンを こ え14ト ン以 下 614

最大 積 載 量14ト ンを こ え15ト ン以下 615'

最 大積 載 量15ト ン を こえ16ト ン以下 616

最 大積 載 量16ト ン を こえ17ト ン以下 617

最 大積 載量17ト ンを こえ18ト ン以下 618

最 大積 載量18ト ンを こえ19ト ン以下 619

最 大 積 載量19ト ンを こ え20ト ン以下 620

最 大積 載量20ト ン超 621

被

け

ん

引

車

小型自動車に属するもの 641

最大積載量8ト ン以下 642

最 大積 載 量8ト ン を こえ9ト ン以 下 643

最 大積 載量9ト ンを こ え10ト ン以下 644

最 大積 載 量10ト ンを こ え11ト ン以下 645

最 大 積 載量11ト ンを こ え12ト ン以下 646

最 大 積 載量12ト ンを こ え13ト ン以下 647

最大 積 載量13ト ンを こえ14ト ン以下 648

♂

最 大 積 載 量14ト ン を こえ15ト ン以 下 649

最大 積 載 量15ト ンを こえ16ト ン以下 650

最 大積 載 量16ト .ンを こ え17ト ン以下 651

最 大積 載量17ト ンを こ え18ト ン以下 652
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税 率 等
車 種 別

コ ー ド 税 率 車種別

特

種

用

途

車

2

号

被
け
ん
引
車

最 大積 載 量18ト ンを こえ19ト ン以 下 653

8

.

9

最 大積 載量19ト ンを こ え20ト ン以下 654

最 大積 載量20ト ン超 655

三 輪 自 動 車 658

3

号

ト ッ

ラ ク

小 型 車 661

普 通 車 662

三 輪 自 動 車 663

4

号

普
.

通

営
業
用

軸 距3.048m以 下 671

軸 距3.048m超 672

自
家
用

軸 距3.048m以 下 673

軸 距3.048m超 674

小

型

営

業

用

総 排 気 量1,000cc.以 下 675

総 排 気 量1,000cc.超1,500cc.以 下 676

総 排 気量1,500cc.超 677

自

家

用

総 排 気 量1,000cc.以 下 678

総 排 気 量1,000cc.超1,500cc.以 下 679

総 排 気量1,500cc.超 680

ト

ラ

ッ

ク

小 型 車 681

普 通 車 682

準
乗
用
車

総 排 気 量1,000cc. 683

総 排気量LOOOcc. 684

総 排 気 量1,500cc. 685

三 輪 自 動 車
.

686

バ ス 687

ぐ
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4.2標 準 化 の 問 題 点

一般 に物 品 を認 識 し
,識 別 す るた め の指 標 とい う ものは 存在 す るが,そ の指 標 に つい て さ らに くわ

し く調 べ て み る と,第1に 国 に よ り,文 化 の 程度 に よ り,生 活 慣習 の違 い に よ り相 異す る とい う こ と

で あ る。

た とえば ヨーロ ッパ で は1獣 肉 類 を細 か く分類 して雌 雄 の別,成 幼 の別,肉 の部位 に よ って名称 も

異 な り,こ れ が一 般 に普 及 し てい るが,魚 に っい ては一 般 に は サケ,ニ シ ン く らい で細 か な分 類識 別

は して いない。 ヨー ロ ッパ の 高級 レス トラ ンで 「この魚 は な に か」 ときい て も単 に 「魚 で す」 と答 え

る程度 であ る。 これ に 対 して,日 本 で は,魚 類 の詳 細 な分 類 が行な わ れて い る。

したが って 国 際 的視野 か ら物品 を分類 す る場 合 一 従 来 は欧米 先進 国 の分 類 が基 準 にな って いた

が,そ れ は それ で意 味 が あ っ た として も,近 い将 来 を考 え た場 合,そ れ を その ま ま使用 す べ きか ど う

か疑 問 であ る。 なぜ な らば 日本 で つ くられ た分類 は,わ が 国の生 産品 が中 心 で国 際的 視 野 とい う点 で

や や欠 け る面 が指 摘 され る。 した が って,わ が 国 に相 当 大量 に 輸 入 され る品 目で も,国 産 品 が な いた

め,独 立 した品 目が な く一 しい て入 れ れば ●'その他"の 項 目に入 れ る 一 とい うこ とにな る。

第2に コー ドが すべての生 産 ・流 通 ・消 費 の段 階で使 われ るためには 多種 多 様 な使 い方 を考慮 した汎 用性 の

あ る もので な けれ ばな らない が,一 般 に 汎用 性 の あ る ものは 限定 され た用 途 に は使 い難 い とい う欠 点

が あ り,そ れ を如 何に調 和 させ るか が問 題 で あ る。 また,使 用 目的 や用途 が 客観 性 ・社 会性 を もった

場 合 と,特 殊 な制 限 され た用 途 の場 合 とが あ る。 た とえ ば,特 殊 な工 業所 有権 な ど を持 った特殊 な 使

い方 の よ うな場合 も考 慮す べ きであ ろ う。

さ らに分類 の実 際使 用 者 が専 門 分野 の 者 で ない こと が多 い とい うこ と も考慮 す べ きであ り,使 い易

・さ とい う こと も重要 な問題 で あ る
。

第3にJISを 定 め る場 合,品 目の どこ まで を基 本 と し,ど こか らを派生 す る品 目 とす るか の問題

が あ る。 この場 合,業 界 の組 織 ・習 慣 な どにつ いて も配慮 す る必 要 があ る。

同 じよ うな品 目 で色,柄,ス タ イル,サ イズ等 に よ る区 別 で は問題 が 少 ないが,材 料 や用 途 の 違い

に よ り別 の品 目 と も考 え られ る場 合 もあ り,こ の よ うな場 合,ど ち らか 一方 に きめ る とか,選 択 ので

きるよ うに融 通 性 を持 たせ る必 要 があ ろ う。 一般 的に は前 者 の 方 が混乱 は少 な いが,後 者 の 方 が便 利

な場 合 があ る。

第4に 成分 や機 能 を表 示 す る場 合 に,

①'全 く形 式的 に行 な う方 法 と

② その原 理 や内 容 や構 造 ま で さか のぼ って表 示 す る方 法 とが あ る。

① の方 法 に よ る方 が 容 易 であ り,ま た それ で一 般 に は差 し支 え ないが,原 理 を無 視 した表 示 な ので,

よ り複 雑 な新 製 品が 出 て来 た場合 混乱 の生 ず る とこ ろが あ る。

例 えば 「整 流器 」 の場合,単 に使 わ れ てい る物 質 に よ って区 別 し,

a.水 銀 整流 器(整 流器 に 水銀 の 表示 記 号 を加 え る)

b.セ レ ン整 流器(整 流 器 に セ レ ンの表 示 記 号 を加 え る)

c.ゲ ル マニ ウム整 流 器(整 粒 器 に ゲ ル マ ニ ウム の表示 記 号 を加 える)
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として 表示 す る場 合は① に よ る場 合 で あ るが,② に よる場合 は,原 理 ・構 造 に よ り分類 し,

a.整 流 放 電管(水 銀 整 流 器等 が これ に含 まれ る)

b.半 導 体整 流 器(セ レン整 流 器,ゲ ル マ ニ ウム整 流 器等 が これ に 含 まれ る)

の よ うな形 とな ろ う。

第5に 将 来 の技 術 や経 済 の 発展 を考 慮 して,そ れ に対応 で き る もの であ る こ とが 望 ま しい。

㌃

●

◎

◆

4.3提 言

物品 コー ドの うち,輸 送 機 ・船 穂 コー ドは調 査 のみ に と どめ,提 言 は材 料 コー ドにつ い ての み行 な

う。

4.3.1概 説

物 品 コー ドの う ち,材 料 コー ドの 標 準化 体 系 を検 討す る こ とに な っ たが,材 料 と商 品 とは ど うちが

うか。 市 場に 流通 して い る物 品 を 商品 とす るな らば,メ ー カが原 料 として 調 達 す る原 材料 も市 場の 流

通 過 程か ら購 買す るの で,商 品 と材 料 を区分 す るこ とはで きな い。

一 般 に材 料 とか,資 料 とい う場 合,製 品 を製 造 す る原 材料 をい うよ うで あ る・ つ ま り・ 生 産 過程 に

投 入 す る原料 を指 摘 して い る よ うで あ るが,業 種 に よ って 消費 量 の大 小 の差 が あ る として も・ 金属 製

の 部品 か ら,木 材,燃 料,油 脂,雑 品に い た る までの あ らゆ る物品 を原材 料 とす る場 合 が あ る。 この

よ うに考 え ると,商 品 と材 料 とは 明確 に区 分 がつ け がたい。

とこ ろで,一 般 に商品 コー ドとい え ば,流 通 の 源の た めに,本 来 の物 品 に いろ い ろな属 性 が 付加 さ

れて,こ れ らが 一体 とな って 商 品 名が 構成 され て い る。 た とえば,銘 柄,生 産 者,産 地,用 途 形 状,

成 分,精 度,濃 度,鮮 度,規 格,寸 法,面 積,体 積,容 積,な ど多種 多様 で あ る。

また,一 般 に材料 コー ドま た は資 料 コー ドとい う場 合は,商 品 コー ドの よ うな 属 性 も含 まれ るが,

さ らに材 料 の 調達 や保 管 の た めの,あ るいは生 産 工程 の ため の,管 理 目的 に応 じた属 性が 付加 され て

い る。

これ らの属 性 は,業 種 あ るい は企 業 の 特 性 に もとつ くもので,き わ めて 個 性 的 な もの であ って,あ ら

ゆ る企 業 に通 ず るよ うな標 準 化体 系 を構成 す る ことは困難 であ る。

考 え万 と して,こ れ らの属 性 を 洗 い だ し,こ れ を除 去す れば,純 粋 な 品 日名 要素 の み が残 る。.これ

を物 品 コー ドとし ては この発 想 にた って作業 をす す め るこ とに し た。 す な わ ち.こ の た めな に かを も

とに しな ければ,洗 いだ しが で き ない ので,詳 細 に わた って 商品 が分類 され て い る 「日本 標準 商品 分

類」(以 下JSCCと よぶ)!i?も とに,品 目の 要素 にな る もの を抽 出 し,… 方属 性 の洗 い だ しを行 な

った。

4.3.2品 目の 要 素の 抽 出

品 目の 要素 の抽 出 は,き わ め て困 難 な作 業 で あ った。 まずJSCCの 上4け た を対 象 に抽 出 した が,

商 品 に よ って は,け た別 コー ドの 階層 を ま とめ るため の抽 象的 な語 で,具 体 的 な 品 目 とな らな い もの

が あ る。 このよ うな場合 は,具 体 的な 品 目が浮 ぶ もの に までけ た を さげ る よ うに した。

エ ア コ ンデ ィシ ョナ

冷 水 機
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つ

ミル ククー ラ

冷 蔵 庫.

冷 蔵車 両用 冷 凍 ユニ ッ ト

シ ョウケー ス

フ リー ザ

アイ ス ク リー ム ・プ リ・一ザ ー

製 氷 機

な どの よ うに な る。

この作 業 の 目 的 は,品 目 の要 素 をみ つ けだ す こ とに あ って,コ ー ド体 系 をっ くるこ とで は ない か ら

であ る。

この よ うに試 み た が,全 部 の 品 目に つい て統 一・'的にや った わ けで は な く,多 分 に作 業者 の 主観 が加

わ って い る もの もみ うけ られ るが,今 後 純粋 な品 目の抽 出 のた た き台 と したい の で,不 備 の まま のせ

ることに した。 抽 出 され た品 目 の要 素 は次 の とお りで あ る。

●

・'

⑨
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●

●

種 牛(18か 月 以上)

乳用 牛

肉用 牛

農 用種 馬(20か 月以 上)

競 走用 種 馬(20か 月 以上)

農 馬

競 走 馬

そ の他 の 馬 ・

戒 め ん羊(10か 月以 上)

子 めん羊(1・0か 月未 満)

成 や ぎ(10一 か月 以上)

子 や ぎ(10か 月 未 満)

種 豚

肉 豚(3か 月以上)

子 豚(3か 月 未 満)

ア ンゴ ラ うさぎ

その他 の家 と(兎)

種 鶏

採 面鶏

肉 鶏(6か 月 以 上暁 鶏 を含 む)

ブ ロイ ラー(6か 月 未 満)

初生 ひな(肉 鶏)

し ちめ ん ち ょ う(飼 育 の もの)

あ ひ る(飼 育 の もの)

が ちょ う(飼 育 の もの)

うず ら(飼 育 の もの)

その 他 の家 きんお よび 食用 鳥

種 繭

蚕 種

毛 皮獣

犬

ね こ

観 賞 用 鳥 類

金 魚お よび そ の他の 観賞 魚

淡 水産 さけ,ま す{種 苗 用(養 殖用)稚 魚類}

海産 さけ,ま す{種 苗 用(養 殖用)稚 魚類}

こい,ふ な

うな ぎ

ふ ぐ

その 他 の種苗用(養 殖 用)稚 魚 類

推 が き

あ さ り,は ま ぐ り

真 殊 貝

さろほお(も がい)

あわ び

その他 の種 苗用(養 殖用)稚 貝 類

え さ用 の生 きた水産 物(水 産 ほ乳 動物 を除 く)

み つ ば ち

他 に分 類 され ない生 き物

生 乳(未 加工 乳)

生 や ぎ乳(未 加工 乳)

そ の他 の未 加 工乳

鶏 卵

そ の他 の鳥卵

か わ ます

に じます

ひめ ます

その他 の陸 封 性 さけ ・ます 類

あ ゆ(成 魚)

小 あ ゆ

わ か さ ぎ

し ら うお

ふ な

こい

ど じょ う類

うな ぎ

そめ 他の 淡水産硬 骨 魚 類

か じか
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な まず

はぜ 類

他 に分 類 され ない 淡 水産 硬 骨魚 類

さけ ・ます類

に しん類

い わ し類

か つ お類

ま ぐろ類

か じ き類

さば類

さわ ら

た ち うお

あ じ類 ,

ぶ り類

た ら類

か れ い類

ひ らめ類

たい 類

す ず き類

に べ ・ぐち類

さめ類

えい 類

ぼ ら類

か ます類

さん ま

とび うお 類

ほ っ け

ほろ ぼお ・か なが し ら類

いか な ご

あ な ご ・は も類

ふ ぐ ・ま ん ぼ う類

は た はた 類

こ ち類

い とよ りだい 類

きす 類

あ まだ い類

あ ん こ う類

他 に分 類 され な い海水 魚

か き類

い た やが い 類

あか が い ・さ るぼ う類

し じみ類

は ま ぐ り ・あ さ り類

1まズ)〉カS－し、類

あ わび類

さざ え類

そ の他 の貝 類

い か類

た こ類

えび類

いせ え び ・ざ りが に類

か に類

そ の他 の 甲 殻 類

うに ・な ま こ類

`

かめ類

その他の水産動物

鯨

いるか

その他の海産ほ乳動物

はちみっ

魚卵

他に分類されない食用動物粗製品

成牛皮

中牛皮

小牛皮

水牛皮

馬皮(ろ 馬および馬を含む)

めん羊皮
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や ぎ皮

豚皮

しかお よびか もしか皮

わに皮

へ び皮

とかげ皮

大皮

ね こ皮

鯨 皮

水産皮(鮫 皮 を除 く)

他 に分 類 され な い原 皮

うさぎ原 毛皮

羊お よび 子羊 原毛 皮

や ぎ,お よび子 や ぎ原毛 皮

きつ ね原 毛皮

た ぬ き

い た ち原 毛皮

ミンク原 毛皮

海獣 類原 毛皮

そ の他 の原毛 皮(り す ・うみ だぬ き ・マル チ ン

・あな ぐま ・む さ さび ・ヌー トリヤ ・か わ うそ)

原羽 毛(原 綿毛 を除 く)

原綿 毛

真 珠

さん ご

きっ こう(亀 甲)

貝殻

か いめ ん

その他 の水 産 動物 生産 品(鯨 の ひ げ ・皮 お よび

歯 を含 む)

せ ん ・お よび せ ん質原 料

肝臓

内 臓(肝 臓 を除 く)

その他 の薬 用 動物 原 料

獣 骨

ひずめ

角

その他の食用以外の動物粗製品(繊 維を除 く)

塞 げ

ラック

天然固形香料および関連生産品

他に分類されない食用以外の動物粗製品(繊 維

を除く)

米穀

小 麦

大 麦

裸 麦

ライ支

えん 麦

あ わ

ひ え

きび

もろ こ し

と う もろ こし

そ ば

そ の他 の雑 殻

大 豆

あ づ き

えん ど う

うず ら

手 亡 ・

金 時

花 豆

大 福

と ら.豆

その 他の い んげ ん

そ ら豆

さ さげ

一185一

●



緑 豆

らっかせ い

その 他 の豆類(ラ イマ

かん しょ,

ばれ い しょ

だい こん

か ぶ

に ん じん

ごぼ う

ビー ト

さ とい も・

山 の い も

れ ん こん

くわ い

その他 の根 菜 類

は くさい

た い な

き ょ うな類

か らしな

か ぶ な

キ ャベ ツ類

ほ うれん 草

ぶだ ん草

ち し や

ね ぎ類

玉 ね ぎ類

ふ き

セ ロ リー

みつ ば

しゅん ぎ く

せ り 、

ア スパ ラガス

た けの こ

う ど

その他 の 葉茎 菜類

・は っ しょ う豆等 を含む)
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きゅ う り

しろ う り

か ぼ ちゃ

な す

トマ ト

と うが らし

未 成 熟 と う もろ こ し

豆科野 菜

香 辛野 菜

つ ま もの野 菜(小 もの野 菜)

ti」菜類

きの こ類

その他 の野菜

みか ん類

ゆず 類

甘だ い だい 類

雑 か ん 類

その他 の か ん きつ類

な し

りん ご

ま るめ ろ ・か りん類

びわ

ざ くろ

ポ ポー

その 他 の仁 果類

も も

お うと う(さ くらん ぼ)

うめ

あ んず

す も も

その他 の核 果 類

ぶ ど う

い ちご

す ぐ り類

い ちぢ く

●

♪

●
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その 他 の し ょ う果 類

く り

くるみ

そ の他 の殼 果 類

ま くわ うり,お よ びす い か

バ ナナ

パ イ ンア ツプ ル

パ パ イヤ

オ リー ブ

ァポ カ ド

パ ッショ ン フルー ツ

その 他 の熱 帯性 また は亜熱 帯性 果実

その 他 の果 実

砂 糖 きび

て ん さい

砂 糖 もろ こ し

そ の他 の 糖料 作 物

コー ヒー,豆

ココ ア旦

茶 の葉

その他の未加工飲料用作物

と うが らし(辛)

か らし(種 実)

さん し ょ う(成 熟種 実)

け いひ(桂 皮)

こし ょ う(種 実)

うい きょ う(種 実)

丁 子

その他の科 料原料品

こん ぶ 類

わ かめ類

の り類

あお さ類

て ん ぐ さ類

あ ごの り類

い ぎす類(い ば らの りを含 む)

そ の他 の 寒天 原料 も(藻)類

そ の他 の食用 未加 工海 そ う類

ホ ップ

こ んに ゃ くい も

キ ャ ッサバ ルー ト

他 に 分類 され ない食用 植物 粗製 品

飼肥料用作物の種子

野菜種子

花きの種子

樹木,か んきおよび木質つる茎植物の種子

食用 きのこの菌類

その他の種子(油 脂用種実を除 く)

なたね

ごま

えどま

あまに

ひまし

綿実

油脂用種実(油 脂用堅果を含む)

(な たれ ごま,え ごま,あ まに,ひ'ま し,綿

実を除く)

油脂用種核

'球 根

野菜の苗および植付用の球根および根

果樹苗木

果樹のだい木

果樹(だ い木用のものを含む)の 穂木およびさ

し枝

樹木,か ん木および木質つる茎植物の苗木

だい木 穂木およびさし枝(観 賞用を含む)

観賞用植物

販売用の切花および装飾用植物材料
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その他 の 種苗,温 室 栽 培 品 目お よび類似 品

丸太(ニ ッ割 材 お よ び四 ッ割 材 を 含む)お よ び

削 り丸太(そ ま角 お よび 弁甲 材)

くい丸 太,足 場 丸太,稲 架 丸太,標 柱,帆 柱,

お よ びへ い用 丸 太,パ ル プ用 材

坑木

電 柱

ま き

製材 くず お よび末 木

竹 材

その 他 の木 材 の素 材

葉 た ば こ

たば この中 骨

その 他 の未 加工 たば こ

天 然 ゴム

天然ゴム状樹脂およびオレオゴム醐 旨

天然 オ レオ樹 脂

天 然樹 脂(ゴ ム状樹 脂,生 松 や に,お よび生 漆

を除 く)

生 松 や に

生 漆

あ らめ(か じめ)類

ふ の り類

つ の ま た類

ぎん な ん草(藻)類

す ぎの り類(つ の また,ぎ ん な ん そ う(藻)類

を除 く)

むか で の り類

そ の他 の非 食 用 の未 加 工海 そ う(藻)類

薬用 植 物

殺 虫,殺 菌,こ ん虫駆 除 お よび腐 し ょ く剤用 植

物

香 料 用 植 物

染 色お よび な め し材 料

樹 皮

他 に分 類 され ない食 用 に供 しない 植物粗 製 品

(石 松子,ぜ んまい 根 を含 む)

種 子 繊 維

綿 花

ボ ー ンバ ックス綿

ア ス ク レピ ァス綿

あ ま(亜 麻)

ラ ミー

た い ま(大 麻)

こ うま(黄 麻)

サ ンヘ ンプ

ケ ナ フ

そ の他 の じんぴ 繊維

アバ カ

シザ ル 麻

ヘ ネケ ン

カ ン タ ラ

ニ ュー ジー ラン ド繊 維

や し葉 繊 維

その 他 の 葉繊 維

コー ア

その 他 の実 繊 維

みつ また

こ うぞ

が ん ぴ

い(藺)

七 島 い

わ ら

ば っか ん

こ りや な ぎ

あ げび の つ る

へ ち ま

そ の他 の 雑 繊維
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しゅ ろ皮 繊維

や し繊維

繭(種 繭 を除 く)

あ ぶ ら付 羊毛

水洗 羊 毛

ア ンゴ ラや ぎの毛(モ ヘ ヤ)

アル パ カの 毛

ラマの 毛

らくだ の 毛

カ シ ミヤや ぎの 毛

アン ゴ ラと(兎)毛

と(兎)毛(ア ンゴ ラ と毛 を 除 く)

獣 毛(羊 毛お よび羊 毛類 似 の 毛 を除 く)

その他 の動 物 繊維

無煙炭(せ ん石を含む)

有煙炭

炭質亜炭

木質亜炭

泥炭

草炭

原油(抜 頭および混合原油を含む)

天然揮発油(未 精製のもの)

けつ岩原油

焼原油

その他の鉱物性原油

可燃性天然ガス

不燃性天然ガス

天然アスファル ト(れ き青岩を除く)

れき青岩

天然鉱ろう

その他の石炭および原油に関係ある天然粗製品

金鉱

砂 金

銀 鉱

金銀 鉱

白金 鉱

砂 白 金

その 他 の貴金 属鉱

銅鉱

沈 でん 銅

鍋鉱

亜 鉛鉱

鉛 亜 鉛鉱

銅鉛 亜鉛 鉱

硫 化鉱(硫 酸 原料 とな るもの)

すず鉱

砂 すず

ア ンチ モ ン鉱

水銀 鉱

そ う鉛 鉱

そ の他 の非 鉄金 属鉱

鉄鉱

砂 鉄

硫 酸 焼鉱

鉄 マ ンガ ン鉱

マ ンガ ン鉱

ク ロム鉱

砂 ク ロム鉱

タ ングステ ン鉱

モ リブデ ン鉱

ニ ッケ ル鉱

コバ ル ト鉱

そ の他 の 鉄屑鉱

ア ル ミニ ウム鉱

マ グ ネシ ウム鉱

チ タ ン鉱
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砂 チ タ ン鉱

そ の他 の軽 金属 鉱

ベ リウム鉱

バ ナジ ウム鉱

ジル コ ン鉱

ウ ラン鉱

トリウム鉱

セ リウム鉱

ニ オ ブ鉱

そ の 他の 希有 金 属鉱

そ の他 の金 属鉱

花こう岩およびその類似岩石

石英粗面岩およびその類似岩石

安山岩およびその類似岩石

大理石

ぎょう灰岩

砂岩

けつ岩

粘板岩

じゃり

砂

玉石

その他の建設材料となる鉱物および岩石

いおう

ほたる石

黒鉛

石こう

白けい石

けい砂

石灰石(大 理石を除く)

ジルコンサンド(金 属抽出用を除く)

その他の工業原料となる鉱物および岩石

炉材けい石

ろ う石

ろ う石 クレ ー

ダ イア スポ ア

木 節 粘 土(焼 い て な い もの)

木 節 粘 土(焼 い た もの)

けつ 岩粘 土(焼 いて な い もの)

けっ 岩粘 土(焼 いた もの)

ば ん土 けつ 岩

そ の他 の 耐火 粘 土(焼 い て ない もの)

そ の他 の耐 火 粘土(焼 い た もの)

ドロ マイ ト(焼 い て な い もの)'

ドロマ イ ト(軽 焼 した もの)

ドロマ イ ト(重 焼 した もの)(ド ロマ イ トク リ

ンカー)

マグ ネサ イ ト(焼 いて な い もの)

マ グネサ イ ト(軽 焼 し た もの)

マグ ネサ イ ト(重 焼 した もの)(マ グネ シ ア ク

リン カー)

海 水 マグ ネ シ ア(焼 い て ない もの)

海 水 マグ ネ シ ア(軽 焼 した もの)

海 水 マ グ ネ シ ア(重 焼 した もの)(海 水 マグ ネ

シ ア ク リン カー)

ボー キ サ イ ト(金 属抽 出用 を除 く)

ク ロム鉄鉱(耐 火 物原 料 用 に限 る)

シル マ ナ イ ト類

その他 の耐 火 物 原 料 とな る鉱物 お よび岩 石

長 石

半 花 こ う岩

風 化花 こ う岩'

陶 石

けい 灰石

リシウム鉱

カオ リン

が い ろ(蛙)目 粘 土

そ の他 の 陶磁 器 原料 とな る鉱物 お よ び岩石
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りん鉱

じゃ(蛇)紋 岩

チ リ硝 石

硝 石

カ リ鉱

その他 の肥 料 原料 とな る鉱 物お よび 岩石

石綿

滑石 お よび 石 け ん石

雲 母(レ ビ ドライ トお よび絹 雲母 を除 く)

水 晶

方 解石

電 気石

ひ る石

真 珠岩

軽石

ホ ゾ ラ ン

そ の他 の 物理 的 特 性 を利 用 す る鉱 物

ざ くろ石(金 鋼 砂)

コ ラン ダム

エメ リー ー

トリポ リー

ダ イアモ ン ド

めの う.

こは く

そ の他 の研 摩材 お よび工 芸 用鉱 物

粘 土(耐 火物 用 を除 く)

酸性 白土

ベ ン トナ イ ト

絹 雲母

けいぞ う土

その他 の粘土状 の鉱 物

重 晶 石

氷 晶石

ほ う砂(精 製 ほ う砂 を除 く)

天然 ソー ダ

岩塩

天日塩(内 地天日塩を含む)

かん水

他に分類されない非金属鉱物および岩石

精 米 』

砕 米 〉

精 麦

精 雑穀

米 粉(白 玉 粉,み じん こ を含 む)

小 麦 粉

と うもろ こ し粉

そ ば粉

そ の他 の 雑穀 粉

大 豆 粉

あず き紛

いん げん 豆粉

その 他 の 豆紛

い も粉(か ん し ょ(甘 藷)粉)

こん に ゃ く粉

小 麦 でん 粉

と う もろ こしで ん粉

か ん しょ(甘 藷)で ん粉

ば れ い し ょで ん粉

タ ピオ カで ん粉(マ 二 才 カで ん粉,キ ャ ッサバ

でん 粉 を含 む)

サ ゴでん粉

そ の 他の で ん粉

粗 糖

糖 みつ

麦 芽

麦 芽 エ キス お よび シロ ップ

ふ くら し粉

パ ン用 イー ス ト
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醸 造用 イー ス ト

イー ス ト(パ ン用 お よ び醸造 用 を除 く)

そ の他 の調合 され た発 酵素

天 然 お よ び合 成 腸詰 用袋

ホ ップ抽 出物 お よび ル プ リン

ペ クチ ン

寒天

撞 こ うじ

かん しょ(甘 藷)生 切 干

キ ャ ッサ バチ ップお よび サ ゴチ ッ プ

他 に 分類 されな い食 料お よび 飲料 用 基礎 原 料

成牛タンニンなめし底かわ

成牛 クロムなめし底かわ

成牛混合なめし底かわ

その他の牛底かわ

成牛 タンニンなめし多脂かわ

成牛クロムなめし多脂かわ

成牛混合なめし多脂かわ

その他の牛多脂かわ

成牛工業用かわ

中小牛工業用かわ

牛甲かわ(仕 上げ加工したものを含む)

牛ぬめかわ

牛茶利かわ

その他の牛かわ

水牛底かわ

水牛多種かわ

水牛ぬめかわ

水牛工業用かわ

水牛生かわ

その他の水牛かわ

馬 甲 かわ(仕 上げ加 工 した もの を含 む・ コー ド

バ ンを除 く,裏 か わを 含 む)

コー ドバ ン

馬 ぬめか わ'

馬茶 利か わ

そ の他 の 馬か わ

めん羊 甲か わ(仕 上 げ加 工 した もの を含 む)

めん羊 ぬ めか わ

めん羊 セ ーム か わ(シ ャモ ア仕上 げ した もの)

そ の他 の め ん羊 か わ

山羊 甲か わ(仕 上 げ加 工 し た もの を含 む)

山羊 ぬ めか わ

山羊 セ ーム か わ(シ ャモ ア仕 上 げ をし た もの)

そ の他 の山 羊 か わ

豚 甲か わ(仕 上 げ 加 工 した もの を含 む)

豚 ぬ めか わ

その 他の 豚 かわ

牛 羊 な めし か わ

め ん羊半 な め しか わ

山羊 羊 なめ しか わ

そ の他 の半 な め しか わ

再生 か わ

しがか わお よび か もしか か わ

は虫 類 か わ

カ ンガ ルー か わ'

だ 鳥か わ.

犬 か わ

ね こか わ

うさ ぎか わ

水産 か わ

他に 分類 され ない か わ

くつ用 ゴム底 お よび 巾底(地 下 た び用 ゴム底 お

よ び捷軍 を含 む)

その 他 の ゴム 製 は きもの用 品お よ び補 修 材料

平 ゴ ムベ ル ト
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コ ンベ ヤゴ ムベ ル ト

Vベ ル ト(ゴ ム)

自動 車用 フ ァンベ ル ト(ゴ ム)

そ の他 の ゴ ムベ ル ト

ゴ ム ロー ル(農 業 機 械用 を除 く)

エ ボ ナ イ ト製 品(工 業用)

ゴ ムテ ー プ

ブ ラ ック テ ー プ

ゴ ム校

ゴ ム タ イル

ゴム マ ッテ ィング

電 気用 手 袋

工業 用 手 袋

総 ゴム前 掛 け(医 療用 を除 く)

ゴム ライニ ング

ゴム 管(医 療用 を除 く)

ス ポ ンジ ゴム製 品

フ ォーム ラバ ー

ゴ ム の り

他 に分 類 され ない工 業 用 ゴム製品

農業 機 械用 ゴム ロー ル(農 業 機械 用 ゴム製 品)

そ の他 の 農業 機 械 用 ゴ ム製品(農 業 機 械用 ゴム

製品)

ペ タル ゴ ム(自 転 軍用 ゴム製 付属 品)

握 りゴム(自 転軍 用 ゴ ム製 付属 品)

ブ レー キ ゴム(自 転 軍用 ゴム 製付 属品)

泥 除 リフ ラ ップ(自 転 車用 ゴム製 付 属 品)

虫 ゴム(自 転 車 用 ゴ ム製付 属 品)

その 他 の 自転 車 用 ゴ ム製付 属品

印 材用 ゴム

糸 ゴム

ゴ ムバ ン ド

その 他 の ゴム 製基 礎 資材

板(厚 さが8㎝ 未 満 で 幅が厚 さの3倍 以上 の も

の)

小 幅 板(厚 さが3㎝ 未 満 で 幅が12㎝ 未 満 の も

の)

斜 面 板(針 葉樹 製材 の 幅が8㎝ 以上 で横 断面 が

台 形の もの)

厚 板(厚 さが3㎝ 以上 の もの)

き り板 材(長 さが100㎝ 以上 の もの)

.きりげ た材(長 さが24㎝ 以上 の もの)

正 割 り(横 断 面が 正方 形 の もの)

平 割 り(横 断 面が 長方 形 の もの)

正 角

平 角

押 角

耳 付 き材(耳 ナ リを しない 製材)

銘 木

木 材 チ ップ

フロー リング ・ボー ド

パ ネ ル ・ボー ド

フ ロ・一 リング ・ブ ロ ック

パ ー ケ ッ ト

パ ー ケ ッ ト・ブ ロ ック

モ ザ イ ク ・パ ーケ ッ ト ・ブ ロ ック

ロー タ リー カ ッ ト単 板(ハ ー フ ロー タ リー カ
ッ

ト単 板 を含 む)

ス ライ ド単 板

ソー ン単 板

普 通 合 板

機 械加 工 合板

化粧 ば り合板

オー バ ー レイ合 板

プ リン ト合 板

塗 装 合 板

曲面 合板

薬 液処 理 合板

そ の他 の特 殊合 板

削片 板(パ ー テ ィクル ボ ン ド)
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その他の改良木材および再生木材

その他の注薬および薬品処理木材

たる用資材

おけ用資材

箱用資材

フフツンユ戸

から戸

ガラス戸(洋 風)

よろい戸

縁甲板戸

さん戸

網戸(洋 風)

その他の洋風建具

格子戸

板戸

ガラス戸(和 風)

ふすま

戸ぶすま

その他のふすま

水腰障子

腰板障子

あずま障子(ガ ラス入 り)

雨戸

網戸(和 風)

その他の和風建具

門ひ(扉)(部 分品を含む)

木製建具の付属品

その他の木製建具

竹基礎資材

とう,き りゅう類似細工資材

まくら木(注 薬したものを除く)

腕木(注 薬した ものを除 く)

柄,引 手 つまみ,握,り,台 木および類似品

屋根板

屋根まさ(柾)

木れんが

曲輪

経木

木毛

はきもの材料(き り材を除く)

旋盤用木取材

木型用木取材

木管素地

彫刻材

鉛筆軸板

他に分類されない木製基礎資料

サ ル フ ァイ トパ ル プ(溶 解パ ル プ)

ク ラ フ トパ ル プ(溶 解パ ル プ)

製紙 パル プ(木 材パ ル プ)

サ ル フ ァイ トパ ル プ(木 材 パル プ)

ク ラ フ トパ ル プ(木 材パ ル プ)

ソー ダパ ル プ(木 材 パ ル プ)

セ ミケ ミカル パ ル プ(木 材 パ ル プ)

ケ ミグ ラ ウン ドパ ル プ(木 材 パ ル プ)

リフ ァイ ナー グ ラン ドパ ル プ(木 材 パ ル プ)

砕木 パ ル プ

か すパ ル プ(木 材 パ ル プ)

パ ル プ(木 材 パ ル プ を除 く)

そ の他 の パ ル プ

新 聞巻 取 紙(機 械す きの もの)

印刷 用 紙(",)

筆 記用 紙(機 械 す きの もの)

図 画用 紙C〃

重 袋用 両 更 ク ラフ ト紙(〃

そ の他 の 両 更 ク ラフ ト紙(〃

純 白 ロー ル紙(〃

筋 入 ク ラフ ト紙("

そ の他 の ロー ル紙("
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そ の 他 の 包 装 用 紙(〃

巻 た ば こ 用 紙(〃

イ ン デ ア ペ ー パ ー(〃

タ イ プ ラ イ タ ー ペ ー パ ー(〃

コ ン デ ン サ ー ペ ー パ ー(〃

グ ラ シ ン ペ ー パ ー(

コ ヒ。一 紙(

複 写 原 紙(

そ の 他 の 薄 葉 紙(

京 花 紙(

トイ レ ッ トペ ー パ ー(

ちり紙

ナプキン原紙

紙綿原紙

タオルペーパー

その他の衛生紙

障子紙

書道用紙

せんか紙

(

(

(

(

(

(

(

(

ク レ ー コー ト原 紙(

硫酸紙原紙

感光紙原紙

カーボン原紙

謄写版原紙用紙

壁紙原紙

ふすま紙原紙

紙 ・ひも原紙

紙糸原紙

(

(

(

(

(

(

(

(

"

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

その他の加工用原紙(機 械すきのもの)

特殊 紙

黄板紙

チ ップボー ル

(

(

(

白ボー ル(白 板紙)(

マニ ラボ ー ル(白 板 紙)(

外装 用 パ ル プ ラ イナ ー(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

)

)

)

)

)

)

外装 用 ジ ュー トライ ナー(〃

内装 用 ライ ナー(〃

パ ル プし ん(〃

貴 しん(〃

そ の他 の中 しん原紙(〃

石 こ うボ・一 ド原紙(〃

ルー フ ィング原紙(〃

そ の他 の 建材 原 紙(〃

雑種 板 紙(〃

)

)

)

)

)

)

)

)

)

そ の 他の 機械 す きの紙 お よび 板紙(機 械 す きの

もの)

障 子紙(手 す きの もの)

こ うぞ紙(〃)

改良 紙(〃)

温 床 紙(〃)

か さ紙(")

が ん皮紙(")

工 芸紙(")

そ の他 の手 す きの紙お よび 板紙

ク レー コー ト紙

ビス コ ース 塗工紙

合 成 樹脂 塗工 紙

その他 の 塗 工紙

硫 酸 紙

ろ う紙

油 紙

合 成樹 脂 浸 透紙

バ ル カ ナ イズ ドフ ァイバ ー

その 他 の浸 透加工 紙

ター ボ リン紙

合成 樹脂 ラ ミネー ト紙

金 属 は く(箔)ラ ミネー ト紙

そ の他 の積 層加工 紙

段 ボー ル紙

工 業 用 加工 紙
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壁紙およびふすま紙

その他の加工紙

軟質繊維板

半硬質繊維板

硬質繊維板

加工繊維板

その他の繊維板

紡織半製品(糸 を除 く)

綿紡識半製品

亜麻紡織半製品

ちょ麻紡織半製品

大麻紡織半製品

毛紡織半製品

洗上羊毛

羊毛 トップ

反毛

その他の毛紡織半製品

絹紡織半製品

化学繊維紡織半製品

化学繊維短繊維

化学繊維 トゥ

化学繊維 トップ

その他の化学繊維半製品

その他の紡織半製品

綿糸

亜麻糸

ちょ麻糸

大麻糸

黄麻糸

毛糸

そ毛糸

紡毛糸

器機生糸

座繰 生糸

玉 糸

野 蚕の 生糸

絹糸

絹紡 糸

絹 ちゅ う糸

レー ヨ ン糸

キ ュ プ ラ糸

アセテ ー ト糸

ナ イロ ン糸

ビニ ロ ン糸

ポ リ塩 化 ビニ リデ ン糸

ポ リ塩 化 ビニル糸

ポ リエ ステ ル糸

ア ク リル糸

ポ リエチ レン糸

ポ リプ ロヒ。レ ン糸

ポ リウ レタ ン糸

そ の他 の合 成 繊維 糸

和紡 糸

そ の他 の糸

金属 繊 維糸

ガ ラス繊 維糸

抄 繊糸

他 に分 類 され ない糸

巾50㎝ 以上 の織 物

か な き ん

ロ ー ン

粗 布

細 布

てん じ く

ポ プ リ ン

不 ル

ヘ アー コー ド

(綿 織 物)(生 の もの)

(

(

(

(

(

(

(

シ ァ ー サ ッカ ー(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

)(

)(

)(

)(

)(

)(

)(

)(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

)

)

)

)

)

)

)

)
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σ

ン

ー

フ

ン

ー

ジ

リ

キ

地

ぎ

綴

織

ス

ゼ

綴

織

天

織

地

ル

ジ

や

す

ジ

バ

バ

一

さ

や

ら

巣

地

織

織

ク

織

ン

ス

織

ケ

み

ル

地

れ

地

帯

縮

イ

布

織

ン

あ

ん

一

ヤ

ー

レ

が

あ

斉

つ

子

ち

し

ね

子

ツ

子

ム

ニ

通

織

ツ

ら

珍

布

だ

織

や

う

[

綿

ボ

帆

厚

ポ

,
細

じ

サ

ギ

バ

ス

洋

太

雲

か

朱

は

な

う

七

オ

刺

ア

ベ

風

紋

ピ

か

別

コ

毛

す

袋

か

ほ

ガー ゼ地(綿 織物)(生 の もの)

しん地(〃)(〃)

そ の他 の生 の もの(〃)(〃)

ギ ンガム(綿 織物)(先 ざ らしお よび 先染)

ポ プ リ ン .(〃)(

ネ ル(〃)(

シ ア ー サ ッカ ー(")(

シ ャ ン ブ レ ー(〃)C

ドメ ス テ ィ ッ ク(〃)(

デ ニ ム(〃

小 倉(〃

テ ィ ッキ ン グ(〃

ク レー プ(

しま み あや(

サ ー ジ(

ギ ャバ ジ ン(

ノN"一ノミリー(

ス レー キ(

洋が さ地(

朱子(

はち巣 織(

な し地 織(

うね織(

七子 織(

先染)

アム ンゼ ン(

ベ ニ ス織(

風通 織(

紋織(

ピ ッケ(

タ マス ク(

ヤ シヤ グ(

ハ ン カチ地(

サ ロ ン(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

"

〃

"

"

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

オ ックス フォー ド(綿 織物)(先 ざ らしお よ び
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キ コ イ

サ リー

ゼ プ ア ー

パ カ マ

ド ー テ ィ

毛 布 地

タ オ ル 地

敷 物 地

ビ ロ ー ド

か や地

(綿 織物)(先 ざ らしお よび 先染)

(

(

(

(

(

(

(

(

(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

その他の先ざらしおよび先染

かな きん

ロー ン

粗 布

細 布

てん じ く

ポ プ リン

ネル

ヘ アー コー ド

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

)

)

)

)

)

)

)

)

)

(綿 織物)(後 ざ らしお よ び後染)

(

(

(

(

(

(

(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

シ ア ー サ ッカ ー("

綿 縮

ボ イル

帆 布

厚織

ポ ンジー

細 あや

じんす

サ ー ジ

ギ ャバ ジ ン

バ ー バ リ]

ス レーキ

洋が さ地

太 あや

雲 斉

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ノノ

〃

〃

〃

〃

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ノノ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

かつ ら ぎ(綿 織 物)(後 ざ らしお よび後 染)

朱子(

はち巣織(

なし地織(

うね織(

七子織(

〃

〃

〃

〃

〃

オ ック ス フ ォ ー(

)(

)(

)(

)(

)(

〃

刺 子 織(〃)(

アム ンゼ ン(〃)(

ベ ニ ス 織(〃)(

風 通 織(〃)(

紋 織(〃)(

ピ ッケ(〃)(

か らみ 織(〃)(

別 珍(〃)(

コ ー ル 天(〃)(

毛 布 地(〃)(

タオ ル 地(〃)(

袋 織(〃)(

か や 地(〃)(

`まう 帯 地(〃)(

ガ ー ゼ 地(〃)(

し ん 地(〃)(

)(

その他の後 ざらしおよび後染

帆 布

しん 地

洋服 地

シャ ツ地

ハ ンカ チ地

畳 緑地

か や地

デ ィ ッシ ュ タオ ル地

帆布

しん地

その他 の生 の もの

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

(亜 麻織物)

(

(

(

(

(

(

(

〃1)

〃

〃

〃

〃

'ノ

〃

)

)

)

)

)

)

(ち ょ麻 織物)

(〃)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)
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レ

`

●

◆

洋 服地

シ ャツ地

ハ ンカ チ地

、畳緑地

かや地

デ ィ ッシ ュ タ オ ル 地

(ち ょ麻 織物)

(

(

(

(

(

その他の先ざらしおよび先染

大麻 織 物

ヘ ツシ ャ ン地

キ ャンバ ス地

ガニ ーバ ック地

リノ リ ュー ム しん 地

その他 の純黄 麻織 物

サ ン ク ロ ス

ヘ ヤ ー ラ イ ン

ベ 不 ツシ ヤ ン

フ ラ ノ

シ ャ ー ク ス キ ン

サ キ ソ ニ ー

ポ ー ラ

ダ ブ ル ク ロス

ダ イ ヤ ゴ ナル

〃

〃

〃

〃

〃

)

＼)

)

)

)

　

　

　

　

　

物識麻

"

黄(

(

(

(

(

(そ 毛織物)(先 染)

(

(

(

(

(

(

(

(

ス トラ イ プ ク ロ ス(

チ ェ ッ ク ク ロ ス(

ジ ャ カ ー ド ク ロス(

フ ァ ン シ ニ ヤ ン 織(

コ ー ル ズ ボ ン地

トロ ピ カ ル
'

ポ プ リ ン

ベ　 へ　
ン ヤ ー ン

サ ー ジ

カ シ ミや 織

ギ ャバ ジ ン

バ ラ ッ シ ャ

オ ッ トマ ン

(

(

(

(

(

(

(

(

(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃).

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

アム ンゼ ン

ピ ッケ

バ ー ス ア イ

ネ ク タイ地

パ イル織

アル パ カ裏 地

その 他の ぞ毛織 物

ベ ネ ッシ ャ ン

フ ラ ノ

ポ ー ラ

モ ス リン

トロ ピカル

ポ プ リン

へを へ　
ソ ヤー ソ

サ ー ジ

カ シ ミや織

ギ ヤ バ シ ン

バ ラ ッ シ ャ

ドス キ ン
＼

朱 子

オ ッ トマ ン

ァ ム ン ゼ ン

ピ ッケ

ウー ル プ リン ト

し ん 地

.ネ ク タ イ 地

産 業 用 織 物

そ の 他 の ぞ 毛 織 物

ツ ィ ー ド

ホ ー ム ス パ ン

フ ラ ノ

メ ル ソ ンL

サ キ ソ ニ ー

フ ァ ン シ ー ヤ ン織

(そ 毛織 物)(先 染)

(

(

(

(

(

〃

〃

〃

〃

〃

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

(先 染)

(そ 毛織物)(後 染)

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

〃

ノノ

〃

〃

ノノ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ノノ

〃

〃

〃

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

、)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

(後 染)

(紡 毛織物)(先 染)

(

(

(

(

・
(

〃

〃

〃

〃

〃

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

バ ックチ ェ ックオーバ ー地(紡 毛 織 物)(先 染)
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毛布地

ン ヤー ン

ピ ッケ

ベ ロア

ビー バ

パ イル織

ネ クタ イ地

肩掛

角巻

そ の他 の 紡毛 織 物

フラ ノ
、

メ ル トン

毛 布

ソ ヤー ン

ピ ッケ

ベ
1ロア

ビー バ

ウー ル プ リン ト

ネ クタ イ地

肩掛

角 巻

産業 用 織 物

織 フエル ト

その他 の 紡毛 織 物

タ フタ

シ ャ ンタ ン

朱子

オ ー ガ ン ジー

フ ァイユ

パ イル織

ネ ク タイ地

服 地

コー ト地 、

服 裏 地

洋が さ地

(紡 毛織物)(先 染)

(〃)(〃)

(〃)(〃)

(〃)(〃)

(〃)(〃)

(〃)c〃)

(〃)(〃)

(〃)(〃)

(〃 『)(〃)

(先 染)

(紡 毛織物)(後 染)

(〃)(〃)

(〃)(〃)

(〃)(〃)

(〃)(〃)

(〃)(〃)

(〃)(〃)

(〃)(〃)

(〃)(〃)

(〃)(〃)

(〃)(〃)

(〃)(〃)

(〃)(〃)

(後 染)

(絹 織物)(先 繰および先染)

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)
,
)

)

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

座 ぶ とん地(絹 織 物)(先 繰 お よび 先染)

夜 具地(〃)(〃)

ふ ろ し き地(")("
.)

家 具用 きれ地(〃)(〃)

帯 お よ び帯地(〃)(〃)'

そ の他 の 絹織 物(先 繰 お よび 先 染)

羽 二重(絹 織 物)(後 練 お よ び後 染)

シ ャン タ ン(")(")

朱子(〃)(〃)

ク レー プ(〃)(〃)

壁織(〃)(〃)

サ テ ン ク レー プ(〃)(〃)

ジ ョー ゼ ッ トクレー プ(絹 織 物)(後 練 お よび

後染)

シホ ン(絹 織 物)(後 練 お よ び後 染)

ふ るい 絹(〃)(〃)

か らみ織(")(")

パ イル織(〃)(〃)

そ の他 の絹 織物(後 練 お よび後 染)

富 士 絹(絹 紡 織物)

そ の他 の絹 紡織 物(先 繰 お よび先 染)

平 地(レ ー ヨン長 繊 維織 物)(先 染)

ツ イル(

朱 子(

オー ガ ンジー(

ネ クタイ地(

服 裏 地(

夜 具地(

ふろ し き地(

座 ぶ とん地(

洋 が さ地(

帯 およ び 帯地(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

その他のレーヨン長繊維織物

人平

羽二重(〃
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)(〃)

)(〃)
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塩 瀬

ツ イ ノレ(〃

朱 子(〃

ク レー プ(〃

サ テ ン ク レ ー プ(〃

ボ イ ル("

ジ ョー ゼ ッ トク レ ー プ(

シ ャー ク レー プ(〃

オ リエ ン タ ル ク レ ー プ(

レ ヨパ ー ル(〃

壁 織(〃

か らみ 織("

ド ビー 変 り織(〃

す だ れ 織(〃

(レ ー ヨ ン長繊 維 織 物)(後 染)

そ の他 の レー ヨン長 繊維 織 物

〃

〃

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)'

(後 染)

モ ス リン(レ ー ヨ ン短 繊 維織 物)(生 の もの)

粗 布 ・(

細 布(

ポ プ リ ン(

ネ ル(

ロ ー ン(

サ ッ カ ー(

ト ロ ピ カ ル(

フ ラ ノ(

メ ル ト ン(

ク レ ト ン(

ク レー プ(

帆 布x

厚 織(

細 あ や(

じ ん す(

サ ー ジ(

ギ ャバ ジ ン(

ノX"一ノミリー(

ス レ ー キ(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

太 あ や

朱 子(

シ ャ ンタ ン(

ア ム ンゼ ン(

ジ ャー ジ(

ヘ リンボ ン(

ピ ッケ(

ラペ ッ トク ロス(

ブ ッチ ャー(

サテ ン ド リル(

紋織(

か らみ織(

コー ル天(

袋織(

毛 布 地(

かや 地(

(レ ー ヨ ン短 繊 維 織 物)(生 の もの)

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

そ の他 の レー ヨン短 繊 維織 物

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

ギ ンガ ム(レ ーヨン短 繊 維織 物)(先 ぎらしおよび先染)
,

ポ プ リン(〃

ネ ル(〃`

サ ッカ ー(〃

トロ ピ カ ル(〃

フ ラ ノ(〃

メ ル トン("

ク レ トン(〃

ク レー プ(〃

ドメ ス テ ィ ック(〃

し ま み あ や(

サ ー ジ(

ギ ャ バ ジ ン(

ノミー ノこリー(

ス レー キ(

洋 が さ地(

朱 子(

シ ャ ン タ ン(
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〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

"

"

"

"

)

)

)

)

〉

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)



アムンゼン(レーヨン短 繊維 織 物)(先 ざらしおよび先 染)

ジ ャ ー ジ(〃

ヘ リ ン ボ ン("

ピ ッケ(〃

ラペ ッ トク ロ ス(〃

ダ マ ス ク(〃

フ ラ ッチ ャ ー("

サ テ ン ド リル(〃

ドレ ー プ(〃

ゴ ブ ラ ン(〃

紋 織(・ 〃

サ ロ ン(〃

キ コ イ(〃

サ リー(〃

ゼ プ アー(〃

パ カ マ(〃

ドー テ ー(〃

か らみ 織("

毛 布 地(〃

タ オ ル 地(〃

敷 物 地(〃

ビ ロー ド(〃

か や 地(〃

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

,)

)

)

)

その他 の レー ヨン短 繊維 織 物(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

モス リン(レーヨン短 繊 維 織物)(後 ざらしおよび後 染)

粗 布(

細 布(

ポ プ リン(

ネル(

ロ ー ン(

サ ッ カ ー(

トロ ピ カ ル(

フ ラ ノ(

メ ル トン(

ク レ トン 〈

〃

!ノ

〃

〃

〃

〃

〃

〃'

〃

〃

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ノノ

〃

)

)

)

)

)

.)

)

)

)

)

クレー プ(レーヨン短 繊 維織 物)(後 ざらしおよび後 染)

帆布(

厚 織(

細 あ や(

じん す(

サー ジ(

ギ ャバ ジ ン(

ノS'一ノS'リー(

ス レー キ(

太 あ や(

朱 子(

シ ャ ン タ ン(

ア ム ンゼ ン(

ジ ャ ー ジ(

ヘ リ ン ボ ン(

ピ ッケ(

ラベ ッ トク ロ ス(

ブ ッチ ャー(

サ テ ン ド リル(

紋 織(

か らみ 織(

コー ル 天(

袋 織(

'毛布 地(

タ オ ル 地(

か や 地(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

.
)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

そ の他 の レー ヨン短 繊維 織 物(

キ ュプ ラ長 繊 維織 物

キ ュプ ラ短 繊 維織 物

平地

ツイ ル

朱 子

オー ガ ン ジ

ネ クタ イ地

服 裏地
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〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

(ア セ テー ト長 繊 維織 物)

喝

(

(

(

(

(

〃

〃

〃

〃

〃

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

'
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●

9

浄

夜 具 地

ふ ろ し き地(〃

座 ぶ とん地("

洋 が さ地(〃

帯お よ び 帯地(〃

その 他 の アセ テー ト長 繊 維 織物

アセ テ ー ト短 繊維 織物

平 地

タ フタ

サ ッカ ー

ツ イル

朱子

ドビー変 り織

パ イル 織

(ア セテ ー ト長繊 維 織物)

)

)

)

)

(ナ イ ロン長 繊 維 織物)

(

(

(

(

(

(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

そ の他 の ナ イ ロン長繊 維織物 の 先 染

ナ イ ロ ン短 繊 維織 物

ビニ ロ ン長 繊 維織 物

粗布

細布

かなきん

ポプ リン

ネル

クレープ

寒冷しや

厚織

帆布

細あや

太あや

朱子

ろ過布

服地

すだれ繊

)

)

)

)

)

)

(ビ ニ ロン短 繊 維織 物)

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

そ の他 の ビニ ロ ン短 繊 維織 物

ポ リ塩化 ビニ リデ ン長 繊 維織 物

ポ リ塩 化 ビニ リデ ン短 繊維 織 物

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

ポ リ塩 化 ビニ ル長 繊維 織 物

ポ リ塩 化 ビニル短 繊 維織 物

・平 地

タ フ タ

サ ッカ ー

ツ イ ル

朱 子

(ポ リエ ステル 長 繊維 織 物)

(

(

(

(

ドビー 変 り織(

パ イル 織(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

そ の他 のポ リエス テル長 繊 維織 物

ロー ン

紋 織

服 地

粗 布

ポ プ リン

トロ ピカル

)

)

)

)

)

)

ρ

(ポ リエ ス テル短 繊 維 織 物)

(

(

(

(

(

〃

ノノ

ノノ

〃

〃

その他 の ポ リエス テル短 繊維 織 物

ア ク リル短 繊 維織 物

か な き.ん

ロー ン

ポ プ リン

じんす

変 り織

紋 織

サ ー ジ

カ シ ミヤ

朱子

ア ンダ ク ロス

)

)

)

)

)

(ア ク リル短 繊維 織 物)

(

(

(

(

(

(

(

(

(

その他 の アク リル短 繊 維 織物

ポ リエ チ レン長繊 維織 物

ポ リプ ロ ヒ。レ ン長繊 維 織物

ポ リプ ロ ヒ。レ ン短繊 維織 物

そ の他 の合成 繊維長 繊維 織物

そ の他 の合成 繊維短 繊 維織 物

無 機 質 繊維織 物

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

)

)

)

)

)

)

)

)

)
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抄 綾織 物

他に 分類 され な い 巾50cm以 上 の織物

巾13αn以 上50cm未 満 の織 物

綿織 物(落 綿 織 物 を含 む)

白もめん

ネル

厚織

変り織

ほう帯地

ガーゼ地

しん地

かや地

ベル ト地

その他の綿織物

不ル

夜 具 地

し ま織

こ う子 織

か す り

タオル 地

(綿 織 織物)(生 の もの)

(

(

(

(

(

(

(

(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

(生 の もの)

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

)

)

)

)

)

)

)

)

(綿 織 物)(先 ざ ら しお よ び先 染)

(

(

(

(

(

その他の綿織物

白 もめん

不 ル

厚 織

変 り繊

ほ う帯 地

ガー ゼ地

しん地

か や地

紬 織

ゆか た 地

タオ ル地

〃

〃

〃

〃

〃

)(

)(

)(

)(

)(

(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

)

)

)

)

)

)

(綿 織 物)(後 ざ らしお よび後 染)

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

〃

〃

〃

〃

ノ

'

ノ

泉

,

〃

〃

〃

〃

その他 の綿織物

着尺地(亜 麻織物)

その他の亜麻織物

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

〃

,ノ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

ちょ麻織物

大麻織物

黄麻織物

和服地(そ 毛織物)

その他のぞ毛織物

,紡毛織物

銘仙

つむぎ

糸織

上布

お召

か らみ織

パイル織

夜具地

丹前地

はかま地

コー ト地

(絹 織物)(先 繰および先染)

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ネ クタ イ地("

帯 お よ び帯 地(〃

そ の他 の絹織 物

羽二重

嚢網

りんず

壁織

ちりめん

か らみ織

パイル織

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

.

.

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

(絹 織物)(後 練および後染)

(

(

(

(

(

(

その他の絹織物

絹紡織物

銘仙

糸織

お召

パイル織

夜具地

丹前地

はかま地

一204一

〃

〃

〃

〃

〃

〃

)(

)(

)(

)(

)(

)(

(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

(レ ー ヨ ン長繊 維織 物)

(

(

(

(

(

(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)
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コー ト地(レ ー ヨ ン長 繊維 織 物)(先 染)

ネ クタ イ地(")(")

帯お よ び帯地(〃)(〃)

その他 の レー ヨ ン長 繊 維織 物(先 染)

平地

りんず

壁織

ちりめん

か らみ織

パイル織

(レ ー ヨ ン長 繊維 織 物)(後 染)

(

(

(

(

(

〃

〃

〃

〃

〃

その他 の レー ヨ ン長 繊維 織 物

ネル

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

(〃)

(レ ー ヨ ン短 繊維 織 物)(生 の もの)

厚織(

変 り織(

ほ う帯 地(

ガーゼ 地(

しん地

かや地

その他

夜具地

ネル

その他

(

(

(

(

(

(

ゆか た地(

タオ ル地(

〃

〃

〃

〃

〃

"

〃

〃

〃

〃

〃

〃

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(先 ざ らしお よ び先 染)

)(〃)

)('〃)●

)(後 ざ らし お よび後染)

)(〃)

その他 のレーヨ ン短 繊 維 織 物(後 ざらしおよび後 染)

銘 仙

糸 織

お召

パ イル織

夜 具地

丹 前地

はか ま地

コー ト地

ネ ク タイ地

(キ ュ プ ラ長 繊 維 織物)(先 染)

(

(

(

(

(

(

(

(

帯および帯地(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

"

"

"

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)'

)(〃)

そ の他 の キ ュプ ラ長 繊維 織 物

平地

りんず

壁織

ちりめん

からみ織

パイル織

(

(

(

(

(

(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

その他のキュプラ長繊維織物

キュプラ短繊維織物

銘仙

)

)

)

)

)

)

(ア セテ ー ト長繊 維織 物)

糸 織(

お召(

パ イル織(

夜 具 地(

丹 前地(

は か ま地(

コー ト地(

ネ クタ イ地(

帯お よび 帯地(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

そ の他 の ナセ テー ト長 繊維 織 物

平 地(

りんず(

壁 織(

ち りめ ん(

か らみ織(

パ イル織(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

その他 の アセ テ ー ト長 繊 維織 物

アセ テー ト短 繊 維織 物

銘仙

お召

パ イル織

夜 具 地

丹前 地

コー ト地

一205一

(先 染)

(後 染)

(先 染)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃).

(後 染)

(ナ イ ロ ン長 繊 維 織 物)

(〃)

(〃)

(〃)

(〃)

'(〃 ・)



ネ ク タ イ地(ナ イ ロ ン長繊 維 織 物)(先 染)

帯お よび帯地(〃)(〃)

その 他 の ナ イ ロン長繊 維織 物(〃)

平 地

ち りめん

あや

朱子

か らみ織'

(ナ イ ロン長繊 維 織物)(後 染)

(

(

(

(

〃

〃

〃

〃

その他 の ナ イ ロ ン長繊 維織 物

ナ イ ロ ン短 繊維 織 物

ビニ ロ ン長 繊維 織 物

ビニ ロ ン短 繊維 織 物

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

(〃)

ポ リ塩化 ビニ リデ ン長 繊維 織 物

ポ リ塩 化 ビニ リデ ン短 繊 維織 物

ポ リ塩 化 ビニ ル長 繊維 織 物

ポ リ塩 化 ビニ ル短 繊維 織 物

銘仙(ポ リエ ステ ル長 繊維 織 物)(先 染)

お召(

パ イ ル織(

夜 具 地(

丹前 地(

コー ト地(

ネク タイ地(

帯 お よび 帯地(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

そ の他 の ポ リエ ステ ル長 繊維 織 物

平地(

ち りめん(

あ や(

朱 子(

か らみ織(

〃

〃

〃

〃

〃

そ の他 のポ リエ ステ ル長繊維 織 物

ポ リエ ステ ル短 繊維 織物

ア ク リル短 繊維織 物

ポ リエ チ レ ン長 繊維織 物

ポ リプ ロ ピ レン長 繊 維織 物

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

)(〃)

(〃)

)(後 染)

)(

)(

)(

)(

(

)

)

)

)

)

〃

〃

〃

〃

"

ポリプロピレン短繊維織物

その他の合成繊維長繊維織物

その他の合成繊維短繊維織物

薄地織物

中厚地織物

厚地織物

はだ着地

外衣地

手袋地

はだ着地

外衣地

手袋地

(丸 編 メ リ ヤ ス 生 地)

(〃)

(〃.)

(た て 編 メ リヤ ス生 地)

(〃)

(〃')

リー バ ー レー ス(ボ ビ ン レ ー ス 生 地)

ネ ッ ト レー ス(")

カ ー テ ン レー ス(〃)

カ ー テ ン レー ス(編 レー ス 生 地)

ネ ッ トレ ー ス(〃)

そ の 他 の 編 レ ー ス 生 地

ケ ミカ ル レー ス(刺 し ゅ う レ ー ス 生 地)

そ の 他 の 刺 し ゅ う レー ス 生 地

手 エ レー ス 生 地

不 織 布

そ の 他 の 紡 織 基 礎 製 品

トワ イ ン

コ ー ド
亀

ロー プ

そ の他 の索 条

網 地

プ レス フ ェル ト

硝 化 綿 レザー ク ロス

ビニ ル レザー ク ロ ス

オ ィル シル ク

油 布

シ リコ ン防 水布

エ マル ジョ ン防 水布

一一206一
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ブ ックバ インデ ン グ ク ロスお よび ブ ラ イン ドク

ロス

ゴム引 布

憎体

丸打 ひ も

平打 ひ も

よ りひ も

編 ひ も

巻 ひ も

モ ー ル

ふ さ

中 入 綿

ふ とん綿

真 綿

他 に 分類 され ない紡 織基 礎 製 品

豚 脂

精 製 ラー ド

羊脂

牛 脂

ラ ノ リン

牛脚 油

壷 よ う油 .

そ の 他の 陸産 動物 油脂

魚油(肝 油 お よ び 内臓 油 を除 く)

い わ し油

に しん油

ほ っけ油

か れい 油

さば油

`さん ま油

そ の他 の 魚油(雑 魚 油 を含 む)

鯨 油

た ら油(肝 油 お よび 内臓 油)

さめ油(〃)

いか油(肝 油および内臓油)

その他の肝油および内臓油(鯨 肝油,鯨 内臓油

および医薬品を除く)

その他の水産動物油脂

不乾性油脂(植 物油脂)

オリーブ油

落花生油

ひまし油

パーム油

カポック油

やし油

パーム核油

つばき油

茶油

その他の不乾性油脂

半乾性油脂(植 物油脂)

綿実油

とうもろこし油

ごま油

菜種油

か らし油

こめ油

しょうゆ油

その他の半乾性油脂

乾性油脂(植 物油脂)

あまに油

きり湛

え油(え ごま油)

ひまわり油

サフラワー油

麻実油

くるみ油

けし油

大豆油

その他の乾性油脂

一207一



混合 植物 油脂

動 物 ろ う

植 物 ろ う

混合 ろ う(動 植 物)

回収 お よ び再 生 油脂 ろ う

吹 込 油 ・スタ ン ド油 お よ びボ イル油

脱 水 油

硬 化油

シ ョー トニ ン グ

マー ガ リンお よ びそ の他 の バ タ ー代 用品

ウ ィン ター 油(サ ラダ 油お よ び 調理用 油 を 含 み,

オ リーブ油 を除 く)

そ の他 の加 学 的加 工処 理 を し た油脂 ろ う(化 学

的加 工処 理 を し た油脂 ろ うの混 合 物 を含 む)

フーツ

脂肪酸

エステロ化油

油脂ろうまたは脂肪酸より誘動された塩

(ア ルカリ石けんおよび ドライヤーを除く)

加硫した油脂ろうおよび脂肪酸

脂肪酸の窒素化合物

その他の油脂ろう誘導製品

その他の動植物油脂ろ うお よびその誘導製品

(他 の物質との混合物を含む)

基礎 無塩 酸

塩 酸

硝 酸

硫酸

ア ンモニ ァ

ァ ンモ ニ ァ水

か性 ソ ーダ

炭酸 ソー ダ

カーバ イ ド

塩素

亜鉛化合物

アル ミニウム化合物

ア ン チ モ ニ ー

ア ン モ ニ ァ

い お う

イ リジ ウ ム

イ ン ジ ウ ム

ウ ラニ ウ ム

オ ス ミウ ム

カ ド ミウ ム

ガ リ ウ ム

カ ル シ ウ ム

カ リ ウ ム

金

銀

ク ロム

け い 素

コバ ル ト

酸 素

臭 素

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ジ ル コ ニ ゥ ム 化 合 物

水 銀 〃

す ず 〃

ス トロ ンチ ウ ム 〃 ・

セ シ ゥ ム

セ リ ウ ム

セ レ ン

タ リ ウ ム

タ ン グ ス テ ン

炭 素

チ タ ン

鉄

テ ル ル

トリ ウ ム

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一208-一

、

9

亀

匂

`

も



■

`

●

、守

銅 化 合 物

ナ ト リ ウム 〃

鉛 〃

ニ ッケ ル"

白 金 〃

バ ナ ジ ウ ム 〃

バ リ ウ ム 〃

パ ラ ジ ウム 〃

ベ リ リ ウ ム 〃

ビス マ ス 〃

ひ 素"

ふ つ素 〃

プ ラ セ オ ジ ム

ほ う素

マ グネ シ ウム

マ ンガ ン

モ リブ デ ン

よ う素

ラジ ウム

リチ ウム 、

りん

ル ビジ ウム

ルテ ニ ウム

ロ ジ ウム

き工 類 元 素

無 機酸 類

複塩

塩 素系 漂 白剤

〃

〃

"

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

"

"

"

、

無 機 薬品 の混 合 品

その他 の無 機 工業 薬 品

(基 礎 無機 薬 品お よび圧 縮 ガス を除 く)

芳香族 製 品 お よび タ ー ル製 品(フ ェ ノール を除

く)

ベ ンゾー ル類
含

トル オ ー ル

キシ ロ・一ル

キ シ レン

ソルベ ン トナ フ タ

ヘ ビー ソルベ ン トナ フタ

芳香 族混 合 溶 剤

コー ル ター ル分 解製 品

ク レオ ソー ト油

ピ ッチ油 、

タ_ル 酸(フ ェノー ル を除 く)

ナ フタ リン

ァ ン トラセ ン

ガルバ ゾー ル

コー ル ター ル

・タール ピ'ッチ

タール塩 基

天 然樹 脂 蒸 留製 品 お よ び木 材 乾留 製 品

(酢 酸 ・木 精 ・レよ う脳 ・し ょう脳 油 ・は っか

油 お よ びは っか脳 を 除 く)

ロジ ン

テ レ ピジ油

パ イン油

パ イ ンター ル

パ インター ル ピ ッチ

パ イ ン ピ ッチ

し.よう脳 お よ び し ょ う脳油

は っか 油 お よ び は っか 脳
よ

天 然 染 料 お よび天 然 タ ンニ ン剤(禾 加 工 草 木樹

皮 を除 く)

単 環 式 ベ ンゼ ン系 化合 物

-多環 式 ベ ン ゼ ン系 化合物

ナ フ タ リン誘導 体

ア ン トラセ ンお よび フ ェナ ン トレン

脂 環 式 化 合物

複素 環式 化 合 物

そ の他 の環 式有 機 工業 薬 品
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鎖式有機酸,鎖 式有機無水物および鎖式有機酸

塩

(脂 肪酸および脂肪酸塩を除く)

鎖式有機酸(脂 肪酸を除く)

鎖式有機酸無水物

鎖式有機酸塩(脂 肪酸塩を除く)

鎖式アルコール

鎖式アルデヒド 、

鎖式ケ トン

鎖式エーテル

鎖式エステル

鎖式ハロゲン化合物(ホ スゲンを除く)

鎖式窒素化合物(脂 肪酸窒素化合物を除く)

その他の鎖式有機化合物

有機薬品の混合品

圧縮ガス,液 化ガスおよび固形ガス

試薬

無機工業薬品と有機工業薬品との混合工業薬品

有 機 ゴム薬 品

加 硫 促進 剤

老化 防止剤

そ の他 の有 機 ゴム 薬 品

合成 タ ンニ ン剤

レー キお よび トー ナ ー

レー キ類

トー ナー

亜 鉛顔 料

ア ンチモ ニ ー顔料

カ ド ミウム顔 料

群 青

水 銀 顔料

鉄 顔 料

銅 顔 料

その他 の 着色無 機 顔 料

白色 亜鉛 顔 料

白色 チ タ ン顔 料

白色鉛 顔 料

カー ボ ンブ ラ ック

黒 色酸 化鉄(鉄 黒)

可 塑剤

セ ル ロース化 合 物

界 面活 性剤(石 けん お よび家庭 用 合 成 洗剤 を除 く)

その 他 の工業 用 化 学製 品

天 然 香 料

合 成 香 料

調 合 香 料

その 他 の香 料

合 成 染料

その他 の 染料(天 然 染 料 を除 く)

火薬

爆 薬

火 工 品

そ の他 の火 薬類

縮 合樹 脂

アル キ ド樹 脂

エス キル ガ ム樹脂

エポ キ シ 〃

フチ ノー ル"

不飽 和 ポ リエ ス テル樹 脂

ポ リカ ー ボ ネー ト 〃

メ ラ ミン樹 脂 ・

エ リア 〃

そ の他 の 縮 合樹 脂

重 合樹 脂

ポ リア ミ ド 〃

けい素 〃

ふ っ素"
.
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セル ロース系 プ ラス チ ック(バ ル カ ナ イズ トフ

ァイバ ーお よび 繊維 を の ぞ く)

たん 白質系 プ ラスチ ック(繊 維 を除 く)

合 成 ゴ ム

そ の他 の合 成樹 脂 お よび その他 の プ ラス チ ック

油 性 塗料

ボ イル 油

堅練 りペ イン ト(種 ペ イ ン トを含 む)

調合 ペ イ ン ト

さび止 ペ イン ト

油 ワニ ス

油 性 エナ メル

鋼船 船 底油 性塗 料 ・

水練 油 性塗 料

ラ ッカ ー

電気 絶 縁材 料

合成 樹脂 塗 料

フ ェ ノール樹月旨塗 料

アル キ ド 〃

ア ミノアル チル ド樹脂 塗 料

ビニル樹 脂 塗料

エポ キ シ樹 脂塗 料

ポ リウ レタ ン樹脂 塗料

ポ リエ ス テル樹脂 塗料

合 成樹 脂 さび止 めペ イ ン ト

そ の他 の合成 樹脂 塗料

水 系塗 料

その他 の塗 料 シンプ ーお よび 関連 製 品

酒 製塗 料

タール 系塗 料

ボ イ ラー ペ イ ン ト

トラフ ィ ックペ イ ン ト

金 属前 処 理 塗料

発 光 塗料

けい光 塗 料

うるし(生 うるしを除 く)

他に分類されない塗料

シンナー(塗 料用に調整されたもの)

パテ(ガ ラスパテ)

ドライヤー

ステイン

コンパウン ド(塗 料)

リムバー(塗 料)

窒素質肥料

りん酸質肥料

カリ質肥料

複合肥料

石灰質肥料

けい酸質月巴料 ・

苦土肥料

微量成分肥料

その他の肥料

殺虫剤

殺だに剤

殺菌剤

除草剤

殺そ剤

植物成長調整剤

混合農薬

その他の農薬

その他の基礎化学製品

化工でん粉

オセイン,ゼ ラチンおよびカゼイン

接着剤

印刷インキ

浮水剤および硬水軟化剤

金属熱処理剤

金属表面処理剤

農工業用微生物および酵素

土譲改良剤
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:士二譲 硬イヒ斉‖

セメ ン ト混 和剤

他 に分 類 され な い基 礎 化 学 製 品

コ ー クス

コー ライ ト

練 炭 お よび豆 炭

そ の他 の石 炭製 品

白炭

黒 炭

こなず み(粉 炭)

加 工 木炭

他 に分 類 され な い製造 固体 燃 料

石油 ガス

圧縮 ガス

液化 ガ ス

製造 ガ ス

混合 ガス

ガ ソ リン

ナ フサ

ジェ ッ ト燃 料油

燈油

軽油

重油

潤 滑油 お よび グ リー ス

航空機用 潤 滑油

ス ピ ン ドル油

冷凍 機油

ダイ ナモ油

ター ビ ン油

マ リンエ ンジ ン油

マ シ ン油

デ ィー ゼ ルエ ンジ ン油

シ リンダ油

その 他 の潤 滑 油(潤 滑 を主 た る 目的 とす る もの)

絶 縁 油

流動 パ ラ フ ィン

切 削油

焼 入油

作動 油

防 せ い油

その他 の潤 滑油(潤 滑 を主 た る目的 と しない もの)

カ ・プ グ 仁 ス

フ ァイバ グ リー ス

ギ ャー グ リー ス

グ ラ フ ァイ トグ リー ス

モ ビー ル グ リ・一ス

リキ ッ ドグ リー ス

はん 用.グリー ス

その 他 の グ リー ス

石油 ろ う

アス フ ァル ト ー

道 路油

その他 の石 油製 品

花 こ う岩 お よび そ の類 似 岩石

石英 粗 面 岩 〃

安 山 岩 〃

じ や紋 岩 〃

大理 石 〃

ぎょ う灰 岩

砂 岩

粘 板 岩

その 他 の天 然 石材 基 礎 製品(主 と して建 設用)

れ ん が

粘土 かわ ら
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陶 管

タ イル(陶 磁 器 タ イル を含 む)

セ ラ ミ ック ブ ロ ック

そ の他 の粘 土 製 品(主 と して 建設 用)

板 ガ ラス

普通 板 ガ ラス

変 り板 ガ ラス

み が き板 ガ ラス

安全 ガ ラス

複層 ガ ラス

ス テ ン ドガ ラス

そ の他 の板 ガ ラス

ガ ラス ブ ロ ック(板 ガ ラス を除 く)

プ リズ ム ガ ラス(

多 ほ う(泡)ガ ラス(

ポ ル トラン ドセ メ ン ト

高炉 セ メ ン ト

シ リカ セ メ ン ト

フ ライ ア ッシ ュセ メ ン ト

左 官用 セ メ ン ト

ア ル ミナ セ メ ン ト

そ の他 の水 硬 性 セ メ ン ト

気 硬性 セ メ ン ト

コン ク リー ト製 品

石 綿 セ メ ン ト製 品

セ メン トモ ル タル製品

木 毛 セ メ ン ト製 品

テ ラゾ ー製 品

気 ほ うコ ン ク リー ト製 品

その他 のセ メ ン ト製品

焼石 こ う

石 こ うボー ド

石 こ うプ ラス タ

その他 の石 こ う基礎 製 品

耐火 れ ん が

〃

〃

)

)

耐火断熱れんが

耐火れんがおよび断火断熱れんが以外の耐火物

粘土質るっぼ(付 属品を含む)

岩綿製品

鉱さい綿製品

アスファル トおよびれき青タール基礎製品

製造用に加工した耐火原料

石灰

軽量骨材

他に分類されない非金属鉱物基礎製品(主 とし

て建設用)

ガ ラス塊 お よ び粉(主 と して非建 設用)

ガ ラス棒,ガ ラス球 お よび ガ ラス 管(〃)

電 気用 ガ ラスバ ル ブ(")

光学 用 お よび 眼鏡用 ガ ラス素 地

ガ ラス レンズ(光 学 用 お よ び 眼鏡用 レンズ を除

く)・.

ガ ラス織 維基 礎 製 品

石 英 ガ ラス製 品

その他 の ガ ラス基 礎 製 品(主 と して非 建設 用)

天然 研摩 材整 粒 品 お よ び粉

人造研 削材 か い(塊)

研 削 材整 粒 品 お よび粉

天 然 と石

人造 研削 と石

研 摩 布紙

研 摩 剤(コ ンパ ウ ン ド)

石綿 織物 製 品

ブ レー キ ライニ ング

石 綿 ジョ イ ン トシー ト

石綿 板

石綿 紙

そ の他 の石 綿 基礎 製品
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精製天然黒鉛

人造黒鉛

炭素質電極

炭素棒

炭素および金属黒鉛質 ブラシ素材ならびにブラ

シ

不しん(滲)透 炭素製品

黒鉛るつぼ(付 属品を含む)

高純度カーボン

特殊炭素製品

その他の炭素製品

加工雲母

合成宝石

模造宝石

装飾品

科学および技術的用途のための鉱石(切 られて

いるが組みたて られていないもの)

水ひ粘土

粉末長石

粉末けい石

プリット

銑 鉄

原 鉄

製 鋼用 ベ ー ス メタ ル

純 鉄 塊

ねず み鋳 鉄品

球状 黒鉛 鋳鉄 品

合 金 鋳鉄 品

可鍛 鋳鉄

そ の他 の鋳鉄 品

フェ ロマ ンガ ン

シ リコ マンガ ン

ス ピ=ゲ ル

フ ェロ シ リコ ン

カル シ ウム シ リコ ン

フ ェ ロクロ ム

フ ェロニ ッケ ル

その他 の フェ ロ ア ロイ

フ ェ ロア ロ イ類似 製 品

粗 鋼'

鋼 半製 品

鋳 鋼'

鍛 鋼

鍛 工 品

熱 間圧延 鋼 材

普 通鋼 熱 間圧 延鋼 材(熱 間 押出 形 鋼 を除 く)

形鋼(鋼 矢 板,リ ム バー,リ ン グバ ー お よ びサ ッ

シ ベー を含 む)

重軌 条 お よ び付属 品

軽 軌条 お よび付 属 品

大 形 山形鋼

大 形 み ぞ形 鋼

大 形1形 鋼

大 形H形 鋼

鋼 矢 板

そ の他 の大 形 形鋼

中 形山 形鋼

中 形 み ぞ形 鋼

中形1形 鋼

中 形H形 鋼

その 他 の中 形鋼

小 形 山形 鋼

小 形 み ぞ形鋼

小 形1形 鋼

サ ッシバー

そ の他 の小 形鋼

棒鋼(管 財 を 含 む)

大形 丸 鋼
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大形角鋼

大形平鋼

中形丸鋼

中形角鋼

中形平鋼

小形丸鋼

小形角鋼

小形平鋼

異形棒鋼

管材

普通線材

特殊線材

ノ'ミーインコイノレ

厚板

中板

簿板

電気鋼板

広幅帯鋼(幅50㎜ 以上のもの)

帯鋼(幅50㎜ 未満の もの)

外輪

圧延輪心

圧延車輪

特殊鋼熱間圧延鋼材(熱 間押出形鋼を除 く)

工具鋼

構造用鋼

特殊用途鋼

その他の熱間艇 綱

普通鋼鋼管

特殊鋼鋼管

その他の鋼管

冷間仕上鋼材

めっき鋼材

表面処理鋼板(め っき鋼板を除 き,巻 いたもの

を含む)

冷間ロール成型鋼材

!

溶接形鋼

純鉄の成品

鉄系粉末や金成品

鉄鋼の粒
◎

鉄鋼の粉(他 に分類されない鉄および鋼)

金粗製品

金地金 ●

金合金(金 ろうを含む)

金展偉材

金合金展偉材

その他の金および金合金(半 製品を含み,別 に

掲げるものを除く)

銀粗製品

銀地金

銀合金(銀 ろうを含む)

銀展偉材

銀合金展伸材

その他の銀および銀合金

白金粗製品

白金地金

白金合金

白金展伸材

白金合金展伸材

その他の白金および白金合金

その他の貴金属

銅粗製品

銅地金

銅 合金

銅母合金

伸銅品

板(条 を含む)(銅 の もの)
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棒(銅 の もの)

管(銅 の もの)

線(銅 の もの)

その他 の銅 の もの
コ

板(条 を含 む)(黄 銅 の もの)

棒(黄 銅 の もの)

管(黄 銅の もの)

線(黄 銅の もの)

その 他 の黄 銅 の もの

板(条 を含む)(り ん青銅のもの)

棒(り ん青銅の もの)

線(り ん青銅の もの)

その他のりん青銅のもの

板(条 を含む)(ニ ッケル銅合金のもの)

棒(ニ ッケル銅合金のもの)

管(ニ ッケル銅合金のもの)

線(ニ ッケル銅合金のもの)

その他のニッケル銅合金の もの

他に分類されない銅合金の もの

銅およびその合金の鍛造品

銅およびその合金の鋳物

銅およびその合金の粉末や金成品

その他の銅およびその合金

鉛粗製品

鉛地金

鉛再生地金

鉛合金

鉛およびその合金の展偉材

鉛およびその合金の鋳物

鉛およびその合金の粉末や金成品

その他の鉛およびその合金

亜鉛粗製品

亜鉛地金

亜鉛再生地金

亜鉛合金

板(亜 鉛およびその合金の展伸材)

棒(〃

鍛造 品(〃

粉 末 や金(〃

その 他 の亜 鉛 お よ び合 金

す ず

ア ンチ モ ン

水銀

ニ ッケ ル

コバ ル ト

タ ング ス テ ン

モ リフデ ン

ァル ミニ ゥム

マ グ ネ シ ゥム

チ タ ン

マ ンガ ン

ク ロム

カ ド ミウム

そ う鉛

テ ル ル

セ レン

シ リ コ ン

ゲ ル マ ニ ウム

バ ナ ジ ウム

ジル コ ン

セ リゥム

タ ン タル

ベ リ リウム

イ ンジ ウム

ウ ラン

トリウム

他に分類されない非鉄金属の地金

鉄骨

)

)

)
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鋼 橋

貯蔵 そ う

液 体 貯 蔵 そ う

ガ ス貯 蔵 そ う

金 属 さ く

金 属門

金 属格 子

鋼 板煙 突

鋼 板製 の管(ベ ンデ ィング ロー ル で加 工 し た も

の に限 る)

帯鋼 製 め管(溶 接 した もの を除 く)

水 圧鉄 管

水 道 管

その 他 の建 設用 金 属製 品

金 属 とび ら

軽 量 シ ャ ッタ

重 量 シ ャ ッタ

サ ッシ

オ ペ レ一 夕

建 築 用 板金 製 品

建 築用 ラス製 品

建 築 装飾用 金 属 製品

その他 の 建築 用 金属 製 品'

丁 番

錠

ドァ クロー ザ

フ ロ ァ ヒン'ン

とび ら用 金物

戸 車

レー ル(と び ら用)

ドアハ ン ガ

ガイ ドレー ル

上 げ落 し

あふ り止 め

引 手

取 手

そ.の他の とび ら用 金物

ブ ラ イ ン ド

その他の金属日よけ

その他の金物

鉄鋼製ばね

重ね板ばね

っるまきばね

ねじり棒ばね

線ばね

薄板ばね

ぜんまいばね

ばね座金

その他の鉄鋼製ばね

非鉄金属製ばね

鉄鋼製ねじおよび同付属品

ボルト

ナット

小ねじ

タッピンねじ

木ねじ

ねじ付属品

割ヒ。ン

座金

その他の鉄鋼製ねじおよび付属品

非鉄金属製ねじおよび同付属品

鉄丸くぎ

特殊 くぎ(練 製品)

馬てい くぎ

犬くぎ

船くぎ

その他の鉄鋼製くぎ

非鉄金属性くぎ

鉄鋼製リベット
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非鉄金属製 リベット

鉄鋼製練製品

有刺鉄線

より線

鋼索

金網(ラ スを除く)

溶接網

ガス溶接棒

アーク溶接棒

その他の鉄鋼製練製品

非鉄金属製線製品

柔軟金属チューブおよびホース

他に分類されない金属加工基礎製品

電線 お よび ケー ブル

荒 引 線(銅 線)(絶 縁 して ない もの)

裸線(〃)(〃)

綿繰(銅 線)(絶 縁 した もの)

普 通 ゴム線(〃)(〃)

コー ド(〃)(〃)

キ 。ブ タ イヤ(")(∪)

機紐(〃)(〃)

船用 電線(〃)(〃)

自動 軍 用 電線(〃)(〃)

プ ラス チ ック線(〃)(")

合成 ゴ ム線(〃)(〃)

巻 線(〃)(〃)

電 力 ケ ー ブル(〃)(〃)

通 信 ケ ー ブル(〃)(〃,)

荒 引 線'(アルミニウム線)(絶 縁 して な い もの)

裸線(〃)('〃)

ア ル ミニ ウム導体 絶 縁 電線(ア ル ミニ ウム線)

(絶 縁 した もの)

アル ミニ ウム導 体 巻線(ア ル ミニ ウム線)

(絶 縁 した もの)

一218一

アル ミニ ウム導体 電 線 ケ ー ブル(

(絶 縁 した もの)

アル ミニ ウム 導体 通信 ケ ー ブル(

(絶 縁 した もの)

成 形 パ ッキ ン

グ ラ ン ドパ ッキ ン

0リ ン グ

セ ミ フ シ ー ル パ ッ キ ン

オ ィ ル シ ー ル

そ の 他 の パ ッキ ン

成 形 ガ ス ケ ッ ト

オ イ ル シ ー ト

そ の 他 の ガ ス ケ ッ ト

ダ イ ヤ フ ラ ム シ ー ル

ヘ ロ ー ス

その他の密封用部品

〃

〃

)

)

毛 皮(染 色 未 了の もの)

毛皮(染 色 済 の もの)、 一

獣 毛,羽 毛 お よび綿 毛

豚 毛(選 び分 けた もの,束 に した もの また は調

整 した もの)

馬毛(調 整 した ものお よび す いた もの)

牛 毛

や ぎ毛

と(兎)毛

羽 毛.(調 整 した もの)

綿 毛(調 整 した もの)

そ の他 の獣 毛

平 ベル ト
.(か わ ベ ル ト)

縫 合 わ せ ベル ト(〃)

丸ベ ル ト(ミ シン用 を除 く)(〃)

、

■
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●

ピー

リング ベル ト

Vベ ル ト

積層 ベ ル ト

その 他 のか わ ベ ル ト

紡織 機 械 用 か わ製 品

ロー ラカバ・リング

エ プ ロンバ ン ド

シー ト

ピ ッカー

ス テ ッキ受 革

ピ ッキ ンバ ン ド

(か わ ベ ル ト)

(〃 、)

(〃)

(〃)

その 他 の紡織 機 械 用 か わ製 品

か わ製 くっ材 料

合成 樹脂 製 くっ材 料

そ の他 の製 くつ 材 料

か わ製 付 属品(製 くっ 付属 品)

合成 樹脂 製 付 属品(〃)

その他 の 製 くっ付 属 品(〃)

生圧 さ くコル ク板

炭 化 コル ク板

コ ルク粒

そ の 他 の コル ク加 工基 礎 資 材

マイ'力製 品(電 気絶 縁 材料)

絶縁 布(〃)

冒ニ ス ク ロ ス(絶 縁布)(電 気 絶 縁材 料)

ワニ スペ ーパ ー(〃)(〃)

ポ リエ ス テ ル フ ィル ム加 工紙(絶 縁布)(電 気

絶 縁材 料)

ワニステープ(絶 縁布)(電 気絶縁材料)

絶 縁管(〃)(〃)

絶 縁 テー プ

粘着 テー プ(絶 縁 テー プ)

非 粘着 テー プ(《 ノ)

その 他の 絶縁 テー プ

け い素樹 脂 積層 板

そ の他 の絶 縁用積 層 板

が い し ピ ン

ス トラ ップボ ル ト(

アー ム タ イ(

ク ラ ンプ(

ク レ ビス(

ワ イヤ ク リップ(

足 場 釘,足 場 ボル ト(

コ ンク リー ト柱 バ ン ド(

そ の他 の 通 信電 力用 架 線金 物

曲線 引金 具

振 止金 具(

ハ ンが金 具(

ワ イヤ ク リ ップ(

セ クシ ョ ンイ ンシ ュ レー タ(

接 続 金 具(

き電金 具(

タ ンバ ックル(

そ の他 の電 車線 路用 架 線金物

その他 のケ ーブル つ り金物

ケ ー ブ ルつ り金具

飛 垂 が い 子

ピ ンが い子

支 持が い子

配電 線 用 が い 子

電車 線 用 が い子

通信 線用 が い子

耐 霧が い子

電 解槽 用 台 が い子

電 らん(績)終 端 函が い子

コ ッ トレル用 終 端 函が い子

と う(套)管

その他 の電 気絶 縁用 配線 用資 材

工 業用 ブ ラシ

塗装 用 は け(刷 毛)

産 業用 ほ うき
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(通 信電力用架線金物)

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

)

)

)

)

)

)

)

(電車線路用架線金物)

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

)

)

)

)

)

)

)

1



ガ ッ ト

天然 て ぐす'

植 物製 刷 子 繊維,調 整,漂 白,染 色,ま た は長

さ を整 え た もの

バ ガス

ボ タ ン型

他に 分類 され な いそ の他 の加 工 基礎 資 材

牛肉(冷 蔵または冷凍鮮肉を含むが冷凍食品は

除 く)

豚 肉(〃)

馬 肉(〃)

めん 羊 肉(")

や ぎ肉(〃)

う さ ぎ肉(〃)

家 きん 肉(")

鯨 肉(〃)

内臓 肉お よ びそ の他 の生 鮮 肉

保 存 牛 肉(塩 づ け,く ん製,乾 燥)

保 存 豚 肉(塩 づ け,く ん製 乾 燥)

ハ ム

ベ ー コ ン

保存鶏肉(塩 づけ,く ん製,乾 燥)

保存鯨肉(〃)

その他の保存肉(")

牛 肉(か ん ・びん詰 肉)(気 密容 器 入 の もの)

豚 肉 お よ びハ ム ・ベ ー コ ン(か ん ・びん 詰 肉)

(気 密 容 器 入の もの)

鶏 肉(か ん ・びん詰 内)(気 密 容 器 入 の もの)

鯨 肉(〃)(〃)

コ ン ビー フ(")(")

その 他の か ん ・びん詰(気 密容 器入 の もの)

プ レス ハム

混 合 プ レス ハム

ソー セ ー ジ

つ くだ に肉

か すづ け肉

み そづ け肉

その他 の調整 肉製 品

牛 乳

還 元乳

加 工乳

脱 脂 乳

ク リー ム

.バ ター ミル ク

乳 飲料(全 乳 または脱 脂 乳 に 甘味 料 等 を添 加 し

た もの)

発 酵乳

乳 酸菌 飲 料

練 乳お よび濃 縮 乳

粉 乳

バ ター

ナ チ ュ ラル チー ズ

プ ロセ スチ ー ズ

その 他 のチ ーズ

アイス ク リーム お よ びそ の 他の 関 連製 品

アイス ク リー ム ミッ クスパ ウダ

そ の他 の酪 農製 品

みが きに しん
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干かずのこ

素干いわし

=Fた ら

さめひれ

するめ

その他の素干魚介類

塩干魚介類

煮干魚介類

塩蔵魚介類

かん詰魚介類

冷凍魚介類(冷 凍食品は除 く)

かまぼこ

〆

、

●

㌔
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香

焼 ち くわ

魚 肉ハ ム

魚 肉 ソー セー ジ

その他 のね り製 品

その他 の加 工魚 介 類

果実,野 菜 お よ び きの この 水煮(気 密 容 器 入 の

もの)

果 実 シ ロ ップづ け(〃)

た くあん づ け(気 密容 器 入 と否 と を問 わ ない)

梅 干

福神 づ け

奈 良 づ け

・らっ きょ うづ け

梅づ け

しよ うがづ け

そ の他 の野 菜お よび果 実 の っ け もの

い ち ごジ ャム(気 密容 器 入 と否 と を問 わ ない)

りん ご ジ ャム

あ んず ジ ャム

い ち じ くジャム

マー マ レー ド

ピー ナツバ ター

その他 の ジ ャム,マ ー マ レー ドお よび果 実 バ ター

果実,野 菜 の原 果 料

豆甘 煮(気 密容 器 入 と否 とを問 わ ない)

乾燥 野菜 お よ び果実

加 工 海 そ う(藻)類 ・

こんぶ

こん ぶ加 工 品

平 の り

の り加工 品

干 わか め

干 ひ じ き

そ の他 の加工 海 そ う類

そ の他 の加 工果 実 お よ び野 菜

めん類

うど ん類

そ ばめ ん

中 華 そば め ん

マカ ロニ類

その他 のめ ん類

人 造米

アル フ ァ化 穀(白 玉 粉,み じん粉 を除 く)

もち

オ ー ト ミル

育児 用 食料

ビタ ミン強 化米

強化 精 麦

その他 の 調理 穀粉

食塩

み そ

しょ うゆ

ソー ス

食酢

化学 調 味料

香 辛 料

ス ー プ類

その他 の 調味 料お よ び関 連製 品

砂 糖

水 あ め

ぶ ど う糖

その他 の 糖類

食 パ ン

乾パ ン

菓 子 パ ン

焼菓子

キ ャ ンデ ー,チ ョコ レー トお よび チューインガム

和生菓 子

洋生 菓子

米菓
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油 菓

干菓子

砂糖 づ け

その他 の菓子 類

コー ヒー

ココ ア製 品

普 通 せ ん茶

玉 緑 茶

玉露

てん 茶(ま っ茶)

番 茶

紅 茶

ウー ロ ン茶

包種 茶

そ の他 の茶

粉 末 ジ ュー ス

乾燥 鶏 卵

芳香 シ ロ ップ抽 出品,濃 縮 品,ペ ー ス トお よ び

粉 末 品

精 製 は ちみっ

冷 凍食 品

他 に分類 され な い冷 凍 食 品

大麦ぬか

裸麦ぬか

小麦ふすま

ライ麦ぬか

その他の精穀所製品

しょうゆかす

と(屠)場 副産物(海 獣類を含む)

製糸副産物

魚かす

魚粉

乾燥魚類(肥 飼料用)
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その他の魚介類製造飼肥料

植物性製造飼料

動物性製造飼料

配合肥料

混合肥料

愛玩動物飼料(調 整されたもの)

製造有機質肥料

有機質配合肥料

その他の製造飼料および製造有機質肥料

飲料 水

炭酸 水

サ イダ ー

ラム ネ

果 汁飲料

人 工 果 汁 飲料

芳香 シ ロ ップ

その 他 の清 涼飲 料

そ の他 の アル コール を含 ま ない 飲料

ぶ どう酒, .'

りん ご酒

その 他 の果 実酒

ビール

エ ール,ス タ ウ ト,ボ 一 夕

ビー ル類 似 の発 泡性 飲 料(ビ ー ル を除 く)

清 酒

合 成清 酒

濁酒

その他 の発 酵 され た穀 物 性飲 料

コニ ャ ップまた は ブ ランデ ー

ぶ ど う以外 の果実 に よ る ブ ランデー

ウイス キ ー

ジン(ス ロー ジ ンを除 く)

ラム

●

、
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亭

焼 ちゅ う

そ の他 の蒸 留酒

味 りん

白酒

リキ ュール お よ び コー デ ィァル(ベ ルモ ッ トを

含 む)

その他 の アル コー ル を含 む飲料

人造 氷

天 然 氷

その他 の飲 料

両切紙 巻 たば こ

口付 紙 巻 た ば こ

ブ イル タ付 紙 巻 た ば こ

葉 巻(普 通 形)

シ ガ リロお よ び チ ェル ー ト

その他 の葉巻

板 た ば こ

ス ク ラップ(か み たば こ)

なわたばこ

刻 た ば こ

そ の他 の かみ たば こ

細 刻 た ば こ

荒 刻 た ば こ

グ ラニ ュ レイ テ ッ ド

そ の他 の パ イ プ たば こ

か ぎた ば こ

ク

その他 の製造 た!まこ

全身麻酔剤

催眠鎮静剤

抗てんかん剤

解熱鎮痛剤

興奮剤,覚 せい剤

鎮うん剤

精神神経用剤

総合感昌剤

その他の中枢神経系用薬

末梢神経系用薬

局所麻酔剤

骨格筋弛緩剤

自律神経剤

鎮けい剤

発汗剤,止 汗剤

その他の末梢神経系用薬

眼科用剤 ●

耳鼻科用剤

その他の感覚器官用薬

抗ヒスタミン剤

刺激療法剤(非 持異性免液原製剤を含む)

その他のアレルギー用薬

強心剤

不整脈用剤

利尿剤

血圧降下剤

血管補強剤

血管収縮剤

血管拡張剤

動脈硬化用剤

その他の循還器官用薬 .

呼吸促進剤

鎮咳去たん剤

合そう剤

その他の呼吸器官用薬

歯科口腔用剤 ..

消化性潰瘍用剤

健胃消化剤

制酸剤
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下剤,洗 腸剤

利胆剤

整腸剤(止 しゃ,吸 着 内服殺菌剤)

総合胃腸剤

その他の消化器官用薬

脳下垂体ホルモン剤

唾液腺ホルモン剤

甲状線,副 甲状線ホルモン剤

たん白同化ステロイド剤

副腎ホルモン剤

男性ホルモン剤

卵胞ホルモンおよび黄体ホルモン剤

混合ホルモン剤
■

その他のホルモン剤(抗 ホルモン剤を含む)

尿路消毒剤

子宮収縮剤

通経剤

避妊剤

泌尿生殖器官用剤(性 病予防剤を含む)

痔疾用剤

その他の泌尿生殖器官および肛門用薬

外皮用殺菌消毒剤

創傷保護剤

化膿性疾患用剤

鎮痛,鎮 痒,収 蔵 消炎剤

寄生性皮ふ疾患用剤

皮ふ軟化剤(腐 しょく剤を含む)

毛 髪 用 剤(発 毛,脱 毛,染 毛,養 毛 剤)

浴剤

そ の他 の 外皮 用 薬

ビタ ミン剤

ビ タ ミンAお よ びD剤

ビタ ミンB1剤

ビタ ミンB剤(ビ タ ミンBl剤 を除 く)

ビタ ミンCお よ びP剤

ビタミンEお よびK剤

混合ビタミン剤(ビ タミンA・D混 合製剤を除

く)

その他のビタミン剤

カルシウム剤

無機質製剤

糖類剤

有機酸製剤

たん白ア ミノ酸製剤

臓器製剤

乳幼児用剤

その他の滋養強壮変質材

血液代用剤

止血剤

血液凝固阻止剤

その他の血液および体液用薬

肝要疾患用剤

解毒剤

習慣性中毒用剤

催乳剤,

酵素製剤

糖尿病用剤

総合代謝性製剤

他に分類されない代謝性医薬品

クロロフィル製剤

色素製剤

その他の細胞賦活用薬

抗悪性腫瘍剤

放射性医薬品

その他の組織細胞の治療および診断を目的とす

る医薬品

その他の組織細胞の機能用医薬品

熱射病用剤

放射線障害用剤

その他の物理的障害用薬
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その 他 の外力 に よ る障 害 関係 医薬品

ペ ニ シ リン製剤

バ シ トラシ ン製 剤

グ ラ ミシ ジンJ製 剤

ノボ ビオ シ ン製剤

その他 の主 と して グ ラム陽性 菌 に 作用 す る もの

コ リスチ ン製 剤

ポ リミキ シンB製 剤

フ ラジ オ マイ シ ン製剤

その 他 の主 として グ ラム陰 性 菌に 作 用 す る もの

ス トレプ トマ イ シ ン製 剤

バ イオ マ イシ ン製 剤

サ イク ロセ リン製 剤

カ ナ マ イシ ン製 剤

そ の他 の主 と して 抗 酸 性菌 に作用 す る もの

エ リス ロマ イシ ン製剤

カル ボ マイ シ ン製 剤

ロイコ マイ シ ン製 剤

オ レァ ン ドマ イシ ン製 剤

その他 の主 と して グ ラ ム陽性 菌,リ ケ ッチ ァ,

ウイルス に作 用 す る もの

ク ロ ラム フェ ニ コー ル 製剤

ク白ル テ トラサ イ ク リン製 剤

オ キ シテ トラサ イ ク リン製 剤

テ トラサ イ ク リン製剤

その他 の主 と して グ ラム陽 性 陰 性菌,リ ケ ッチ

ァ,ウ ィル ス に作 用す る もの

オー レオス リシン製 剤

トリコ マイ シ ン製 剤

ナ イス タチ ン製 剤

グ リセ オ フル ビ ン製 剤

ペ ン タマ イシ ン製 剤

そ の他 の主 として カ ビ,原 虫 に作 用 す る もの

ザル コマ イシ ン

マ イ トマ イシ ン製 剤

カルチノフィリン製剤

クロモマイシン製剤

その他の主 として悪性腫瘍に作用するもの

複合抗生物質製剤

その他の抗生物質製剤

サルファ剤

抗結刻剤

治らい剤

駆梅剤

フラン系製剤

その他の化学療法剤

ワクチン類

細菌ワクチ ン類

リケ ッチァワクチン類

ウイルスワクチン類

スヒ。ロヘーターワクチン類

その他のワクチン類

毒素類

トキソイ ド類

抗毒素類 ・

抗菌血清類

'血液製剤類

抗原類

診断用血清類

補体および溶血素類

その他の生物学的試験用製剤類

混合製剤

その他の生物学的製剤

抗原虫剤

駆虫剤

その他の寄生動物に対する薬

その他の病原生物に対する医薬品

賦形剤

軟膏基剤

溶解剤
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播床,矯 臭,着 色剤

乳化剤

その他の調剤用薬

X線 造影剤

診断用試薬

診断用培地

その他の診断用薬

防腐剤

防疫用殺菌消毒剤

防虫剤

殺虫剤

殺そ剤

その他の公衆衛生用薬

その他の治療を目的としない医薬品

あへんアルカロイド系製剤

コカアルカロイド系製剤

その他のアルカロイド系麻薬(天 然麻薬)

合成麻薬

その他の非 アルカロイド系麻薬

その他の麻薬

神経系用薬(動 物に使用する医薬品)

全身麻酔剤(

催眠鎮静剤(

解熱鎮静剤(

興奮剤,覚 せい剤(

鎮痛 鎮痙剤

局所麻酔剤
プ

自律自経剤

強心剤

利尿剤

止血剤

血液擬固阻止剤

鎮咳きょ疲剤

(

(

(

(

(

(

(

(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

その他の循環器官,呼 吸器官および泌尿器官系

用薬(動 物に使用する医薬品)

健胃消化剤およひ製酸剤(動 物に使用する医薬

品)

整腸剤(動 物に使用する医薬品)

内服殺菌剤(抗 生物質製剤,サ ルファ剤を除 く)

(動 物に使用する医薬品)

下剤(動 物に使用する医薬品)

利胆剤(〃)

鎮吐剤,催 吐剤(〃)

i完腸斉‖(")

ホルモン製剤(脳 下垂体後葉ホルモン剤を除く)

(動 物に使用する医薬品)

子宮収縮剤

子宮腔内殺菌剤(動 物に使用する医薬品)

乳房炎用剤(抗 生物質サルファ剤を除く)

(動 物に使署する医薬品)

人工授精用剤(動 物に使用する医薬品)

催孚L斉IJ(〃)

その他の繁殖用薬(〃)

外皮用殺菌消毒剤(〃)

化膿性疾患用剤(抗 生物質,サ ルファ剤を除く)

(動 物に使用する医薬品)

鎮痛,鎮 痒,収 敏,消 炎剤(動 物に使用する医

薬品)

寄生性皮ふ疾患用剤(動 物に使用する医薬品)

皮ふ軟化剤(腐 蝕剤を含む)(〃)

溶剤(動 物に使用する医薬品)

嫌忌剤(〃)

皮ふ刺激剤(〃)

その他の外皮用薬(〃)

ホル モ ン剤(繁 殖 に応 用 す るホ ルモ ン製剤 を除

く)(動 物 に使 用 す る医薬品)

ビタ ミン剤(飼 料 添加 して用 い る もの を除 く)

(動 物 に使 用 す る もの)

飼 料に 添加 し て用 い る ビタ ミン剤(動 物 に使用

す る医薬 品)
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糖類および血液代用剤(動 物に使用する医薬品)

無機質および有拠酸製剤(

骨軟症およびケ トージス用剤(

解毒および肝臓疾患用剤(

その他の代謝性用薬(

サルファ剤(

〃

〃

〃

〃

〃

)

)

)

)

)

抗 原虫 剤(コ ク シジ ウム 症,黒 頭 病,ヘ キサ ミ

タ症 お よび ロィ コチ トゾー ン病 に使 用 す る もの

を除 く)(動 物 に使 用 す る医 薬 品)

コク シ ジ ウム症,黒 頭 病,ヘ キ サ ミタ症お よ び

ロィ コチ トゾー ン病 用 剤(サ ル フ ァ剤 を 除 く)

(動 物 に使 用 す る もの)

消 化 器 官寄 生 虫 駆 除剤(動 物 に使 用 す る医薬 品)

肝 てつ 駆 除 剤(〃)

肺 虫 駆 除 剤(")

フ ィ ラ リヤ馬区除 斉日(〃)

そ の他 の病 原生 物 用薬(〃)

経 口投 与 で 用 い る抗 生 物質 製 剤(飼 料に 添加 し

て 用 い る もの を除 く)(動 物 に使用 す る 医薬品)

飼料 に添 加 して用 い る抗 生物 質 製 剤(〃)

注射 に用 い る抗 生 物質 製 剤(〃)

注 入,さ う入剤 と して用 い る抗 生 物 質製 剤

(動 物 に 使用 す る医薬 品)

血清 類(rグ ロブ リン製 剤 を 含 む,診 断 用 血 清

を除 く)(動 物 に使 用 す る医 薬品)

生 物学 的 製 剤(動 物 に使 用 す る医薬 品)

診断用生物学的製剤(

殺菌消毒剤(

防虫,殺 虫剤(

殺そ剤(

診断用試薬(

〃

〃

〃

〃

〃

飼料添 加 剤(抗 生物質 製 剤,ビ タ ミン製 剤,

ル フ ァ剤 を 除 く)(動 物 に 使用 す る医薬 品)

)

)

)

)

)

サ

香 水

オ ーデ コ ロ ン

シャ ン プー

養 毛 料

整 髪 料

ポ マー ド(液 状 を含 む)

チ ック

香 油

ヘ ア ク リー ム

セ ッ トロー ショ ン

パ ー マ ネ ン トウェー ブ 液

ヘ ァ ラッカ ー

染毛 料

そ の他 の頭 髪 化粧 品

ク リー ム

フ ァンデ ー シ ョン

化粧 水

白粉,化 粧 掛 お よび打 粉

仕 上 化粧 品

口紅 お よび リ ップ ク リー ム

ほほ紅

眼 まゆ,ま っげ用 化 粧 品

つ め化粧 料

パ ック剤

日焼 け止 め化粧 品

脱 毛 剤

.浴 用 化粧 品

化粧 用 油

ひげ そ り用 化粧 料

化粧 紙

そ の他 の化 粧品(香 水,オ ー デ ィ コロ ンお よび

頭髪 用 化粧 品 を除 く)

歯み が き

固形石 けん

液 状石 けん
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軟石 けん

その他 の浴 用 石 け ん

薬用 石 け ん

洗 た く石 けん

繊維 用 石 けん

農 薬用 石 けん

工業 用 石 けん

その他 の石 けん(ア ル カ リ石 けん)(シ ャン プ

ー を 除 く)

合成 洗 剤(工 業 用 を除 く)

合成 洗 剤(衣 料 用)

合成 洗 剤(衣 料 用 を除 く)

家 庭 用洗 浄 剤,み が き剤 お よび ク リー ニ ング剤

(石 けん お よび合 成 洗 剤 を除 く)

家 庭用 っ や 出 し剤,ワ ックス お よび 関連製 品

(自 動 軍 用 つ や 出 し剤 お よび ワ ックス を含 む)

家 庭用 染 料

家 庭用 接 着 剤(ゴ ム セ メ ン トを除 く)

その他 の家 庭用 化 学 製品(包 装 され た もの)

アンダー シ ャツ(メ リヤス製 下 着)

パ ン ツお よびズ ボ ン下(〃)

アンダー シ ャツ(織 物製 下 着)

パ ン ツお よび ズ ボ ン下(〃)

ベ ス トお よび ア ンダー シ ャツ(子 供 お よび幼 児

用)(織 物 製 下 着)・

コ ン ビ ネ ー シ ョ ン(")("
'

パ ンテ ィ ・ズ ロー スお よび ブ ル マー ス

(子 供 お よ び幼 児 用)(織 物製 下 着)

シ ュ ミー ズ ・ス リ ップお よび ペ チ コー ト

(子 供 お よ び幼 児用)(織 物 製 下着)

パ ジ ャ マ(メ リヤス製 寝 巻)

ネグ リジ ェ(〃)

ナ イ トガ ウン(〃)

)

パ ジ ャ マ(子 供 お よび幼 児用)(織 物 製 寝 巻)

ネ グ リ ジ ェ(〃)(〃

ナ イ トガ ウ ン(〃)("

そ の他 の 子 供 お よ び 幼 児 用 織 物 製 寝 着

上 衣(メ リ ヤス 製 外 衣)

ズ ボ ン(〃)

ジ ャ ン バ ー(〃)

セ ー タ ー お よ び チ ョ ッキ(〃)

ポ ロ シ ャ ツ,ワ イ シ ャ ツ,

よ び ス イ ー トシ ャ ツ(メ リ ヤ ス 製 外 衣)

)

)

ラ ンニ ン グ シ ャ ツお

海 水 着 お よ び海水 パ ンツ(〃

ドレス お よび ス ー ツ(〃

ブ ラウスお よび ポ ロ シ ャツ(〃

セー ター お よび チ ョ ッキ(〃

コー ト(〃

ス カー トお よび ス ラ ックス(〃

海 水 着(メ リヤス製外 衣)

そ の他 の メ リヤス製 外 衣

タ キ シー ド,

(織 物 製外 衣)
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モー ニ ン グお よび その 他 の礼服

背広 服

制 服

作業 服

ス ポ ー ツ着

オー バ ー コー ト

ス プ リング コー ト

背 広 上 衣

作 業服 上 衣

ス ポー ツ用 上 衣

そ の他 の織 物製 上 衣

替 ズ ボ ン

作 業服 ズ ボ ン

スポ ー ツ用 ズ ボ ン

その 他 の ズ ボ ン

ワイシ ャツ

(

(

(

(

(

(

(

(

(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

)

)

)

)

)

)

)

)

)

(織 物 勢 外 衣)

(〃)

(〃 ・)

(〃)

(〃)

■
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ポ ロ シ ャ ツ

開 き ん シ ャ ツ

そ の 他 の シ ャ ツ

ド レス

ス ー ツ

ホ ー ム ド レ ス

フ フ ウ ス

シ ャ ッ ウ エ ィス ト

ス カ ー ト

ス ラ ッ ク ス

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

オ ーバ ー オ ール お よ び ロ ンパ ー ス(

その他 の織 物製 外 衣

開 きん シ ャツ お よび その 他 の シ ャツ

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

〃)

(レ ー ス 製外 衣)

ドレス お よ び スー ツ(〃)

上 衣(〃)

ブ ラウス お よび シ ャツ ウエ イス ト(レ ス製 外衣)

ス カー ト(〃)

そ の他 の レー ス製 外 衣

作 業用 上 衣(か わ製 外 衣)

スポ ー ツ用 上 衣(")

その他 の上 衣(〃')

ズ ボ ンお よ び ス ラ ック ス(〃)

スカ ー ト

オーバ ー コー ト

そ の他 の か わ製 外 衣

レ イン コー ト

作 業用 合 羽

潜 水服

そ の他 の防 水 製外 衣

その他 の外 衣

ひ とえ長 着

あ わせ 長 着

綿 入れ 長 着

重 ね 長 着

　

　

　

　

　

　

衣外

〃

〃

〃

製

〃

〃

水防

(

(

(

(

(

(

(丹 前を含む)

比翼長着

その他の本裁長着

ひとえ羽織

あわせ羽織(半 てんを含む)お よびあわせ被布

綿入れ羽織(半 てんを含む)お よび綿入れ被布

その他の本裁羽織および被布

かわ製羽織

肌じゅばん

半じゅばん

長じゅばん

角帯

袋帯

ひとえ帯,

折帯

兵古帯

腹あわせ帯

丸帯

改良帯(名 古屋帯 ・半巾帯を含む)

はか ま

ひ と え半 コー ト(上 張 を含 む)

あ わせ 半 コー ト

防 寒 コー ト

ひ とえ長 コー ト

あ わせ 長 コー ト

その他 の和 服

横 編 靴 下

丸編 靴下

長靴 下

フル フ ァ ッシ ョン靴 下

シー ム レス靴 下

たび

帽子

手 袋

メ リヤスお よび レー ス製 被服 用手 袋

織物 製 被 服用 手 袋
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か わ銀 被 服用 手 袋

その 他 の被 服用 手袋

メ リヤス 製 作 業用 手 袋

織 物製 作 業 用 手袋

かわ製 作 業用 手 袋

その他 の作 業 用 手袋

コー ト,ジ ャケ ッ トお よ び ラ ップ(毛 皮 製 品)

(帽 子 お よび手 袋 を 除 く)

え り巻(毛 皮 製 品)(帽 子 お よ び手 袋 を 除 く)

オ ーバー え り(〃)(〃)

チ ョ ッキ(〃)(〃)

ズ ボ ン下(〃)(〃)

マ ッフ ・(〃)(〃)

毛皮 製服 飾 品(〃)(〃)

その他 の 毛皮 製 品(帽 子 お よ び手 袋 を除 く)

他 に 分類 され ない衣 服

ハ ン カ チ

ネ ク タ イ お よ び ク ラバ ッ ト

織 タ イ

編 タ イ

マ フ ラー(織 物 製)

"(メ リヤ ス 製)

ス カ ー フ お よ び ネ ッカ チ ー フ(織 物 製)

〃

ソ ヨ ー ル

〃

ス トー ル

〃

ボ ー ア

その 他 の え り飾 り

(メ リヤス 製)

(織 物 製)

(メ リヤ ス製)

(織 物製)

(メ リヤ ス製)

(毛 皮 製 を除 く)

(〃)

ズ ボ ン吊 り(サ スペ ンダー)(男 子 お よ び少年

用)

くつ 下 止 め(ガ ー ターお よび長 くっ 下 止 め)

アー ム バ ン ド

衣服用 ベ ル ト

ハ ン ドバ ック

札入 れ

が ま口

名 刺入 れ(定 期 入 れ 兼用 の もの を 含む)

その他 の袋物

か さお よび つ え

洋 が さ

長骨 か さ

折 た たみ か さ

雨 が さ

長 骨(柄)か さ

折 た たみ か さ

日が さ

長骨(柄)か さ

折 た たみ か さ

子供 用 か さ

(男 物 洋が さ)

(〃)

(女 物 洋が さ)

(〃)

(〃)

(女 物 洋が さ)

(〃)

ビー チパ ラソ ル(ガ ー デ ンパ ラソル を含 む)

洋 が さの 部品 お よび 付 属 品

長骨

折畳 骨

み ぞ地金

中棒

ろ くろ

柄

その他 の洋 が さの部 品 お よ び付 属品

そ の他 の洋 が さ

つ え(ス テ ッキ)

和装 用 身の まわ り品

帯 ど め

帯 あげ

腰 ひ もお よび だ て巻

腰 ひ も

だて 巻
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羽 織 ひ も

組 ひ も

平 打 ち

その 他 の羽 織 ひ も

半 え り

す そ よ け(け だ し)

髪飾 り リボ ン

ふ ろ し き

ふ く さ

扇子

うちわ

扇子 お よ び う ちわの 部 品

シン グル カ ラー

ダ ブ ルカ ラー

っ め え り用 カ ラー

カ フス

コル セ ッ ト

ガー ドルお よ びガ ー タベ ル ト

ブ ラジ ャー

バ ン ドブ ラジ ャー

ブ ラジ ャー付 コル セ ッ ト

ウエ ス トニ ッパ ー付 コル セ ッ ト

そ の他 の コ ンビネー シ ョ ン,フ ァンデ ー シ ョン

ガー メ ッ ト

そ の他 の コル セ ッ トお よび 類 似の 衣 服

お しめ

お しめ カバー

衛生 バン ド

衛生 パ ンツ

よ だれ 掛

エ プ ロン

ドレス シー ル ド

巻脚 は ん

レギ ンス

他 に分 類 され な い身 の ま わ り品

衣服用 か わ ぐっ(男 子 大 人 用 か わ ぐつ(23セ

ンチ メー トル以上 で 運 動 ぐっ を 除 く))

総 か わ ぐつ(〃)

甲 の部 分 に他 の材 料 を使 用 した か わ ぐつ(男 子

大 人用 か わ ぐつ(23セ ン チメ ー トル以上 で

運動 ぐっ を除 く))

底 の部分 に 他 の材料 を使 用 したか わ ぐっ(男 子

大人用 かわ ぐつ(23セ ンチ メ ー トル以 上 で

運 動 ぐつ を除 く))

その 他 の衣服 用 かわ ぐっ(男 子 大 人 用 か わ ぐっ

(23セ ンチ メ ー トル以 上 で運 動 ぐつ を除 く))

作 業用 か わ ぐつ(安 全 ぐつ,耐 電,耐 酸,耐 油

ぐつ を含 む)(男 子 大 人 用 か わ ぐつ(23セ

ンチ メー トル以上 で運 動 ぐつ を除 く))

衣服 用 か わ ぐつ(婦 人用 か わ ぐっ(21セ ンチ

メー トル以 上 で運 動 ぐつ を除 く))

総 か わぐっ(〃)

甲 の部 分 に他 の材料 を 使 用 し た かわ ぐっ

(婦 人 用 かわ ぐつ(21セ ンチ メー トル 以上

で運動 ぐつ を除 く))

底 の部 分に他 の 材料 を 使用 した か わ ぐつ

(婦 人用 か わ ぐづ(21セ ンチ メー トル以 上

で運動 ぐつ を除 く))

そ の他 の婦人 用 かわ ぐつ(婦 人用 かわ ぐつ

(21セ ンチメ ー トル以 上 で運 動 ぐっ を除 く))

学生 用 か わ ぐつ(18.5セ ンチ メ ー トル以 上

23セ ンチ メ ー トル 未満)

学童 用 か わ ぐつ(15.5セ ンチ メー トル以 上

18セ ンチ メ ー トル未満)

総か わ ぐっ(子 供用 か わ ぐつ(15セ ンチ メ ー

トル未 満))

甲 の部 分に他 の材 料 を使 用 したか わ ぐっ

(子 供 用 かわ ぐつ(15セ ンチ メ ー トル未 満)
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底 の部 分に 他 の材 料 を 使用 した か わ ぐつ

(子 供用 か わ ぐつ(15セ ンチメ ー トル未満)

そ の他 の子 供用 か わ ぐっ(子 供用 か わ ぐつ

(15セ ン チ メー トル 未満))

地 下 たび

ゴム底 布 ぐつ

長 ぐつ お よび雨 ぐつ

短 ぐっ お よび浅 ぐつ

豆 ぐつ

そ の他の 総 ゴム ぐつ

総 ゴ ムぞ う り

ゴ ム裏 ぞ う り

総 スポ ン ジぞ う り

ス リ ッパ

(総 ゴム ぐつ)

(〃)

(〃)

その他のゴム製はきもの

総合成樹脂製ぐつ

ゴム底合成樹脂製 ぐつ

合成樹脂製サンダル

合成樹脂製スリッパ

その他の合成樹脂製はきもの

陸上競技ぐっ(ス パイクぐっ)

野球 ぐつ(〃

ゴル フ ぐつ(〃

そ の他 のス パ イ ク ぐっ

体 操 ぐっ

フェ ン シン グ くつ

バ レー ボ ール ぐつ

バ スケ%ト ボー ル ぐつ

庭球 ぐつ

卓 球 ぐつ

バ レ ー シ ュ ー ズ

そ の 他 の 平 底 ぐっ

し ゅ う球 ぐつ

ラ ク ビー ぐつ

ア メ リ カ ン フ ッ トボ ー ル ぐつ

)

)

ハ ン ドボ ー ル ぐっ

サ ッカー ぐつ

陸 上 ホ ッケー ぐっ

そ の 他の グ ラ ン ドボ ー ル用 ぐつ

ア イス スケ ー トぐっ

ロー ラー ス ケ ー トぐっ

登 山 ぐっ

ス キ ー ぐつ

ボ ク シ ン グ ぐつ

レス リング お よび ウェ イ トリフテ ィン グぐっ

乗 馬 ぐっ

そ の他 の運 動 ぐっ

男 もの げ た

女 もの げ た

子 供 げ た(ぽ っ く りを含 む)

あ しだ

ひ よ りげ た

サ ン ダルげ た

その 他 のげ た

男 もの ぞ う り

女 もの ぞ う り

そ の他 の ぞ う り

鼻 緒

げ た の歯 お よ び台

そ の他 の 和 風 は き ものの 付属 品

ス リッパ

モ カ シ ン ぐつ

わ らぐつ

わ らぞ う り

わ らじ

そ の他 の わ ら製 は き もの

そ の他 の は き もの
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,

手織製床敷物

組ひも製床敷物

刺レゆう製床敷物

張 りつけおよびフエル ト製床敷物

麻製床敷物

畳

畳床

畳表類
'

で

角 マ ッ ト 円座

リノ リュー ム

タイ ル

エナ メル床 敷 物

フ ロー オ イル ク ロス

コル ク マ ッ ト

その他 の硬 面 床敷 物

そ の他 の 床敷 物

寝台 掛 け

夜 具 お よ び上掛 け(和 式 を除 く)

毛 布

タ オル ケ ッ ト

敷 布

ま くらカバ ー

ま くら

寝 台敷 きぶ とん

寝 台 カバ ー

和 式夜 具

そ の他 の夜具

ク ッシ ョン

座 ぶ とん

カ ー テ ン

とば り

テ ー ブル掛 け

ナプ キ ン

テ ー フル カバ ー

ドレ ッサ ー カバ ー

ス カー フ

テ ー ブル ドイ リーお よび マ ッ ト

テ ー ブル セ ッ ト(ラ ンチ ョ ン,ブ リ ッジお よび

類 似 品)

その 他 の テ ー ブル掛 け,ナ プ キ ンお よ び 関連製

品

い す カバー

座 ぶ とん カバ ー

バ ス タオ ル

ハ ン ドタオ ル

ウ ォ ッシ ク ロス(お しぼ り)

手 ぬ ぐい

トイ レ ッ トシー トカバ ー

バ ス マ ッ ト

浴 室 セ ッ ト(タ オル,ウ ォ ッシ ク ロス,シ ー ト

カバ ー お よ びバ スマ ッ ト等)

その 他 の タ オル,バ ス マ ッ トお よび 関連 製 品

つ りか や(寝 台用 を除 く)

寝台 用 か や

ほ ろ'がや

そ の他 の家 庭用 繊維 製品

布 巾

他 に分 類 され てな い家 庭用 繊 維 製 品

指 輪

首 飾 り(ラ バ リエ ー,ネ ック チ エ ン を 含 む)

腕 輪

イ ヤ リ ン グ

ペ ン ダ ン ト(ロ ケ ッ トを 含 む)

フ ロ ー チ

カ フス ボ タ ン'

ネ ク タ イ止 め

ネ ク タ イ ピ ン

.ネ ク タ イ ク リ ッ プ
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カ ラー ボ タ ン,カ ラー 止 めお よび刺 し ピン

(金 製 服 ボ タ ンを含 む)

帽子飾 り

髪飾 り(リ ボ ンを 除 く)

造 花(室 内 装飾,冠 婚 葬祭用 を含 む)

バ ッ クル

化粧 用 具

コンパ ク ト

香 水用 そ の他 化粧 用 噴霧 器

喫煙 用具

オ イ ル ライ ター

ガス ライ ター

たば こケ ー ス(葉 巻 き,刻 み入 れ を含 む)

か ぎわ(鍵 環)

銀 製お よび銀 め っ き製 食卓用 品

銀 製 お よび銀 め っ き製 うつ ろ もの

銀 製 お よび銀 め っ き製 化粧 用 具

銀 製 お よび銀 め っ き酒器 お よ び賞 杯

その他 の銀 器,銀 めっ き製 品

S型 バ ン ド(時 計)

箱 型バ ン ド(〃)

特 殊 な もの(く さ り類 を含 む)(〃)

か わ製 バ ン ド(〃)

布 製 バ ン ド(〃)

合 成樹 脂 製 バ ン ド(")

時 計 バ ン ドの部 品 お よび付 属 品

その 他 の時 計バ ン ド

和 風 たん す

洋 風 たんす

飾 り戸 だ な

書 籍戸 だな

サ イ ドボー ド

食 器戸 だな

茶だな

整理戸だな類

陳列戸だな

げた箱

その他の戸だな

書だな

飾 りだな

陳列だな

整理だな

その他のたな

箱

庭机

平机

片そで机

両そで机

わき机

学童机(学 校用を除く)

タイプライタ用机

簿記 机(ビ ュー ロー机)

製図机

その他の立机

学校用机

応接卓子(座 卓子)

食卓子(〃)

ゲーム卓子(〃)

その他の座卓子

応接卓子

茶卓子

わき卓子

すみ卓子

食卓子

会議用卓子

化粧用卓子

ゲーム用卓子

その他 の立 卓子
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一面 鏡 台

三面 鏡 台

姫鏡 台

姿見(脚 付 き)

壁 掛 け鏡

そ の他 の鏡台

調 理台

配ぜ ん(膳)台

流 し台

ガ ス台

作業 台

実験 台

陳列 台

売場 台

そ の 他 の台

ス ツー ル

座 いす

小 いす

ひ じ掛 けいす

長 い す(ベ ンチ を含 む)

寝 いす

特殊 用 途 の いす

シ ング ルベ ッ ト

ダ ブルベ ッ ト

セ ミダ ブル ベ ッ ト

幼児 用 ベ ッ ト

特殊 用 途 の寝 台

そ の他の 寝 台

マ ッ トレス

ベ ッ トス プ リン グ

金 庫

ロ ッカー

花 器台

植木 台

電 話台

置物 台

テ レ ビ台

囲碁 ・将 棋 盤用 の台

見 台

そ の他 の器 物台

衣 こ う,つ い立 お よび び よ うぶ"

帽子 掛 け およ び傘立 て

ベ ビーサ ー クルお よび揺 らん

サ ー ビス ワゴ ン

本 立(ブ ックエ ン ドを含 む)お よび マガ ジ ン ラ

ック

黒板

冷 蔵 庫(電 気 を使用 しな い もの)

火 ば ち

教 壇 お よ び演壇`

ふ み 台

家 具 の 部分 品お よ び付 属品

その他 の 家具

ボ ー ル

洗 お け

あ わ た て器

フ ライ返 し類

しゃ くし類

こ し器

皮 む き器

お ろ し器

削 り器

手 持 缶切 り

果 物 しぼ り器

す りば ち

ろ うと

ま な 板

す りこ ぎ
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ざ る

し ゃ もじ

その他 の調 理用 具

か ま

なべ

湯 沸 か し

鉄 び ん

飯 む し

せ い ろ

フ ライパ ン

玉子 焼 き器

コー ヒー 沸 か し

網

飯 ご う

どび ん類

その 他 の料 理 用具

小 判 さ ら

ステ ー キ さ ら

グ ラタ ンさ ら

ソー ス ボー ト

サ ンデ ー カ ップ

野 菜 は ち ・

カ レー ボー ル

スー プ わん

コ ップ 類(ガ ラス製)

コ ップ受 ざ ら(〃

細 足 コ ップ類(〃

ソ フ ト ドリン クグ ラス

ソ ー ダ グラ ス

パ ンチ ボ ール

サ ラダ ボ ー ル

茶 わ ん 類

どん ぶ り類

浅 は ち類

ふ た は ち類

)

)

(ガ ラ ス 製)

(〃)

(〃)

(〃)

湯 のみ 類

番せ ん 茶 わ ん類

酒 器 類

その 他 の和 飲食 器

洋 わん さ ら類

洋 どん ぶ り類

洋 さ ら類

洋 は ち類

キ ャセ ロー ル

そ の 他 の 洋飲 食 器

その 他 の 飲食 器

ピ ッチ ャ類

ポ ッ ト類

盆

ナ プ キ ン リング'

ブ イン ガー ボ ール

きゅ うす 類

配 置 金

茶 卓

膳

飯 び つ

そ の他 の食 卓器 具

米 びつ

茶 筒

'ポ
ッ ト

茶 つ ぼ

水 筒

弁 当箱

梅 づ けび ん

菓子 びん

ソ ヤ ー

魔法びん

つぼ

水がめ

重箱
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菓子 器

その他 の 食料 貯 蔵器 具

ナイ フ

フ ォー ク

ス プー ン

レー ドル

トング

バ ー ス プ「 ン

れ ん げ'

はし

は し箱

は し置

は し立 て

カ クテル シェー カ

ビー タス びん

ウ ィスキ ーポ ー ラ

ド リンク ミキ サ ー

ウ ィスキー ジガ ー

ソー ダー サ イホ ン

その 他 の バー ア クセ サ リー

食 事用紙 製 品

レモ ン絞 り器

爪 よ うじ

飲料 用 ス トロー

洗 た く器具 お よび洗 た く器(電 気 を使 用 しない

家庭 用 器具 、

ほ う き類

ブ ラシ類

ち り取 り ・

はた き

ぞ う きん

モ ツプ

ペ イ ン トロー ラ

ス クイー ジー

その他の清掃器具

家庭用バスケ ット

バケツ

洗面器

風呂おけ

腰掛け

すのこ

脱衣かご

その他の風呂場用品

家庭用袋もの

ハンガー

ふきん掛け

網だな

芝刈り機

じょうろ

植木ばち

花器

花器台

香器,

茶器

置物

雲盤

額緑

木彫 り額

柱掛け

壁掛け

壁面装飾品

額ざら

手箱

文箱

書

絵画

その他の芸術品および装飾品

カーテンおよびとばり用品(生 地を除 く)

日おい,日 よけおよびすだれ

鳥かご
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鳥飼育小物品

首輪

くさりおよびかわひ も

その他の鳥獣用品

他に分類されない家庭用装置および家庭用器具

新聞(ニ ュース,そ の 解説,評 論 を主 な 内容 とし

広 告 を含 む。 但 し,商 業 宣 伝用 の印刷 物 は除 く。

印刷 方式 は活 版,特 殊 印刷 た るを問 わ ない 。製

本 してない もの,但 し ニ ュー ス資 料 源 と して新

聞 社等 に配布 され るいわ ゆ る通 信類 は,仮 どめ

してあ って も製本 とは 見 な さず に新 聞 とし て取

扱 う)

日刊一 般紙

非 日刊一 般紙

学 芸新 聞(日 刊)

芸能,娯 楽 スポ ー ツ新 聞(日 刊)

業 界,産 業新 聞(日 刊)

児童 向 お よび婦 人,家 庭 向新 聞(日 刊)

学 校,学 生 新 聞(日 刊)

団 体紙(広 報 紙,機 関 紙)(日 刊)

通 信紙(紙 名,詩 名 に は と らわ れず に新 聞社 等 で

ニ ュー ス材 料 とし て利 用 す る もの(日 刊)

点 字紙(日 刊)

その他 の 日刊特 殊 紙

学 芸新 聞(非 日刊)

芸能,娯 楽,ス ポー ツ新 聞(非 日刊)

業 界,産 業 新 聞(日 刊)

児童 向お よ び婦 人家 庭向 新 聞(非 日刊) ,

学 筏 学生 新 聞(非 日刊)

団 体紙(広 報 紙,機 関紙)(非 日刊)

通 信 類(紙 名,詩 名 に と らわ れ ず に新 聞 社等 で

ニ ュー ス材 料 として利 用 す る もの)(非 日刊)

点 字紙(非 日刊)

そ の他 の非 日刊 特殊 紙

一般教養
,総 合紙

学術紙

文学および美術誌

芸能,娯 楽,ス ポーツ紙

経営,業 界,産 業誌

児童向雑誌および定期刊行物

学生向雑誌および定期刊行物(受 験準備誌 も含

む)

官公報 ・

点字諸

他に分類されない雑誌および新聞雑誌以外の定

期刊行物

書籍(49ペ ージ以上の もの)

パンフレット(48ペ ージ以下)

地形図

海図,航 空図

気象図,気 候図

地質図,土 壌図

植生図(森 林経営図を含む)

交通図(道 路図を含む)

経済図(人 口図を含む)

地籍図

その他の地図

地球儀.

天球儀

写真地図(写 真を含む)

学術図(図 表)

設計図(〃)

統計図(")

その他の図表

統計表

時刻表

その他の表

書画,楽 譜等(書 籍ならびにパ ンフレットに含ま

れないもの)

単色(書 画の複製(絵 はがきは除 く))
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色 刷(〃)

版 画(オ リジ ナル を作 るの と同 一 プ ロセ スを用 い

た高 級複 製品 も含 む)

楽 譜

催 物 の プ ログ ラム

カ レン ダーお よ び暦(広 告 用 で な い もの)

電 話帳

商 業印 刷 物'

プ レー ト(石 版,写 真 版 お よ び写 真 凹版)

紙型

そ の他 の印 刷業 用 サー ビス製 品

デ カル コマニ ァ(う っ し絵)

他 に 分類 され ない 印刷 物

万年 筆

シ ャー プペ ン シ ル

ボー ルペ ン

付 ペ ン

鉛筆

毛 筆

速 乾性筆 記具(フ エル トペ ン)

そ の他 の筆 記具

筆 記用 インキ

墨

墨汁

白墨

イ ンクス'タン ド

文 鎮

す ず り,筆 立 お よび水 差 し

そ の他 の筆記 具 関 連 品

印章

印肉

ス タ ンプ

ス タ ンプ 台

計算用事務用具(計 算機を除 く)

計算尺

計算盤

4玉 そろばん

5玉 そろばん

製図版

製図器

定規

その他の図案製図用具

鉛筆箱(筆 入れ)

手動吸取器

手動開封機

鉛筆削り器

はとめおよび小穴補強器

その他の一一般事務用具

帳簿類

伝票類

封筒

事務用紙

事務用カー ド

事務機械用紙

その他の事務用紙製品

ノー ト類

画用紙類

原稿用紙

方眼紙

工作用紙

画板

板ばさみ

その他の学用紙製品

便せん

巻紙

アルバム,写 真コーナおよび写真台紙

慶弔袋および金封

かけ紙およびのし紙
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荷札

包 装 紙

名刺 台紙

そ の他 の 日用 紙製 品

謄写 板

謄写版 原 紙

謄 写用 や す り

謄 写用 鉄筆

謄 写用 ビーム コ ンパ ス

カー ボ ン紙

イ ンキ リボ ン

その他 の 謄写 お よ び複写 用 品

画 筆

絵 具

ク レヨ ンお よびパ ス

絵 画 用品

ポス タ カ ラー

画 架

そ の他 の絵画 用 品

事 務 用 の り

接着 テ ー プ

消 しゴ ム

イ ンキ消 し

事 務 用 ク リップお よび ピ ン

画 び ょ う

とじひ も

他 に 分類 され な い文 具 お よ び事 務 用具

丸 ボ イ ラ(一 般 陸用)

煙 管 ボ イ ラ(・ 〃)

水 管 ボ イ ラ(〃)

一 般 陸用 ボ イラの 部分 品 お よび付 属 品

そ の他 の一般 陸 用 ボ イ ラ

水管 ボ イ ラ(発 電用)

竜

発電用ボイラの部分島および付属品

その他 の発電 用 ボ イ ラ

煙 管 ボ イ ラ(船 用)

水 管 ボ イ ラ(〃)

特 殊 ボ イ ラ(〃)

船用 ボ イ ラの 部 分 品お よ び付属 品

車 両用 ボ イ ラ

ー 般 陸用 ボ イラ 用 設備

発 電用 ボ イ ラ用 設 備

船用 〃

車 両用 〃

原子 炉(臨 界 実 験 装 置 を含 む)

核 燃 料(原 子 炉 構 成材)

被 覆材(〃)

減速材(〃)

反射 材(〃)

制 御 材(〃)

原 子 炉部 品 お よ び装 置

その 他の ボ イ ラ

はん用 内燃 機 関

航 空 機用 ピス トン発動 機

船 用 内燃 機 関

自動車 用 内燃 機 関

ガ ソ リン機 関

デ ィーゼ ル機 関

回転 ピス トン機 関

自動 二 輪車 用 内 燃機 関

車両用 内燃 機 関

内燃 機 関の 付 属 品

〃 の部 分 品

その他 の 内燃 機 関'

陸用 ガス ター ビン

船用 ガス ター ビン

航 空機 用 ガス ター ビ ン,ジ ェ ッ ト発動 機 お よ び

ロケ ッ ト発 動 機
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ガス ター ビン,ジ ェ ッ ト発 動 機お よび ロケ ッ ト発

動 機 の 部品,取 付具 お よ び付属 品

陸用 蒸気 機 関

船用 蒸気 機 関

車 両用 蒸 気機 関

蒸気 機関 の部 分品 お よび付属 品

その他 の 蒸 気 ター ビン

一 般陸 用 蒸気 ター ビン

発 電用 蒸 気 ター ビン

船用 蒸 気 ター ビン

蒸 気 ター ビ ンの 部品,取 付具 お よび 付属 品

そ の他 の蒸気 ター ビン

ペ ル トンタ ー ビン

フ ラン シス タ ー ビ ン

プ ロペ ラタ ー ビン

斜 流 ター ビン

筒形 ター ビン

水 力 タ ー ビンの部 分 品 お よび 付属 品

水 車(水 力 ター ビ ンを 除 く)

その 他の 機 関 お よ びタ ー ビ ン

ラジ アル 玉軸 受

ス ラス ト 〃

その他 の ・

円 筒 ころ軸 受

棒状 〃

針状 〃

円錐 〃

球 面 〃

その他 の ラ ジ アル ころ軸 受

ス ラス トころ軸 受

そ の 他の ころ軸 受

重 合軸 受

玉 お よ び ころ軸 受 用部 品 お よび付属 品

平 軸 受

平鞘 受 の 部品 な らび に 付属 品

そ の他 の軸 受

スチ ー ル チ ェー ン

鋳 鋼 チ ェー ン

溶接 チ ェー ン

鍛 造 チ ェー ン

マ リアブ ルチ ェー ン'

そ の他 のチ ェーン

平歯 車

はす ば 歯車

や まば歯 車

そ の他 の 円 筒歯 車

す ぐば か さ歯 車

まが りばか さ歯 車

マ イタ歯 車

斜 交す ぐば か さ歯車

斜交 まが りばか さ歯車

その他 のか さ歯車

ウ ォー ム ギ ア

ラ ック

内 歯車

ス プ ロケ ッ ト'

そ の他 の 歯車

動 力 伝導 装 置

機械 的変 速 機

流体 式 伝 導装 置

逆転 機

その他 の 動力 伝 導装 置

潤 滑 装 置

普通旋盤

ならい旋盤

多刃旋盤

タレット旋盤

自動盤
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立 て旋 盤

卓 上旋 盤

卓上 タ レ ッ ト旋 盤

正 面 旋盤

ね じ切 り旋 盤

中 ぐ り旋 盤

鉄 道車 両用 旋 盤

クラ ンク軸 旋 盤

クラ ンク ビ。ン旋盤

カム軸 旋盤

その 他の 旋盤

直立 ボー ル盤

ラジ アル ボー ル盤

多軸 ボー ル盤-

卓上 ボー ル 盤

その 他 の ボー ル盤

横中 ぐ り盤

精密 中 ぐ り盤

ジグ中 ぐり盤

その他 の 中 ぐ り盤

ベ ッ ド型 フ ラ イス盤

ひ ざ型 フ ライス盤

万能 工具 フ ラ イス麗

な らい フ ライ ス盤

フ フノ くフ

ね じ切 りフ ライス盤

卓 上 フ ライス盤

そ の他 の フ ライ ス盤

平削 り盤

円 筒研 削 盤

内面研 削盤

心 な し研 削 盤

な らい研 削 盤

工具研 削 盤

卓 上研 削盤

その他の研削盤

ホブ盤

歯車形削 り盤

かさ歯車歯切 り盤

ラック歯切り盤

その他の歯切り盤

歯車研削盤

歯車仕上盤'

専用機およびユニット

ブローチ盤

形削り盤

立削り盤

キーみぞ盤

ホーニング盤

ラップ盤

金切り盤

ねじ切 り盤

ねじ立て盤

放電加工機

電解加工機

超音波加工機

その他の工作機械

圧延機械および装置

条材引抜機および条材押出機

製管機械および装置

精製仕上装置

めっき装置

ベ ンディングマシン

液圧プレス

機械プレス

せん断機

鍛造機

ワイヤーフォーミングマシン

人力プレス

その他の第二次金属加工機械
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アーク溶接機および装置

抵抗溶接機および装置

ガス溶接および溶断機

テル ミット溶接機

溶接機械および装置の部品

その他の電気溶接機(電 子ビーム溶接機 高周波

抵抗溶接機,高 周波誘導溶接機,超 音波溶接機

等を含む)

治具

金属加工用付属品

金属加工機械の部分品

金属加工機械の取付具

金属加工機械の付属品

工具の保持具

その他の金属加工機械

ドリル

リー マ

フ ライス

ギ ャー カ ッタ

フ ローチ

バ イ ト

タ ップ

ダ ィス

ダ イヘ ッ トチ ェザ

ね じ フ ライス

転 造 工具

そ の他 の特殊 鋼 工具

超硬 チ ップ

超硬切 削工具

超硬 耐摩 お よび耐 蝕 工具

超硬 鉱 山土木 用 工 具

その他 の超 硬 工具

ドレ ッサ(ダ イ ヤモ ン ド工 具)

バ イ ト

ドリル(

ポ イ ン ト(

ガ ラス切(

ビ ッ ト(

カ ッテ ィン グソー(

グ ラ イ ンデ ィングホー ル(

ダ イス(

か た さ試 験 機用 圧子(

そ の他 の ダ イヤモ ン ド工具

弓 の こ刃

丸 の こ刃

帯 の こ刃

円 筒の こ刃

糸 の こ刃

チ ェ ンソー

シ ャー フ レー ト

合 板用 刃物

木工 用 刃物

パ ル プ製紙 工業 用 刃物

繊 維工 業用 刃物

紙 断裁 ほ う丁

その他 の機 械刃物

セ ラ ミック工 具

炭 化 チ タ ン系 工具

レンチ

スパ ナ

片 目片 口ス パ ナ

プ ラ イヤ

ペ ンチ

トライバ

万 力

金 床

携 帯電 気 ドリル用 チ ャ ック

パ イプね じ切 器

一243一

(ダ イ ヤモ ン ド工具)

〃

〃

"

〃

〃

〃

〃

〃

)

)

)

)

)

)

)

)



ボ ル トク リッパ

パ イ プ カ ッタ

その他 の作 業 工具

や す り

電動 工具

.空気 動工 具

その 他 の手持 工 具

金属製 品 用 金型

非 金 属製 品用 金 型

金型 用 部品 お よ び付 属 品

その 他 の金型

鋳鉄 ロー ル

鋳 鋼 ロー ル

鍛 鋼 ロー ル ・

天 井走行 クレー ン

ジブ ク レー ン

橋 形 クレー ン(内 形 ク レー ンを 含 む)

塔形 ク レー ン

デ リック

ロコモ チ ブ ク レー ン

自走 式 ク レー ン

クレーンの部分品;取 付具および付属品

その他 の ク レー ン

ベ ル トコ ンベ ヤ

チェー ンコ ンベ ヤ

バ ケ ッ トエ レベ ー タ

ス ク リュー コシベ ヤ

ロー ラコ ンベ や

空 気 コンベ ヤ

コ ンベ ヤの部 分 品,取 付 具 お よび付 属 品

その他 の コ ンベ ヤ

巻上 機(別 に掲 げ る もの を 除 く)

船用 ウ ィンチ

ホ イス ト

チ ェー ンブ ロ ック

高炉 用 巻 上機

ウイン トラス

キ ャプ ス タ ン

巻 上機 の部 分 品,取 付 具 お よび付属 品

そ の他 の 巻上 機

索道

索 道 の 部分 品,取 付 具 お よ び付属 品

エ レベ ー タ

エ スカ レー タ

エレベータおよび工力 レ一夕の部分品 鮒

具および付属品

その他の運搬,昇 降および貨物取扱装置

うず巻ポンプ(タ ービン形を含む)

軸流ポンプ

斜流ポンプ

回転ポンプ

.往 復ポンプ

ポンプの部分品,取 付具および付属品

その他のポンプ

ターボ形圧縮機

容積形圧縮機

圧縮機の部分品および付属品

その他の圧縮機

真空ポンプ

真空装置

ファン

ブロワ

送風機の部分品および付属品

油圧ポンプ

油圧モータ

油圧シリンダ
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油圧バルブ

蓄圧器

増圧器

その他の油圧機器

ジ ョ ー ク ラ ッシ ャ

ジ ャ イ レ ト リク ラ ッ.シ ャ

コー ン ク ラ ッ シ ャ

ロー ル ク ラ ッ シ ャ

イ ン パ ク ト ク ラ ッ シ ャ

破 砕 機 の 部 品 お よ び 付 属 品

そ の 他 の 破 砕 機

ロー フ ミノレ

ス タ ン プ ミル

タ ン ブ リング ミル

イ ンパ ク トミル

エ ヤ ー ミル

タ ワー ミル

摩 砕 機 の部 品 お よ び付 属 品

その 他 の摩 砕 機

ふ るい分 機

分級 機

ブ イー ダ

ウオ ツシ ヤ

破砕 機 お よ び摩 砕機 の補 助機 の部品 お よ び付 属品

その他の破砕機および摩砕機の補助機

とうた盤

とうた機

浮遊選別機

重液選別機

磁気選別機

選別機の部品および付属品

その他の選別機

シックナ

選別機の補助機の部品および付属品

その他の選別機の補助機

重力ろ過機

加圧ろ過機

真空ろ過機

その他のろ過機

沈降分離機(水 ひ分離機を含む)

遠心分離機

風力分離機

液化分離機

ふるい分離機

その他の分離機

電気式集 じん機器

機械式集じん機器

その他の集じん機器

圧搾機器

とう管式熱交換器

平板式 熱交換器

フイン式 熱交換器

ら旋式熱交換器

その他の熱交換器

混合機

かくはん機

溶解機

ねつ和機

乳化機

造粒機

粉砕機

硝化機

発酵機

分解機

飽和機

転化機
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重合機

オー トクレーブ

加硫機

その他の反応機器

蒸煮機器

発生炉(機 械部分に限る)

乾りゅう炉(〃)

加熱炉および燃焼炉(機 械部分に限る)

蒸発機器(濃 機を含む)

晶出機器

蒸留機

吸収機器

吸着機器

抽出機器

洗条用機器

水雷解そう

食塩電解そう

溶融電解槽

その他の電解槽

たな(棚)形 乾燥機

枠形乾燥機

回転および円筒形乾燥機

バンド形乾燥機

トンネル形乾燥機

真空乾燥機

噴務乾燥機

気流乾燥機

その他の乾燥機

ばい焼機

焼結機

か(坂)焼 機

貯蔵そう(化 学装置用に限る)

特殊機械

往復動 式 開放 形 冷凍 機

往 復動 式密 閉形 冷凍 機

回転 式 冷 凍機

吸 着 式冷 凍 機

吸 収 式 冷 凍機

蒸 気 噴射 式 冷凍 機

電 子式 冷 凍機

そ の他 の冷 凍 機

パ ッケー ジタ イプ エ ア コン デ ィ ショ ナ(ヒ ー トポ

ンプを 含 む)

ウイ ン ドタ イプ エ アコ ンデ ィシ ョナ

車 両用 エ ア コンデ ィシ ョナ

除 湿 機

冷 水 機

ミル ククー ラ

冷 蔵庫 ・

冷 蔵 車 両用 冷 凍ユ ニ ッ ト

シ ョー ケー ス お よび フ リー ザ

ア イス ク リー ム フ リーザ

製 氷 機

そ の他 の 冷凍 機応 用製 品

空 気 調節 装 置(ヒ ー トポ ン プを含 む)

冷 蔵装 置

凍 結 装 置

製 氷装 置

そ の他 の冷凍 機 応用装 置

凝 縮 器

蒸 発 器

受 液 器

油 分離 器

冷 却 塔

カ ム天 びん式 直線 本 縫 ミシ ン(家 庭用)

リン ク天 び ん式 本縫 ミシン(〃)
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そ の他 の 本縫 ミシ ン

ジグ ザ グ本 縫 ミシ ン

その他 の家 庭用 ミシ ン

1本 針 直線 本 縫 ミシ ン

複 列本 縫 ミシ ン

複 列 単環 縫 ミシ ン

複列 二重 環縫 ミシ ン

千 鳥縫 ミシ ン

刺 し ゅ う縫 ミシ ン

ボ タ ン付 け ミシ ン

ボ タ ン穴 ミシ ン

か くぬ き止 ミシ ン

その他 のサ イ クル ミシ ン

飾 り縫 ミシ ン

す くい縫 ミシ ン

へ り縫 ミシ ン

安全 縫 ミシ ン

(〃)

(〃)

(工 業 用)

(〃)

(〃)

カム天 びん 式家 庭 用 直線 本 縫 ミシ ン頭 部

リン ク天 びん式 家 庭用 直線本 縫 ミシ ン頭 部

その他 の家 庭用 直 線本 縫 ミシ ン頭 部

ジグザ グ家 庭用 本 縫 ミシ ン頭 部

家庭 用 ミシ ンの部 品 お よ び付 属品

ミシ ン針

ボ ビンケー ス(家 庭用)

か ま(〃)

縫機 構 部品

送 り機 構部 品

動 力伝達 機 構部 品

普 通形 デー ブ ル

キ ャ ビネ ッ ト形 テ ー ブル

ベ ース カバ ー

足 部

アーム ベ ッ ト(家 庭 用)

そ の他 の家庭 用 ミシ ンの 部品 お よ び付 属品

紙,麻,綿 等 の袋縫 用 ミシン
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皮革縫用 ミシン

溶着ミシン

工業 ミシンの部品および付属品

アームベ ット(工 業用)

かま(工 業用)

ボビンケース

ボビン

ミシン針

テーブル

その他の工業用 ミシンの部品および付属品

その他の工業用 ミシン

乾繭機

煮繭機

繰糸機

場返機

副蚕処理機

生糸束装機

蚕糸付属機械

その他の蚕糸機械

紡糸機

後処理機械

その他の化学繊維機械

クリーニングおよびオープニング機

カート

前紡機

粗紡機

精紡機

紡績機械用装置および付属機械

撚糸機

仮撚機

糸毛羽焼機

糸巻き機

整経機

その他の準備機および関連機械

人力織機



力 織 機

自動 織機

む ひ(難 行)織 機

タオル織 機

帆布 お よ び重 布織 機

テ ープお よび リボ ン織 機

ホ ース 織 機

カー ペ ッ ト織 機

二 重 ビ ロー ド織機

ラペ ッ ト縫取 り織機

タ イヤ コー ド織 機

その他 の 特殊 織 機

ジ ャカー ド

トビー

ジ ャカー ド用 準 備機

そ の他 の織 機 お よび付 属 機 械

メ リヤス機

よ こ編 み機

丸編 み機

靴 下 編 み機

リンキ ングマ シ ン

た て編 み 機

手 編 み機

その他 の メ リヤス機

漁網 機

レー ス機

編 み ひ も機

製 網機

その他 の 編組 機 械

精 練漂 白機械

染 色機 お よ び その 関連 機械

な っ染 機 お よび そ の関 連機 械

水 洗機

乾燥 機

普 通仕 上機 械 お よび そ の関 連 機 械
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特殊仕上機およびその関連機械

その他の染色機械およびその関連機械

その他の繊維機器な らびに繊維機械用の部分品

ボ ー リン グ マ シ ン

ワ ゴ ン ド リ ル

チ ャ ン ド リル

ト リ ル ジ ャ ン ボ

ク ロ ー ラ ド リル

せ ん孔 機 の 部 品 お よ び付 属 品

その他 のせ ん孔 機

ジ ャ ックハ ンマ ー

ド リフ タ

ス トーパ

コー ル ピ ック

オー ガ

さ く岩機 の 部 品 お よび 付 属品

その 他 の さ く岩 機

コー ル カ ッタ

カ ッタ ロー ダ

コー ル カ ッタお よ びカ ッタ ロー ダ の部 品 お よび

付 属品

ホー ベル(コ ー ル プ ラ ウ)

さ く井 機

採 油 機

積 込 機(建 設 用 を含 む)

トラ ック ミル

その他 の鉱 山 機 械 お よ び装 置

シ ョベ ル 糸 堀 さ く機

建 設用 ク レー ン

バ ケ ッ ト系 堀 さ く機

ス ラ ック ラ イ ン

ル ー タ

堀 さ く機 械 の 部品 お よ び付 属品

■
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そ の他 の堀 さ く機 械

くい打 機 およ び くい 抜機

基 礎 工事 用 せ ん孔 機

グ ラウ トポ ンプ

タ ン ピ ング ロー ラ

グ リ'ットロー ラ

タ イヤ ロー ラ

振 動 ロー ラ

その他 の ロー ラ

タ ンパ

ソ イル コ ンパ クタ

ラ ン マ

バ イフ ロ ラン マ

締 め 固機 械 の部 品 お よび 付属 品

そ の他 の締 め 固機 械

バ ッチ ン グプ ラ ン ト

コ ンク リー トミキ サ

コ ンク リー ト運 搬機 械

コ ンク リー ト振 動 機

そ の他 の コン ク リー ト機 械

舗装 機 械

そ の他 の建 設 機 械

歩行用 トラクタ

耕 うん機

くわ,す き(鋤)

砕土機およびハロー

鎮圧機

うねたて機

塔主機

整地用機具の部品,取 付具および付属品

その他の整地用機具

施肥用機具

は種,移 植および植付機

水田中耕除草機

カルチベータ

水田培土機

土入器

2-4D散 布機

人力噴霧機

畜力噴霧機

動物噴霧機

ミスト機

プロワスプレーや

人力散粉機

動力散粉機

煙霧機

土じょう消毒機

捕虫および捕獣用器具

鳥獣威かく機

その他の病虫害および鳥獣害防除器具

かんがい排水器具(ポ ンプを除く)

栽培管理用機具の部品,取 付具および付属品

その他の栽培管理用機具

かま

稲麦刈取機

コンバイン

堀取機(ば れいしょ垢取機など)

収獲機

茶ばさみ

茶つみ機

脱穀機

もみす り機

農用扇風機

唐み

万石

木選機

俵締機

乾燥および貯蔵用機具
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ヘイモア

ヘイコンディショナ

ヘイテッダ

ヘイレーキ

ヘイローダ

ヘイベーラ

ヘイプレス

ホーレージハーベスタ

収獲調製用機具の部品および付属品

その他の収獲調製用機具

わら打ち機

なわない機

襲えん機

かます編機

俵編機

その他のわら加工用機

繊維加工用機具(わ ら加工用を除 く)

飼料用機具

飼育管理用機具

酪農用機具

養豚用機具

めん羊用機具

養禽用機具

養ほう(蜂)用 機器

蚕種採取用機器および用器

蚕種浸酸用器具

蚕種検査用器具

飼育用機器および用具

上ぞくおよび収蔵用機具

蚕具製造用機具

その他の蚕種製造および養蚕用機具
ノ

林業用機械器具

その他の農林用機械器具
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ホ イー ル トラ クタ(農 林 用 トラクタ)

クロー ラ トラ クタ(")

農林 用 トラクタの部 分 品,取 付 具 お よび 付属 品

(作 業 用 を除 く)

ホ イール トラ クタ(建 設用 トラ クタ)

クロー ラ トラ クタ(〃)

建 設用 トラクタの 部分 品,取 付 具お よび付 属 品

精米麦機

押麦材

ひき割麦機

製粉機

製めん機

製パ ン機械

和菓子製造機械

ビスケット製造専用機械

あめ菓子製造機械

チ ュウインガム製造機械

チョコレー ト製造機械

油糧機械および装置

醸造用機械

牛乳加工機械および乳製品製造機械および装置

肉類加工機械

水産製品製造機械

かん詰,び ん詰機械

飲料製造用および製茶用機械装置

その他の飲料および飲料加工機械および装置

パルプ製造機械

製紙機械(和 紙製造機械を除く)

和紙製造機械および装置

紙工機械

パルプ,製 紙および紙工機械の部分品および付

属品

平圧式凸版印刷機

■
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円圧式凸版印刷

輪転式凸版印刷機

その他凸版印刷機

オフセット印刷機

その他の平版印刷機

凹版印刷機

その他の印刷機
ト

製版機械

製本機械

ゴムエ業用機械

普通形圧縮成形機

トランスファ成形機

積層プレス

その他の圧縮成形機

射出成形機

抽出成形機

中空成形機

真空成形機

その他の合成樹脂加工機械

帯のこ盤

丸のこ盤

長のこ盤

チェンソー

のこ仕上機械

その他の製材機械

木工のこ盤

かんな盤

木工フライス盤

ほぞ取盤

組子取盤

木工用せん孔盤

木工旋盤

サンダ

木工工具研削盤

その他の木工機械

単板切削機械

ベニヤレース

スライサ

調板機械

接着機械

合板仕上機械

合板工具研削盤

その他の合板機械

繊維板機械

金属用溶解炉

金属用しゃく熱炉

金属用加熱炉

金属用焼結炉およびばい焼炉

金属工業用乾燥炉

窯業用窯炉

化学工業用窯炉

工業窯炉の部分品取付具および付属品

その他の工業窯炉

ダイカス トマシン

金型鋳造機

鋳型機械および装置

砂処理機械および装置

製品処理機械および装置

個装機械および内装機械

外装機械および荷造 り機械

包装機械および荷造 り機械用付属装置

その他の包装機械および荷造 り機械

他に分類されない産業用機械

実目盛付直尺

伸縮目盛付直尺

実目盛付曲り尺
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伸縮 目盛 付曲 り尺

巻 尺

畳 尺

れ ん尺

は さみ尺

回転 尺

の ぎす ・

ハ イ トゲ ー ジ

デ プスゲ ー ジ

マ イ クロメー タ

ダ イヤル ゲー ジ

ブ ロ ックゲー ジ

ゲ ー ジ

天 び ん

棒 はか り

け んすい 手動 はか り

さ ら手 動 はか り

台手動 はか り

ばね式 手 動 はか り

その他 の手 動 はか り

振 子 式指 示 は か り

ばね式指 示 はか り

そ の他 の指 示 はか り

けんす い 自動 はか り

さ ら自動 はか り

台 自動 はか り

その他 の はか り

回転計

速 さ計 およ び加速 度 計

圧 力 計

光 度 計

光 束 計

照 度 計

屈 折度 計

湿 度計

熱量計

流量計

液面計

密度計

濃度計

比重計

粘度計

その他の誘導単位計量器

比較測定器

万能測定器

アッベ式光学的測定器

光波干渉測定器

その他の長さ測定器

角度測定機器

ねじの測定器

歯車の測定機器

投影機

面の測定機器

平面度および真直度の測定器

精密測定機器の部品および付属品

その他の精密測定器

電気指示計器

電気測定器

放射線測定器

医用電子計測器

温度計測器

流量計測器

圧力計測器

液面計測器

組成計測器(連 続式の ものに限る)

データ処理装置

操作機器

工業計器の部品および付属品

その他の工業計器

金属材料万能材料試験機
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金属材料疲労試験機

金属材料引張 り試験機

金属材料圧縮試験機

金属材料衝撃試験機

その他の金属材料試験機

セメン トおよびコンクリー ト試験機

繊維材料試験機

ゴム試験機

プラスチ ック試験機

穀物試験機

木炭材料試険機

その他の金属材料を除 く材料試験機

構造物試験機

動力試験機

動釣合試験機

耐振動試験機

力計

耐火度計

試験用補助器

分析機器(工 業計器を除 く)

精密経緯儀

トランシット

六分儀

八分儀

平板測量器

コンパス測量器

分度器

測角測量機の部分品および付属品

その他の測角測量器

水準測量機

距離計量機

写真計量機

ジヤイロ計器

磁気コンパス

測量機の部分品および付属品

つ

その他の測量機

天文機器および地球物理学機械器具

その他の計量器 測定機器および測量機器

腕時計

懐中時計

ウォッチの組立品

ウォッチの部分品および付属品

その他のウォッチ

天府式置時計

振子式置時計

電気式置時計

旅行時計

掛時計

クロックの組立品

クロックの部分品

その他のクロック

水晶時計

音片時計

クロメータ

原子時計

塔時計

電光時計

その他の特殊時計

化学機器

物理学機器(

気象観測機器

教育用機器

拡大鏡

天体望遠鏡

観測望遠鏡

携帯望遠鏡

(研 究実験室用に限る)

〃 )
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望遠鏡の部分品および付属品

その他の望遠鏡

プリズム式双眼鏡

ガリレイ式双眼鏡

大形双眼鏡

双眼観測望遠鏡

双眼鏡の部分品および付属品

その他の双眼鏡

潜望鏡

液浸系単眼顕微鏡

液浸系双限顕微鏡

乾燥系単眼顕微鏡

乾燥系双眼顕微鏡

小形単眼顕微鏡

小形双眼顕微鏡

その他の生体顕微鏡

金属顕微鏡

偏光顕微鏡

位相差顕微鏡

双眼実体顕微鏡

解剖顕微鏡

顕微鏡付属装置

〃 の部分品および用品

その他の顕微鏡

その他の光学機械

35㎜ カメ ラ

1眼 レフカ メ ラ

2眼 レフ カメ ラ

折 畳 み カメ ラ

ボ ル タ版 カ メ ラ

ボ ックス カ メ ラ

小 形 カ メ ラ(16㎜ 以下)

カメ ラの部 分品

その他のカメラ

写真用品(現 象焼付および仕上用器具を除く)

一般カメラレンズ

特殊カメラレンズ

引伸機および引伸機の部分品および付属品

現像焼付および仕上用器具

スライト映写機

反射映写機

リーダおよびビューワ

その他の写真器具

映画撮影機

映画特殊撮影装置

映画移動撮影装置

映画撮影用レンズ

映画撮影装置の付属品

映画撮影装置の部分品

映画現像仕上装置

映画映写装置

映画録音装置 ⑱

映画用 フイルム(写 真用白黒フイルム)

X線 用 写 真 フ イル ム(〃

ロー ル フ イル ム(〃

.シー トフ イル ム(〃

そ の他 の写 真用 白黒 フ イル ム

写 真用 天 然 色 フイル ム

写真 用 乾 板

印 画紙

青 写真 紙

複 写機 用 感 光紙

その他 の 写真 感 光 材 料

写真用 薬 品(調 整包 装 さ れ た もの)

映画用 白 黒 フ ィルム

映画用 天 然 フイ ル ム

写真 製 品

)

)

)

その他の写真装置および映画装置ならびに用品
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加算機

計算機

計算機械の部品および付属品

記帳会計機

乗算会計機

分類会計機

計算タイプライタ

出納用会計機

会計機械の部品およが付属品

その他の会計機

計算機械および会計機械の補助機

液体輪転謄写機

ステンシル輪転謄写機

その他の謄写機

ジァゾー複写機

銀塩式複写機

感電式複写機

静電式複写機

青写真複写機

その他の複写機

オフセ ット事務用印刷機

その他の事務用印刷機

あて名印刷機

マイクロ写真機械

謄写機,複 写機,事 務用印刷機 あて名印刷機

およびマβクロ写真機械の補助機械付属品

タイムレコード

タイムろタンプ

巡回時計

時間記録,機 械の部品および付属品

その他の時間記録機械

書類搬送装置(空 気式運送機)

郵便用機械

和文タイプライタ

かなタイプライタ

かな,ロ ー マ字 タ イプ ライ タ

欧文 タ イ プ ライ タ

せ ん孔 タ イプ ライ タ

印刷電 信用 タイ プ ラ イタ

漢字 タイ プ ライ タ

タ イプ ラ イ タの部品 お よび付 属 品

活字 可 変 タ イ プ ラ イタ

刻 字 タ イ プ ライタ

速 記用 タ イプ ライ タ

点 字用 タ イ プ ライタ

音符用 タ イプ ライ タ

他に分 類 され ない タ イ プ ライ タ

金銭 登 録 機

加 算機 形 金銭 登 録機

精 算書 発行 機

金銭 登 録機 お よび類 似機 械の 部 品 お よび 付属 品

そ の他の金 銭 登録機 お よび 類似 機 械

ファイ リング システ ム用 器 具

フ ァイ リン グ キ ャ ビネ ッ ト

ビジブ ル レコー ダ

バー チ ガル カー ドケ ー ス

帳票 分 類機

文 書細 断 機

レコー ダ

紙 そろ え機

ステ ー プ ラ

バイ ンデ ィグ マ シ ン

穴 あ け機

番 号機

チ ェ ックラ イ タ

硬貨 計数 機

紙 幣計数 機

有価証 券 ま っ消 機

自動 つ り銭 機

その他 の有 価 証 券 な らび に貨 幣処 理機 械
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ラベ ル タ グ機 械

ク レジ ッ トカー ド機 械

連続 伝 票発 行機

カー トせん孔 機(ハ ン ドソー トカー ドシス テム)

カ_ド 選 出機(〃)

カー ド集 計機(〃)

製 図機械

図案機 械装 置

ラ ン トリー用 印 付機

その他 の前処 理 機 械装 置

ラン ドリーユ ニ ッ ト

回転 式 洗 た く機

か くはん式 洗 た く機

その他 の洗 た く機械 装 置

脱 水機 械

乾燥 機 械 お よび装 置

仕上機 械 お よび 装置

シャ ツ仕 上機

ズ ボ ン仕 上機

白衣 ゆ かた仕 上 機

平 物仕 上機

シ ャツ折 た ～み 機

ラ ン ドリー用 包 装機

その他 の後 処 理機 械

業 務用 ラ ン ド リー機 械装 置 の 部分 品,取 付 具お

よび付 属品

前処理 機 械 装 置(ド ライク リー ニ ン グ用)

トライ ク リー ニ ン グユニ ッ ト

洗 じょ う機械 装 置

脱 液 機械 装 置

乾燥,脱 臭 機 械 およ び装 置

ウー ル用仕 上 機

絹織 物用 仕上 機

後処理機械(ト ライクリーニング用)

業務用 ドライグリ一二ング機械装置の部分品,

取付具および付属品

その他の業務用 ドライクリーニング機械装置

くつ修繕装置

菓子自動販売機

飲料自動販売機

冷凍食品自動販売機

氷自動販売機

調理済み食物自動販売機

多種食品自動販売機

その他の食品自動販売機

たばこ自動販売機

切符自動販売機

切手および印紙自動販売機

証紙 自動販売機

はがき自動販売機

日用品および雑貨自動販売機

文具自動販売機

衣料品自動販売機

新聞 ・雑誌自動販売機

医薬品および衛生材料自動販売機

自動販売機の部分品および付属品

その他の自動販売機

美容院および理髪店装置

ドライヤーいす

シャンプーいす

セットいす

美顔いす

理髪いす

美容セット台

美顔器

美容,理 髪消毒器

タオル蒸し器

その他の美容院および理髪店装置
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燃料 補 給用 装 置

潤 滑油絵 油 脂 装 置

洗 じょ う装 置(自 動 車 サー ビス ステ ー シ ョ ン機

器)

自動 車 用 リフ ト

サ ー ビスス テ ー シ ョン用 空 気 ポ ン プ装 置

その他 の 自動 車 サ ー ビス ス テー シ ョ ン機 器

お よび装 置

そ の他 の産 業 お よび サ ー ビス業用 装 置

防じんマスク

防毒面

ホースマスク

酸素呼吸器

簡易救命器

自己救命器

しゃ光保護具

サングラス(眼 面保護具)

防じん眼鏡

防護面

耳せん(栓)

ガス検定器

粉じん測定器

保護衣

柱上安全帯

鉱山用安全帯

命網

防護網

機械防護物

安全標識(道 路標識を除 く)

その他の産業用安全保護具

救命いかだ

救命浮器

救命浮環

救命胴衣

救命索発射器

救命艇備品

消防用避難用具

その他の救命器具

消火装置

屋外消火せん(栓)

屋内消火せん(栓)

ホース掛け

格納箱

送水口および放水口

消火用機械

消火器

消火薬剤

消防ホース

排煙装置

直結送水管

鉄道電気信号および保安装置

鉄道機械信号および保安装置

分岐器

交さ類

転てつ器

てっさ

護輪機

その他の分岐類

警報設備および信号装置

火災警報設備

防犯警報設備

非常警報設備

航海用発光信号灯

飛行場用発光信号灯

音響信号器具

.発 火信号器具

その他の信号装置および器具

,上下水道処理装置

その他の保安および衛生装置
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診察用(各 科共通の ものおよび内科用のもの)

(医 科用手術台および診療台)

外科用(〃)

整形外科用(〃)

産婦人科用(〃)

眼科用(〃)

耳鼻いんこう科用(医 療用手術台および診療台)

皮膚泌尿器科用(〃)

医科用手術台および診療台の部品および付属品

その他の医科用手術台および診療台

煮沸消毒器

蒸気消毒器

ガス消毒器および薬物消毒器

乾熱滅菌器

光熱滅菌器

殺菌水装置

消毒滅菌用器具

鉄の肺(ジ ュラルミン製等を含む)

医科用酸素吸入器

酸素テント

人工呼吸器(携 帯用を除く)

保育器

その他の呼吸補助器

放射線障害防護用装置

赤外線治療器

紫外線治療器(人 工太陽灯装置)

殺菌灯治療器

光線治療器の部品および付属品

その他の光線治療器

電気刺げき治診器

光刺げき治診器

音剣げき治診器
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光音刺げき治診器

その他の刺げき治診器

電位治療器

低周波治療器

治療浴装置

その他の理学診療用機械および装置

機械台(診 療施設用)

機械テーブル(卓 子)(診 療施設用)

保管設備(診 療施設用)

運搬用機械器具(")

薬室用機械器具および装置

刀(医 科用鋼製器具(医 科用つちを含む)切 断

および切削器具)

はさみ( ,〃)

のこぎり(〃)

のみ(〃)

やす り(〃)

その他の切断および切削器具

ピンセット(き ょう(挾)器)

かん(鉗)子(")

その他のきょう(挾)器(〃)

鋭ひ(匙)お よび鈍ひ(匙)

こう(鈎)

起子およびは く(剥)確 乎

つち

その他の医科用鋼製器具

聴診器

電気聴診器

打診器

打けん(腱)器

聴診器および打診器の部品および付属品

その他の聴診器および打診器

舌圧子

消息子

●
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開口器

開けん(瞼)器 およびきょう(挾)臓 器

耳鏡および鼻鏡

ちっ(膣)鏡

こう(肛)門 鏡

その他の開創および開工器

血液検査用器具

梅毒検査器具

血圧検査用機械器具

筋電計

その他の血液および血圧,脈 波検査用機械器具

尿検査用器具

ふん便検査用器具

体液検査用器具

内臓機能検査用機械器具

検眼用機械器具

聴力検査用機械器具および装置

知覚検査用機械器具(歯 科用を除く)

運動機能検査用機械器具

その他の機能検査用機械器具および装置

額帯反射鏡

胃鏡

直達鏡

ぼうこう(膀 胱)鏡

尿道鏡

その他の医科用鏡

閉鎖循環式麻酔器

往復式麻酔器

混合麻酔器

麻酔センターおよび麻酔センター用部品

電気麻酔器

麻酔器の部品および付属品

その他の麻酔器

人工心肺装置

人工じん(腎)臓 装置

一259一

その他の内臓機能代用器

電気吸引器

焼 しゃく(灼)器

その他の手術用電気機械

縫合針

持針器

結 さつ(紮)糸 輸送器

胃腸縫合器

その他の結 さつ(紮)縫 合用機械器具

絞断,切 断機械器具

へん(扁)桃 絞断器

へん(扁)桃 切除器

鼻用絞断器 ・

外科および整形外科用切断器

その他の絞断切断機械器具

脅せん(穿)ろ(顧)器
e

その他のせん(穿)削,せ ん(穿)孔 機械器具

骨接合機械器具

その他の手術用機械器具および装置

注射針

せん(穿)刺 針

注射筒

せん(穿)刺 器具(せ ん刺針を除く)

採血および輸出用器具

その他の注射器具およびせん(穿)刺 器具

し(階)管,体 液誘導管および拡張器

医科用けん(捲)綿 子

気胸および気腹器

人工気胸器

人工気腹器

人工気胸気腫器

その他の気胸および気腫器

洗眼受水器(医 科用洗浄器)

鼻用洗浄器(")

イル リガー トル( .〃)



ちっ(腫)洗 浄器(〃)

処置用定圧持続吸引器(医 科用吸引器(手 術用

電気吸引器を除く))

吸液器(〃)

排のう(膿)器(〃)

分べん(娩)用 吸引器(〃)

その他の医科用吸引器

けん(牽)引 装置(整 形用機械および装置)

展伸,屈 伸回転運動装置(")

整復固定器(〃)

つい(推)骨 きょう(矯)正 器(指 圧代用器を

除く)

その他の整形用機械および装置

医薬品注入および噴霧用器具注入器具

医療用散粉器(防 波用薬剤散布器を除く)

医科用吸入器(酸 素吸入器を除 く)
9

その他の医薬品注入および噴霧用器具

その他の処置用機械器具'

医科用ふ卵器

無菌装置

解剖台および固定装置

解剖用機械器具

標本作製用機械器具

標本固定用機械器具

標本びん

その他の病理解剖用機械器具および装置

その他の試験検査用機械器具および装置

治療台

歯科用ユニット

エヤーコンプレッサー

歯科用電気エンジン

歯科用タービンエンジン

足踏式エンジン

歯科用エンジン関連器具

歯科用電気診療用機械および装置
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その他の歯科診療室用機械および装置

切断および切削器具(歯 科用鋼製器具)

きょ う(挾)器(

ひ(匙)(

こ う(鈎)(

起 子 お よ び は く(剥)離 子(

充て ん 器(

歯科 用 エ レベ ー ター(

その他 の歯 料用 鋼 製 器具(

歯 鏡

探 針 けん(捲)綿 子,

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

(歯 科診療用機械器具)

)

)

)

)

)

)

)

ブローチおよび関連製品

(歯 科診療用機械器具)

注射器具および洗浄器具(〃)

せん(穿)刺,せ ん(穿)削,せ ん(穿)孔 器

具(歯 科診療用機械器具)

充てん用機械(鋼 製充てん器を除 く)(〃)

練成用機械器具(歯 科診療用機械器具)

防湿用機械器具(〃)

印象こう(咬)合 採得用器具(〃)

電 気 レー ス

蒸和 器

重合 器

鋳造 器

ブ ロー パ イ プ

金属 展 伸器

(技 工用機械器具および装置)

(

(

(

(

(

〃

〃

."

〃

〃

きょう正用機械器具および装置

)

)

)

)

)

診断用機械器具(動 物専用機械器具および装置)

細菌学的診断用機械器具(

病理学的診断用機械器具(

寄生虫病学的診断用機械器具(

物理的診断用機械器具(

化学的診断用機械器具(

運動機能診断用機械器具(

その他の診断用機械器具

〃

〃

〃

〃

〃

〃

)

)

)

)

)

)

手術台および診療台(動 物専用機械器具および

装置)
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歯科機械器具(

産科機械器具(

乳房機械器具('

去勢機械器具(

その他の手術用機械器具

〃

〃

〃

〃

)

)

)

)

鋼製器具(診 療用機械器具)(動 物専用機械器

具および装置)

保定用器具(")(")

開口器具(")(")

投薬器具(診 療用機械器具)(動 物専用機械器

具および装置)

注 入用 器具(〃)(〃

注射 器 具(〃)(〃

その他 の診療 用 機械 器 具

標 識 用 機械 器具(診 療 用 機械 器具)(〃

せん 孔 器具(")("

耳 標 用刻 印 器具(〃)(〃

入墨 用 器具(〃)て 〃

耳標(〃)(〃

耳標 装 着 か ん(鉗)子(〃)(〃

鼻 紋採 取 器具(〃)(〃

その他 の 標識 用 機械 器 具

人 工授 精 用 機械 器具(")("

精 液 採取 機 械器 具(")("

精 液処 理 機 械 器具(〃)(〃

精 液 注入 機 械器 具

精 液保 存 輸送 機 械器 具(〃)(〃

体重 測定 器 具(保 健 衛 生機 械 器 具)(〃

生 体 測定 器 具

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

その他の保健衛生機械器具(動 物専用機械器具

および装置)

その他の機械器具および装置(〃)

その他の医療用および関連機械器具および装置

内科用(医 科用組合せ機械器具)

外科および整形外科用(〃)

産婦人科用(

眼科用(

耳鼻いんこう科用(

病理解剖用(

その他の医科用組合せ機械器具

〃

〃

〃

〃

)

)

)

)

口こう(膣)外 科用(歯 科用組合せ機械器具)

保存治療用(")

補てん(填)用(〃)

きょう正用(")

その他の歯科用組合せ機械器具

救急用具(他 に分類されないもの)

防疫用具(〃)

他に分類されない医療用および関連機械器具お

よび装置

バ リカ ン(電 気式 を 除 く)

日本 かみ そ り

西洋 か み そ り

ラ ンギ レザ ー

軽便 か み そ り

安全 か み そ り(替 刃)

安全 器真(ホ ル ダー)

ロー ラー かみ そ り

その他 の か み そ り

美 容 刃物

理髪 は さみ

その他 の理髪 用 刃物

ほ う(庖)丁

ナ イ フ(食 卓用 を除 く)

は さみ(理 髪 用 は さみ を除 く)

左官 こて'

針

その 他 の利 器

の み
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かん な

の こ ぎ り

き り

金 づ ち

その 他 の工 匠具

ショベ ル

ス コ ップ

えんぴ

つ るは し

ハ ンマ

石 工用 具

その 他の 手道 具

玉形 弁(ス テ ン レス鋼 製弁)(自 動 調 整お よ び

高温 高 圧 弁 を除 く)

アングル弁(

仕切升(

逆止弁(

コック(

鉄鋼製弁(

鍛鋼製弁(

鋳鉄製弁(

青銅製弁(

圧力調製弁

温度調製弁

液位調製弁

安全弁

蒸気 トラップ

膨ちょう弁

気圧作動式調整弁

液圧作動式調整弁

電気作動式調整弁

その他の自動調整弁

高温高圧弁

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

)

)

)

)

)

)

)

)
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給排水せん

非金属製弁

金属製管継手

非金属製継手

その他の弁および管継手

蒸 気装 置

温 水装 置

温 風 暖 房 装 置(配 管等 設 置工 事 を必要 とす る もの)

放 熱器

太 陽熱 利用 温 水 装 置

ヒー トポ ン プ

暖 房用 装 置 お よび放 熱器 の 付属 品

そ の他 の暖 房用 装 置 お よび放 熱 器

ス トー ブ

石 炭ス トー ブ

コー クス ス トー ブ

ふ く射対 流式 ス トー ブ

赤 外線 ス トー ブ

その 他 の ガス ス トー ブ

しん上 下 式 ス トー ブ

落 差式 ス トー ブ

加 圧式 ス トー ブ

蒸 発 式 ス トー ブ

回転 式 ス トー ブ

その他 の 石油 ス トー ブ

その他 の ス トー ブ

大型 ス トー ブ(発 熱量 が 毎時10,000キ ロカ ロ

リ
.一以 上 の もの)

温風 暖 房 機

暖 房機 器 の付 属 品

そ の他 の暖 房 機 器

こん ろ

レ ンジ(オ ー ブ ン付)

4
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てんぴ(ガ スオーブン)

焼物器

揚物器

ガス自動炊飯器

石油自動炊飯器

ガスかまど

石油かまど

その他のかまど

食品貯蔵庫

家庭用調理器具の部品ならびに付属品

その他の家庭調理器具

熱調理器

調理用機器および装置

業務用調理装置の取付具

その他の業務用調理装置

瞬間湯沸器

貯湯湯沸器

ふろ釜

湯沸器の部品および付属品

その他の湯沸器

ガスバーナ

石油バーナ

その他のバニナ

衛生設備用品

陶器製衛生設備用品

和風浴槽

洋風浴槽

シャワ'一受け

洗面器

手洗器

大便器(水 洗式)(和 風)

小便器(〃)(〃)

大便器(〃)(洋 風)

小便器(・ 〃)(〃)

大便器(非 水洗式)

小便器(〃

台所用流し

洗たく流し

汚物流し

実験室用流し

水のみ器

洗浄槽

)

陶器製衛生設備用品の取付具および付属品

その他の陶器製衛生設備用品

鉄器製衛生設備用品

和風浴槽(合 成樹脂製衛生設備用品)

洋風浴槽(")

手洗器(")

洗浄槽(")

合成樹脂製衛生設備用品の取付具および付属品

その他の衛生設備用品

その他の暖房用,食 品調理用器具および装置

焼却炉

下水タンク

直流発電機

原動機直流発電機セット

水車発電機

タービン発電機

エンジン発電機

原動機交流発電機セット

直流電動機(70W以 上)

標準単相誘導電動機

非標準単相誘導電動機(70W以 上)

標準三相誘導電動機

非標準三相誘導電動機(70W以 上)

同期電動機(70W以 上)
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整流子電動機

ポットモータ

家庭 ミシン用電動機

クラッチ電動機

超小形電動機(マ イクロモータ:入 力3W以 下)

サーボモータ

シンクロ電機(セ ルシンモータ)

特殊小形電動機

その他の電動機

調相機

電動発電機

回転変流機

周波数変換機

その他の調相機および回転変換装置

回転電気機械の部分品および付属品

信号発電機

他に分類 されない回転電気機械

鉄そう形水銀勢流器

ガラス形水銀整流器

セレン整流器

ゲルマニウム整流器

シリコン整流器

その他の金属整流器

接触整流器

その他の機械的整流器

インバータ

'
コンノ'ミータ ∨

他に分類されない整流器

油入標準変圧器(200KVA以 下)

油入非標準変圧器

非油入形変圧器

昇圧器

炉用変圧器

整流器用変圧器

信号用変圧器

ネオン変圧器

他に分類されない変圧器

電圧変成器

変流器

変圧変流器

誘導電圧調整器

配電盤(開 閉装置)

配電箱(〃)

継電器(〃)

自動調整装置(")

断閉器(〃)

その他の開閉装置

高速度しゃ断器

配線用しゃ断器

その他の気中しゃ断器

タンク形油入りしゃ断器

がい子形 油入 りしゃ断器

その他の油入りしゃ断器

磁気しゃ断器

空気しゃ断器

その他のしp'断器

制御装置

制御盤

制御器具

その他の制御装置および器具

特別高圧蓄電器

高圧蓄電器

低圧蓄電器

特殊用途蓄電器

避電器

放電器

その他の避雷装置

消弧リァク トル
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眠流リァクトル

起動用 リァクトル

そく流線輪

その他のリァクトル

小形開閉器

点滅器

接続器

電球保持器

ヒュース

パネルボード

小形配線箱

その他の配線器具および部分品

配電および制御装置の部分品

普 通形 ア イ ロン

スチ ー ム アイ ロン

自動 ア イ ロ ン

小 形 ア イ ロ ン(裁 縫 用 電 気 こて 等)

その 他 の ア イ ロン

電 気 ス トー ブ

電 気温 風 機

電 気火 ば ち

その 他 の暖 房用 電 熱用 品

電 気 ぶ とん

電 気毛 布

電 気敷 物

電 気 被 服

や ぐら式 電気 ご たっ

ユ ニ ッ ト式 電 気 ごたっ

あ んか式 電 気 こた つ

電 気 足温 器

そ の 他 の保温 用 電熱 用 品

電 気 こ んろ

電 気が ま
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電気なべ

電気ポット

トースター

ロースター

・肉あぶり磯

魚焼器

電気オーブン

テーブルグリル

家庭用 レンジ

コーヒー沸し器

ワッフルアイロン

卵ゆで器

熱蔵庫

電子 レンジ

他に分類されないちゅう房用電熱用品

電気温水器

投込み式湯沸し器

布地乾燥器

写真乾燥器

湿潤器'

エアタオル

他に分類されない電熱用品

電気冷蔵庫(冷 凍庫と一体のものを含む)

冷凍庫(電 気冷凍庫 と一体のものを除 く)

卓上扇風機

床上扇風機

天じょう扇風機

冷風扇

その他の扇風機

換気扇

脱水洗たく機(乾 燥機付を含む)

電気洗たく機(脱 水機および乾燥機を有しない

もの)

電気洗たく機関連製品

電気さら洗機



シ リンダー式 真 空掃 除機

ポ ッ ト式 真 空掃 除 機

ア ップ ライ ト式 真空掃 除 機

その他 の 真空掃 除 機

床 みが き機 、

ウェ ス コ式 電 気 井戸 ポ ン プ

ジ ェ ッ ト式 電気井 戸 ポ ン プ'

往 復動 式 電 気井 戸 ポ ンプ

頭 髪乾 燥 器

巻 毛器

電 気か み そ り

電 気 バ リカ ン

その他 の理 容 用 電 気器 具

民 生用 電 気機 器 の部 分 品,取 付具 お よ び付属 品

ジ ュー ス ミキサ ー

ジュー サー

フ ッ ト ミキ サー

コー ヒー挽 き機

カ ンオ ー プ ナー

ア イス ク ラ ッシ ャー

その他 の 食 料品 調理 器

ち ゅ う房 くず処 理機

鉛 筆 削 り機

タ イム ス イ ッチ(機 器 組込 み用 を 除 く)

電 池 応用 民 生 用 電 気 機 器(が ん 具 を除 く)

一般照明用電球

耐振電球

投光用電球

シールドビーム電球

赤外線電球

沃素電球

その他の大形白熱電球

自動車電球(シ ール ドビーム電球を除 く)

自転 車 用 電球

豆 電 球

配 電 盤用 電球

、ラジオ ・テ レビ用 電球

電 話用 電 球

鉄道 信 号用 電 球

そ の他 の信 号 表示用 電 球

ミシ ン用 電球

鉱 山安全 灯用 電球

その 他 の小 形 白熱 電球

せ ん 光用 電球

映 写用 電球

そ の他 の 写真 用 電 球

ク リス マス ツ リー 用 電球

ペ ーパ ー ラ ンプセ ッ ト

そ の他 の ク リス マス用 電 灯 セ ッ ト

照 明用 直 管形 蛍 光 ラ ンプ

照 明用 環 形蛍 光 ラ ンプ'

照 明用 水 銀 ラン プ

その他 の水銀 ラン プ

殺菌 ラン プ(放 電 ランプ)

ネオ ン ランプ(")

点灯 管(〃)

ナ トリ ウム ラ ン プ(放 電 ラ ンプ)

キセノンランプ(

その他の放電 ランプ

ELラ ンプ

他に分類されない電球類

白熱電灯器具

蛍光灯器具

水銀灯器具

携帯電灯

発電 ランプ

照明器具の部品

湿電池'
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筒形マンガン電池

積層マンガン電池

アルカリ乾電池

水銀電池

空気乾電池

その他の一次電池

鉛式蓄電池

アルカリ式蓄電池

極板

隔離板

電そう

その他の二次電池の部分品

その他の電池

産業用電気機器(別 に掲げるものを除 く)

電気乾燥装置および加熱装置

電磁搬送機

電磁選別機

っりあげ電磁石

電磁チャック

電動振動形圧縮機

その他の電磁応用製品

産業用電気機器の部品および付属品

その他の産業用電気機器

点火用コイル

スタ一夕ーモ一夕

ディス トリビュ一夕

充電発電機

磁石発電機(組 立品および付属品)

点火せん'

点火せん用結線装置

内燃機関付属電気装置の取付具および付属品

その他の内燃機関付属装置

電気集じん装置

電気はんだごて

永久磁石
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他に分類されないその他の電気機械器具

電話機

手動交換装置

自動交換装置

電話装置の付属装置

課金装置

その他の電話装置

モールス電信機器

印刷電信装置

模写電送装置

写真電送装置

電信中継交換装置

電信用架および装置類

その他の電信装置

裸線搬送装置

ケーブル搬送装置

電力線搬送装置

音声周波伝送装置

同軸搬送装置

無線用端局装置

搬送電信装置

搬送装置用付属装置

その他の搬送装置

ラジオ放送受信機

テレビジョン放送受信機

ラジオ放送装置

テレビジョン放送装置

産業用テレビジョン装置

投射形テレビジョン装置

送配電線放送装置

固定用単一通信路装置

固定用多重通信路装置

可搬形通信装置



車両 用 通 信装 置

船用 通 信装 置

航 空機 用通 信 装 置

携 帯用 通 信装 置(ハ ンデ ィ トー キー 等)

筒 易無 線用 通 信装 置

そ の他 の無 線 通信 装 置

ロ ラン装 置

方 向 探知 機

標 識 装 置

レー ダ装 置

そ の他 の無線 応用 装 置

録 音 装 置 お よび その応 用装 置

ラ ジオ兼用 電 気 蓄音機

電気 蓄 音機

円盤 再 生 器

レ コー ドプ レー ヤ

増 巾器

ジ ュー クボ ックス

そ の他 の再生 装 置

拡 声装 置

ス ピー カ

ス ピー カ シス テム

イ ヤ ホー ン

マ イク ロホ ン

ピ ック ァ ップ

ホノモ ー タ

SP盤(レ コー ド)

ク
EP盤(〃)

LP盤(〃)

シー ト盤(〃)

そ の他 の レ コー ド

録 音テ ー プ(記 録 した もの)

そ の他 の音声 周 波装 置 の 部品 お よ び付 属 品

継電 器

抵 抗器

コンデンサ

装荷線輪

中継線輪

誘導線輪

そく流線輪

偏向線輪

収束線輪

その他の線輪

,可聴周波変成器

搬送周波変成器

中間周波変成器

高周波変成器

映像周波変成器

その他の変成器

電源変圧器

フライバック変圧器

複合部品(L.C.R)

微少複合回路素子

パラメトロン

コアメモ リ

その他の複合回路部品

有線通信装置用部品および付属品

ラジオ ・テレビ受信機,無 線通信機用蔀品およ

び付属品

有無線通信装置共通部品および付属品

その他の通信および関連装置

医療用X線 装 置

産 業用X線 装 置

X線 装 置の部 品 お よび付 属品

粒 子加 速 装 置

サ イ ク ロ トロ ン

シ ン クロ トロン

シ ン クロ サ イク ロ トロ ン
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ベー ター トロン

直線加速装置

ファンデグラフ式粒子加速装置

コッククロフトウオル トン式粒子加速装置

粒子加速装置の部品および付属品

その他の粒子加速装置

医療用放射性物質応用装置

産業用放射性物質応用装置

放射性物質応用装置の部品および付属品

水中聴音装置

地震探鉱装置

超音波信号応用装置

超音波動力応用装置

磁気探知装置

電気探知装置

磁気探傷機

高周波誘導加熱装置

高周波誘電加熱装置

医療用高周波電力応用装置

その他の高周波電力応用装置

相似形電子計算機

計数形電子計算機

カー ド読取り装置

紙テープ読取り装置

その他の読み取 り装置

カー ドせん孔装置

紙テープせん孔装置

遂次式印字機

行印字機

復合入出力装置

その他の入出力装置

磁気 ドラム式記憶装置

磁気ディスク式記憶装置

磁心式記憶装置

その他の記憶装置

磁気テープ電子計算機

補助電子計算機

電子計算機応用装置

電子計算機の部品および付属品

電子顕微鏡

電子冷却装置

電子ビーム装置

赤外線暗視装置

医用電子制御装置

他に分類されない電子応用装置

受信用 真 空 管

高信頼 度 真空 管(通 信 用 を含 む)

送 信用 真 空 管

整 流管

板極 管

ク ライス トロ ン

磁電 管

進 行波 管

その他 の マ イ ク ロ波用 真 空 管

白黒 テ レ ビジ ョ ン受 像 用 ブ ラ ウ ン管

カ ラー テ レ ビジ ョン受像 用 ブ ラ ウ ン管

測 定観 測用 ブ ラウン管

イメー ジオ ル シ コン(撮 像 管)

ビジ コン(撮 像 管)

その他 の撮 像管

蓄積 管

そ の他 の陰 極線 管

熱陰 極 グ リ ッ ド制御 放 電 管

イグ ナ イ トロン

定電 圧放 電 管

リレー放 電 管

計数 放電 管

ガイ ガ ミュラー計数 管
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TR管

ATR管

そ の他 の特 殊 放 電 管

X線 管

真空 光 電管

ガス入 り光 電 管

光 電 子増 増管

バ ラス ト管

他 に分類 され な い 電 子管

ゲル マニ ウム ・ダ イオ ー ド

シ リコン ・ダ イオ ー ド

定電圧 ダ イオー ド

トン ネル ・ダ イオ ー ド

その他 の ダ イオ ー ド

ゲ ル マニ ウム整 流 素子

シ リコン整 流素子

亜酸 化 銅整 流素子

その他 の整 流素子

制御 整 流 素子

ゲ ル マニ ウム ・ トラン ジス タ

シ リコ ン ・ トラ ンジ ス タ

フ ォ ト・ トラ ンジ ス タ

サ ー ミス タ

バ リスタ

そ の他 の半 導 体素 子

蒸気機関車

電気機関車

内燃機関車

蓄電池機関車

その他の機関車

電車

内燃動車

客車
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鋼索客車

モノレール客車,

その他の旅客車

貨物電車

貨物内燃動車.

貨車

鋼索貨車

その他の貨物車

雪かき車

操重車

暖房車

モータカー

蓄電池カー

産業用特殊車両

その他の特殊車両

車体および台わく

台車

輪軸

連結装置

ブレーキ装置

制御装置(別 に掲げるものを除く)

・集配電装置

その他の車両部品(別 に掲げるものを除く)

ガソリン機関装備車(完 成自動車(四 輪および

六輪自動車)乗 用自動車))

ディーゼル機関装備車(完 成自動車(四 輪およ

び六輪自動車)乗 用自動車))
ゆ

乗合自動車(完 成自動車,四 輪および六輪自動

車)

貨物自動車(金 輪駆動車を除く)(完 成自動車,

四輪および六輪自動車))

全輪駆動車(完 成自動車,四 輪および六輪自動

車)

●

y

●う
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けん引自動車(〃)

特別用途車

救急車(完 成自動車,四 輪および六輪自動車)

医療保健車(完 成自動車,四 輪および六輪自動

車)

放送 宣 伝車(〃

消 防 自動車(〃

タン ク車(〃

じん か い車(〃

衛生 車(〃

ミキサ ー車(〃

そ の他 の特 別 装備 車(〃

乗用 自動 車(三 輪 自動 車)

貨 物 自動 車(〃)

け ん引 自動 車(〃.)

特 別 用途 車(〃)

オー トバ イ

モー ター ス クー タ(

その 他の 二輪 自動車

フル トレー ラ

セ ミ トレー ラ

二輪 自動 軍 用側 車

(原 動機付自転車を含む)

〃)

ガ ソ リン機 関装 備 車 シ ャシ(乗 用 自動 車)

デ ィー ゼ ル機 関 装備 車 シ ャシ

その他 の乗 用 自動車 シャ シ

ガ ソ リン機 関装 備車 シャ シ(乗 合 自動車)

デ ィー ゼ ル 機 関装 備車 シ ャシ(")

そ の他 の乗 合 自動車 シ ャ シ

ガ ソ リン機 関 装 備車 シ ャ シ(貨 物 自動 車)

(全 輪駆 動車 シ ャシを除 く)・

デ ィゼ ル機 関 装備車 シ ャシ(貨 物 自動 車)

(金 輪駆 動 車 シ ャシ を除 く)

その他 の貨 物 自動車 シ ャシ

ガ ソ リン機関 装 備 車 シ ャシ ・(全 輪駆 動 車)

デ ィーゼ ル機 関 装 備車 シ ャシ(〃)

)

)

)

)

)

)

)

その他の金輪駆動車シャシ

ガソリン機関装備車シャシ(け ん引自動車)

ディーゼル機関装備車シャシ(け ん引自動車

シャシ)'

その他のけん引自動車シャシ

三輪乗用自動車シャシ

三輪貨物自動車シャシ

三輪けん引自動車シャシ

四輪 六輪の車輪を有する自動車車体

三輪自動車車体

二輪自動車車体(原 動機付自転車を含む)

トレーラおよび側車車体

その他の車体

機関部品

計器および電気部品

駆動,伝 導 操縦装置部品

懸架 制御装置部品

シャシ部品

車体部品

実 用車

軽 快 車

スポ ー ツ車

子 供車

特殊 車

サ イ ドカー

フ レー ム

泥 除

ハ ン ドル

に ぎ り

ブ レー キ

ギ ャ ク ラン ク

ペ タル
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(運 搬 車 を除 く)(自 転 車)

(〃)

(競 技 車 を 除 く)(自 転 車)

(〃)

(〃)

(〃)

(自 転 車 用 部品 お よび付 属 品)

(

(

(

(

(

(

〃

〃

〃

〃

〃

〃

フ リー ホ イール(小 ギ ァを含 む)(〃

)

)

)

)

)

)

)



ハ ブ(自 転 車用 部 品 お よび付 属 品)

スポ ー ク(
.")

リム(〃)

サ ドル(〃)

チ ェン引(〃)

ク ラン クヒ。ン(")

外 装変速 機(自 転 車 用 部品 お よ び付属 品)

構 内運 搬車

フォー ク リフ ト トラ ック

ラム リフ ト トラ ック

パ レ ッ トトラ ック

ス トラ ドル キ ャ リァ

構 内 け ん引車

動 力 付運 搬車 の 部 品お よび付 属 品

そ の他 の動 力付 運 搬車

動 力 の ない運 搬車

マ ラプ レー タ トラ ック

構 内清 掃車

地 上 電源車

構 内作 業車 の部 品 お よ び付 属 品

そ の他 の構 内作業 車

人力 け ん引 車

蓄力 車

他 に分類 され ない輸送 用 車 両

客 船

貨客 船

一 般貨 物船

油送 船

石 炭運 搬船

鉱 石 運搬 船

穀 物運 搬船

セメント運搬船

その他のばら積貨物船

果実冷蔵運搬船

肉類冷蔵運搬船

その他の冷蔵運搬船

果実冷凍運搬船

肉類冷蔵運搬船

その他の冷凍運搬船

重量物運搬船

木材運搬船

薬品運搬船

液化ガス運搬船

家蓄運搬船

果実運搬船

汚物運搬船 、

給水船

その他の特殊運搬船

その他の商船

車両渡船

練習,調 査船(漁 船を除く)

警備,救 難船

工作船

砕氷船

海底電線敷設船

しゅんせっ船

起重機船(自 航式)

引船

押船

その他の作業用船

水洗船

灯船

消防船

検疫船

設標船

灯台補給船
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灯台見回り船

その他の特殊業務用船舶

はしけ(非 自航)

舟艇

特殊水上装置

その他の特殊用途船

漁ろう船

母船,工 船

漁獲物運搬船

漁業指導調査練習船

漁業取締船

軍艦

軸

プロペラ軸

中間軸

スラス ト軸

その他の軸

船尾管

張出軸受

中間軸受

スラス ト軸受

その他の軸受

流体継手

電磁継手

機械継手

その他の継手

減速逆転装置

減速装置

逆転装置

普通形プロペラ

翼車プロペラ

軸系の部分品および付属品(

減速 逆 転装 置 の部 分品 およ び付 属品(

可 変 ピ ッチ プ ロ〔 ラ(

そ の他 の鍬 形 プ ロペ ラ(
.)

(船 舶)

(〃)

(〃)

(〃) .

(〃)

(〃)

(〃)

(〃)

(〃)

(〃)

(〃)

(〃)

(〃)

(〃)

〃)

(〃)

(〃)

(〃)

〃)

(〃)

〃)

(〃)

プ ロペ ラの部分 品 お よ び付 属 品(〃)

か じ取 り装 置

サ イ ドス ラス ト

ス タ ビライザ

係 船機

主 様 自動制 御装 置

主 様遠 隔制 御装 置

エン ジ ンモ 一 夕

デ一 夕 ロガ

オー トパ イ ロ ッ ト

遠 隔水 面制 御 装置

荷 役制 御装 置

自動温度 調整 装 置

船 灯

ア ンカー

アンカー チ ェー ン

フ ェ ンダ

係 船索 発射 機

その 他の保船 設 備

か じ(船 舶)

荷役設 備(〃)

そ の他 の ぎ装 置 層

ピス トン機

ター ボ ジェ ッ ト機

ターボ ブ ロ ック機

その他 の飛行 機

ヘ リコプ タ

ジ ヤイ ロ プ レイ ン

ジヤ イロダ イ ン

(

(

(

(

(

(

(

(

(

〃)

〃)

〃)

〃)

〃)

〃)

〃)

〃)

〃)

(船 舶)

(〃)

(〃)

その他の自動制御装置および遠隔制御装置

通風装置および採光装置

その他の回転翼航空機

機体部品および付属装置

木製プロペラ(航 空機)

金 融 プ 。ペ ラ(〃)
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その他 のプ ロペ ラ

ム リネ

主回転 翼

補 助 回転 翼

プロペ ラ部 品

プロペ ラ付 属品

回転 翼部 品

回転 翼付 属 品

補 器

(〃)

(航 空機)

自動操縦装置および電子機器

航空用地 上設備(航 空用設備を除く)

その他の航空機用装備品

酸素装置

パラシュー ト

他に分類されない航空機用装備品

銃

砲

爆発物投射機

戦車(無 限軌道のもの)

自走砲(")

装甲車(〃)

装軌車(戦 車,自 走砲,装 甲車を除く)

戦闘車両の部分品および付属品

その他の戦闘車両

鱗

砲弾

爆発物

指揮装置

その他の武器

工場生産建築物

屋根部材

天じょう部材

壁部材

床部材

柱部材

はり部材

基礎部材

その他の建築部材

網漁 具

は えなわ

せ きや ま

サ ルカ ン

お もり

釣 りば り

綴 じば り

擬 じ

捕鯨 砲

も り銃

捕 鯨 も り

ライ ンホ ー ラ

ライ ンス タ ン ド

ネ ッ トボー ラ

漁 具 用 浮標

浮子

沈子

オ ッター ボー ド

雑 漁 具

そ の他 の漁 具

釣 ざお(漁 業 用 を含 む)

釣糸 革

綴 じ

導か ん

釣用 か ご

釣 ば り
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釣箱

釣袋

浮木

その他の遊魚用釣道具および付属品

その他の漁具

ガーゼ(動 物専用品を含む)

脱脂綿類

生理用品

ほう帯

衛生マスク

その他の衛生材料

放射線物質治療用品

放射線障害防護用具

その他の放射線関連用品

縫合糸

手術用手袋

手袋用指サ ック

人工血管

副木

骨接合用板

骨接合用 くぎ

骨接合用ねじ

骨接合用ねじまわし

その他の骨接用品

整形材料

外科用接着剤

医療用石こう

医療用石こう製品

義手

義指

義足

その他の養 し(肢)

運動補助器(他 に分離されないもの)

眼鏡(完 成 きれたもの)

眼鏡用レンズ

コンタクトレンズ

眼鏡わく

眼鏡付属品

検眼用品

義眼

点眼びん

その他の眼科用品および関連製品

補聴器

眼鏡わく装着補聴器

人工鼓膜

散布および噴霧用品

その他の耳鼻いんこう科用品および関連製品

人工呼吸器

脱疾治療器

家庭用吸入器

バイブレータ

肩たたき

吸引あんま器

医療用イオン導入器

その他の簡易電気治療器

指圧代用器

はりおよびきゅう用器具

磁気治療器'

医療用物質生成器

その他の簡易治療器

歯科用金属

歯冠材料(金 属を除く)

義歯床材料(〃)

歯科接着用充てん材料(〃)

歯科用印象材料(石 こう製品および密ろうを除

く)

歯科用ワックス

歯科用石こう歯
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歯科用研削,研 摩材料

その他の歯科材料

コンドーム

避妊用具(コ ンドームを除く)

病人用品

乳児用品

他に分類されない医療用ゴム製品およびビニー

ル製品

その他の衛生用品および関連製品

その他の医療用品および関連製品

ドラム缶

18リ ッ トル か ん

食 か ん(か ん詰用)

雑 か ん(主 として ブ リキ製 の もの)

圧縮 ガス容 器

液化 ガス容 器

コ ンテ ナ

押 出 しチ ュー ブ

金属 製 取 枠及 び 巻 き枠

その他 の金 属製 容 器

食料 用 容 器

しょ つゆ び ん

ソース び ん

食 酢び ん

食卓 塩 びん

その 他 の調 味料 用容 器

清酒 びん

ビー ル びん

焼 ちゅ うび ん

洋酒 び ん

その 他 の酒 類用 び ん

サ イダ ーび ん

ラム ネびん

炭 酸水 び ん

その他 の清 涼飲料 びん

果 じゅ うびん
.

牛 乳び ん

ヨー グル トび ん

乳酸 菌 飲料 び ん

その他 の 嗜好 お よび滋 養 飲料 用 び ん

その他 の ガ ラス製 飲料用 容 器

一般 薬 び ん

投 薬 び ん

軟 こ うび ん

ア ンプル'・

そ の他 の ガ ラス製 医 薬品 容器

ク リー ム び ん

ポ マー ドびん

化粧 滅 び ん

整髪 液 び ん

白粉 び ん

香水 びん

つ め化粧 料 びん

その他 の化粧 品用 容器

歯 みが き用 容 器

石 けん お よび 洗剤 用容 器

インキ び ん

ポス ター カ ラー び ん

速 乾性 イ ンキび ん

その他 の ガ ラス製学角 お よび事 務 用 容 器

くっ器 用容 器

家 庭染 料用 容 器

他 に分 類 され な い ガ ラス製容 器

段 ボー ル箱

プ アイバ一 箱

フ ァイバ ーか んお よび ドラム

紙 器

紙 袋
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板紙 お よび フ ァ イバ ー製 コー ン取 格 、巻 き枠,

フ ロ ックお よ び コ ア

セ ロフ ァ ン袋

そ の他 の紙製 容 器

飲食料品容器

化粧品用容器

歯みがき用容器

薬用液状石けん容器

ペース ト状洗剤用容器

薬びん

ドラムかん

18リ ットルかん

雑かん

袋

箱

(合 成樹脂製)

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

その他の合成樹脂製容器

木製容器 ・

木箱

洋たる

和たる

折箱

その他の木製容器

竹製容器

綿袋

麻袋

化学繊維袋(合 成繊維を除 く)

合成繊維袋`

その他の繊維製容器

俵

かます

その他のわら製容器

アンペラ袋

炭俵(わ ら製を除 く)

その他の植物性容器

せん ・ふたおよび容器の付属品

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

'

〃

〃

〃

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

その他の容器

ゴム製容器

陶磁器製容器

セルロイ ド製容器

パルプ成型容器

他に分類されない容器

トラ ックお よび バ ス用 タ イヤ

小 型 トラ ック用 タイ ヤ

乗 用車 用 タ イ ヤ

自動 二輪 軍用 タ イヤ

特殊車 両用 タ イ ヤ

自転 車 用 お よ び運 搬 軍 用 ゴ ムタ イ ヤ

航 空機用 ゴ ム タ イヤ

ソ リッ ドタ イや

更生 タイヤ(更 新 タ イ ヤ再 生 タ イヤ)お よび

タ イヤ修 繕用 練 生 地

自動車 ゴムチ ュー ブ

トラ ックお よ び バス用 チ ュー ブ

小型 トラ ック用 チ ュー ブ

乗用車 用 チ ュー ブ

自動 二 輪車用 チ ュー ブ

特殊 車両用 チ ュー ブ

自転車 用 お よび運 搬車 用 ゴムチ ュー ブ

航 空機 用 ゴム チ ュー ブ

その 他 の ゴム タ イヤ,チ ュー ブお よ び フ ラ ップ

な らび に リムバ ン ド

遊 園地装 置

射 的場装 置

パ チ ンコ装 置

玉突 台 お よび球

プ ール式 玉突 台 お よび 球
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すべ り台

ぶ らん こ

ボー リング装 置

は し ごお よび のぼ り木

とび箱

木 馬装 置

メ リー ゴー ラ ン ド

大 波遊 び道 具

シ・一 ソー 一

砂箱 お よび砂 盤 ・砂遊 び 道 具

その他 の運 動 場 装置

囲 碁

将棋

チ ェ ス

マー ン ヤ ン

その他 類似 の室 内娯楽 用 具

トランプ

花札

す ご ろ く

玩 具

人形

季節 品(き わ もの)

玩具 楽 器

総合玩 具

他に 分類 されな い玩 具

野球 お よ び ソフ トボー ル用 具

バ スゲ ットボー ル ・バ レー ボー ル ・ハ ン ドボー

ル ・ラグ ビー ・サ ッカ ー ・アメ リカ ンフ ッ ト

ボ ール ・ ドッジボ ール等 用 具

トラ ックお よび フ ィー ル ド用 具

テ ニス ・ピ ンポ ンお よ ぎバ ド層ミン トン用 具

ゴル フ ・フ ィー ル ドホ ッケー ・ア イスホ ッケー

用 具

スキ ー ・ア イス ホ ッケ ー そ の他 の ウ ィン タース

ポ ーツの用 具

ボ クシ ング ・弓 ・フ ェン シ ン グ ・剣 道用 具

体 操 用 具

その他 の運 動競 技 用 品

子供 用 車両

ア クア ラン グ用 具

硬貨 投入 娯楽 機

他 に分 類 されな い娯 楽 装 置

スー ツケー ス(大 割 か ば ん ・エ アーケ ース ・カ

ーケ ー スを含 む)

トラン ク

ボス トンバ ッグ

化粧 ケー ス

シ ョル ダ ーバ ッグ

タウ ンバ ッグ

'ブ リー フケ ー ス

書類 入 れ か ばん(ハ ンテ ィケ ー ス,ポ ー トフ ォ

リオ を含 む)

手提 かばん

肩掛 けか ばん

ラン ドセル

リ ックサ ック

ゴル フバ ック

ユニ フ オー ムバ ッグ

銃入 れ ケー ス

ボー ルバ ツグ

スポ ー ッ用 ケー スお よ び カバー

光学用 お よび ラジオ用 ケ ー ス

楽 器用 ケ ニ ス お よび カバ ー

工 具用 ケ ー ス

職業 用 ケ ー スお よび バ ッグ

その他 のか ばん

ピア ノ

ハー プ レコー ドそ の他 鍵盤 のあ る弦楽 器
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氏

ハ ー モ ニ ゥ ム

パ イ プ オ ル ガ ン

ハ ー モ ニ カ

ア コ ー デ ィオ ン

そ の 他 の リー ド楽 器

トラ ン ペ ッ ト

コ ル ネ ット

トロ ン ボ ー ン

ア ル ト

バ リ ト ン

バ ス

サ ク ソ ホ ン

ス ザ ホ ー ン

メ ロホ ー ン

ホ ル ン

ら っ ぱ

フ ル ー ト

ピ ッ コ ロ

ク ラ リネ ッ ト

オ ー ボ エ

バ ズ ー ン

そ の 他 の 管 楽 器

バ イ オ リン

ビオ ラ

セ ロ

コ ン ト ラバ ス

ギ タ ー

'
マ ン ド リン

ウ ク レ レ

バ ラ ラ イカ

そ の 他 の 弦 楽 器

太 鼓

チ ンパ ニ ー

木 琴(マ リ ンバ を含 む)

鉄 琴

シ ンバ ル

タ ンバ リン

デ ィナー チ ャイム

ゴ ン グ

その他 の打 楽 器

電 気 ピ アノ

電 気 オル ガ ン

電気 ギ ター

そ の他 の電 気 楽器

電子 楽 器

そ う(箏)

三 味線

び わ

こと

鼓

和大 鼓

尺 八

明 笛

そ の他 の和楽 器

楽 器 の部分 品 お よび付 属品

その他 の楽 器

マ ッチ

つ け木 ・

ろ うそ く

くん(薫)物

線 香

ボタ ン

スナ ップ

ホ ック

こはぜ

フ ァス ナ

縫針

指 ぬ き

その他 の裁 縫 用小 物道 具

化粧用 ブ ラシ
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歯ブラシ

頭髪用品

くし

かんざし

髪飾 りおよび同類似品

ヘアーピン

ヘアー不 ット

かつ ら

つけひげ

か もじ(人 形の髪を含む)

つけまっげ

その他の化粧用小物用具

マネキン

模型

標識

広告用品(印 刷物を除く)

神だな(棚)

仏具

祭壇

祭具

葬具

その他の宗教用具

テ ン ト柱 お よ びテ ン トピ ン

その他 の木 製 最 終製 品

旗 ざ お

庭 園用 さお

物 干 さお

その 他 の竹 製 最 終製 品

擬 装 ネ ッ ト

カ ンバ ス製 品(日 よ けお よ び帆 を除 く)

ス リー ヒ。ングバ ッグ

刺 しゅ う用 押 型 美 術 品お よ び裁 縫 美術 品

刺 し ゅう品

旗 ・三色旗および旗のぼ り

その他の紡織最終製品

灯ろう

石碑および石像

門柱

庭石

墓石

その他の石材最終製品

他に分類 されない材料別最終製品

鉄 くず

鋼 くず

スケ ー ル

その 他 の鉄 ス ク ラ ップ

銅お よび その合 金 の ス ク ラ ップ

鉛 お よ び その合 金 の ス ク ラ ソプ

亜鉛 お よび その合 金 の ス ク ラ ップ

すず お よび その 合金 のス ク ラ ップ

ニ ッケ ル お よび その合金 の ス ク ラ ップ

アル ミニ ウムお よび その合 金 の ス ク ラ ップ

マグ ネ シ ウムお よ び その合金 の ス ク ラ ップ

チ タニ ウム お よび そ の合 金 の ス ク ラ ップ

その 他 の 非鉄 金属 ス ク ラ ップ

綿紡 織 ウ ェ ィス ト

麻 紡織 ウェ ィ ス ト

毛 紡織 ウェ ィス ト

絹紡 織 ウェ ィス ト

人 絹 紡 織 ウ ェ ィス ト

ス フ紡 織 ウェ ィス ト

合成 繊 維 紡 織 ウェ ィス ト

混 合 材料 紡 織 ウ ェ ィス ト ・

その 他 の 紡織 ウェ ィス ト

さい(裁)落 紙

反 故紙
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板紙 故紙

チ ュー ブス ク ラ ップ

タイ ヤス ク ラ ップ'

ゴム はき もの くず

工 場ス ク ラ ップ(ゴ ム)

生 キ ャンバズ くず

雲母 ス ク ラ ップ

プ ラス チ ックス ク ラ ップ

解体 用船 舶

その他 の ス ク ラ ップ お よ び ウェ イス ト

日本 画(美 術 工 芸品)

洋 画(〃)

版 画(
.")

水彩 画(〃)

その他 の絵 画(〃)

木 製 彫刻(")

その他 の 彫 刻(")

金 工 品(")

陶磁 器(〃)

漆 工 品(〃)

染 織品(〃)

か っ ち ゅ う(甲 冑)(")

,刀'剣 お よび 小 道具(〃)

その他 の工 芸 品

書 籍(骨 と う品)

典 籍(〃)

考 古資 料(〃)

その他 の美 術 工 芸 品
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4.3.3属 性 の 洗 い だ し

属性 と は素 材,成 因,機 能,用 途 か ら発 生 し,品 目を具 体的 に特 徴 づ け,他 の品 目 と識 別 す る指標

であ る。 この 属性 を洗 い だ し,素 材,成 因,機 能,用 途 に 分類 して み た とこ ろ,た とえ ば次 の とお り

とな る。

分 類 コ ー ド 化 対 象

素 材

.

元 素

状 態 固 形,結 晶,粉 末,コ ロ イ ド状,練 り,潤 製,ぺ

・一 ス ト,イ オ ン,溶 液,液 体,原 液,搾 汁,混 性,

チ ッ プ フ レ ー ク,そ ぼ り

'色
色各種,単 色

比 重
■

純 度 純 度%,%。,PPM

濃 度 薄,濃,稀

材 質 鋼製,木 製,プ ラスチ ック製,ゴ ム製

化 学 構 造 重 合,縮 合,多 環 式,鎖 式

オ ク タ ン 価

成 分 ・組 成 含有率,混 合率
、

有機質,無 機質

雌 雄

育 ・成 法 露 地,温 室

樹 種 広 葉,針 葉

収 穫 時 点 青刈

成 長 期 間 1.2年 生,多 年生

履 歴 再 生,廃 × ×,改 良

総 合,組 合 せ,複 合,混 合,配 合,調 製

成 因 人 造,合 成,天 然,配 合,添 加,化 合,人 工,

生 成,薬 剤,飼 育

熱処理

加 温 式,コ ー ル ド式

表面処理方式 メ ッ キ,研 磨

アル フ ァ化

矯 味,矯 臭
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分 類 コ ー ド イヒ 文寸 象

折,長 切,棒 状,板

切 る,さ く,刻 む,細 刻,荒 刻,掘 搾

溶 接,鋳 造,鍛 造,熱 間圧延,冷 間圧延

冷 凍,蒸 す,煮 る,生 鮮,圧 搾,す りっ ぶ し

塩 蔵,砂 糖 漬,粕 漬,シ ロ ップ漬,味 噌漬

薫 製,乾 燥,缶 詰,瓶 詰,樽 詰

佃 煮,加 糖,味 付,塩,堅 塩,全 脂,脱 脂

発 酵,半 発酵,醸 造,蒸 溜,濃 縮,薄 い,稀

精製

本 干,生 干,丸 干,半=F,素 干,煮 干,焼 干

開,切 干,み りん干

練,焼,あ げ,(機 械 練 り,わ くね り)

、

節,削 節

去勢

継月

あ み方,お り方,紡 糸法,撚 糸 法

台 木,さ し枝

紙 巻,両 切,口 付,葉 巻

登録'

機 能 アル カ リ性,酸 性,中 性,活 性

非活性

発泡性,非 発泡性
.

芳 香 芳香

味 味,苦 味,甘 味,酸 味,鹸 味

耐 性 耐水,耐 蝕,耐 候,耐 熱,耐 火,耐 寒

耐 震,耐 酸,耐 油,耐 アル カ リ
.

防 水,防 弾,防 寒,防 爆,防 暴

硬 度 硬,柔,軟 質,硬 質

透 明 度 透 明,不 透 明,半 透 明

絶 縁 有,無

可 燃,不 燃

油 脂 性,水 溶 性,乳 液性,懸 濁性

手 動,自 動,電 動

反射,対 流
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分 類 コ ー ド 化 対 象

か くは ん,調 節

固定,回 転,折 りた たみ

単発,連 発

圧 力 高 圧,低 圧'

用 途 使 用 者 大 人用,紳 士用,男 子 用,婦 人 用,少 年用,

少 女用,子 供用,幼 児用,育 児用,学 生 用

盲人用,病 人用

業 務 等 作 業用,事 務 用,計 算用,会 計 用,料 理用

裁縫 用,化 粧用,浴 用,寝 台用,家 庭用
.

一 般用
,台 所 用,工 作用,図 画 用,応 接 用,

合議用,公 共 用,,美 術用,学 習用,医 療 用

封絨用,飼 料用

代 用 ・

イ ン ス タ ン ト,防 腐.腐 蝕,防 虫,防 疫

右 用,左 用

直流,交 流

使 用 場 所 船 用,車 輌 用,一 般 陸用,地 上,航 空 機
'

気象用
・

固定,移 動,屋 内,屋 外,野 外

乗用,卓 上,壁 掛,家 庭

立,坐,わ き,す み

か む,か ぐ

麻 酔,催 眠,鎮 静,鎖 病,鎮 痙,鎮 吐

鎮咳,鎮 療,催 吐,発 汗,止 汗

解 熱,覚 醒,興 奮

試薬

4.4結 論

注

品 目 コー ドを大 別 す ると,素 材 ・成 因 別 とい う基幹 の もの と,機 能 ・用 途別 とい う基 幹 の もの とに

分 け られ る。 た とえ ば,ミ シ ンをみ ると,電 動 ミシ ンは電 機製 品 で あ るが,用 途 別 にみ ると,家 庭用

ミシ ン と工業 用 ミシ ンに分 け られ る。 この場 合 素材 ・成 因 別 と用途 ・機能 別 の互換 性 は 非常 に困 難 に

な って く る。'

JSCCは 基 本 的 に は,大 分類 が素 材 ・基 礎 資材 ・完 成 材 に な って い るか ら,関 連 す る品 目は各 所
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に バ ラバ ラに ち らば って い る。 た とえば,砂 糖 をみ ると,素 材 で は糖料 作物,基 礎 資材 で は粗糖,完

成 材 で は砂 糖 とい うよ うに パ ラパ ラに 展開 され て い る。 製 鉄 関係 をみ て も,鉄 鋼石,石 炭,ス ク ラ ッ

プ,銑 鉄,普 通 鋼半製 品,普 通 鋼 鋼材,普 通 鋼 二三 次製 品,鋳 鍛鋼 品,鋳 鉄品 な ど,こ れ らが一 括 の

グル ープに な って い ると使 い やす いが,こ れが バ ラバ ラにな っ て使 うには ま こ とに不便 であ る。

と ころが,実 際 に は,企 業 の な かで は,品 目 と部 門 とが密 着 し て い るの で,ど うして も素材 別 ・成

因 別 に抵 抗 を感 じ,機 能 ・用途 別の要 求 が でて く る。 機能 ・用 途 別 にすれ ば,関 連 品 目は グ ル ー プ化

され る。

しか し・機 能 ・用途 別に した と ころで,問 題 が解 決 され るわ け で はない 。 た とえば,調 味料 を 一つ

とってみ て も,素 材 別 にみ れ ば,化 学 品 で あ る。精 密 や塩 は もと も と食料 であ るが,量 的 に は商 先 は

化 学工 場 が圧 倒 的 に 多 い。

そこで,ま ず 品 目の属 性 は,素 材,成 因,機 能,用 途 の あ らゆ る角度 の もの が,付 加 され た もの で

あ るか ら,こ れ らを 洗 い だ して,純 粋 の品 目名 の抽 出 を試 み て は ど うか とい うこ とにな ったの で あ る。

もし,純 粋 の 品 目の抽 出 が で きれ ば,品 目 コ ー ドを編 成 す るに あ たって は,素 材 ・成 因別 の 品 目 コ

ー ドの 体 系 と
,機 能 ・用途 別 の品 目 コー ドの体系 の 二 つ を作成 し て は ど うか とい うこ とを提 言 したい

ので あ る。 品 目の要 素 が 抽 出 さ れれ ば,目 的 に応 じて ま だほ'かの体 系 の コー ドを編成 して もよいわ け

で あ る。

コー ド体 系 の要 素 とな る単 位 が,同 一 で あれ ば,こ れ を どの よ うに組 み か えて も,ク ロス ・レ フ ァ

レンスが で き る はず で あ る。 こ の よ うに す れ ば
,官 公 庁 や諸 団体 で作成 す る諸 統 計 と民 間会 社 で作 成

す る諸統 計 との コン バ ー ジ ョ ンが容 易 に な るはず で あ る。 品 目の 要 素 とな る単位 が ま ちま ちで あ って

は,コ ンバ ー ジ ョ ンが で き るはず は ない の であ る。

次に 属性 の洗 い だ し を行 な っ たの は,属 性 自身 の コー ド体系 をっ くれぽ よい で は ないか とい う考 え

に もとつ くもの であ る。 この コ ー ド体 系が で きれ ば,品 目の要 素 と自由に組 み あ わせ て,自 分 の とこ

ろの 目的 に応 じた コー ド体系 を作 れ ば よい では ない か と考 え る。 この コ ー ド化 は相 当の 時 間 がか か る

と思 わ れ るが,目 先 に と らわ れ る こ とな く,大 きな理 想 に むか って デ ー タ ・コー ドの標 準 化 体系 を う

ちたて る基礎 とな る もの と確 信 して い るの で,以 上 の こ とを ここに 提言 す る次 第で あ る。

・ト
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、

,
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あ と が き

デ ー タ ・コー ドのJIS化 に当 っては 本 文中 で 幾 多 の提 言 を試 み,か つ多 くの問 題 点 の指 摘 をお こ

な って お い たの で,こ れ らを充 分 に考 慮 して制 定 され るこ とを希 望す る。

また この場 合 とか く年度 別 予 算等 の関 係 か ら拙 速 に は し りか ちとな る ことが 懸念 され るの で充分 な

時 間 をか けて 混乱 を生 じな い よ う慎 重 に検 討 され るこ とを切 望す る。

、な おJIS化 計 画 の策 定 に 当 って は,対 象項 目 の選定,JIS化 の範 囲,優 先順 位 等 に対 す る諮 問

機 関 を設 立 し,適 切 な標 準化 の推 進 を図 り,情 報化 社 会の 効果 的 発展 を期 す こ と も必 要 で あ ろ う。

以上 が デ ー タ ・コー ド標準 化体 系 調 査 委 員 会 に おけ る調 査 と問題 の提起 であ るが,こ れ を どのよ う

に制 度 的 に受 け とめ,か っ,前 向 きに 答 えて くれ るか は,わ れ われ に と って一 つ の大 きな期 待 であ る。
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